
パ
リ
の
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
─
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
─

大

森

弘

喜

第
二
章

サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館

ø
．「
善
き
貧
民
」

ù
．
隔
離
さ
れ
る
「
狂
気
」

ú
．
抑
圧
さ
れ
る
女
性
た
ち
─
懲
治
監

û
．
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
日
常

ü
．
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
管
理
と
運
営

ý
．
院
長
人
事
を
巡
る
抗
争

結
び
に
か
え
て

パ
リ
の
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の
な
か
で
最
大
規
模
を
誇
る
と
云
わ
れ
て
い
る
の
が
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
で
あ
っ
た
。
そ

の
名
の
由
来
は
、
こ
こ
に
小
さ
な
兵
器
廠
が
あ
り
、
火
薬
の
原
料
と
な
る
「
硝
石salpêtre

」
を
製
造
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
だ

が
、
こ
の
兵
器
廠
は
一
六
世
紀
半
ば
に
二
度
も
大
爆
発
事
故
を
起
こ
し
、
三
〇
〇
人
余
の
死
者
を
出
し
た
の
で
、
郊
外
の
ヴ
ァ
ン
セ

ン
ヌ
に
移
転
し
て
い
た
。
そ
の
跡
地
が
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

─88( ø )─



一
六
五
六
年
王
令
を
発
し
た
ル
イ
一
四
世
は
、
凡
そ
四
万
リ
ー
ヴ
ル
の
資
金
を
投
じ
て
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
改
造
工
事
を

命
じ
た
。
同
時
に
、
マ
ザ
ラ
ン
や
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の
創
案
者
ポ
ン
ポ
ン
ヌ
・
ド
・
ベ
リ
エ
ー
ヴ
ル
、
そ
し
て
フ
ー
ケ
か
ら

多
額
の
寄
付
を
募
り
、
新
築
の
建
物
を
、
当
代
一
流
の
建
築
家
ル
イ
・
ル
・
ヴ
ォ
に
設
計
さ
せ
て
完
成
さ
せ
た
。
こ
れ
ら
の
棟
に
は

そ
の
寄
付
者
の
名
前
が
付
け
ら
れ
た
。

こ
の
王
令
を
登
録
し
た
パ
リ
高
等
法
院
は
、
翌
五
七
年
四
月
一
八
日
に
次
の
ご
と
き
裁
決
を
布
告
し
た
。「
来
る
五
月
七
日
朝
九

時
か
ら
五
月
一
三
日
ま
で
の
間
に
、
す
べ
て
の
物
乞
い
貧
民
は
、
老
い
も
若
き
も
、
健
常
な
者
も
心
身
に
障
碍
の
あ
る
者
も
、
ピ
テ

ィ
エ
館
の
中
庭
に
集
合
せ
よ
。
そ
こ
か
ら
監
督
者
に
よ
っ
て
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の
各
館
に
導
か
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
食
事

と
寝
所
が
与
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。」
と
。

こ
う
し
て
一
六
六
〇
年
代
初
め
に
は
、
貧
民
の
た
め
に
造
ら
れ
た
大
寝
室
一
五
棟
に
凡
そ
二
千
人
余
が
入
所
す
る
。
他
に
住
み
込

み
の
聖
職
者
や
、
か
な
り
の
数
の
労
働
者
、
職
人
な
ど
ス
タ
ッ
フ
が
居
住
す
る
棟
が
別
途
建
築
さ
れ
て
ゆ
き
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル

館
の
住
民
は
そ
の
数
を
徐
々
に
増
し
て
ゆ
く
。

ポ
ー
ル
ト
ル
の
古
典
的
作
品
で
は
、
一
七
〇
一
年
の
入
所
者
は
四
八
〇
〇
人
余
、
ス
タ
ッ
フ
は
四
六
〇
人
が
い
た
と
記
載
さ
れ
て

い
る
の
だ
が[Paultre,p.599]

、
ス
タ
ッ
フ
は
㙽
も
角
、
入
所
者
の
分
類
基
準
は
社
会
的
属
性
、
年
齢
別
、
病
者
な
ど
多
元
的
で
、

互
い
に
重
複
し
て
い
る
の
で
、
実
際
の
人
数
よ
り
も
過
大
に
表
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る(ø)。
カ
レ
の
最
近
作
は
、
一
七
二
一
年
か

ら
一
七
九
一
年
ま
で
の
入
所
者
数
を
五
年
間
隔
で
示
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
八
世
紀
前
半
は
痙
攣
的
に
増
加
す
る
一
七

四
一
～
四
二
年
を
除
く
と
、
凡
そ
三
五
〇
〇
人
程
度
、
世
紀
後
半
は
七
一
～
七
二
年
の
凶
作
年
を
除
く
と
、
ほ
ぼ
二
八
〇
〇
～
三
〇

〇
〇
人
程
度
で
推
移
し
て
い
る
。
そ
し
て
一
八
世
紀
全
体
で
は
平
均
三
一
六
四
人
と
算
出
さ
れ
て
い
る
。[C

arrez,pp.84-85]

た
だ
注
意
を
要
す
る
の
は
、
大
概
の
歴
史
書
で
は
、「
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
人
口population

de
la
Salpêtrière

」
と
い
う
表

現
が
示
す
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
入
所
者
と
住
み
込
み
の
ス
タ
ッ
フ
が
コ
ミ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
一
八
世
紀
に
入
る

と
、
ス
タ
ッ
フ
は
時
の
経
過
と
と
も
に
増
え
て
ゆ
き
、
一
八
世
紀
末
に
は
千
人
を
超
え
る
ま
で
に
な
っ
た
。
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館

は
パ
リ
の
下
層
民
衆
や
職
人
に
も
大
き
な
雇
用
機
会
を
創
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
は
警
察
権
、
裁

判
権
、
各
種
免
税
特
権
を
有
し
、
平
常
時
に
「
住
民
」
四
～
五
千
人
を
擁
す
る
パ
リ
市
の
な
か
の
一
つ
の
自
治
都
市
の
観
が
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
ビ
セ
ー
ト
ル
館
が
専
ら
男
性
貧
民
を
受
け
容
れ
た
の
と
対
照
的
に
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
は
女
性
貧
民
と
事
情
の

あ
る
子
ど
も
た
ち
を
専
ら
受
け
容
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
オ
ピ
タ
ル
や
学
校
な
ど
教
育
・
社
会
施
設
で
は
、
男
女
混
交
を
周
到
に
回

避
す
る
原
則
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
マ
ザ
ラ
ン
棟
」
は
例
外
で
、
こ
こ
に
は
所
帯
持
ち
の
貧
民
が
入
所
し
た
。
恐
ら
く

は
老
齢
夫
婦
ゆ
え
に
同
居
が
許
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
配
偶
者
が
亡
く
な
る
と
、
寡
夫
は
ビ
セ
ー
ト
ル
館
に
移
り
、
寡
婦
は

そ
の
ま
ま
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
別
棟
に
移
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
も
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
不
幸
な
人
々
、
貧
し
い
人
々
が
入
所
し
た
が
、
こ
こ
の
特
徴
は
、「
素
行
の
悪
い

女fem
m
es

de
la
m
auvaise

vie

」
と
名
指
し
さ
れ
た
女
性
た
ち
と
、
精
神
を
病
む
女
性
、
知
的
障
碍
の
女
性
ら
が
閉
じ
込
め
ら
れ

(ø
)
同
じ
よ
う
な
入
所
者
数
の
過
大
評
価
は
、
チ
ュ
テ
イ
、
ク
ト
ー
、
ビ
ュ
シ
ェ
の
著
作
に
も
見
ら
れ
る
。
チ
ュ
テ
イ
は
一
六
九
〇
年
の
入

所
者
を
六
七
〇
四
人
と
記
し[Tutey,p.76]

、
ビ
ュ
シ
ェ
は
、
一
六
七
九
年
の
入
所
者
数
を
約
四
千
人[B

oucher,p.40]

、
ク
ト
ー
は
革

命
前
夜
の
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
入
所
者
数
を
六
～
七
千
人
と
記
す
。[C

outeau,p.119]

さ
ら
に
デ
グ
ラ
ン
ジ
ュ
は
一
八
世
紀
半
ば

に
は
、
四
～
五
千
人
、
革
命
前
夜
に
は
凡
そ
八
千
人
と
見
積
も
っ
て
い
る
。[D

égranges,p.8]

こ
の
よ
う
な
過
大
評
価
の
理
由
は
定
か

で
は
な
い
が
、
ポ
ー
ル
ト
ル
の
場
合
と
同
じ
か
も
知
れ
な
い
し
、
年
間
の
入
所
登
録
者
を
す
べ
て
合
計
し
た
せ
い
か
も
し
れ
な
い
。
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一
六
五
六
年
王
令
を
発
し
た
ル
イ
一
四
世
は
、
凡
そ
四
万
リ
ー
ヴ
ル
の
資
金
を
投
じ
て
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
改
造
工
事
を

命
じ
た
。
同
時
に
、
マ
ザ
ラ
ン
や
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の
創
案
者
ポ
ン
ポ
ン
ヌ
・
ド
・
ベ
リ
エ
ー
ヴ
ル
、
そ
し
て
フ
ー
ケ
か
ら

多
額
の
寄
付
を
募
り
、
新
築
の
建
物
を
、
当
代
一
流
の
建
築
家
ル
イ
・
ル
・
ヴ
ォ
に
設
計
さ
せ
て
完
成
さ
せ
た
。
こ
れ
ら
の
棟
に
は

そ
の
寄
付
者
の
名
前
が
付
け
ら
れ
た
。

こ
の
王
令
を
登
録
し
た
パ
リ
高
等
法
院
は
、
翌
五
七
年
四
月
一
八
日
に
次
の
ご
と
き
裁
決
を
布
告
し
た
。「
来
る
五
月
七
日
朝
九

時
か
ら
五
月
一
三
日
ま
で
の
間
に
、
す
べ
て
の
物
乞
い
貧
民
は
、
老
い
も
若
き
も
、
健
常
な
者
も
心
身
に
障
碍
の
あ
る
者
も
、
ピ
テ

ィ
エ
館
の
中
庭
に
集
合
せ
よ
。
そ
こ
か
ら
監
督
者
に
よ
っ
て
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の
各
館
に
導
か
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
食
事

と
寝
所
が
与
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。」
と
。

こ
う
し
て
一
六
六
〇
年
代
初
め
に
は
、
貧
民
の
た
め
に
造
ら
れ
た
大
寝
室
一
五
棟
に
凡
そ
二
千
人
余
が
入
所
す
る
。
他
に
住
み
込

み
の
聖
職
者
や
、
か
な
り
の
数
の
労
働
者
、
職
人
な
ど
ス
タ
ッ
フ
が
居
住
す
る
棟
が
別
途
建
築
さ
れ
て
ゆ
き
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル

館
の
住
民
は
そ
の
数
を
徐
々
に
増
し
て
ゆ
く
。

ポ
ー
ル
ト
ル
の
古
典
的
作
品
で
は
、
一
七
〇
一
年
の
入
所
者
は
四
八
〇
〇
人
余
、
ス
タ
ッ
フ
は
四
六
〇
人
が
い
た
と
記
載
さ
れ
て

い
る
の
だ
が[Paultre,p.599]

、
ス
タ
ッ
フ
は
㙽
も
角
、
入
所
者
の
分
類
基
準
は
社
会
的
属
性
、
年
齢
別
、
病
者
な
ど
多
元
的
で
、

互
い
に
重
複
し
て
い
る
の
で
、
実
際
の
人
数
よ
り
も
過
大
に
表
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る(ø)。
カ
レ
の
最
近
作
は
、
一
七
二
一
年
か

ら
一
七
九
一
年
ま
で
の
入
所
者
数
を
五
年
間
隔
で
示
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
八
世
紀
前
半
は
痙
攣
的
に
増
加
す
る
一
七

四
一
～
四
二
年
を
除
く
と
、
凡
そ
三
五
〇
〇
人
程
度
、
世
紀
後
半
は
七
一
～
七
二
年
の
凶
作
年
を
除
く
と
、
ほ
ぼ
二
八
〇
〇
～
三
〇

〇
〇
人
程
度
で
推
移
し
て
い
る
。
そ
し
て
一
八
世
紀
全
体
で
は
平
均
三
一
六
四
人
と
算
出
さ
れ
て
い
る
。[C

arrez,pp.84-85]

た
だ
注
意
を
要
す
る
の
は
、
大
概
の
歴
史
書
で
は
、「
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
人
口population

de
la
Salpêtrière

」
と
い
う
表

現
が
示
す
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
入
所
者
と
住
み
込
み
の
ス
タ
ッ
フ
が
コ
ミ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
一
八
世
紀
に
入
る

と
、
ス
タ
ッ
フ
は
時
の
経
過
と
と
も
に
増
え
て
ゆ
き
、
一
八
世
紀
末
に
は
千
人
を
超
え
る
ま
で
に
な
っ
た
。
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館

は
パ
リ
の
下
層
民
衆
や
職
人
に
も
大
き
な
雇
用
機
会
を
創
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
は
警
察
権
、
裁

判
権
、
各
種
免
税
特
権
を
有
し
、
平
常
時
に
「
住
民
」
四
～
五
千
人
を
擁
す
る
パ
リ
市
の
な
か
の
一
つ
の
自
治
都
市
の
観
が
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
ビ
セ
ー
ト
ル
館
が
専
ら
男
性
貧
民
を
受
け
容
れ
た
の
と
対
照
的
に
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
は
女
性
貧
民
と
事
情
の

あ
る
子
ど
も
た
ち
を
専
ら
受
け
容
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
オ
ピ
タ
ル
や
学
校
な
ど
教
育
・
社
会
施
設
で
は
、
男
女
混
交
を
周
到
に
回

避
す
る
原
則
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
マ
ザ
ラ
ン
棟
」
は
例
外
で
、
こ
こ
に
は
所
帯
持
ち
の
貧
民
が
入
所
し
た
。
恐
ら
く

は
老
齢
夫
婦
ゆ
え
に
同
居
が
許
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
配
偶
者
が
亡
く
な
る
と
、
寡
夫
は
ビ
セ
ー
ト
ル
館
に
移
り
、
寡
婦
は

そ
の
ま
ま
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
別
棟
に
移
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
も
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
不
幸
な
人
々
、
貧
し
い
人
々
が
入
所
し
た
が
、
こ
こ
の
特
徴
は
、「
素
行
の
悪
い

女fem
m
es

de
la
m
auvaise

vie

」
と
名
指
し
さ
れ
た
女
性
た
ち
と
、
精
神
を
病
む
女
性
、
知
的
障
碍
の
女
性
ら
が
閉
じ
込
め
ら
れ

(ø
)
同
じ
よ
う
な
入
所
者
数
の
過
大
評
価
は
、
チ
ュ
テ
イ
、
ク
ト
ー
、
ビ
ュ
シ
ェ
の
著
作
に
も
見
ら
れ
る
。
チ
ュ
テ
イ
は
一
六
九
〇
年
の
入

所
者
を
六
七
〇
四
人
と
記
し[Tutey,p.76]

、
ビ
ュ
シ
ェ
は
、
一
六
七
九
年
の
入
所
者
数
を
約
四
千
人[B

oucher,p.40]

、
ク
ト
ー
は
革

命
前
夜
の
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
入
所
者
数
を
六
～
七
千
人
と
記
す
。[C

outeau,p.119]

さ
ら
に
デ
グ
ラ
ン
ジ
ュ
は
一
八
世
紀
半
ば

に
は
、
四
～
五
千
人
、
革
命
前
夜
に
は
凡
そ
八
千
人
と
見
積
も
っ
て
い
る
。[D

égranges,p.8]

こ
の
よ
う
な
過
大
評
価
の
理
由
は
定
か

で
は
な
い
が
、
ポ
ー
ル
ト
ル
の
場
合
と
同
じ
か
も
知
れ
な
い
し
、
年
間
の
入
所
登
録
者
を
す
べ
て
合
計
し
た
せ
い
か
も
し
れ
な
い
。
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た
こ
と
で
あ
る
。
老
齢
や
身
体
障
碍
な
ど
で
労
働
不
能
な
貧
民
は
別
に
し
て
、
寡
婦
や
子
ど
も
で
労
働
可
能
な
貧
民
は
、
所
内
の
ア

ト
リ
エ
で
亜
麻
の
糸
紡
ぎ
や
織
布
、
ラ
シ
ャ
の
織
布
、
手
袋
や
肌
着
造
り
な
ど
の
縫
製
作
業
に
従
事
し
た(ù)。

ø
．
｢善
き
貧
民
」

こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ィ
は
ビ
セ
ー
ト
ル
館
と
同
じ
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
で
労
働
不
能
と
な
っ
た
女
性
貧
民
や
所
帯
持
ち
の
貧
民
、
子

ど
も
た
ち
で
、
自
発
的
に
入
所
し
た
者
で
あ
る
。
マ
ザ
ラ
ン
棟
は
先
述
し
た
よ
う
に
夫
婦
者
の
貧
民
が
入
所
し
た
が
、
入
所
条
件
は

六
〇
歳
以
上
の
パ
リ
生
ま
れ
か
、
パ
リ
に
二
年
以
上
在
住
し
て
い
る
こ
と
、
洗
礼
証
書
、
結
婚
の
契
約
書
、
そ
し
て
教
区
司
祭
に
よ

る
貧
困
証
明
書
の
提
出
だ
っ
た
。
ピ
テ
ィ
エ
館
の
本
部
事
務
局
に
申
請
し
、
許
可
を
受
け
た
凡
そ
百
数
十
所
帯
、
二
百
数
十
人
の
老

夫
婦
が
入
所
し
個
室
を
与
え
ら
れ
た
。
比
較
的
温
情
的
な
扱
い
を
受
け
た
と
云
え
る
だ
ろ
う(ú)。

「
善
き
貧
民
」
の
主
力
を
な
す
の
は
寡
婦
だ
っ
た
。
カ
レ
は
一
七
二
一
年
か
ら
九
一
年
ま
で
七
〇
年
間
の
入
所
者
か
ら
サ
ン
プ
リ

ン
グ
し
て
四
七
一
八
件
を
選
び
、
入
所
者
の
社
会
的
属
性
を
調
査
し
た
。
こ
の
標
本
の
う
ち
入
所
理
由
の
判
明
し
た
も
の
は
二
三
五

九
件
あ
り
、
そ
の
内
、
最
多
の
凡
そ
三
〇
％
が
「
寡
婦
に
な
っ
た
た
め
」
だ
っ
た
と
い
う
。[C

arrez,p.90]

当
時
の
フ
ラ
ン
ス
社
会
で
は
、
壮
年
期
に
な
る
と
男
性
の
死
亡
率
が
女
性
の
そ
れ
を
上
回
り
、
そ
の
結
果
寡
婦
が
増
え
る
傾
き
が

あ
る
の
だ
が
、
こ
れ
に
社
会
的
理
由
も
深
く
関
与
し
て
い
る
。
日
雇
農
や
都
市
の
繊
維
関
係
の
職
業
で
は
、
庶
民
は
「
夫
婦
同
職
」

で
稼
ぐ
も
の
が
普
通
だ
っ
た
が
、
そ
う
し
た
場
合
、
夫
が
亡
く
な
る
と
妻
だ
け
で
仕
事
を
続
け
る
こ
と
が
難
し
く
、
廃
業
せ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
と
い
う
。
ま
た
一
八
世
紀
に
な
る
と
、
困
窮
の
果
て
に
夫
が
妻
子
を
残
し
て
出
奔
す
る
例
が
目
立
つ
と
い
う
。

[G
utton,1971,p.37]

残
さ
れ
た
妻
だ
け
で
子
ど
も
を
養
う
の
は
極
め
て
難
し
い
。
親
が
健
在
で
経
済
的
余
裕
が
あ
っ
て
援
助
し
て

く
れ
れ
ば
別
だ
が
、
多
く
は
路
頭
に
迷
う
。
子
ど
も
共
々
物
乞
い
す
る
か
、
食
物
を
盗
む
か
、
若
け
れ
ば
身
を
売
る
か
、
な
ん
ら
か

の
救
済
に
頼
る
ほ
か
に
生
き
る
道
は
な
い
。

世
情
に
通
じ
て
い
る
者
は
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
入
所
し
て
パ
ン
と
ベ
ッ
ド
を
確
保
す
る
道
が
あ
る
こ
と
に
想
到
す
る
だ
ろ

う
。
入
所
申
請
に
は
、
離
婚
ま
た
は
配
偶
者
の
死
亡
証
明
書
、
洗
礼
証
書
、
貧
困
証
明
書
が
必
要
だ
っ
た
。
教
区
司
祭
に
こ
れ
ら
の

書
類
を
し
た
た
め
て
貰
い
、
月
曜
日
に
本
部
事
務
局
に
出
頭
し
て
提
出
し
、
審
査
の
結
果
、
条
件
を
満
た
し
た
者
が
「
入
所
許
可
証

billets
de

B
ureau

」
を
貰
い
入
所
で
き
た
。
彼
女
ら
は
大
部
屋
に
詰
め
込
ま
れ
、
労
働
可
能
な
者
は
工
房
な
ど
で
亜
麻
や
羊
毛
の
紡

ぎ
、
織
布
、
縫
製
な
ど
の
仕
事
に
従
事
し
、
神
へ
の
祈
り
を
実
践
し
た
。

「
善
き
貧
民
」
の
も
う
一
つ
の
主
力
が
子
ど
も
で
、
寡
婦
と
同
じ
く
ら
い
、
入
所
者
の
凡
そ
三
〇
％
を
占
め
た
。
一
七
〇
一
年
に

は
ポ
ー
ル
ト
ル
に
拠
れ
ば
、
実
に
一
七
四
九
人
も
の
多
き
を
数
え
た
。
右
の
よ
う
に
寡
婦
と
一
緒
に
入
っ
た
乳
幼
児
や
、
捨
子
、
孤

(ù
)
川
喜
田
愛
郎
氏
は
恐
ら
く
情
報
不
足
の
た
め
か
、
あ
る
い
は
フ
ー
コ
ー
の
主
張
に
引
き
ず
ら
れ
た
か
、「
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
は
女

囚
の
監
獄
で
あ
る
。」
と
記
す
が
、［
川
喜
田
愛
郎
、p.483

]
こ
れ
は
本
稿
で
明
ら
か
な
よ
う
に
一
面
的
な
理
解
で
し
か
な
い
。
な
お
サ

ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
は
後
述
の
よ
う
に
革
命
期
に
ピ
ネ
ル
が
着
任
し
、
神
経
・
精
神
病
の
病
院
と
な
り
、
一
九
世
紀
に
は
エ
ス
キ
ロ
ー
ル

な
ど
優
れ
た
精
神
科
医
を
輩
出
す
る
精
神
病
の
一
大
拠
点
と
な
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
一
九
六
四
年
に
は
、
前
記
の
ピ
テ
ィ
エ
館
と

統
合
し
て
、
医
学
部
を
も
つ
「
ピ
テ
ィ
エ
・
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
病
院
」
と
な
り
現
在
に
至
る
。
な
お
、
川
喜
田
愛
郎
氏
の
云
う
、「
監

獄
＝
懲
治
監m

aison
de

force

」
が
廃
用
と
な
る
の
は
、
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
創
設
か
ら
二
百
年
後
の
一
八
七
六
年
の
こ
と
で
あ
っ

た
。[R

iche
etR

iquier,p.774]

(ú
)
ポ
ー
ル
ト
ル
に
拠
れ
ば
一
七
〇
一
年
時
に
「
七
〇
歳
～
七
五
歳
の
老
夫
婦
」
が
二
六
二
人
入
所
し
て
い
た
。[Paultre,p.599]
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た
こ
と
で
あ
る
。
老
齢
や
身
体
障
碍
な
ど
で
労
働
不
能
な
貧
民
は
別
に
し
て
、
寡
婦
や
子
ど
も
で
労
働
可
能
な
貧
民
は
、
所
内
の
ア

ト
リ
エ
で
亜
麻
の
糸
紡
ぎ
や
織
布
、
ラ
シ
ャ
の
織
布
、
手
袋
や
肌
着
造
り
な
ど
の
縫
製
作
業
に
従
事
し
た(ù)。

ø
．
｢善
き
貧
民
」

こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ィ
は
ビ
セ
ー
ト
ル
館
と
同
じ
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
で
労
働
不
能
と
な
っ
た
女
性
貧
民
や
所
帯
持
ち
の
貧
民
、
子

ど
も
た
ち
で
、
自
発
的
に
入
所
し
た
者
で
あ
る
。
マ
ザ
ラ
ン
棟
は
先
述
し
た
よ
う
に
夫
婦
者
の
貧
民
が
入
所
し
た
が
、
入
所
条
件
は

六
〇
歳
以
上
の
パ
リ
生
ま
れ
か
、
パ
リ
に
二
年
以
上
在
住
し
て
い
る
こ
と
、
洗
礼
証
書
、
結
婚
の
契
約
書
、
そ
し
て
教
区
司
祭
に
よ

る
貧
困
証
明
書
の
提
出
だ
っ
た
。
ピ
テ
ィ
エ
館
の
本
部
事
務
局
に
申
請
し
、
許
可
を
受
け
た
凡
そ
百
数
十
所
帯
、
二
百
数
十
人
の
老

夫
婦
が
入
所
し
個
室
を
与
え
ら
れ
た
。
比
較
的
温
情
的
な
扱
い
を
受
け
た
と
云
え
る
だ
ろ
う(ú)。

「
善
き
貧
民
」
の
主
力
を
な
す
の
は
寡
婦
だ
っ
た
。
カ
レ
は
一
七
二
一
年
か
ら
九
一
年
ま
で
七
〇
年
間
の
入
所
者
か
ら
サ
ン
プ
リ

ン
グ
し
て
四
七
一
八
件
を
選
び
、
入
所
者
の
社
会
的
属
性
を
調
査
し
た
。
こ
の
標
本
の
う
ち
入
所
理
由
の
判
明
し
た
も
の
は
二
三
五

九
件
あ
り
、
そ
の
内
、
最
多
の
凡
そ
三
〇
％
が
「
寡
婦
に
な
っ
た
た
め
」
だ
っ
た
と
い
う
。[C

arrez,p.90]

当
時
の
フ
ラ
ン
ス
社
会
で
は
、
壮
年
期
に
な
る
と
男
性
の
死
亡
率
が
女
性
の
そ
れ
を
上
回
り
、
そ
の
結
果
寡
婦
が
増
え
る
傾
き
が

あ
る
の
だ
が
、
こ
れ
に
社
会
的
理
由
も
深
く
関
与
し
て
い
る
。
日
雇
農
や
都
市
の
繊
維
関
係
の
職
業
で
は
、
庶
民
は
「
夫
婦
同
職
」

で
稼
ぐ
も
の
が
普
通
だ
っ
た
が
、
そ
う
し
た
場
合
、
夫
が
亡
く
な
る
と
妻
だ
け
で
仕
事
を
続
け
る
こ
と
が
難
し
く
、
廃
業
せ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
と
い
う
。
ま
た
一
八
世
紀
に
な
る
と
、
困
窮
の
果
て
に
夫
が
妻
子
を
残
し
て
出
奔
す
る
例
が
目
立
つ
と
い
う
。

[G
utton,1971,p.37]

残
さ
れ
た
妻
だ
け
で
子
ど
も
を
養
う
の
は
極
め
て
難
し
い
。
親
が
健
在
で
経
済
的
余
裕
が
あ
っ
て
援
助
し
て

く
れ
れ
ば
別
だ
が
、
多
く
は
路
頭
に
迷
う
。
子
ど
も
共
々
物
乞
い
す
る
か
、
食
物
を
盗
む
か
、
若
け
れ
ば
身
を
売
る
か
、
な
ん
ら
か

の
救
済
に
頼
る
ほ
か
に
生
き
る
道
は
な
い
。

世
情
に
通
じ
て
い
る
者
は
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
入
所
し
て
パ
ン
と
ベ
ッ
ド
を
確
保
す
る
道
が
あ
る
こ
と
に
想
到
す
る
だ
ろ

う
。
入
所
申
請
に
は
、
離
婚
ま
た
は
配
偶
者
の
死
亡
証
明
書
、
洗
礼
証
書
、
貧
困
証
明
書
が
必
要
だ
っ
た
。
教
区
司
祭
に
こ
れ
ら
の

書
類
を
し
た
た
め
て
貰
い
、
月
曜
日
に
本
部
事
務
局
に
出
頭
し
て
提
出
し
、
審
査
の
結
果
、
条
件
を
満
た
し
た
者
が
「
入
所
許
可
証

billets
de

B
ureau

」
を
貰
い
入
所
で
き
た
。
彼
女
ら
は
大
部
屋
に
詰
め
込
ま
れ
、
労
働
可
能
な
者
は
工
房
な
ど
で
亜
麻
や
羊
毛
の
紡

ぎ
、
織
布
、
縫
製
な
ど
の
仕
事
に
従
事
し
、
神
へ
の
祈
り
を
実
践
し
た
。

「
善
き
貧
民
」
の
も
う
一
つ
の
主
力
が
子
ど
も
で
、
寡
婦
と
同
じ
く
ら
い
、
入
所
者
の
凡
そ
三
〇
％
を
占
め
た
。
一
七
〇
一
年
に

は
ポ
ー
ル
ト
ル
に
拠
れ
ば
、
実
に
一
七
四
九
人
も
の
多
き
を
数
え
た
。
右
の
よ
う
に
寡
婦
と
一
緒
に
入
っ
た
乳
幼
児
や
、
捨
子
、
孤

(ù
)
川
喜
田
愛
郎
氏
は
恐
ら
く
情
報
不
足
の
た
め
か
、
あ
る
い
は
フ
ー
コ
ー
の
主
張
に
引
き
ず
ら
れ
た
か
、「
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
は
女

囚
の
監
獄
で
あ
る
。」
と
記
す
が
、［
川
喜
田
愛
郎
、p.483

]
こ
れ
は
本
稿
で
明
ら
か
な
よ
う
に
一
面
的
な
理
解
で
し
か
な
い
。
な
お
サ

ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
は
後
述
の
よ
う
に
革
命
期
に
ピ
ネ
ル
が
着
任
し
、
神
経
・
精
神
病
の
病
院
と
な
り
、
一
九
世
紀
に
は
エ
ス
キ
ロ
ー
ル

な
ど
優
れ
た
精
神
科
医
を
輩
出
す
る
精
神
病
の
一
大
拠
点
と
な
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
一
九
六
四
年
に
は
、
前
記
の
ピ
テ
ィ
エ
館
と

統
合
し
て
、
医
学
部
を
も
つ
「
ピ
テ
ィ
エ
・
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
病
院
」
と
な
り
現
在
に
至
る
。
な
お
、
川
喜
田
愛
郎
氏
の
云
う
、「
監

獄
＝
懲
治
監m

aison
de

force

」
が
廃
用
と
な
る
の
は
、
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
創
設
か
ら
二
百
年
後
の
一
八
七
六
年
の
こ
と
で
あ
っ

た
。[R

iche
etR

iquier,p.774]

(ú
)
ポ
ー
ル
ト
ル
に
拠
れ
ば
一
七
〇
一
年
時
に
「
七
〇
歳
～
七
五
歳
の
老
夫
婦
」
が
二
六
二
人
入
所
し
て
い
た
。[Paultre,p.599]
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児
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
子
ど
も
は
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
で
は
、「
ラ
・
ク
レ
ー
シ
ュ
（
託
児
室
）」
や
「
サ
ン
・
ク
レ
ー
ル
」、

「
ジ
ェ
ジ
ュ
（
イ
エ
ス
）」
と
い
う
名
の
部
屋
に
入
れ
ら
れ
た
。
ラ
・
ク
レ
ー
シ
ュ
に
は
乳
児
に
乳
を
与
え
る
乳
母
が
常
駐
し
て
い

た
。し

か
し
、
大
部
分
の
嬰
児
や
乳
幼
児
は
捨
子
だ
っ
た
。
こ
れ
は
次
章
で
詳
し
く
考
察
す
る
が
、「
未
婚
の
母fille-m

ère

」
が
産
ん

だ
非
嫡
出
子
の
多
く
は
捨
て
ら
れ
た
。
町
の
産
婆
の
許
で
お
産
を
し
た
彼
女
ら
は
、
カ
ネ
を
払
っ
て
産
婆
な
ど
に
新
生
児
の
子
捨
て

を
頼
ん
だ
。
産
婆
は
秘
か
に
教
会
の
階
段
や
柱
廊
の
陰
、
市
場
の
片
隅
な
ど
に
子
捨
て
を
し
た
。
未
婚
の
母
が
オ
テ
ル
・
デ
ュ
で
お

産
を
し
た
場
合
は
、
そ
こ
か
ら
捨
子
養
育
院
か
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
な
ど
に
嬰
児
が
運
ば
れ
て
き
た
。
し
か
し
そ
こ
で
育
児
さ
れ

る
こ
と
は
滅
多
に
な
く
、
す
ぐ
に
田
舎
の
乳
母
の
許
に
送
り
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
や
捨
子
養
育
院
で
は
、

名
前
が
な
い
こ
の
乳
児
に
洗
礼
名
を
つ
け
て
、「
受
け
付
け
」
登
録
す
る
だ
け
だ
っ
た
。
そ
の
子
が
無
事
に
七
歳
く
ら
い
ま
で
乳
母

の
許
で
生
き
て
い
れ
ば
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
戻
っ
て
く
る
と
い
う
決
ま
り
で
あ
っ
た
が
、
現
実
は
あ
ら
か
た
一
年
未
満
で
命

を
落
と
し
た
。

八
歳
か
ら
一
五
歳
く
ら
い
ま
で
の
児
童
も
か
な
り
の
数
認
め
ら
れ
る
。
一
七
〇
一
年
に
は
一
二
〇
〇
人
を
数
え
る
の
だ
が
、

[Paultre,p.599]

多
く
は
孤
児
か
捨
子
だ
っ
た
。
当
時
は
さ
ま
ざ
ま
理
由
で
親
を
亡
く
す
孤
児
が
多
か
っ
た(û)。
ま
た
、
子
捨
て
は
未

婚
の
母
だ
け
で
は
な
く
、
ご
く
普
通
の
親
も
、
生
活
に
困
窮
す
る
と
、
我
が
子
を
捨
て
る
か
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
預
け
る
こ

と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
中
に
は
暮
ら
し
が
安
定
す
る
と
一
、
二
年
後
に
引
き
取
り
に
来
る
親
も
い
た
が
、
ほ
と
ん
ど
は
音
沙
汰
な

し
だ
っ
た
。

こ
の
子
ど
も
た
ち
は
大
人
と
同
様
に
細
か
く
時
間
管
理
さ
れ
た
生
活
を
送
っ
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
早
朝
か
ら
祈
り
と
労
働
の

生
活
だ
が
、
子
ど
も
ら
は
『
モ
ー
ゼ
の
十
戒
』
な
ど
を
用
い
た
教
理
問
答
形
式
の
初
等
教
育
を
う
け
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
読
み
方
を
学

習
し
た
。
美
貌
と
才
能
を
見
込
ま
れ
た
女
子
は
選
ば
れ
て
、
一
五
歳
か
ら
特
別
な
躾
を
仕
込
ま
れ
て
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
職

員
に
な
る
道
が
開
か
れ
て
い
た
。
彼
女
ら
は
「
宝
石bijoux

」
と
呼
ば
れ
皆
の
羨
望
の
的
だ
っ
た
。
初
め
は
「
部
屋
係filles

de

cham
bre

」、
一
七
歳
に
な
る
と
「
シ
ス
タ
ー
代
理suppléantes

」
と
な
り
、
以
後
「
下
士
官
シ
ス
タ
ー
」
や
「
士
官
シ
ス
タ
ー
」
へ

と
階
段
を
上
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

他
方
、
男
児
は
七
歳
ま
で
は
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
居
ら
れ
る
が
、
そ
の
後
は
ピ
テ
ィ
エ
館
に
移
さ
れ
る
。
と
は
い
え
、
音
楽

の
才
が
あ
る
者
は
こ
こ
に
残
り
、
聖
歌
隊
に
入
る
こ
と
が
で
き
、
歌
唱
の
訓
練
以
外
に
、
読
み
書
き
や
教
理
問
答
の
教
育
を
受
け

た
。
聖
歌
隊
は
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
全
体
で
六
〇
人
と
決
め
ら
れ
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
で
は
二
二
人
の
編
成
で
あ
っ
た
。

[C
arrez,p.112]

「
女
性
の
乞
食
と
流
民
」
も
「
善
き
貧
民
」
に
準
ず
る
扱
い
し
て
も
良
い
だ
ろ
う
。
彼
女
ら
は
巡
邏
に
捕
捉
連
行
さ
れ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
一
七
〇
一
年
に
は
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
は
四
六
五
人
と
記
さ
れ
て
い
る
が[Paultre,p.599]

、
こ
れ
は
入
所
者
の
一
〇
％
に

も
満
た
な
い
。
カ
レ
の
研
究
で
も
一
七
二
一
年
か
ら
七
〇
年
間
に
社
会
的
属
性
の
判
明
し
た
四
七
一
八
人
の
う
ち
、
女
性
の
乞
食
・

流
民
は
四
一
人
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
。[C

arrez,p.99]

こ
の
割
合
は
、
一
七
〇
一
年
に
ビ
セ
ー
ト
ル
館
に
収
容
さ
れ
た
「
男
性
の

(û
)
一
八
世
紀
に
は
戦
争
や
内
乱
で
親
を
亡
く
す
例
は
減
っ
た
が
、
代
わ
っ
て
疫
病
や
病
気
・
大
怪
我
で
親
が
死
亡
し
た
り
、
父
親
が
生
活

苦
か
ら
家
出
・
出
奔
し
た
り
し
て
、
親
を
持
た
な
い
子
ど
も
が
パ
リ
に
は
相
当
数
い
た
。
逆
に
、
親
の
再
婚
な
ど
で
継
母
や
継
父
と
の
折

り
合
い
が
悪
く
て
家
出
す
る
少
年
少
女
の
存
在
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
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児
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
子
ど
も
は
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
で
は
、「
ラ
・
ク
レ
ー
シ
ュ
（
託
児
室
）」
や
「
サ
ン
・
ク
レ
ー
ル
」、

「
ジ
ェ
ジ
ュ
（
イ
エ
ス
）」
と
い
う
名
の
部
屋
に
入
れ
ら
れ
た
。
ラ
・
ク
レ
ー
シ
ュ
に
は
乳
児
に
乳
を
与
え
る
乳
母
が
常
駐
し
て
い

た
。し

か
し
、
大
部
分
の
嬰
児
や
乳
幼
児
は
捨
子
だ
っ
た
。
こ
れ
は
次
章
で
詳
し
く
考
察
す
る
が
、「
未
婚
の
母fille-m

ère

」
が
産
ん

だ
非
嫡
出
子
の
多
く
は
捨
て
ら
れ
た
。
町
の
産
婆
の
許
で
お
産
を
し
た
彼
女
ら
は
、
カ
ネ
を
払
っ
て
産
婆
な
ど
に
新
生
児
の
子
捨
て

を
頼
ん
だ
。
産
婆
は
秘
か
に
教
会
の
階
段
や
柱
廊
の
陰
、
市
場
の
片
隅
な
ど
に
子
捨
て
を
し
た
。
未
婚
の
母
が
オ
テ
ル
・
デ
ュ
で
お

産
を
し
た
場
合
は
、
そ
こ
か
ら
捨
子
養
育
院
か
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
な
ど
に
嬰
児
が
運
ば
れ
て
き
た
。
し
か
し
そ
こ
で
育
児
さ
れ

る
こ
と
は
滅
多
に
な
く
、
す
ぐ
に
田
舎
の
乳
母
の
許
に
送
り
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
や
捨
子
養
育
院
で
は
、

名
前
が
な
い
こ
の
乳
児
に
洗
礼
名
を
つ
け
て
、「
受
け
付
け
」
登
録
す
る
だ
け
だ
っ
た
。
そ
の
子
が
無
事
に
七
歳
く
ら
い
ま
で
乳
母

の
許
で
生
き
て
い
れ
ば
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
戻
っ
て
く
る
と
い
う
決
ま
り
で
あ
っ
た
が
、
現
実
は
あ
ら
か
た
一
年
未
満
で
命

を
落
と
し
た
。

八
歳
か
ら
一
五
歳
く
ら
い
ま
で
の
児
童
も
か
な
り
の
数
認
め
ら
れ
る
。
一
七
〇
一
年
に
は
一
二
〇
〇
人
を
数
え
る
の
だ
が
、

[Paultre,p.599]

多
く
は
孤
児
か
捨
子
だ
っ
た
。
当
時
は
さ
ま
ざ
ま
理
由
で
親
を
亡
く
す
孤
児
が
多
か
っ
た(û)。
ま
た
、
子
捨
て
は
未

婚
の
母
だ
け
で
は
な
く
、
ご
く
普
通
の
親
も
、
生
活
に
困
窮
す
る
と
、
我
が
子
を
捨
て
る
か
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
預
け
る
こ

と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
中
に
は
暮
ら
し
が
安
定
す
る
と
一
、
二
年
後
に
引
き
取
り
に
来
る
親
も
い
た
が
、
ほ
と
ん
ど
は
音
沙
汰
な

し
だ
っ
た
。

こ
の
子
ど
も
た
ち
は
大
人
と
同
様
に
細
か
く
時
間
管
理
さ
れ
た
生
活
を
送
っ
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
早
朝
か
ら
祈
り
と
労
働
の

生
活
だ
が
、
子
ど
も
ら
は
『
モ
ー
ゼ
の
十
戒
』
な
ど
を
用
い
た
教
理
問
答
形
式
の
初
等
教
育
を
う
け
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
読
み
方
を
学

習
し
た
。
美
貌
と
才
能
を
見
込
ま
れ
た
女
子
は
選
ば
れ
て
、
一
五
歳
か
ら
特
別
な
躾
を
仕
込
ま
れ
て
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
職

員
に
な
る
道
が
開
か
れ
て
い
た
。
彼
女
ら
は
「
宝
石bijoux

」
と
呼
ば
れ
皆
の
羨
望
の
的
だ
っ
た
。
初
め
は
「
部
屋
係filles

de

cham
bre

」、
一
七
歳
に
な
る
と
「
シ
ス
タ
ー
代
理suppléantes

」
と
な
り
、
以
後
「
下
士
官
シ
ス
タ
ー
」
や
「
士
官
シ
ス
タ
ー
」
へ

と
階
段
を
上
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

他
方
、
男
児
は
七
歳
ま
で
は
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
居
ら
れ
る
が
、
そ
の
後
は
ピ
テ
ィ
エ
館
に
移
さ
れ
る
。
と
は
い
え
、
音
楽

の
才
が
あ
る
者
は
こ
こ
に
残
り
、
聖
歌
隊
に
入
る
こ
と
が
で
き
、
歌
唱
の
訓
練
以
外
に
、
読
み
書
き
や
教
理
問
答
の
教
育
を
受
け

た
。
聖
歌
隊
は
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
全
体
で
六
〇
人
と
決
め
ら
れ
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
で
は
二
二
人
の
編
成
で
あ
っ
た
。

[C
arrez,p.112]

「
女
性
の
乞
食
と
流
民
」
も
「
善
き
貧
民
」
に
準
ず
る
扱
い
し
て
も
良
い
だ
ろ
う
。
彼
女
ら
は
巡
邏
に
捕
捉
連
行
さ
れ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
一
七
〇
一
年
に
は
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
は
四
六
五
人
と
記
さ
れ
て
い
る
が[Paultre,p.599]

、
こ
れ
は
入
所
者
の
一
〇
％
に

も
満
た
な
い
。
カ
レ
の
研
究
で
も
一
七
二
一
年
か
ら
七
〇
年
間
に
社
会
的
属
性
の
判
明
し
た
四
七
一
八
人
の
う
ち
、
女
性
の
乞
食
・

流
民
は
四
一
人
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
。[C

arrez,p.99]
こ
の
割
合
は
、
一
七
〇
一
年
に
ビ
セ
ー
ト
ル
館
に
収
容
さ
れ
た
「
男
性
の

(û
)
一
八
世
紀
に
は
戦
争
や
内
乱
で
親
を
亡
く
す
例
は
減
っ
た
が
、
代
わ
っ
て
疫
病
や
病
気
・
大
怪
我
で
親
が
死
亡
し
た
り
、
父
親
が
生
活

苦
か
ら
家
出
・
出
奔
し
た
り
し
て
、
親
を
持
た
な
い
子
ど
も
が
パ
リ
に
は
相
当
数
い
た
。
逆
に
、
親
の
再
婚
な
ど
で
継
母
や
継
父
と
の
折

り
合
い
が
悪
く
て
家
出
す
る
少
年
少
女
の
存
在
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
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乞
食
や
流
民
」
に
較
べ
る
と
か
な
り
少
な
い
。
女
性
の
乞
食
・
流
民
が
男
性
に
較
べ
て
少
な
い
事
実
を
、
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
の
だ

ろ
う
か
。

サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
も
、
市
内
で
物
乞
い
す
る
貧
民
を
捕
捉
・
連
行
す
る
巡
邏
が
四
〇
名
も
い
た
の
で
、
彼
ら
が
職
務
怠
慢

で
「
乞
食
狩
り
」
を
し
な
か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
考
え
ら
れ
る
の
は
、
一
つ
は
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
巡
邏
が
捕
捉
し

た
乞
食
・
流
民
の
中
に
は
、
地
方
か
ら
の
貧
民
が
数
多
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
地
方
か
ら
の
貧
民
は
パ
リ
で

物
乞
い
し
た
廉
で
捕
捉
さ
れ
た
場
合
は
、
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
に
は
閉
じ
込
め
ら
れ
ず
、「
パ
リ
所
払
いbannissem

ent

」（
追

放
刑
）
を
命
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。（
尤
も
彼
ら
が
素
直
に
故
郷
に
戻
っ
た
保
証
は
全
く
な
い
し
、
多
く
は
地
方
都
市
を
流
れ
歩
く

と
見
ら
れ
る
）。
も
う
一
つ
考
え
ら
れ
る
の
は
、
パ
リ
の
女
性
貧
民
が
公
道
や
教
会
で
物
乞
い
し
て
逮
捕
・
連
行
さ
れ
る
リ
ス
ク
を

避
け
て
、
自
ら
す
す
ん
で
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
入
所
す
る
知
恵
を
身
に
つ
け
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い

う
の
は
、
逮
捕
さ
れ
た
場
合
、
軽
く
て
も
「
パ
ン
と
水
」
だ
け
の
食
事
と
い
う
処
罰
が
、
重
け
れ
ば
「
パ
リ
所
払
い
」
か
、
入
獄
と

い
う
処
罰
が
与
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
他
に
女
性
の
身
体
障
碍
者
や
病
者
が
か
な
り
の
数
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
は
入
所
し
て
い
た
。
ポ
ー
ル
ト

ル
に
よ
れ
ば
、
一
七
〇
一
年
時
に
、「
麻
痺
を
患
う
者
」
二
七
〇
人
、「
七
〇
歳
か
ら
七
六
歳
ま
で
の
盲
人
」
三
二
四
人
、「
老
齢
で

耄
碌
し
た
女
性
」
三
三
〇
人
、「
一
六
歳
以
上
の
身
体
障
碍
者
」
一
二
九
人
、「
虚
弱
傷
病
者
と
オ
テ
ル
・
デ
ュ
か
ら
戻
っ
た
回
復
患

者
」
九
〇
人
な
ど
で
あ
る(ü)。[Paultre,p.599]

こ
れ
ら
の
人
々
も
「
善
き
貧
民
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ィ
に
入
る
。

病
者
の
な
か
で
注
目
す
べ
き
は
「
瘰ル

イ

癧レ
キ

症
」
患
者
の
存
在
で
あ
る
。「
瘰
癧écrouelles

」
は
現
代
医
学
で
は
頚
部
リ
ン
パ
節
に
で

き
る
結
核
で
あ
る
こ
と
は
常
識
だ
が
、
当
時
は
も
ち
ろ
ん
病
因
不
明
で
、
キ
ン
グ
ズ
・
タ
ッ
チ
で
治
癒
す
る
こ
と
も
あ
る
と
考
え
ら

れ
た
。
ポ
ー
ル
ト
ル
の
著
作
で
は
一
七
〇
一
年
に
、「
二
歳
か
ら
一
六
歳
ま
で
の
皮
膚
病
と
瘰
癧
症
の
少
女
」
二
〇
〇
人
と
記
載
さ

れ
て
い
る(ý)。[Paultre,p.599]

瘰
癧
が
皮
膚
病
と
一
括
表
記
さ
れ
て
い
る
の
は
当
時
の
病
因
観
を
よ
く
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
皮
膚

病
も
ま
た
入
所
者
の
間
に
流
行
し
て
い
た
。
疥
癬
や
白
癬
で
あ
る
。
一
六
七
九
年
に
は
サ
ン
・
タ
ニ
ェ
ス
の
大
部
屋
の
老
女
四
一
人

が
、
白
癬
病
に
罹
患
し
て
い
る
と
の
記
事
が
あ
る
。[B

oucher,p.119]

ビ
セ
ー
ト
ル
館
同
様
、
一
つ
の
ベ
ッ
ド
に
数
人
が
同
衾
し
て
い
る
か
ら
、
皮
膚
病
が
ヒ
ト
か
ら
ヒ
ト
ヘ
感
染
す
る
の
は
当
然
だ
っ

た
。
ま
た
入
所
者
の
身
体
衛
生
ま
で
は
配
慮
が
行
き
届
か
な
か
っ
た
。
制
服
は
着
た
き
り
雀
で
あ
り
、
洗
濯
も
頻
繁
で
は
な
く
、
ま

し
て
や
入
浴
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
こ
の
状
態
は
決
し
て
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
固
有
の
も
の
で
は
な
く
、
当
時
の
オ
ピ
タ
ル

は
ど
こ
で
も
同
じ
状
態
だ
っ
た
の
で
、
ど
こ
で
も
皮
膚
病
は
蔓
延
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
は
壊
血
病
で
、
一
七
〇
一
年
に
は
「
七
歳
以
下
の
壊
血
病
・
麻
疹
の
子
ど
も
」
一
四
五
人
と
の
記
載
が
あ
り[Paultre,

p.599]

、
別
の
資
料
で
は
、
一
六
七
九
年
に
サ
ン
・
タ
ポ
リ
ー
ヌ
大
寝
室
の
入
所
者
九
六
人
が
、
壊
血
病
に
罹
っ
て
い
る
と
の
記
述

が
見
え
る
。[B

oucher,p.119]

そ
の
原
因
は
ビ
セ
ー
ト
ル
館
と
同
じ
く
貧
し
い
食
事
内
容
に
あ
っ
た
。
パ
ン
と
ブ
イ
ヨ
ン
、
豆
類
、

(ü
)
ブ
シ
ェ
や
シ
モ
ン
は
、
創
設
間
も
な
い
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
は
六
二
八
人
の
入
所
者
が
あ
っ
た
と
云
い
、
本
稿
と
同
じ
よ
う
に
多

種
多
様
な
病
者
が
い
た
と
述
べ
て
い
る
。
盲
人
、
狂
女
と
痴
愚
、
四
肢
の
障
碍
、
腰
痛
、
瘰
癧
な
ど
の
病
者
で
あ
る
。[B

oucher,p.39:

Sim
on,p.57]

(ý
)
瘰
癧
が
「
癆
症
」、
つ
ま
り
結
核
の
一
形
態
で
あ
る
こ
と
を
推
論
し
た
の
は
、
一
九
世
紀
初
め
の
フ
ラ
ン
ス
の
医
師
Ｇ
・
Ｌ
・
ベ
イ
ル

で
あ
っ
た
。
詳
し
く
は
［
大
森
弘
喜
、2014,pp.176-203

］
参
照
。
な
お
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
肺
癆
患
者
の
記
載
が
な
い
の
は

奇
異
で
あ
る
が
、
当
館
に
は
内
科
医
が
長
ら
く
不
在
で
そ
の
診
断
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
思
う
。
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乞
食
や
流
民
」
に
較
べ
る
と
か
な
り
少
な
い
。
女
性
の
乞
食
・
流
民
が
男
性
に
較
べ
て
少
な
い
事
実
を
、
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
の
だ

ろ
う
か
。

サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
も
、
市
内
で
物
乞
い
す
る
貧
民
を
捕
捉
・
連
行
す
る
巡
邏
が
四
〇
名
も
い
た
の
で
、
彼
ら
が
職
務
怠
慢

で
「
乞
食
狩
り
」
を
し
な
か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
考
え
ら
れ
る
の
は
、
一
つ
は
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
巡
邏
が
捕
捉
し

た
乞
食
・
流
民
の
中
に
は
、
地
方
か
ら
の
貧
民
が
数
多
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
地
方
か
ら
の
貧
民
は
パ
リ
で

物
乞
い
し
た
廉
で
捕
捉
さ
れ
た
場
合
は
、
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
に
は
閉
じ
込
め
ら
れ
ず
、「
パ
リ
所
払
いbannissem

ent

」（
追

放
刑
）
を
命
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。（
尤
も
彼
ら
が
素
直
に
故
郷
に
戻
っ
た
保
証
は
全
く
な
い
し
、
多
く
は
地
方
都
市
を
流
れ
歩
く

と
見
ら
れ
る
）。
も
う
一
つ
考
え
ら
れ
る
の
は
、
パ
リ
の
女
性
貧
民
が
公
道
や
教
会
で
物
乞
い
し
て
逮
捕
・
連
行
さ
れ
る
リ
ス
ク
を

避
け
て
、
自
ら
す
す
ん
で
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
入
所
す
る
知
恵
を
身
に
つ
け
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い

う
の
は
、
逮
捕
さ
れ
た
場
合
、
軽
く
て
も
「
パ
ン
と
水
」
だ
け
の
食
事
と
い
う
処
罰
が
、
重
け
れ
ば
「
パ
リ
所
払
い
」
か
、
入
獄
と

い
う
処
罰
が
与
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
他
に
女
性
の
身
体
障
碍
者
や
病
者
が
か
な
り
の
数
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
は
入
所
し
て
い
た
。
ポ
ー
ル
ト

ル
に
よ
れ
ば
、
一
七
〇
一
年
時
に
、「
麻
痺
を
患
う
者
」
二
七
〇
人
、「
七
〇
歳
か
ら
七
六
歳
ま
で
の
盲
人
」
三
二
四
人
、「
老
齢
で

耄
碌
し
た
女
性
」
三
三
〇
人
、「
一
六
歳
以
上
の
身
体
障
碍
者
」
一
二
九
人
、「
虚
弱
傷
病
者
と
オ
テ
ル
・
デ
ュ
か
ら
戻
っ
た
回
復
患

者
」
九
〇
人
な
ど
で
あ
る(ü)。[Paultre,p.599]

こ
れ
ら
の
人
々
も
「
善
き
貧
民
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ィ
に
入
る
。

病
者
の
な
か
で
注
目
す
べ
き
は
「
瘰ル

イ

癧レ
キ

症
」
患
者
の
存
在
で
あ
る
。「
瘰
癧écrouelles

」
は
現
代
医
学
で
は
頚
部
リ
ン
パ
節
に
で

き
る
結
核
で
あ
る
こ
と
は
常
識
だ
が
、
当
時
は
も
ち
ろ
ん
病
因
不
明
で
、
キ
ン
グ
ズ
・
タ
ッ
チ
で
治
癒
す
る
こ
と
も
あ
る
と
考
え
ら

れ
た
。
ポ
ー
ル
ト
ル
の
著
作
で
は
一
七
〇
一
年
に
、「
二
歳
か
ら
一
六
歳
ま
で
の
皮
膚
病
と
瘰
癧
症
の
少
女
」
二
〇
〇
人
と
記
載
さ

れ
て
い
る(ý)。[Paultre,p.599]

瘰
癧
が
皮
膚
病
と
一
括
表
記
さ
れ
て
い
る
の
は
当
時
の
病
因
観
を
よ
く
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
皮
膚

病
も
ま
た
入
所
者
の
間
に
流
行
し
て
い
た
。
疥
癬
や
白
癬
で
あ
る
。
一
六
七
九
年
に
は
サ
ン
・
タ
ニ
ェ
ス
の
大
部
屋
の
老
女
四
一
人

が
、
白
癬
病
に
罹
患
し
て
い
る
と
の
記
事
が
あ
る
。[B

oucher,p.119]

ビ
セ
ー
ト
ル
館
同
様
、
一
つ
の
ベ
ッ
ド
に
数
人
が
同
衾
し
て
い
る
か
ら
、
皮
膚
病
が
ヒ
ト
か
ら
ヒ
ト
ヘ
感
染
す
る
の
は
当
然
だ
っ

た
。
ま
た
入
所
者
の
身
体
衛
生
ま
で
は
配
慮
が
行
き
届
か
な
か
っ
た
。
制
服
は
着
た
き
り
雀
で
あ
り
、
洗
濯
も
頻
繁
で
は
な
く
、
ま

し
て
や
入
浴
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
こ
の
状
態
は
決
し
て
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
固
有
の
も
の
で
は
な
く
、
当
時
の
オ
ピ
タ
ル

は
ど
こ
で
も
同
じ
状
態
だ
っ
た
の
で
、
ど
こ
で
も
皮
膚
病
は
蔓
延
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
は
壊
血
病
で
、
一
七
〇
一
年
に
は
「
七
歳
以
下
の
壊
血
病
・
麻
疹
の
子
ど
も
」
一
四
五
人
と
の
記
載
が
あ
り[Paultre,

p.599]

、
別
の
資
料
で
は
、
一
六
七
九
年
に
サ
ン
・
タ
ポ
リ
ー
ヌ
大
寝
室
の
入
所
者
九
六
人
が
、
壊
血
病
に
罹
っ
て
い
る
と
の
記
述

が
見
え
る
。[B

oucher,p.119]

そ
の
原
因
は
ビ
セ
ー
ト
ル
館
と
同
じ
く
貧
し
い
食
事
内
容
に
あ
っ
た
。
パ
ン
と
ブ
イ
ヨ
ン
、
豆
類
、

(ü
)
ブ
シ
ェ
や
シ
モ
ン
は
、
創
設
間
も
な
い
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
は
六
二
八
人
の
入
所
者
が
あ
っ
た
と
云
い
、
本
稿
と
同
じ
よ
う
に
多

種
多
様
な
病
者
が
い
た
と
述
べ
て
い
る
。
盲
人
、
狂
女
と
痴
愚
、
四
肢
の
障
碍
、
腰
痛
、
瘰
癧
な
ど
の
病
者
で
あ
る
。[B

oucher,p.39:

Sim
on,p.57]

(ý
)
瘰
癧
が
「
癆
症
」、
つ
ま
り
結
核
の
一
形
態
で
あ
る
こ
と
を
推
論
し
た
の
は
、
一
九
世
紀
初
め
の
フ
ラ
ン
ス
の
医
師
Ｇ
・
Ｌ
・
ベ
イ
ル

で
あ
っ
た
。
詳
し
く
は
［
大
森
弘
喜
、2014,pp.176-203

］
参
照
。
な
お
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
肺
癆
患
者
の
記
載
が
な
い
の
は

奇
異
で
あ
る
が
、
当
館
に
は
内
科
医
が
長
ら
く
不
在
で
そ
の
診
断
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
思
う
。
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ᷮ
か
の
肉
と
魚
の
食
事
は
カ
ロ
リ
ー
不
足
で
あ
り
、
と
り
わ
け
野
菜
不
足
で
あ
っ
た
。
当
時
は
壊
血
病
の
原
因
が
ヴ
ィ
タ
ミ
ン
Ｃ
欠

乏
と
は
知
る
由
も
な
く
、
瘴
気
説
、
す
な
わ
ち
館
内
の
淀
ん
で
悪
い
空
気
が
原
因
だ
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館

は
セ
ー
ヌ
河
畔
に
立
地
し
た
た
め
に
湿
気
が
籠
り
、
さ
ら
に
館
内
は
汗
牛
充
棟
の
状
態
だ
っ
た
か
ら
呼
吸
す
る
空
気
は
臭
く
汚
れ
て

い
た
。
こ
の
「
悪
い
空
気
＝
瘴
気
」
が
壊
血
病
の
原
因
と
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

ù
．
隔
離
さ
れ
る
「
狂
気
」

一
六
六
〇
年
一
二
月
に
パ
リ
高
等
法
院
は
、
創
設
間
も
な
い
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
に
、
精
神
病
者
と
そ
れ
に
類
す
る
病
者
を

受
け
容
れ
る
よ
う
に
指
示
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
は
、
二
二
名
の
「
女
性
の
狂
人
と
痴
愚
」
が
入
所
し

た
。
そ
の
後
も
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
入
所
者
は
増
え
続
け
、
一
六
九
〇
年
に
は
、
サ
ン
ト
・
ジ
ャ
ン
ヌ
室
に
「
間
歇
性
狂
女folles

par
intervalles

」
六
二
名
、
地
下
牢cachots
に
は
「
暴
力
的
な
狂
女
」
八
四
名
が
入
れ
ら
れ
た
。
こ
の
他
、
現
代
で
は
認
知
症
の

患
者
と
思
わ
れ
る
「
耄
碌
し
た
老
女fem

m
esen

enfance

」
が
、
ラ
・
マ
グ
ド
レ
ー
ヌ
室
に
九
一
名
、
サ
ン
・
テ
ィ
レ
ー
ル
室
に
八

〇
名
を
数
え
た
。[Sim
on,p.59 (7
)]

一
七
〇
一
年
に
は
「
凶
暴
な
狂
女
と
無
害
な
狂
女
」
が
三
〇
〇
人
入
所
し
て
い
た
と
の
記
事
も

見
え
る
。[Paultre,p.599]

一
八
世
紀
後
半
に
も
な
る
と
い
っ
そ
う
増
加
し
、
革
命
前
夜
に
は
凡
そ
五
～
六
〇
〇
人
を
擁
す
る
ほ
ど

に
な
る
。
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
は
ビ
セ
ー
ト
ル
館
と
並
ん
で
、
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
期
か
ら
第
三
共
和
政
期
ま
で
、
精
神
病

者
の
代
表
的
な
隔
離
施
設

ア

ジ

ル

と
な
る
の
で
あ
る
。

精
神
を
病
ん
だ
か
ら
と
云
っ
て
誰
で
も
こ
こ
に
入
所
で
き
た
訳
で
は
な
い
。
ビ
セ
ー
ト
ル
館
で
見
た
よ
う
に
、
親
や
家
族
が
国
王

宛
て
に
入
所
申
請
書
を
し
た
た
め
、
隣
人
や
教
区
司
祭
の
副
署
を
添
付
し
て
パ
リ
警
察
長
官
に
提
出
し
、
事
実
関
係
が
調
査
さ
れ
、

王
の
封
印
状
が
出
さ
れ
る(8)。
オ
ピ
タ
ル
は
本
人
確
認
を
し
た
後
に
入
所
を
許
可
す
る
。
最
も
運
の
好
い
精
神
病
者
は
、
先
ず
オ
テ

ル
・
デ
ュ
で
治
療
を
受
け
ら
れ
た
。
温
浴
や
水
浴
、
下
剤
と
瀉
血
、
両
脚
へ
の
発
泡
剤
塗
布
で
あ
る
。
こ
の
三
か
月
に
及
ぶ
治
療
で

も
治
ら
な
け
れ
ば
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
移
送
さ
れ
て
く
る
段
取
り
だ
っ
た
。
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
で
は
特
段
の
医
療
的
ケ

ア
は
な
さ
れ
ず
、
隔
離
し
て
自
然
に
治
癒
す
る
の
を
待
つ
、「
自
然
療
法
（
待
機
療
法expectation

）」
が
採
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
で
は
精
神
病
者
を
そ
の
性
状
に
よ
り
五
つ
に
区
分
し
て
隔
離
し
た
。
重
症
度
の
高
い
順
に
、「
凶
暴
な
狂

女folles
furieuses

」、「
暴
力
的
な
狂
女folles

violentes

」、「
間
歇
性
狂
女
」、「
痴
愚im

beciles

」、
そ
し
て
「
老
人
性
認
知
症

folies
séniles

」
で
あ
る
。[Sim

on,p.93]

「
こ
こ
ろ
穏
や
か
な
狂
女
」
─
こ
れ
は
恐
ら
く
後
者
の
二
つ
、「
痴
愚
」
や
「
老
人
性
認

知
症
」
患
者
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
─
は
シ
ス
タ
ー
や
職
員
に
付
き
添
わ
れ
て
、
一
七
三
〇
年
頃
ま
で
は
中
庭
の
散
歩
が
許
さ
れ
て
い

た
。「
発
作
が
起
き
る
と
暴
力
的
に
な
る
狂
女
」
は
、
鉄
格
子
の
付
い
た
独
房loges,cabanons

に
入
れ
ら
れ
、
自
ら
も
ド
ア
に
鉄

鎖
で
繋
が
れ
て
い
た
。
食
事
や
寝
藁
は
こ
の
鉄
格
子
越
し
に
渡
さ
れ
、
ま
た
彼
女
ら
が
使
用
し
た
汚
れ
物
は
熊
手
で
掻
き
出
さ
れ

た
。最

も
御
し
が
た
い
と
判
断
さ
れ
た
「
凶
暴
な
狂
女
」
は
、
二
メ
ー
ト
ル
四
方
の
独
房
や
「
地
下
牢cachots

」
に
閉
じ
込
め
ら
れ

た
。
手
足
は
鉄
の
環
で
締
め
付
け
ら
れ
、
鉄
鎖
で
壁
に
繋
が
れ
、
身
体
の
自
由
な
動
き
を
奪
わ
れ
て
い
た
。
彼
女
ら
は
裸
同
然
で
、

「
地
の
底
か
ら
発
せ
ら
れ
る
よ
う
な
呻
き
声
」
を
発
し
て
い
た
と
い
う
。[B

oucher,p.54]

さ
ら
に
惨
め
な
の
は
冬
に
な
り
セ
ー
ヌ

(7
)
人
数
は
異
な
る
が
、
大
体
同
じ
内
容
の
叙
述
が
フ
ー
コ
ー
に
も
あ
る
。［
フ
ー
コ
ー
、1975,p.102

］

(8
)
こ
の
他
に
警
察
や
裁
判
所
の
申
請
に
基
づ
く
強
制
収
容
も
あ
っ
た
。
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ᷮ
か
の
肉
と
魚
の
食
事
は
カ
ロ
リ
ー
不
足
で
あ
り
、
と
り
わ
け
野
菜
不
足
で
あ
っ
た
。
当
時
は
壊
血
病
の
原
因
が
ヴ
ィ
タ
ミ
ン
Ｃ
欠

乏
と
は
知
る
由
も
な
く
、
瘴
気
説
、
す
な
わ
ち
館
内
の
淀
ん
で
悪
い
空
気
が
原
因
だ
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館

は
セ
ー
ヌ
河
畔
に
立
地
し
た
た
め
に
湿
気
が
籠
り
、
さ
ら
に
館
内
は
汗
牛
充
棟
の
状
態
だ
っ
た
か
ら
呼
吸
す
る
空
気
は
臭
く
汚
れ
て

い
た
。
こ
の
「
悪
い
空
気
＝
瘴
気
」
が
壊
血
病
の
原
因
と
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

ù
．
隔
離
さ
れ
る
「
狂
気
」

一
六
六
〇
年
一
二
月
に
パ
リ
高
等
法
院
は
、
創
設
間
も
な
い
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
に
、
精
神
病
者
と
そ
れ
に
類
す
る
病
者
を

受
け
容
れ
る
よ
う
に
指
示
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
は
、
二
二
名
の
「
女
性
の
狂
人
と
痴
愚
」
が
入
所
し

た
。
そ
の
後
も
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
入
所
者
は
増
え
続
け
、
一
六
九
〇
年
に
は
、
サ
ン
ト
・
ジ
ャ
ン
ヌ
室
に
「
間
歇
性
狂
女folles

par
intervalles

」
六
二
名
、
地
下
牢cachots

に
は
「
暴
力
的
な
狂
女
」
八
四
名
が
入
れ
ら
れ
た
。
こ
の
他
、
現
代
で
は
認
知
症
の

患
者
と
思
わ
れ
る
「
耄
碌
し
た
老
女fem

m
esen

enfance

」
が
、
ラ
・
マ
グ
ド
レ
ー
ヌ
室
に
九
一
名
、
サ
ン
・
テ
ィ
レ
ー
ル
室
に
八

〇
名
を
数
え
た
。[Sim

on,p.59 (7
)]

一
七
〇
一
年
に
は
「
凶
暴
な
狂
女
と
無
害
な
狂
女
」
が
三
〇
〇
人
入
所
し
て
い
た
と
の
記
事
も

見
え
る
。[Paultre,p.599]

一
八
世
紀
後
半
に
も
な
る
と
い
っ
そ
う
増
加
し
、
革
命
前
夜
に
は
凡
そ
五
～
六
〇
〇
人
を
擁
す
る
ほ
ど

に
な
る
。
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
は
ビ
セ
ー
ト
ル
館
と
並
ん
で
、
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
期
か
ら
第
三
共
和
政
期
ま
で
、
精
神
病

者
の
代
表
的
な
隔
離
施
設

ア

ジ

ル

と
な
る
の
で
あ
る
。

精
神
を
病
ん
だ
か
ら
と
云
っ
て
誰
で
も
こ
こ
に
入
所
で
き
た
訳
で
は
な
い
。
ビ
セ
ー
ト
ル
館
で
見
た
よ
う
に
、
親
や
家
族
が
国
王

宛
て
に
入
所
申
請
書
を
し
た
た
め
、
隣
人
や
教
区
司
祭
の
副
署
を
添
付
し
て
パ
リ
警
察
長
官
に
提
出
し
、
事
実
関
係
が
調
査
さ
れ
、

王
の
封
印
状
が
出
さ
れ
る(8)。
オ
ピ
タ
ル
は
本
人
確
認
を
し
た
後
に
入
所
を
許
可
す
る
。
最
も
運
の
好
い
精
神
病
者
は
、
先
ず
オ
テ

ル
・
デ
ュ
で
治
療
を
受
け
ら
れ
た
。
温
浴
や
水
浴
、
下
剤
と
瀉
血
、
両
脚
へ
の
発
泡
剤
塗
布
で
あ
る
。
こ
の
三
か
月
に
及
ぶ
治
療
で

も
治
ら
な
け
れ
ば
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
移
送
さ
れ
て
く
る
段
取
り
だ
っ
た
。
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
で
は
特
段
の
医
療
的
ケ

ア
は
な
さ
れ
ず
、
隔
離
し
て
自
然
に
治
癒
す
る
の
を
待
つ
、「
自
然
療
法
（
待
機
療
法expectation

）」
が
採
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
で
は
精
神
病
者
を
そ
の
性
状
に
よ
り
五
つ
に
区
分
し
て
隔
離
し
た
。
重
症
度
の
高
い
順
に
、「
凶
暴
な
狂

女folles
furieuses

」、「
暴
力
的
な
狂
女folles

violentes

」、「
間
歇
性
狂
女
」、「
痴
愚im

beciles

」、
そ
し
て
「
老
人
性
認
知
症

folies
séniles

」
で
あ
る
。[Sim

on,p.93]

「
こ
こ
ろ
穏
や
か
な
狂
女
」
─
こ
れ
は
恐
ら
く
後
者
の
二
つ
、「
痴
愚
」
や
「
老
人
性
認

知
症
」
患
者
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
─
は
シ
ス
タ
ー
や
職
員
に
付
き
添
わ
れ
て
、
一
七
三
〇
年
頃
ま
で
は
中
庭
の
散
歩
が
許
さ
れ
て
い

た
。「
発
作
が
起
き
る
と
暴
力
的
に
な
る
狂
女
」
は
、
鉄
格
子
の
付
い
た
独
房loges,cabanons

に
入
れ
ら
れ
、
自
ら
も
ド
ア
に
鉄

鎖
で
繋
が
れ
て
い
た
。
食
事
や
寝
藁
は
こ
の
鉄
格
子
越
し
に
渡
さ
れ
、
ま
た
彼
女
ら
が
使
用
し
た
汚
れ
物
は
熊
手
で
掻
き
出
さ
れ

た
。最

も
御
し
が
た
い
と
判
断
さ
れ
た
「
凶
暴
な
狂
女
」
は
、
二
メ
ー
ト
ル
四
方
の
独
房
や
「
地
下
牢cachots

」
に
閉
じ
込
め
ら
れ

た
。
手
足
は
鉄
の
環
で
締
め
付
け
ら
れ
、
鉄
鎖
で
壁
に
繋
が
れ
、
身
体
の
自
由
な
動
き
を
奪
わ
れ
て
い
た
。
彼
女
ら
は
裸
同
然
で
、

「
地
の
底
か
ら
発
せ
ら
れ
る
よ
う
な
呻
き
声
」
を
発
し
て
い
た
と
い
う
。[B

oucher,p.54]

さ
ら
に
惨
め
な
の
は
冬
に
な
り
セ
ー
ヌ

(7
)
人
数
は
異
な
る
が
、
大
体
同
じ
内
容
の
叙
述
が
フ
ー
コ
ー
に
も
あ
る
。［
フ
ー
コ
ー
、1975,p.102

］

(8
)
こ
の
他
に
警
察
や
裁
判
所
の
申
請
に
基
づ
く
強
制
収
容
も
あ
っ
た
。
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の
水
嵩
が
増
す
と
、
地
下
牢
は
ネ
ズ
ミ
の
避
難
所
と
な
っ
た
。
ネ
ズ
ミ
は
彼
女
ら
の
身
体
の
上
に
乗
り
、
手
や
足
、
顔
な
ど
至
る
所

を
齧
り
、
な
か
に
は
深
手
を
負
っ
て
死
に
至
る
者
も
い
た
と
い
う
。

「
狂
人
」
は
現
代
医
学
で
は
さ
ま
ざ
ま
に
「
精
神
を
病
ん
だ
人
々
」
に
相
違
な
い
が
、
当
時
の
医
学
で
は
こ
れ
を
病
気
と
見
な
す

医
師
は
少
な
か
っ
た
。
確
か
に
一
八
世
紀
に
な
る
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
医
師
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
カ
レ
ン(1710-1790)

が
神
経
症
と
い

う
概
念
設
定
に
よ
り
、
狂
気
を
「
感
覚
と
運
動
の
異
常
、
重
篤
な
も
の
」
と
い
う
見
解
を
示
し
た
が
、
そ
の
臨
床
的
観
察
に
本
腰
を

入
れ
て
取
り
組
む
こ
と
は
な
か
っ
た
。
当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
経
験
主
義
の
思
潮
が
皮
肉
に
も
、
こ
の
「
疎
外
者
」
の
観
察
を
遠

ざ
け
た
か
も
し
れ
な
い
と
云
う(9)。［
川
喜
田
愛
郎
、p.522

］

フ
ラ
ン
ス
で
も
精
神
を
病
ん
だ
人
々
を
医
学
の
対
象
と
し
て
は
捉
え
ず
に
、「
理
性
な
ら
ざ
る
も
の
」
あ
る
い
は
「
理
性
の
欠
如

déraison

」
と
い
う
観
念
で
括
ら
れ
、
そ
の
範
囲
が
無
限
定
に
拡
大
さ
れ
て
幾
通
り
に
も
表
現
さ
れ
た
。
前
述
し
た
が
、
最
も
多
用

さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
語
が
、「aliéné,

aliénation

（
精
神
錯
乱
）」
と
「insensé

（
気
違
い
）」
で
あ
り
、
他
に
「dérangem

ent,

dérèglem
ent

（
精
神
錯
乱
）」、「dém

ence

（
精
神
異
常
・
痴
呆
）」、「m

anie

（
偏
執
狂
・
躁
病
）」
な
ど
と
も
表
記
さ
れ
た
。
さ
ら

に
現
代
で
は
知
的
障
碍
を
指
す
「idiot

（
白
痴
）」、「im

bécile

（
痴
愚
・
低
能
）」、「faible

d’esprit

（
低
能
・
頭
が
悪
い
）」
な
ど

も
、「
狂
気
・
狂
人
」
と
同
一
視
さ
れ
た(ø0)。

こ
の
こ
と
は
、
フ
ー
コ
ー
が
云
う
よ
う
に
、
同
時
代
人
の
感
受
性
が
「
非
理
性
の
差
異
化
」
を
図
ろ
う
と
し
た
こ
と
を
示
す
が

［
フ
ー
コ
ー
、1975,p.412

］、
だ
か
ら
と
云
っ
て
、
そ
れ
が
「
狂
気
」
の
何
た
る
か
を
解
明
す
る
契
機
に
は
な
ら
な
か
っ
た
し
、

「
狂
人
」
の
治
療
や
処
遇
に
何
ら
の
変
化
も
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
狂
気
と
狂
人
を
畏
怖
し
、
社
会
か
ら
隔
離
す
る
方

向
を
強
め
た
。

パ
ー
カ
ー
に
よ
れ
ば
、
一
八
世
紀
を
通
じ
て
従
来
の
野
蛮
な
治
療
法
が
、
精
神
病
者
に
惰
性
的
に
続
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
シ

デ
ナ
ム
以
来
の
体
液
論
に
基
づ
い
て
、
嘔
吐
剤
や
下
剤
の
服
用
、
瀉
血
、
そ
れ
も
頭
か
ら
流
れ
出
る
バ
ラ
ン
ス
の
崩
れ
た
血
液
を
取

り
除
く
た
め
と
称
し
て
、
頸
動
脈
か
ら
の
瀉
血
が
な
さ
れ
た
。
加
え
て
、
激
し
い
打チ

ョ
ウ

擲チ
ャ
ク

、
冷
水
浴
、
熱
し
た
鉄
に
よ
る
後
頭
部
の

焼
Ḑ
な
ど
の
シ
ョ
ッ
ク
療
法
も
試
さ
れ
た
。［
パ
ー
カ
ー
、p.234

］

サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
で
は
「
自
然
療
法
（
待
機
療
法
）」
が
採
ら
れ
た
が
、
あ
る
史
家
に
よ
れ
ば
、
痙
攣
を
起
こ
し
た
り
、
暴

力
を
振
る
う
狂
女
に
は
、
こ
こ
で
も
「
救
い
」
と
称
し
て
拷
問
や
試
練
が
加
え
ら
れ
た
。
鉄
の
棒
で
皮
膚
を
刺
し
た
り
、
重
い
鉄
の

Ṁ
や
薪
、
ハ
ン
マ
ー
で
叩
い
た
り
、
身
体
の
あ
ち
こ
ち
を
剣
で
刺
す
な
ど
を
し
た
。
あ
る
い
は
、
発
作
を
起
こ
し
た
狂
女
の
胸
に
大

き
な
石
を
乗
せ
た
り
、
暖
炉
用
の
薪
乗
せ
台
に
寝
か
せ
て
、
胃
の
辺
り
を
繰
り
返
し
叩
く
な
ど
も
し
た
と
い
う
。
一
般
的
な
「
静
か

に
さ
せ
る
方
法
」
は
、
狂
女
を
地
面
に
横
た
わ
ら
さ
せ
て
お
き
、
何
人
か
の
女
た
ち
に
踏
み
つ
け
さ
せ
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。

[B
oucher,p.77:C

arrez,p.186]

こ
の
よ
う
な
残
虐
非
道
に
は
、
狂
気
を
「
懲
戒
」
す
る
宗
教
的
意
味
が
あ
っ
て
、
正
当
性
の
根
拠
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ

れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
野
蛮
な
処
遇
を
止
め
さ
せ
た
の
は
、
前
述
し
た
ビ
セ
ー
ト
ル
館
の
監
視
員
ピ
ュ
サ
ン
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
一

(9
)
そ
の
理
由
を
川
喜
田
愛
郎
は
、
精
神
病
者
へ
の
恐
怖
な
い
し
は
嫌
悪
か
ら
医
師
も
自
由
で
は
な
か
っ
た
こ
と
や
、
患
者
が
隔
離
さ
れ
る

こ
と
が
多
く
、
そ
れ
と
の
接
触
が
儘
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。［
川
喜
田
愛
郎
、p.552

］

(ø0
)
少
し
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
異
な
る
が
、「
て
ん
か
ん
」
も
精
神
の
不
調
に
因
る
と
み
な
さ
れ
て
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
や
ビ
セ
ー
ト
ル
館

で
は
精
神
病
者
と
同
じ
区
画
に
収
容
さ
れ
た
。
両
者
が
区
別
さ
れ
て
ん
か
ん
患
者
独
自
の
区
画
が
造
ら
れ
る
の
は
、
一
九
世
紀
に
な
っ
て

か
ら
で
あ
る
。
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の
水
嵩
が
増
す
と
、
地
下
牢
は
ネ
ズ
ミ
の
避
難
所
と
な
っ
た
。
ネ
ズ
ミ
は
彼
女
ら
の
身
体
の
上
に
乗
り
、
手
や
足
、
顔
な
ど
至
る
所

を
齧
り
、
な
か
に
は
深
手
を
負
っ
て
死
に
至
る
者
も
い
た
と
い
う
。

「
狂
人
」
は
現
代
医
学
で
は
さ
ま
ざ
ま
に
「
精
神
を
病
ん
だ
人
々
」
に
相
違
な
い
が
、
当
時
の
医
学
で
は
こ
れ
を
病
気
と
見
な
す

医
師
は
少
な
か
っ
た
。
確
か
に
一
八
世
紀
に
な
る
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
医
師
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
カ
レ
ン(1710-1790)

が
神
経
症
と
い

う
概
念
設
定
に
よ
り
、
狂
気
を
「
感
覚
と
運
動
の
異
常
、
重
篤
な
も
の
」
と
い
う
見
解
を
示
し
た
が
、
そ
の
臨
床
的
観
察
に
本
腰
を

入
れ
て
取
り
組
む
こ
と
は
な
か
っ
た
。
当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
経
験
主
義
の
思
潮
が
皮
肉
に
も
、
こ
の
「
疎
外
者
」
の
観
察
を
遠

ざ
け
た
か
も
し
れ
な
い
と
云
う(9)。［
川
喜
田
愛
郎
、p.522

］

フ
ラ
ン
ス
で
も
精
神
を
病
ん
だ
人
々
を
医
学
の
対
象
と
し
て
は
捉
え
ず
に
、「
理
性
な
ら
ざ
る
も
の
」
あ
る
い
は
「
理
性
の
欠
如

déraison

」
と
い
う
観
念
で
括
ら
れ
、
そ
の
範
囲
が
無
限
定
に
拡
大
さ
れ
て
幾
通
り
に
も
表
現
さ
れ
た
。
前
述
し
た
が
、
最
も
多
用

さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
語
が
、「aliéné,

aliénation

（
精
神
錯
乱
）」
と
「insensé

（
気
違
い
）」
で
あ
り
、
他
に
「dérangem

ent,

dérèglem
ent

（
精
神
錯
乱
）」、「dém

ence

（
精
神
異
常
・
痴
呆
）」、「m

anie

（
偏
執
狂
・
躁
病
）」
な
ど
と
も
表
記
さ
れ
た
。
さ
ら

に
現
代
で
は
知
的
障
碍
を
指
す
「idiot

（
白
痴
）」、「im

bécile

（
痴
愚
・
低
能
）」、「faible

d’esprit

（
低
能
・
頭
が
悪
い
）」
な
ど

も
、「
狂
気
・
狂
人
」
と
同
一
視
さ
れ
た(ø0)。

こ
の
こ
と
は
、
フ
ー
コ
ー
が
云
う
よ
う
に
、
同
時
代
人
の
感
受
性
が
「
非
理
性
の
差
異
化
」
を
図
ろ
う
と
し
た
こ
と
を
示
す
が

［
フ
ー
コ
ー
、1975,p.412

］、
だ
か
ら
と
云
っ
て
、
そ
れ
が
「
狂
気
」
の
何
た
る
か
を
解
明
す
る
契
機
に
は
な
ら
な
か
っ
た
し
、

「
狂
人
」
の
治
療
や
処
遇
に
何
ら
の
変
化
も
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
狂
気
と
狂
人
を
畏
怖
し
、
社
会
か
ら
隔
離
す
る
方

向
を
強
め
た
。

パ
ー
カ
ー
に
よ
れ
ば
、
一
八
世
紀
を
通
じ
て
従
来
の
野
蛮
な
治
療
法
が
、
精
神
病
者
に
惰
性
的
に
続
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
シ

デ
ナ
ム
以
来
の
体
液
論
に
基
づ
い
て
、
嘔
吐
剤
や
下
剤
の
服
用
、
瀉
血
、
そ
れ
も
頭
か
ら
流
れ
出
る
バ
ラ
ン
ス
の
崩
れ
た
血
液
を
取

り
除
く
た
め
と
称
し
て
、
頸
動
脈
か
ら
の
瀉
血
が
な
さ
れ
た
。
加
え
て
、
激
し
い
打チ

ョ
ウ

擲チ
ャ
ク

、
冷
水
浴
、
熱
し
た
鉄
に
よ
る
後
頭
部
の

焼
Ḑ
な
ど
の
シ
ョ
ッ
ク
療
法
も
試
さ
れ
た
。［
パ
ー
カ
ー
、p.234

］

サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
で
は
「
自
然
療
法
（
待
機
療
法
）」
が
採
ら
れ
た
が
、
あ
る
史
家
に
よ
れ
ば
、
痙
攣
を
起
こ
し
た
り
、
暴

力
を
振
る
う
狂
女
に
は
、
こ
こ
で
も
「
救
い
」
と
称
し
て
拷
問
や
試
練
が
加
え
ら
れ
た
。
鉄
の
棒
で
皮
膚
を
刺
し
た
り
、
重
い
鉄
の

Ṁ
や
薪
、
ハ
ン
マ
ー
で
叩
い
た
り
、
身
体
の
あ
ち
こ
ち
を
剣
で
刺
す
な
ど
を
し
た
。
あ
る
い
は
、
発
作
を
起
こ
し
た
狂
女
の
胸
に
大

き
な
石
を
乗
せ
た
り
、
暖
炉
用
の
薪
乗
せ
台
に
寝
か
せ
て
、
胃
の
辺
り
を
繰
り
返
し
叩
く
な
ど
も
し
た
と
い
う
。
一
般
的
な
「
静
か

に
さ
せ
る
方
法
」
は
、
狂
女
を
地
面
に
横
た
わ
ら
さ
せ
て
お
き
、
何
人
か
の
女
た
ち
に
踏
み
つ
け
さ
せ
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。

[B
oucher,p.77:C

arrez,p.186]

こ
の
よ
う
な
残
虐
非
道
に
は
、
狂
気
を
「
懲
戒
」
す
る
宗
教
的
意
味
が
あ
っ
て
、
正
当
性
の
根
拠
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ

れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
野
蛮
な
処
遇
を
止
め
さ
せ
た
の
は
、
前
述
し
た
ビ
セ
ー
ト
ル
館
の
監
視
員
ピ
ュ
サ
ン
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
一

(9
)
そ
の
理
由
を
川
喜
田
愛
郎
は
、
精
神
病
者
へ
の
恐
怖
な
い
し
は
嫌
悪
か
ら
医
師
も
自
由
で
は
な
か
っ
た
こ
と
や
、
患
者
が
隔
離
さ
れ
る

こ
と
が
多
く
、
そ
れ
と
の
接
触
が
儘
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。［
川
喜
田
愛
郎
、p.552

］

(ø0
)
少
し
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
異
な
る
が
、「
て
ん
か
ん
」
も
精
神
の
不
調
に
因
る
と
み
な
さ
れ
て
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
や
ビ
セ
ー
ト
ル
館

で
は
精
神
病
者
と
同
じ
区
画
に
収
容
さ
れ
た
。
両
者
が
区
別
さ
れ
て
ん
か
ん
患
者
独
自
の
区
画
が
造
ら
れ
る
の
は
、
一
九
世
紀
に
な
っ
て

か
ら
で
あ
る
。

パリのオピタル・ジェネラル

─77(øù)─

成城・経済研究 第 ùûù 号（ù0ùú 年 øø 月）

─7ý(øú)─



七
九
三
年
秋
に
そ
こ
に
主
任
医
師
と
し
て
着
任
し
た
ピ
ネ
ル
が
か
れ
に
共
鳴
し
、
精
神
病
者
か
ら
足
枷
や
鉄
鎖
を
外
す
大
胆
な
試
み

を
お
こ
な
い
、
一
定
の
成
果
を
あ
げ
た
こ
と
は
前
章
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

ピ
ネ
ル
は
こ
の
間
、
創
設
間
も
な
い
「
パ
リ
健
康
学
校Ecole

de
Santé

de
Paris

」
の
精
神
病
理
学
の
教
授
に
も
登
用
さ
れ
た(øø)。

一
年
八
カ
月
の
ビ
セ
ー
ト
ル
館
勤
務
を
経
て
、
ピ
ネ
ル
は
九
五
年
四
月
に
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
主
任
医
師
に
着
任
し
た
。
そ
こ

で
か
れ
が
眼
に
し
た
の
は
、
六
〇
〇
名
も
の
精
神
病
者
が
、
狭
く
て
不
潔
な
独
房
に
閉
じ
込
め
ら
れ
、
監
視
員
に
ひ
ど
い
仕
打
ち
を

受
け
て
い
る
姿
だ
っ
た
。
か
れ
は
そ
の
処
遇
改
善
に
乗
り
出
す
の
だ
が
、
ま
ず
初
め
に
し
た
こ
と
は
、
毎
日
回
診
し
、
病
者
の
話
に

根
気
よ
く
耳
を
傾
け
、
そ
の
言
を
否
定
せ
ず
、
病
者
の
こ
こ
ろ
を
探
り
、
信
頼
を
得
る
こ
と
だ
っ
た
。
か
れ
は
精
神
病
者
を
「
理
性

を
損
な
っ
た
不
幸
な
存
在
」
と
は
考
え
て
も
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
可
能
な
人
間
と
し
て
扱
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
得
ら
れ
た
所
見
を
基
に
、
一
七
九
八
年
に
「
狂
気
の
分
類nosologie

」
に
関
す
る
メ
モ
を
書
き
、
一
八
〇
一
年
に
は

『
精
神
病
あ
る
い
は
躁
病
の
医
学
的
・
哲
学
的
概
論
』
を
著
し
た(øù)。
さ
ら
に
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
お
け
る
そ
の
後
数
年
間
の
観

察
を
加
味
し
て
、
一
八
〇
九
年
に
は
改
訂
版
を
公
刊
し
た
。
こ
れ
は
大
き
な
反
響
を
よ
び
、
精
神
病
学
の
礎
を
築
く
の
に
貢
献
し

た
。ピ

ネ
ル
は
、
精
神
病
は
脳
の
器
質
的
な
異
常
に
原
因
が
あ
る
訳
で
は
な
く
、
そ
の
機
能
に
問
題
が
あ
る
と
考
え
た
。
こ
う
し
た
観

点
か
ら
、
ま
さ
し
く
画
期
的
と
も
云
え
る
病
院
と
治
療
法
の
改
革
を
断
行
し
た
。
そ
の
一
つ
が
、
て
ん
か
ん
患
者
の
た
め
に
専
用
の

建
物
を
つ
く
り
、
て
ん
か
ん
を
精
神
病
者
と
同
一
視
す
る
こ
と
を
止
め
た
こ
と
で
あ
る
。
次
い
で
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
精
神
病
者

を
そ
の
性
状
に
よ
り
、
五
つ
に
分
類
し
、
間
歇
的
に
理
性
を
取
り
戻
す
病
者
な
ど
、「
治
療
可
能
な
病
者
」
に
は
心
理
療
法
を
試
み

た
。
こ
れ
ま
で
惰
性
的
に
な
さ
れ
て
き
た
瀉
血
や
発
泡
剤
塗
布
を
止
め
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
代
わ
り
に
、
サ
ラ
ゴ
サ
施
療
院
で
試
み

ら
れ
た
よ
う
に
、
自
然
の
な
か
で
の
農
作
業
が
脳
の
情
念
機
能
の
回
復
に
効
果
が
あ
る
と
評
価
し
、
病
者
に
野
菜
や
花
の
栽
培
を
さ

せ
た
り
、
中
庭
に
は
シ
ナ
ノ
キtilleuls

を
植
え
て
、
そ
の
花
や
葉
を
摘
ん
で
乾
燥
し
、
ハ
ー
ブ
テ
ィ
ー
と
し
て
服
用
さ
せ
た
り
し

た
。［
フ
ー
コ
ー
、1975,p.358:

川
喜
田
愛
郎
、p.560

］
ま
た
、
回
復
期
の
病
者
を
大
寝
室
に
移
し
、「
善
き
貧
民
」
と
同
じ
よ

う
に
裁
縫
な
ど
の
軽
作
業
に
従
事
さ
せ
た
。
こ
れ
が
作
業
療
法
で
あ
る
。

(øø
)
私
は
医
学
者
で
は
な
い
の
で
、
ピ
ネ
ル
の
学
問
的
内
容
に
つ
い
て
は
コ
メ
ン
ト
で
き
な
い
。
だ
が
行
論
と
の
関
係
で
か
れ
の
経
歴
を
簡

略
に
紹
介
す
る
。
ピ
ネ
ル
は
一
七
四
五
年
南
仏
に
生
ま
れ
、
二
二
歳
の
頃
ト
ゥ
ル
ー
ズ
に
出
て
、
数
学
な
ど
自
然
科
学
に
惹
か
れ
、
の
ち

医
学
に
も
関
心
を
寄
せ
た
。
七
三
年
に
は
モ
ン
ペ
リ
エ
大
学
の
医
学
部
に
入
学
し
、
シ
ャ
プ
タ
ル
と
親
交
を
結
ん
だ
。
さ
ら
に
七
八
年
に

は
パ
リ
に
出
て
医
学
の
研
究
に
邁
進
し
、
カ
バ
ニ
ス
ら
の
知
己
を
得
た
。
こ
の
間
マ
ダ
ム
・
エ
ル
ヴ
ェ
テ
ィ
ス
の
サ
ロ
ン
に
足
繫
く
通

い
、
啓
蒙
主
義
思
想
に
傾
倒
し
、
快
適
な
生
活
を
送
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
友
人
の
一
人
が
精
神
病
（
躁
病m

anie

）
に
罹
っ
た
の

を
契
機
に
、
そ
の
治
療
法
を
研
究
す
る
よ
う
に
な
る
。
富
裕
な
精
神
病
者
を
治
療
す
る
民
間
の
オ
ピ
タ
ル
、「
ド
ク
タ
ー
・
ベ
ロ
ム
健
康

の
家M

aison
de

Santé
de

D
octeur

B
ellom

e

」
に
勤
務
し
研
究
に
専
念
し
た
。
そ
の
臨
床
医
的
成
果
が
、
八
九
年
の
『
マ
ニ
ア
の
理
性

を
取
り
戻
す
最
適
な
精
神
療
法
に
つ
い
て
』
で
あ
る
。

革
命
の
勃
発
で
ピ
ネ
ル
の
運
命
は
大
き
く
開
け
、
ま
ず
九
三
年
秋
に
ビ
セ
ー
ト
ル
館
の
医
師
に
採
用
さ
れ
、
次
い
で
パ
リ
健
康
学
校
の

教
授
に
抜
ṅ
、
九
五
年
春
に
は
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
「
総
合
医
務
室
」
の
主
任
医
師
に
就
任
、
さ
ら
に
一
八
〇
五
年
に
は
ナ
ポ
レ
オ
ン

の
侍
医
に
抜
ṅ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
栄
光
を
一
心
に
集
め
て
」
二
六
年
逝
去
す
る
。[Sim

on,p.85:Postel,pp.40-45]

(øù
)
ピ
ネ
ル
の
著
作
の
原
題
はTraité

m
édico-philosophique

de
l’aliénation

m
entale

ou
m
anie

で
、
川
喜
田
愛
郎
は
こ
れ
を
『
精
神
病

あ
る
い
は
マ
ニ
ア
の
医
学
概
論
』
と
訳
出
し
て
い
る
が
、
私
は
原
題
に
忠
実
に
本
文
の
よ
う
に
訳
出
し
た
。
ピ
ネ
ル
は
当
時
の
医
学
者
が

そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
病
気
を
医
学
的
に
だ
け
で
な
く
哲
学
的
に
捉
え
よ
う
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
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七
九
三
年
秋
に
そ
こ
に
主
任
医
師
と
し
て
着
任
し
た
ピ
ネ
ル
が
か
れ
に
共
鳴
し
、
精
神
病
者
か
ら
足
枷
や
鉄
鎖
を
外
す
大
胆
な
試
み

を
お
こ
な
い
、
一
定
の
成
果
を
あ
げ
た
こ
と
は
前
章
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

ピ
ネ
ル
は
こ
の
間
、
創
設
間
も
な
い
「
パ
リ
健
康
学
校Ecole

de
Santé

de
Paris

」
の
精
神
病
理
学
の
教
授
に
も
登
用
さ
れ
た(øø)。

一
年
八
カ
月
の
ビ
セ
ー
ト
ル
館
勤
務
を
経
て
、
ピ
ネ
ル
は
九
五
年
四
月
に
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
主
任
医
師
に
着
任
し
た
。
そ
こ

で
か
れ
が
眼
に
し
た
の
は
、
六
〇
〇
名
も
の
精
神
病
者
が
、
狭
く
て
不
潔
な
独
房
に
閉
じ
込
め
ら
れ
、
監
視
員
に
ひ
ど
い
仕
打
ち
を

受
け
て
い
る
姿
だ
っ
た
。
か
れ
は
そ
の
処
遇
改
善
に
乗
り
出
す
の
だ
が
、
ま
ず
初
め
に
し
た
こ
と
は
、
毎
日
回
診
し
、
病
者
の
話
に

根
気
よ
く
耳
を
傾
け
、
そ
の
言
を
否
定
せ
ず
、
病
者
の
こ
こ
ろ
を
探
り
、
信
頼
を
得
る
こ
と
だ
っ
た
。
か
れ
は
精
神
病
者
を
「
理
性

を
損
な
っ
た
不
幸
な
存
在
」
と
は
考
え
て
も
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
可
能
な
人
間
と
し
て
扱
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
得
ら
れ
た
所
見
を
基
に
、
一
七
九
八
年
に
「
狂
気
の
分
類nosologie

」
に
関
す
る
メ
モ
を
書
き
、
一
八
〇
一
年
に
は

『
精
神
病
あ
る
い
は
躁
病
の
医
学
的
・
哲
学
的
概
論
』
を
著
し
た(øù)。
さ
ら
に
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
お
け
る
そ
の
後
数
年
間
の
観

察
を
加
味
し
て
、
一
八
〇
九
年
に
は
改
訂
版
を
公
刊
し
た
。
こ
れ
は
大
き
な
反
響
を
よ
び
、
精
神
病
学
の
礎
を
築
く
の
に
貢
献
し

た
。ピ

ネ
ル
は
、
精
神
病
は
脳
の
器
質
的
な
異
常
に
原
因
が
あ
る
訳
で
は
な
く
、
そ
の
機
能
に
問
題
が
あ
る
と
考
え
た
。
こ
う
し
た
観

点
か
ら
、
ま
さ
し
く
画
期
的
と
も
云
え
る
病
院
と
治
療
法
の
改
革
を
断
行
し
た
。
そ
の
一
つ
が
、
て
ん
か
ん
患
者
の
た
め
に
専
用
の

建
物
を
つ
く
り
、
て
ん
か
ん
を
精
神
病
者
と
同
一
視
す
る
こ
と
を
止
め
た
こ
と
で
あ
る
。
次
い
で
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
精
神
病
者

を
そ
の
性
状
に
よ
り
、
五
つ
に
分
類
し
、
間
歇
的
に
理
性
を
取
り
戻
す
病
者
な
ど
、「
治
療
可
能
な
病
者
」
に
は
心
理
療
法
を
試
み

た
。
こ
れ
ま
で
惰
性
的
に
な
さ
れ
て
き
た
瀉
血
や
発
泡
剤
塗
布
を
止
め
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
代
わ
り
に
、
サ
ラ
ゴ
サ
施
療
院
で
試
み

ら
れ
た
よ
う
に
、
自
然
の
な
か
で
の
農
作
業
が
脳
の
情
念
機
能
の
回
復
に
効
果
が
あ
る
と
評
価
し
、
病
者
に
野
菜
や
花
の
栽
培
を
さ

せ
た
り
、
中
庭
に
は
シ
ナ
ノ
キtilleuls

を
植
え
て
、
そ
の
花
や
葉
を
摘
ん
で
乾
燥
し
、
ハ
ー
ブ
テ
ィ
ー
と
し
て
服
用
さ
せ
た
り
し

た
。［
フ
ー
コ
ー
、1975,p.358:

川
喜
田
愛
郎
、p.560

］
ま
た
、
回
復
期
の
病
者
を
大
寝
室
に
移
し
、「
善
き
貧
民
」
と
同
じ
よ

う
に
裁
縫
な
ど
の
軽
作
業
に
従
事
さ
せ
た
。
こ
れ
が
作
業
療
法
で
あ
る
。

(øø
)
私
は
医
学
者
で
は
な
い
の
で
、
ピ
ネ
ル
の
学
問
的
内
容
に
つ
い
て
は
コ
メ
ン
ト
で
き
な
い
。
だ
が
行
論
と
の
関
係
で
か
れ
の
経
歴
を
簡

略
に
紹
介
す
る
。
ピ
ネ
ル
は
一
七
四
五
年
南
仏
に
生
ま
れ
、
二
二
歳
の
頃
ト
ゥ
ル
ー
ズ
に
出
て
、
数
学
な
ど
自
然
科
学
に
惹
か
れ
、
の
ち

医
学
に
も
関
心
を
寄
せ
た
。
七
三
年
に
は
モ
ン
ペ
リ
エ
大
学
の
医
学
部
に
入
学
し
、
シ
ャ
プ
タ
ル
と
親
交
を
結
ん
だ
。
さ
ら
に
七
八
年
に

は
パ
リ
に
出
て
医
学
の
研
究
に
邁
進
し
、
カ
バ
ニ
ス
ら
の
知
己
を
得
た
。
こ
の
間
マ
ダ
ム
・
エ
ル
ヴ
ェ
テ
ィ
ス
の
サ
ロ
ン
に
足
繫
く
通

い
、
啓
蒙
主
義
思
想
に
傾
倒
し
、
快
適
な
生
活
を
送
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
友
人
の
一
人
が
精
神
病
（
躁
病m

anie

）
に
罹
っ
た
の

を
契
機
に
、
そ
の
治
療
法
を
研
究
す
る
よ
う
に
な
る
。
富
裕
な
精
神
病
者
を
治
療
す
る
民
間
の
オ
ピ
タ
ル
、「
ド
ク
タ
ー
・
ベ
ロ
ム
健
康

の
家M

aison
de

Santé
de

D
octeur

B
ellom

e
」
に
勤
務
し
研
究
に
専
念
し
た
。
そ
の
臨
床
医
的
成
果
が
、
八
九
年
の
『
マ
ニ
ア
の
理
性

を
取
り
戻
す
最
適
な
精
神
療
法
に
つ
い
て
』
で
あ
る
。

革
命
の
勃
発
で
ピ
ネ
ル
の
運
命
は
大
き
く
開
け
、
ま
ず
九
三
年
秋
に
ビ
セ
ー
ト
ル
館
の
医
師
に
採
用
さ
れ
、
次
い
で
パ
リ
健
康
学
校
の

教
授
に
抜
ṅ
、
九
五
年
春
に
は
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
「
総
合
医
務
室
」
の
主
任
医
師
に
就
任
、
さ
ら
に
一
八
〇
五
年
に
は
ナ
ポ
レ
オ
ン

の
侍
医
に
抜
ṅ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
栄
光
を
一
心
に
集
め
て
」
二
六
年
逝
去
す
る
。[Sim

on,p.85:Postel,pp.40-45]

(øù
)
ピ
ネ
ル
の
著
作
の
原
題
はTraité

m
édico-philosophique

de
l’aliénation

m
entale

ou
m
anie

で
、
川
喜
田
愛
郎
は
こ
れ
を
『
精
神
病

あ
る
い
は
マ
ニ
ア
の
医
学
概
論
』
と
訳
出
し
て
い
る
が
、
私
は
原
題
に
忠
実
に
本
文
の
よ
う
に
訳
出
し
た
。
ピ
ネ
ル
は
当
時
の
医
学
者
が

そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
病
気
を
医
学
的
に
だ
け
で
な
く
哲
学
的
に
捉
え
よ
う
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
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さ
ら
に
、
ビ
セ
ー
ト
ル
館
で
試
行
し
た
よ
う
に
、「
暴
力
的
な
狂
女
」
か
ら
鉄
の
環
や
鉄
鎖
を
外
し
、
代
わ
り
に
拘
束
着
を
着
用

さ
せ
た
。
こ
う
し
た
一
連
の
処
遇
改
善
を
行
な
う
た
め
に
、
ピ
ネ
ル
は
当
局
に
懇
請
し
て
ビ
セ
ー
ト
ル
館
か
ら
ピ
ュ
サ
ン
を
引
き
抜

き
、
弟
子
の
エ
ス
キ
ロ
ー
ル
に
協
力
さ
せ
、
自
ら
は
主
に
観
察
に
専
念
し
、
そ
の
効
果
な
ど
を
記
録
し
理
論
化
に
励
ん
だ
。

し
か
し
実
際
に
ピ
ネ
ル
の
方
針
が
認
め
ら
れ
実
践
さ
れ
る
の
は
、
王
政
復
古
期
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
精
神
病
者

へ
の
抜
き
が
た
い
偏
見
と
恐
怖
が
、
当
局
と
医
療
実
践
者
に
も
沁
み
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
象
徴
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、

「
狂
人
の
見
世
物
」
で
あ
っ
た(øú)。
ビ
セ
ー
ト
ル
館
で
と
同
じ
く
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
狂
女
も
、
近
く
の
植
物
園
見
学
と
セ
ッ

ト
で
、
パ
リ
ジ
ャ
ン
の
見
学
コ
ー
ス
に
入
れ
ら
れ
た
。
と
く
に
大
衆
の
好
奇
の
的
と
な
っ
た
の
は
、
革
命
期
に
女
性
解
放
運
動
に
尽

力
し
、
後
に
発
狂
し
て
こ
こ
に
入
所
し
た
テ
ロ
ワ
ー
ニ
ュ
・
ド
・
メ
リ
ク
ー
ル
で
、
彼
女
が
四
つ
ん
Ṝ
い
に
な
っ
て
食
べ
る
姿
を
見

物
人
は
驚
い
て
見
て
い
た
と
い
う
。[V
essier,p.132,140

:Sim
on,p.61 (øû

)]

一
九
世
紀
に
つ
い
て
は
本
稿
の
枠
組
み
か
ら
逸
脱
す
る
の
で
、
ご
く
簡
単
に
記
す
に
留
め
た
い
。
ピ
ネ
ル
に
共
鳴
し
そ
の
薫
陶
を

受
け
た
弟
子
は
多
い
が
、
真
の
後
継
者
は
エ
ス
キ
ロ
ー
ルJean-Etienne-D

om
inique

Esquirol(1772-1840)

だ
っ
た
。
早
く
も
一

八
〇
二
年
に
は
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
入
り
、
一
八
一
一
年
に
は
ピ
ネ
ル
の
後
を
継
い
で
、
精
神
病
の
主
任
医
師
と
な
っ
た
。
エ

ス
キ
ロ
ー
ル
は
ピ
ネ
ル
の
方
針
を
さ
ら
に
推
し
進
め
、
作
業
療
法
だ
け
で
な
く
、
音
楽
や
舞
踊
、
演
劇
な
ど
「
音
楽
療
法
」
も
取
り

入
れ
た
。
さ
ら
に
こ
れ
ま
で
の
「
独
房
へ
の
閉
じ
込
め
」
を
止
め
て
、
大
き
な
共
同
寝
室
を
擁
す
る
「
エ
ス
キ
ロ
ー
ル
館
」
を
造

り
、
病
者
に
開
放
的
な
生
活
を
提
供
し
た
。
こ
の
館
に
は
他
に
大
食
堂
、
作
業
所
、
浴
室
も
備
え
付
け
る
な
ど
、
人
間
ら
し
い
生
活

を
送
れ
よ
う
に
配
慮
し
た
。
他
方
、
重
症
病
者
の
た
め
に
は
別
途
木
造
小
屋chalets

を
建
て
て
住
ま
わ
せ
た
。

一
八
二
五
年
に
は
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
を
辞
し
、
シ
ャ
ラ
ン
ト
ン
精
神
病
院
に
転
任
す
る
の
だ
が
、
エ
ス
キ
ロ
ー
ル
の
も
う
一

つ
の
功
績
は
、
精
神
病
者
の
た
め
の
施
設asile

を
、
各
県
に
少
な
く
と
も
一
つ
造
る
こ
と
を
定
め
た
一
八
三
八
年
法
の
制
定
に
尽

力
し
た
こ
と
で
あ
る
。[Sim

on,p.91]

精
神
病
者
は
ピ
ネ
ル
に
よ
り
「
病
者
と
し
て
認
知
」
さ
れ
、
エ
ス
キ
ロ
ー
ル
に
よ
り
「
社

会
的
保
護
を
う
け
る
病
者
」
と
認
め
ら
れ
た
と
云
え
る(øü)。
こ
の
事
実
は
翻
っ
て
、
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
期
の
全
期
間
を
通
し

て
、
精
神
病
者
は
社
会
か
ら
除
け
者
と
し
て
隔
離
さ
れ
る
存
在
だ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

(øú
)
｢狂
人
」
を
見
世
物
に
す
る
非
人
道
的
な
行
為
は
、
同
じ
頃
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
も
見
ら
れ
た
。
ロ
ン
ド
ン
の
聖
メ
ア
リ
・
ベ
ツ
レ
ヘ

ム
病
院
で
は
、
鎖
に
繋
が
れ
た
精
神
病
者
を
一
般
人
に
有
料
で
見
物
さ
せ
て
い
た
。
下
層
階
級
の
見
物
人
は
そ
の
異
様
な
振
る
舞
い
を
眺

め
て
楽
し
ん
だ
と
い
う
。［
パ
ー
カ
ー
、p.234

］
パ
リ
の
二
つ
の
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
と
全
く
同
様
な
蛮
行
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
驚

き
を
禁
じ
得
な
い
が
、
こ
う
し
た
事
情
も
狂
気
を
医
学
的
に
観
察
し
、
そ
の
原
因
を
追
究
す
る
妨
げ
に
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

(øû
)
テ
ロ
ワ
ー
ニ
ュ
・
ド
・
メ
リ
ク
ー
ルTéroigne

de
M
éricourt(1762-1817)

は
、
ベ
ル
ギ
ー
生
ま
れ
の
、
美
貌
に
恵
ま
れ
、
自
由
奔
放

に
生
き
た
女
性
だ
っ
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
や
イ
タ
リ
ア
を
歴
遊
し
た
の
ち
革
命
の
パ
リ
に
戻
り
、
政
治
の
世
界
に
身
を
投
じ
た
。
黒
い
羽

飾
り
の
帽
子
を
被
り
、
剣
を
帯
び
た
い
で
立
ち
は
民
衆
の
人
気
を
博
し
た
。
一
七
九
一
年
秋
、
故
郷
近
く
の
村
で
静
養
し
て
い
る
と
こ
ろ

を
、
リ
エ
ー
ジ
ュ
で
の
暴
動
に
関
与
し
た
疑
い
で
、
亡
命
者
ら
に
拉
致
さ
れ
尋
問
さ
れ
た
。
後
に
釈
放
さ
れ
パ
リ
に
戻
る
と
ジ
ャ
コ
バ
ン

派
に
熱
烈
に
歓
迎
さ
れ
、
こ
れ
に
勢
い
を
得
た
彼
女
は
「
ア
マ
ゾ
ン
部
隊
」
を
立
ち
上
げ
、
反
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
輿
論
に
対
抗
し
た
。
し

か
し
当
時
の
新
聞
輿
論
や
愛
国
主
義
者
は
、
女
性
に
「
本
来
の
義
務
」
か
ら
逸
ら
せ
る
も
の
だ
と
非
難
し
た
。
そ
の
後
、
ア
マ
ゾ
ン
部
隊

は
革
命
の
さ
な
か
に
起
き
た
二
つ
の
虐
殺
事
件
に
関
与
し
、
彼
女
も
悪
い
陣
営
に
関
わ
っ
た
こ
と
で
、「
編
み
物
女
性
た
ちtricoteuses

」

（
革
命
時
に
編
み
物
を
し
な
が
ら
議
会
に
列
席
し
た
庶
民
の
女
性
た
ち
）
か
ら
も
批
判
さ
れ
た
。
前
々
か
ら
弱
っ
て
い
た
彼
女
の
こ
こ
ろ

は
、
こ
の
衝
撃
で
完
全
に
正
気
を
失
い
、
九
七
年
に
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
閉
じ
込
め
ら
れ
、
一
八
一
七
年
に
そ
こ
で
亡
く
な
っ
た
。

[Perrin,p.665]
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さ
ら
に
、
ビ
セ
ー
ト
ル
館
で
試
行
し
た
よ
う
に
、「
暴
力
的
な
狂
女
」
か
ら
鉄
の
環
や
鉄
鎖
を
外
し
、
代
わ
り
に
拘
束
着
を
着
用

さ
せ
た
。
こ
う
し
た
一
連
の
処
遇
改
善
を
行
な
う
た
め
に
、
ピ
ネ
ル
は
当
局
に
懇
請
し
て
ビ
セ
ー
ト
ル
館
か
ら
ピ
ュ
サ
ン
を
引
き
抜

き
、
弟
子
の
エ
ス
キ
ロ
ー
ル
に
協
力
さ
せ
、
自
ら
は
主
に
観
察
に
専
念
し
、
そ
の
効
果
な
ど
を
記
録
し
理
論
化
に
励
ん
だ
。

し
か
し
実
際
に
ピ
ネ
ル
の
方
針
が
認
め
ら
れ
実
践
さ
れ
る
の
は
、
王
政
復
古
期
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
精
神
病
者

へ
の
抜
き
が
た
い
偏
見
と
恐
怖
が
、
当
局
と
医
療
実
践
者
に
も
沁
み
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
象
徴
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、

「
狂
人
の
見
世
物
」
で
あ
っ
た(øú)。
ビ
セ
ー
ト
ル
館
で
と
同
じ
く
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
狂
女
も
、
近
く
の
植
物
園
見
学
と
セ
ッ

ト
で
、
パ
リ
ジ
ャ
ン
の
見
学
コ
ー
ス
に
入
れ
ら
れ
た
。
と
く
に
大
衆
の
好
奇
の
的
と
な
っ
た
の
は
、
革
命
期
に
女
性
解
放
運
動
に
尽

力
し
、
後
に
発
狂
し
て
こ
こ
に
入
所
し
た
テ
ロ
ワ
ー
ニ
ュ
・
ド
・
メ
リ
ク
ー
ル
で
、
彼
女
が
四
つ
ん
Ṝ
い
に
な
っ
て
食
べ
る
姿
を
見

物
人
は
驚
い
て
見
て
い
た
と
い
う
。[V

essier,p.132,140
:Sim

on,p.61 (øû
)]

一
九
世
紀
に
つ
い
て
は
本
稿
の
枠
組
み
か
ら
逸
脱
す
る
の
で
、
ご
く
簡
単
に
記
す
に
留
め
た
い
。
ピ
ネ
ル
に
共
鳴
し
そ
の
薫
陶
を

受
け
た
弟
子
は
多
い
が
、
真
の
後
継
者
は
エ
ス
キ
ロ
ー
ルJean-Etienne-D

om
inique

Esquirol(1772-1840)

だ
っ
た
。
早
く
も
一

八
〇
二
年
に
は
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
入
り
、
一
八
一
一
年
に
は
ピ
ネ
ル
の
後
を
継
い
で
、
精
神
病
の
主
任
医
師
と
な
っ
た
。
エ

ス
キ
ロ
ー
ル
は
ピ
ネ
ル
の
方
針
を
さ
ら
に
推
し
進
め
、
作
業
療
法
だ
け
で
な
く
、
音
楽
や
舞
踊
、
演
劇
な
ど
「
音
楽
療
法
」
も
取
り

入
れ
た
。
さ
ら
に
こ
れ
ま
で
の
「
独
房
へ
の
閉
じ
込
め
」
を
止
め
て
、
大
き
な
共
同
寝
室
を
擁
す
る
「
エ
ス
キ
ロ
ー
ル
館
」
を
造

り
、
病
者
に
開
放
的
な
生
活
を
提
供
し
た
。
こ
の
館
に
は
他
に
大
食
堂
、
作
業
所
、
浴
室
も
備
え
付
け
る
な
ど
、
人
間
ら
し
い
生
活

を
送
れ
よ
う
に
配
慮
し
た
。
他
方
、
重
症
病
者
の
た
め
に
は
別
途
木
造
小
屋chalets

を
建
て
て
住
ま
わ
せ
た
。

一
八
二
五
年
に
は
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
を
辞
し
、
シ
ャ
ラ
ン
ト
ン
精
神
病
院
に
転
任
す
る
の
だ
が
、
エ
ス
キ
ロ
ー
ル
の
も
う
一

つ
の
功
績
は
、
精
神
病
者
の
た
め
の
施
設asile

を
、
各
県
に
少
な
く
と
も
一
つ
造
る
こ
と
を
定
め
た
一
八
三
八
年
法
の
制
定
に
尽

力
し
た
こ
と
で
あ
る
。[Sim

on,p.91]

精
神
病
者
は
ピ
ネ
ル
に
よ
り
「
病
者
と
し
て
認
知
」
さ
れ
、
エ
ス
キ
ロ
ー
ル
に
よ
り
「
社

会
的
保
護
を
う
け
る
病
者
」
と
認
め
ら
れ
た
と
云
え
る(øü)。
こ
の
事
実
は
翻
っ
て
、
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
期
の
全
期
間
を
通
し

て
、
精
神
病
者
は
社
会
か
ら
除
け
者
と
し
て
隔
離
さ
れ
る
存
在
だ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

(øú
)
｢狂
人
」
を
見
世
物
に
す
る
非
人
道
的
な
行
為
は
、
同
じ
頃
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
も
見
ら
れ
た
。
ロ
ン
ド
ン
の
聖
メ
ア
リ
・
ベ
ツ
レ
ヘ

ム
病
院
で
は
、
鎖
に
繋
が
れ
た
精
神
病
者
を
一
般
人
に
有
料
で
見
物
さ
せ
て
い
た
。
下
層
階
級
の
見
物
人
は
そ
の
異
様
な
振
る
舞
い
を
眺

め
て
楽
し
ん
だ
と
い
う
。［
パ
ー
カ
ー
、p.234

］
パ
リ
の
二
つ
の
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
と
全
く
同
様
な
蛮
行
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
驚

き
を
禁
じ
得
な
い
が
、
こ
う
し
た
事
情
も
狂
気
を
医
学
的
に
観
察
し
、
そ
の
原
因
を
追
究
す
る
妨
げ
に
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

(øû
)
テ
ロ
ワ
ー
ニ
ュ
・
ド
・
メ
リ
ク
ー
ルTéroigne

de
M
éricourt(1762-1817)

は
、
ベ
ル
ギ
ー
生
ま
れ
の
、
美
貌
に
恵
ま
れ
、
自
由
奔
放

に
生
き
た
女
性
だ
っ
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
や
イ
タ
リ
ア
を
歴
遊
し
た
の
ち
革
命
の
パ
リ
に
戻
り
、
政
治
の
世
界
に
身
を
投
じ
た
。
黒
い
羽

飾
り
の
帽
子
を
被
り
、
剣
を
帯
び
た
い
で
立
ち
は
民
衆
の
人
気
を
博
し
た
。
一
七
九
一
年
秋
、
故
郷
近
く
の
村
で
静
養
し
て
い
る
と
こ
ろ

を
、
リ
エ
ー
ジ
ュ
で
の
暴
動
に
関
与
し
た
疑
い
で
、
亡
命
者
ら
に
拉
致
さ
れ
尋
問
さ
れ
た
。
後
に
釈
放
さ
れ
パ
リ
に
戻
る
と
ジ
ャ
コ
バ
ン

派
に
熱
烈
に
歓
迎
さ
れ
、
こ
れ
に
勢
い
を
得
た
彼
女
は
「
ア
マ
ゾ
ン
部
隊
」
を
立
ち
上
げ
、
反
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
輿
論
に
対
抗
し
た
。
し

か
し
当
時
の
新
聞
輿
論
や
愛
国
主
義
者
は
、
女
性
に
「
本
来
の
義
務
」
か
ら
逸
ら
せ
る
も
の
だ
と
非
難
し
た
。
そ
の
後
、
ア
マ
ゾ
ン
部
隊

は
革
命
の
さ
な
か
に
起
き
た
二
つ
の
虐
殺
事
件
に
関
与
し
、
彼
女
も
悪
い
陣
営
に
関
わ
っ
た
こ
と
で
、「
編
み
物
女
性
た
ちtricoteuses

」

（
革
命
時
に
編
み
物
を
し
な
が
ら
議
会
に
列
席
し
た
庶
民
の
女
性
た
ち
）
か
ら
も
批
判
さ
れ
た
。
前
々
か
ら
弱
っ
て
い
た
彼
女
の
こ
こ
ろ

は
、
こ
の
衝
撃
で
完
全
に
正
気
を
失
い
、
九
七
年
に
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
閉
じ
込
め
ら
れ
、
一
八
一
七
年
に
そ
こ
で
亡
く
な
っ
た
。

[Perrin,p.665]
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ú
．
抑
圧
さ
れ
る
女
性
た
ち
─
懲
治
監

ル
イ
一
四
世
が
五
〇
歳
を
迎
え
る
一
六
八
〇
年
代
が
、
フ
ラ
ン
ス
絶
対
王
政
の
確
立
期
で
あ
ろ
う
。
王
権
は
社
会
の
も
ろ
も
ろ
の

領
域
に
統
制
力
を
強
め
て
ゆ
く
の
だ
が
、
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の
行
政
に
も
変
化
が
現
れ
た
。
一
六
八
四
年
四
月
二
〇
日
の
オ

ル
ド
ナ
ン
ス
で
、
パ
リ
警
察
長
官
の
下
に
風
紀
取
締
官
職
が
設
け
ら
れ
、
娼
婦
へ
の
取
り
締
ま
り
が
本
格
化
し
、
さ
ら
に
一
六
八
七

年
の
王
令
で
す
べ
て
の
公
娼
の
拘
禁
が
始
ま
る
。
他
方
、
翌
一
六
八
五
年
に
は
ナ
ン
ト
の
王
令
が
廃
止
さ
れ
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
へ
の

迫
害
が
強
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
娼
婦
も
女
性
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
も
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
収
容
さ
れ
よ
う
に
な
る(øý)。

こ
う
し
て
、「
素
行
の
悪
い
女
」
や
社
会
に
と
り
危
険
と
見
な
さ
れ
た
女
性
を
収
容
す
る
た
め
に
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
巨

大
な
建
物
が
造
ら
れ
た
。
こ
れ
が
悪
名
高
い
「
懲
治
監M

aison
de

Force

」
で
あ
り
、「
女
た
ち
の
バ
ス
テ
ィ
ー
ユ
」
と
呼
ば
れ
た
。

こ
の
陰
気
な
建
物
の
中
は
、
四
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
仕
切
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
様
態
の
異
な
る
「
危
険
な
女
性
」
が
狭
い
部
屋
に
閉
じ
込

め
ら
れ
た
。
四
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
ル
・
コ
マ
ン
、
プ
リ
ゾ
ン
、
グ
ラ
ン
ド
・
フ
ォ
ル
ス
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
章

で
見
た
ビ
セ
ー
ト
ル
館
に
お
い
て
、
犯
罪
者
と
そ
の
予
備
軍
が
四
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
の
と
見
事
に
照
応
し
て
い

る
。
懲
治
監
の
あ
る
一
画
は
と
く
に
厳
重
な
警
戒
態
勢
が
と
ら
れ
、
戟ホ

コ

槍ヤ
リ

や
短
筒
小
銃
を
も
っ
た
騎
馬
兵
が
常
時
巡
回
し
警
戒
に
当

た
っ
た
。
以
下
四
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
を
順
次
見
て
ゆ
く
。

「
ル
・
コ
マ
ンle

com
m
un

」「
悪
い
生
活
の
女les

fem
m
es

de
la
m
auvaise

vie

」
の
典
型
と
さ
れ
た
の
は
娼
婦
で
あ
っ
た
。
先
の

一
六
八
四
年
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
で
新
設
さ
れ
た
風
紀
取
締
官
は
、
昼
夜
の
別
な
く
、
路
上
で
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
商
売
を
す
る
館
に

乗
り
込
ん
で
一
斉
検
挙
し
、
公
娼
、
私
娼
の
別
な
く
捕
捉
し
て
は
詰
め
所
に
留
置
し
た
。
翌
日
、
グ
ラ
ン
ド
・
シ
ャ
ト
レ
裁
判
所
に

引
き
出
さ
れ
た
娼
婦
は
、
物
見
高
い
パ
リ
ジ
ャ
ン
の
視
線
と
冷
や
か
し
、
罵
声
や
怒
号
を
浴
び
な
が
ら
、
判
決
を
申
し
渡
さ
れ
た
。

そ
の
場
で
「
お
咎
め
な
し
」
無
罪
放
免
と
な
る
者
も
い
る
が
、
大
部
分
は
有
罪
判
決
を
受
け
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
行
き
と
な
っ

た
。
巡
邏
が
先
導
す
る
幌
な
し
の
大
き
な
馬
車
に
乗
せ
ら
れ
、
立
っ
た
ま
ま
、
す
し
詰
め
で
運
ば
れ
た
。
あ
る
者
は
泣
き
、
叫
び
、

顔
を
隠
し
、
あ
る
者
は
気
丈
に
も
見
物
人
の
怒
号
に
耐
え
て
い
た
。[V

essier,p.63]

彼
女
た
ち
は
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
で
は
「
ル
・
コ
マ
ン
」
と
い
う
ブ
ロ
ッ
ク
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
。
そ
の
人
数
は
時
代
と
共

に
大
き
く
変
化
す
る
の
で
特
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
一
七
世
紀
末
に
は
一
〇
〇
人
程
度
、
革
命
前
夜
に
は
四
〇
〇
～
五
〇
〇
人

に
昇
っ
た
。[C

arrez,p.276]

ル
・
コ
マ
ン
で
の
彼
女
ら
へ
処
遇
は
苛
酷
だ
っ
た
。
制
服
は
分
厚
い
ラ
シ
ャ
織
の
服
で
、
履
物
は
木

靴
、
食
事
は
パ
ン
と
ポ
タ
ー
ジ
ュ
と
水
、
寝
具
は
藁
布
団
に
敷
毛
布
と
掛
け
毛
布
、
信
じ
ら
れ
な
い
こ
と
だ
が
、
大
き
め
の
ベ
ッ
ド

一
つ
に
六
人
が
寝
せ
ら
れ
た
。
現
実
に
は
、
四
人
が
一
つ
の
ベ
ッ
ド
を
共
用
し
、
足
と
頭
を
交
互
に
組
み
合
わ
せ
る
よ
う
に
し
て
寝

て
、
残
り
二
人
は
板
敷
の
床
に
着
の
身
着
の
ま
ま
で
寝
た
。
流
石
に
冬
の
間
は
毛
布
が
支
給
さ
れ
た
。
部
屋
に
は
窓
が
一
つ
あ
る
だ

け
で
換
気
が
悪
く
、
不
衛
生
と
過
密
居
住
の
た
め
「
人
を
た
じ
ろ
が
せ
る
程
の
臭
気
が
し
た
」
と
い
う
。[B

oucher,p.47]

(øü
)
エ
ス
キ
ロ
ー
ル
の
学
問
的
業
績
に
つ
い
て
云
え
ば
、
早
く
も
一
八
〇
四
年
に
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
で
の
観
察
を
基
に
、『
精
神
病
の

原
因
と
兆
候
と
見
な
さ
れ
る
熱
情
と
治
療
方
法
』
な
る
博
士
論
文
を
著
し
た
。
そ
の
後
、
三
〇
数
年
間
の
研
究
と
観
察
を
基
に
『
精
神
病

論
』(1838)

を
著
し
、
そ
の
な
か
で
精
神
病
を
「
通
例
発
熱
を
伴
わ
な
い
慢
性
の
脳
疾
患
で
、
感
覚
、
悟
性
の
は
た
ら
き
及
び
意
志
の
障

碍
を
特
徴
と
す
る
」
と
定
義
し
た
。［
川
喜
田
愛
郎
、p.560

］

(øý
)
一
七
一
三
年
に
は
王
令
に
よ
り
公
娼
と
私
娼
が
区
別
さ
れ
、
公
娼
は
パ
リ
警
視
庁
の
直
接
的
管
理
下
に
置
か
れ
、
私
娼
は
召
喚
さ
れ
証

人
付
き
裁
判
に
か
け
ら
れ
判
決
を
受
け
る
よ
う
に
な
る
。[B

oucher,p.46]
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ú
．
抑
圧
さ
れ
る
女
性
た
ち
─
懲
治
監

ル
イ
一
四
世
が
五
〇
歳
を
迎
え
る
一
六
八
〇
年
代
が
、
フ
ラ
ン
ス
絶
対
王
政
の
確
立
期
で
あ
ろ
う
。
王
権
は
社
会
の
も
ろ
も
ろ
の

領
域
に
統
制
力
を
強
め
て
ゆ
く
の
だ
が
、
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の
行
政
に
も
変
化
が
現
れ
た
。
一
六
八
四
年
四
月
二
〇
日
の
オ

ル
ド
ナ
ン
ス
で
、
パ
リ
警
察
長
官
の
下
に
風
紀
取
締
官
職
が
設
け
ら
れ
、
娼
婦
へ
の
取
り
締
ま
り
が
本
格
化
し
、
さ
ら
に
一
六
八
七

年
の
王
令
で
す
べ
て
の
公
娼
の
拘
禁
が
始
ま
る
。
他
方
、
翌
一
六
八
五
年
に
は
ナ
ン
ト
の
王
令
が
廃
止
さ
れ
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
へ
の

迫
害
が
強
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
娼
婦
も
女
性
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
も
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
収
容
さ
れ
よ
う
に
な
る(øý)。

こ
う
し
て
、「
素
行
の
悪
い
女
」
や
社
会
に
と
り
危
険
と
見
な
さ
れ
た
女
性
を
収
容
す
る
た
め
に
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
巨

大
な
建
物
が
造
ら
れ
た
。
こ
れ
が
悪
名
高
い
「
懲
治
監M

aison
de

Force

」
で
あ
り
、「
女
た
ち
の
バ
ス
テ
ィ
ー
ユ
」
と
呼
ば
れ
た
。

こ
の
陰
気
な
建
物
の
中
は
、
四
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
仕
切
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
様
態
の
異
な
る
「
危
険
な
女
性
」
が
狭
い
部
屋
に
閉
じ
込

め
ら
れ
た
。
四
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
ル
・
コ
マ
ン
、
プ
リ
ゾ
ン
、
グ
ラ
ン
ド
・
フ
ォ
ル
ス
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
章

で
見
た
ビ
セ
ー
ト
ル
館
に
お
い
て
、
犯
罪
者
と
そ
の
予
備
軍
が
四
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
の
と
見
事
に
照
応
し
て
い

る
。
懲
治
監
の
あ
る
一
画
は
と
く
に
厳
重
な
警
戒
態
勢
が
と
ら
れ
、
戟ホ

コ

槍ヤ
リ

や
短
筒
小
銃
を
も
っ
た
騎
馬
兵
が
常
時
巡
回
し
警
戒
に
当

た
っ
た
。
以
下
四
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
を
順
次
見
て
ゆ
く
。

「
ル
・
コ
マ
ンle

com
m
un

」「
悪
い
生
活
の
女les

fem
m
es

de
la
m
auvaise

vie

」
の
典
型
と
さ
れ
た
の
は
娼
婦
で
あ
っ
た
。
先
の

一
六
八
四
年
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
で
新
設
さ
れ
た
風
紀
取
締
官
は
、
昼
夜
の
別
な
く
、
路
上
で
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
商
売
を
す
る
館
に

乗
り
込
ん
で
一
斉
検
挙
し
、
公
娼
、
私
娼
の
別
な
く
捕
捉
し
て
は
詰
め
所
に
留
置
し
た
。
翌
日
、
グ
ラ
ン
ド
・
シ
ャ
ト
レ
裁
判
所
に

引
き
出
さ
れ
た
娼
婦
は
、
物
見
高
い
パ
リ
ジ
ャ
ン
の
視
線
と
冷
や
か
し
、
罵
声
や
怒
号
を
浴
び
な
が
ら
、
判
決
を
申
し
渡
さ
れ
た
。

そ
の
場
で
「
お
咎
め
な
し
」
無
罪
放
免
と
な
る
者
も
い
る
が
、
大
部
分
は
有
罪
判
決
を
受
け
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
行
き
と
な
っ

た
。
巡
邏
が
先
導
す
る
幌
な
し
の
大
き
な
馬
車
に
乗
せ
ら
れ
、
立
っ
た
ま
ま
、
す
し
詰
め
で
運
ば
れ
た
。
あ
る
者
は
泣
き
、
叫
び
、

顔
を
隠
し
、
あ
る
者
は
気
丈
に
も
見
物
人
の
怒
号
に
耐
え
て
い
た
。[V

essier,p.63]

彼
女
た
ち
は
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
で
は
「
ル
・
コ
マ
ン
」
と
い
う
ブ
ロ
ッ
ク
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
。
そ
の
人
数
は
時
代
と
共

に
大
き
く
変
化
す
る
の
で
特
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
一
七
世
紀
末
に
は
一
〇
〇
人
程
度
、
革
命
前
夜
に
は
四
〇
〇
～
五
〇
〇
人

に
昇
っ
た
。[C

arrez,p.276]
ル
・
コ
マ
ン
で
の
彼
女
ら
へ
処
遇
は
苛
酷
だ
っ
た
。
制
服
は
分
厚
い
ラ
シ
ャ
織
の
服
で
、
履
物
は
木

靴
、
食
事
は
パ
ン
と
ポ
タ
ー
ジ
ュ
と
水
、
寝
具
は
藁
布
団
に
敷
毛
布
と
掛
け
毛
布
、
信
じ
ら
れ
な
い
こ
と
だ
が
、
大
き
め
の
ベ
ッ
ド

一
つ
に
六
人
が
寝
せ
ら
れ
た
。
現
実
に
は
、
四
人
が
一
つ
の
ベ
ッ
ド
を
共
用
し
、
足
と
頭
を
交
互
に
組
み
合
わ
せ
る
よ
う
に
し
て
寝

て
、
残
り
二
人
は
板
敷
の
床
に
着
の
身
着
の
ま
ま
で
寝
た
。
流
石
に
冬
の
間
は
毛
布
が
支
給
さ
れ
た
。
部
屋
に
は
窓
が
一
つ
あ
る
だ

け
で
換
気
が
悪
く
、
不
衛
生
と
過
密
居
住
の
た
め
「
人
を
た
じ
ろ
が
せ
る
程
の
臭
気
が
し
た
」
と
い
う
。[B

oucher,p.47]

(øü
)
エ
ス
キ
ロ
ー
ル
の
学
問
的
業
績
に
つ
い
て
云
え
ば
、
早
く
も
一
八
〇
四
年
に
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
で
の
観
察
を
基
に
、『
精
神
病
の

原
因
と
兆
候
と
見
な
さ
れ
る
熱
情
と
治
療
方
法
』
な
る
博
士
論
文
を
著
し
た
。
そ
の
後
、
三
〇
数
年
間
の
研
究
と
観
察
を
基
に
『
精
神
病

論
』(1838)

を
著
し
、
そ
の
な
か
で
精
神
病
を
「
通
例
発
熱
を
伴
わ
な
い
慢
性
の
脳
疾
患
で
、
感
覚
、
悟
性
の
は
た
ら
き
及
び
意
志
の
障

碍
を
特
徴
と
す
る
」
と
定
義
し
た
。［
川
喜
田
愛
郎
、p.560

］

(øý
)
一
七
一
三
年
に
は
王
令
に
よ
り
公
娼
と
私
娼
が
区
別
さ
れ
、
公
娼
は
パ
リ
警
視
庁
の
直
接
的
管
理
下
に
置
か
れ
、
私
娼
は
召
喚
さ
れ
証

人
付
き
裁
判
に
か
け
ら
れ
判
決
を
受
け
る
よ
う
に
な
る
。[B

oucher,p.46]
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彼
女
ら
も
労
働
に
従
事
し
た
。「
善
き
貧
民
」
と
同
じ
繊
維
関
係
の
仕
事
、
紡
糸
、
織
布
、
縫
製
な
ど
で
あ
り
、
中
に
は
掃
除
や

洗
濯
な
ど
の
院
内
雑
務
を
す
る
者
も
い
た
。
私
語
が
禁
止
さ
れ
、
祈
り
と
労
働
の
修
道
院
的
な
日
常
は
、「
悪
い
生
活
」
に
馴
染
ん

だ
彼
女
ら
に
は
苛
酷
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
日
曜
祭
日
に
は
ミ
サ
に
出
席
す
る
義
務
が
課
せ
ら
れ
た
。
朝
と
夕
、
一
五
分
全
員
で
神

に
祈
り
、
そ
の
後
一
日
中
カ
テ
シ
ズ
ム
（
教
理
問
答
）
の
レ
ク
チ
ャ
ー
を
聴
い
て
、「
魂
の
浄
化
」
に
励
む
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
不

満
を
唱
え
る
者
、
冒
瀆
的
な
言
辞
を
吐
く
者
が
跡
を
絶
た
ず
、
時
に
は
暴
動
も
起
き
た
。
こ
う
し
た
「
反
乱
分
子
」
に
シ
ス
タ
ー
や

監
視
員
は
規
則
に
反
し
て
体
罰
を
加
え
た
。
規
則
で
は
精
々
「
叱
責réprim

ande

」
程
度
だ
っ
た
の
に
、
管
理
の
側
は
、「
髪
を
剃

り
」、「
首
枷
を
付
け
」、「
柱
に
括
り
付
け
る
」
な
ど
の
体
罰
を
科
し
た
。
こ
の
よ
う
な
体
罰
を
科
す
こ
と
を
、
パ
リ
警
察
当
局
も
理

事
会
も
黙
認
し
て
い
た
と
い
う
。[B

oucher,p.48]
[D
esgranges,1954,p.19]

と
こ
ろ
で
、
娼
婦
は
ほ
と
ん
ど
が
性
病
、
こ
と
に
梅
毒
に
罹
っ
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
場
合
は
、
先
ず
専
用
の
部
屋
に
移
さ
れ
、

後
に
治
療
の
た
め
に
ビ
セ
ー
ト
ル
館
に
移
さ
れ
た
。
そ
こ
で
前
後
八
週
間
に
わ
た
る
「
荒
療
治
」
を
受
け
て
、
再
び
こ
こ
に
戻
っ
て

く
る
が
、
彼
女
た
ち
が
完
全
に
治
癒
し
た
と
は
と
て
も
思
え
な
い
。（
前
章
参
照
）
ま
た
、
妊
娠
し
て
い
る
娼
婦
は
、
出
産
近
く
に

な
る
と
オ
テ
ル
・
デ
ュ
に
移
さ
れ
て
出
産
し
、
そ
の
後
元
の
大
部
屋
に
戻
さ
れ
た
。
生
ま
れ
た
赤
子
は
洗
礼
式
の
後
、
捨
子
養
育
院

に
送
ら
れ
る
段
取
り
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
捨
子
の
扱
い
だ
っ
た
。

一
七
世
紀
末
に
王
権
が
娼
婦
の
捕
捉
と
そ
の
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
へ
の
収
監
を
命
じ
た
の
は
、
パ
リ
に
梅
毒
が
蔓
延
し
危
険
水

域
に
近
づ
い
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
娼
婦
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
普
通
は
《prostituée

》
だ
が
、
史
料
や
文
献
で

は
《fem

m
es

gatées

フ

ァ

ム

・

ガ

テ

》
と
記
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
「
堕
落
し
た
女
」
の
意
味
だ
が
、
こ
の
《gatées

》
に
は
、
警
察
用
語
で
は

「
梅
毒
に
罹
っ
た
女
性
」
と
い
う
含
意
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
そ
れ
は
察
せ
ら
れ
る
。

梅
毒
は
一
六
世
紀
末
葉
に
流
行
が
始
ま
り
、
一
七
世
紀
末
に
は
フ
ラ
ン
ス
社
会
に
、
貴
顕
の
別
な
く
蔓
延
し
て
い
た
。
王
権
は
、

こ
れ
を
媒
介
し
蔓
延
さ
せ
て
い
る
の
が
娼
婦
で
あ
る
と
認
め
、
い
わ
ば
「
生
贄
」
と
し
て
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
拘
禁
し
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
を
皮
切
り
に
、
娼
婦
だ
け
で
な
く
、
自
由
恋
愛
と
自
由
な
性
的
関
係
に
耽
る
女
性
を
、「
放
蕩
者débauchées,

libetines

」、「
悪
い
生
活
に
染
ま
っ
た
者
」
と
し
て
断
罪
し
た(ø7)。
不
可
解
な
こ
と
に
、
統
治
権
力
は
、
放
蕩
に
耽
る
男
は
初
め
か
ら

眼
中
に
な
く
、
専
ら
女
だ
け
が
梅
毒
流
行
の
責
任
を
問
わ
れ
、《fem

m
es

gatées

》
と
し
て
糾
弾
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で

も
女
性
㚽
視
は
一
九
世
紀
末
ま
で
続
く
の
で
あ
る
。

本
題
に
戻
る
と
、
こ
の
ブ
ロ
ッ
ク
と
は
特
定
で
き
な
い
が
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
懲
治
監
辺
り
か
ら
は
不
吉
な
唸
り
声
が
、

(ø7
)
不
義
を
働
い
た
女
性
も
「
姦
婦fem

m
e
adultère

」
と
し
て
「débauche

」（
放
蕩
）
の
カ
テ
ゴ
リ
ィ
に
入
れ
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
竜
騎

兵
隊
長
の
妻
が
、
夫
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
勤
務
で
不
在
時
に
、
あ
る
兵
士
と
懇
ろ
な
関
係
に
な
っ
た
。
こ
の
報
告
を
受
け
た
パ
リ
警
察
長
官

ラ
・
レ
イ
ニ
ー
は
、
こ
の
女
性
の
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
へ
の
拘
禁
を
命
じ
た
。
彼
女
は
半
年
間
の
拘
禁
の
後
、
家
に
戻
る
こ
と
を
許
さ

れ
た
と
い
う
。[C

arrrez,p.97]

ア
ベ
・
プ
レ
ヴ
ォ
の
小
説
『
マ
ノ
ン
・
レ
ス
コ
ー
』
の
主
人
公
が
逮
捕
拘
禁
さ
れ
た
の
も
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
で
あ
る
。
最
初
は
後

述
の
「
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
に
、
二
回
目
は
こ
の
ル
・
コ
マ
ン
に
入
れ
ら
れ
た
。
最
初
の
嫌
疑
は
、
本
当
は
徴
税
請
負
人
へ
の
詐
欺
だ
っ
た

の
だ
が
、
当
の
被
害
者
が
マ
ノ
ン
の
「
放
蕩libertinage

」
を
理
由
に
し
た
か
ら
で
あ
る
。
二
度
目
の
逮
捕
理
由
は
詐
欺
行
為
で
あ
り
、

ル
・
コ
マ
ン
に
入
れ
ら
れ
翌
々
日
に
、
他
の
娼
婦
た
ち
と
一
緒
に
ミ
シ
シ
ッ
ピ
へ
国
外
追
放
さ
れ
る
運
命
だ
っ
た
。
作
者
プ
レ
ヴ
ォ
は
、

実
は
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
様
子
や
そ
こ
で
の
マ
ノ
ン
の
生
活
を
詳
細
に
は
綴
っ
て
は
い
な
い
。
だ
が
小
説
の
舞
台
と
な
っ
た
こ
の
館

の
中
庭
に
あ
る
井
戸
は
、「
マ
ノ
ン
・
レ
ス
コ
ー
の
井
戸
」
と
し
て
有
名
に
な
っ
た
。[D

esgranges,1958,pp.37-48]
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彼
女
ら
も
労
働
に
従
事
し
た
。「
善
き
貧
民
」
と
同
じ
繊
維
関
係
の
仕
事
、
紡
糸
、
織
布
、
縫
製
な
ど
で
あ
り
、
中
に
は
掃
除
や

洗
濯
な
ど
の
院
内
雑
務
を
す
る
者
も
い
た
。
私
語
が
禁
止
さ
れ
、
祈
り
と
労
働
の
修
道
院
的
な
日
常
は
、「
悪
い
生
活
」
に
馴
染
ん

だ
彼
女
ら
に
は
苛
酷
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
日
曜
祭
日
に
は
ミ
サ
に
出
席
す
る
義
務
が
課
せ
ら
れ
た
。
朝
と
夕
、
一
五
分
全
員
で
神

に
祈
り
、
そ
の
後
一
日
中
カ
テ
シ
ズ
ム
（
教
理
問
答
）
の
レ
ク
チ
ャ
ー
を
聴
い
て
、「
魂
の
浄
化
」
に
励
む
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
不

満
を
唱
え
る
者
、
冒
瀆
的
な
言
辞
を
吐
く
者
が
跡
を
絶
た
ず
、
時
に
は
暴
動
も
起
き
た
。
こ
う
し
た
「
反
乱
分
子
」
に
シ
ス
タ
ー
や

監
視
員
は
規
則
に
反
し
て
体
罰
を
加
え
た
。
規
則
で
は
精
々
「
叱
責réprim

ande

」
程
度
だ
っ
た
の
に
、
管
理
の
側
は
、「
髪
を
剃

り
」、「
首
枷
を
付
け
」、「
柱
に
括
り
付
け
る
」
な
ど
の
体
罰
を
科
し
た
。
こ
の
よ
う
な
体
罰
を
科
す
こ
と
を
、
パ
リ
警
察
当
局
も
理

事
会
も
黙
認
し
て
い
た
と
い
う
。[B

oucher,p.48]
[D
esgranges,1954,p.19]

と
こ
ろ
で
、
娼
婦
は
ほ
と
ん
ど
が
性
病
、
こ
と
に
梅
毒
に
罹
っ
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
場
合
は
、
先
ず
専
用
の
部
屋
に
移
さ
れ
、

後
に
治
療
の
た
め
に
ビ
セ
ー
ト
ル
館
に
移
さ
れ
た
。
そ
こ
で
前
後
八
週
間
に
わ
た
る
「
荒
療
治
」
を
受
け
て
、
再
び
こ
こ
に
戻
っ
て

く
る
が
、
彼
女
た
ち
が
完
全
に
治
癒
し
た
と
は
と
て
も
思
え
な
い
。（
前
章
参
照
）
ま
た
、
妊
娠
し
て
い
る
娼
婦
は
、
出
産
近
く
に

な
る
と
オ
テ
ル
・
デ
ュ
に
移
さ
れ
て
出
産
し
、
そ
の
後
元
の
大
部
屋
に
戻
さ
れ
た
。
生
ま
れ
た
赤
子
は
洗
礼
式
の
後
、
捨
子
養
育
院

に
送
ら
れ
る
段
取
り
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
捨
子
の
扱
い
だ
っ
た
。

一
七
世
紀
末
に
王
権
が
娼
婦
の
捕
捉
と
そ
の
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
へ
の
収
監
を
命
じ
た
の
は
、
パ
リ
に
梅
毒
が
蔓
延
し
危
険
水

域
に
近
づ
い
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
娼
婦
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
普
通
は
《prostituée

》
だ
が
、
史
料
や
文
献
で

は
《fem

m
es

gatées

フ

ァ

ム

・

ガ

テ

》
と
記
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
「
堕
落
し
た
女
」
の
意
味
だ
が
、
こ
の
《gatées

》
に
は
、
警
察
用
語
で
は

「
梅
毒
に
罹
っ
た
女
性
」
と
い
う
含
意
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
そ
れ
は
察
せ
ら
れ
る
。

梅
毒
は
一
六
世
紀
末
葉
に
流
行
が
始
ま
り
、
一
七
世
紀
末
に
は
フ
ラ
ン
ス
社
会
に
、
貴
顕
の
別
な
く
蔓
延
し
て
い
た
。
王
権
は
、

こ
れ
を
媒
介
し
蔓
延
さ
せ
て
い
る
の
が
娼
婦
で
あ
る
と
認
め
、
い
わ
ば
「
生
贄
」
と
し
て
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
拘
禁
し
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
を
皮
切
り
に
、
娼
婦
だ
け
で
な
く
、
自
由
恋
愛
と
自
由
な
性
的
関
係
に
耽
る
女
性
を
、「
放
蕩
者débauchées,

libetines
」、「
悪
い
生
活
に
染
ま
っ
た
者
」
と
し
て
断
罪
し
た(ø7)。
不
可
解
な
こ
と
に
、
統
治
権
力
は
、
放
蕩
に
耽
る
男
は
初
め
か
ら

眼
中
に
な
く
、
専
ら
女
だ
け
が
梅
毒
流
行
の
責
任
を
問
わ
れ
、《fem

m
es

gatées

》
と
し
て
糾
弾
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で

も
女
性
㚽
視
は
一
九
世
紀
末
ま
で
続
く
の
で
あ
る
。

本
題
に
戻
る
と
、
こ
の
ブ
ロ
ッ
ク
と
は
特
定
で
き
な
い
が
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
懲
治
監
辺
り
か
ら
は
不
吉
な
唸
り
声
が
、

(ø7
)
不
義
を
働
い
た
女
性
も
「
姦
婦fem

m
e
adultère

」
と
し
て
「débauche

」（
放
蕩
）
の
カ
テ
ゴ
リ
ィ
に
入
れ
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
竜
騎

兵
隊
長
の
妻
が
、
夫
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
勤
務
で
不
在
時
に
、
あ
る
兵
士
と
懇
ろ
な
関
係
に
な
っ
た
。
こ
の
報
告
を
受
け
た
パ
リ
警
察
長
官

ラ
・
レ
イ
ニ
ー
は
、
こ
の
女
性
の
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
へ
の
拘
禁
を
命
じ
た
。
彼
女
は
半
年
間
の
拘
禁
の
後
、
家
に
戻
る
こ
と
を
許
さ

れ
た
と
い
う
。[C

arrrez,p.97]

ア
ベ
・
プ
レ
ヴ
ォ
の
小
説
『
マ
ノ
ン
・
レ
ス
コ
ー
』
の
主
人
公
が
逮
捕
拘
禁
さ
れ
た
の
も
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
で
あ
る
。
最
初
は
後

述
の
「
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
に
、
二
回
目
は
こ
の
ル
・
コ
マ
ン
に
入
れ
ら
れ
た
。
最
初
の
嫌
疑
は
、
本
当
は
徴
税
請
負
人
へ
の
詐
欺
だ
っ
た

の
だ
が
、
当
の
被
害
者
が
マ
ノ
ン
の
「
放
蕩libertinage

」
を
理
由
に
し
た
か
ら
で
あ
る
。
二
度
目
の
逮
捕
理
由
は
詐
欺
行
為
で
あ
り
、

ル
・
コ
マ
ン
に
入
れ
ら
れ
翌
々
日
に
、
他
の
娼
婦
た
ち
と
一
緒
に
ミ
シ
シ
ッ
ピ
へ
国
外
追
放
さ
れ
る
運
命
だ
っ
た
。
作
者
プ
レ
ヴ
ォ
は
、

実
は
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
様
子
や
そ
こ
で
の
マ
ノ
ン
の
生
活
を
詳
細
に
は
綴
っ
て
は
い
な
い
。
だ
が
小
説
の
舞
台
と
な
っ
た
こ
の
館

の
中
庭
に
あ
る
井
戸
は
、「
マ
ノ
ン
・
レ
ス
コ
ー
の
井
戸
」
と
し
て
有
名
に
な
っ
た
。[D

esgranges,1958,pp.37-48]
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大
き
な
ど
よ
め
き
と
な
っ
て
夜
中
に
近
隣
ま
で
届
い
た
と
い
う
。
そ
れ
は
ま
る
で
追
い
詰
め
ら
れ
た
野
獣
の
叫
び
に
も
似
て
、
サ

ン
・
マ
ル
セ
ル
や
サ
ン
・
ヴ
ィ
ク
ト
ワ
ー
ル
の
住
民
を
怖
が
ら
せ
た
と
云
わ
れ
る
。[C

arrez,p.115]

こ
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
押
し
込
め

ら
れ
、
拷
問
と
も
云
え
る
仕
打
ち
を
受
け
て
い
る
娼
婦
た
ち
の
絶
望
の
叫
び
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
史
家
は
、
そ
れ
は
彼
女

ら
の
悔
恨
、
遺
恨
、
憎
し
み
な
ど
の
入
り
混
じ
っ
た
感
情
表
現
で
は
な
か
っ
た
か
、
彼
女
た
ち
に
と
っ
て
は
「
死
が
、
彼
女
ら
が
呪

っ
た
社
会
か
ら
の
解
放
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
」
と
語
る
。[B

oucher,p.49]

娼
婦
は
フ
ラ
ン
ス
国
内
か
ら
も
排
除
さ
れ
る
試
練
を
う
け
た
。
い
わ
ゆ
る
「
棄
民
」
政
策
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
後
述
す
る
。

「
プ
リ
ゾ
ンprison

」
こ
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
は
高
等
法
院
や
シ
ャ
ト
レ
裁
判
所
で
有
罪
判
決
を
宣
告
さ
れ
た
婦
女
子
が
拘
禁
さ
れ
た
。

彼
女
ら
が
犯
す
犯
罪
で
多
か
っ
た
の
は
窃
盗
だ
っ
た
。
市
場
な
ど
で
食
料
品
を
盗
ん
だ
と
こ
ろ
を
捕
ら
え
ら
れ
、
裁
判
で
有
罪
判
決

を
受
け
た
。
こ
の
時
代
、
稼
ぎ
の
な
い
女
親
が
、
飢
え
を
凌
ぐ
た
め
等
に
止
む
を
得
ず
犯
す
犯
罪
の
一
つ
が
窃
盗
で
、
現
代
の
感
覚

で
は
さ
ほ
ど
悪
質
な
犯
罪
と
も
思
え
な
い
の
だ
が
、
治
安
当
局
は
容
赦
な
か
っ
た
。
累
犯
の
場
合
は
、
肩
に
《
Ｍ
》
や
《
Ｖ
》
の
烙

印
、
ま
た
は
王
家
の
紋
章
の
百
合
の
花
の
烙
印
を
捺
し
た(ø8)。

ま
た
国
王
や
王
政
に
批
判
的
な
言
辞
を
吐
く
行
為
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
や
聖
職
者
を
批
判
す
る
行
為
、
家
門
の
名
誉
を
傷
つ
け
る

行
為
、
父
親
の
権
威
に
不
服
従
の
行
為
な
ど
も
厳
し
く
罰
せ
ら
れ
た
。
後
者
の
場
合
、
常
套
的
に
使
わ
れ
た
手
段
が
「
国
王
封
印
状

lettre
de

cachet

」
だ
っ
た
。
こ
れ
は
本
来
、
国
王
が
尊
大
で
不
服
従
の
臣
下
を
閉
じ
込
め
る
た
め
に
使
わ
れ
た
手
段
で
、
ま
さ
し
く

国
王
の
「
恣
意bon

plaisir

」
で
あ
っ
た
が
、
の
ち
に
父
親
が
妻
や
子
ど
も
に
対
し
、
家
庭
内
の
不
和
や
軋
轢
を
解
決
す
る
手
段
と

し
て
濫
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。[Sim

on,p.61]

こ
れ
は
「
悪
い
生
活
に
耽
っ
た
女
性
」
や
、
後
段
で
述
べ
る
「
規
律
を
守
ら

な
い
子
ど
も
」
な
ど
を
、
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
に
閉
じ
込
め
る
と
き
に
も
利
用
さ
れ
た
。

一
六
八
五
年
の
ナ
ン
ト
の
王
令
廃
止
後
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
逮
捕
さ
れ
、
女
性
信
徒
は
こ
の
プ
リ
ゾ
ン
に
拘
禁
さ
れ
た
。
チ

ャ
プ
レ
ン
に
よ
る
カ
ト
ト
リ
ッ
ク
へ
の
改
宗
が
勧
め
ら
れ
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
「
異
端
聖
絶abjuration

」
す
る
ま
で
こ
こ
に
閉

じ
込
め
ら
れ
た
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
「
国
家
的
理
由raison

d’Etat

」（
な
ん
と
い
う
大
言
壮
語
的
で
空
疎
な
観
念
か
）
に
従
わ
な

い
異
端
と
し
て
厳
し
く
断
罪
さ
れ
た
。
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
は
カ
ト
リ
ッ
ク
勢
力
に
よ
る
対
抗
的
宗
教
改
革
の
一
装
置
と
し
て
も

機
能
し
た
の
で
あ
る
。
ナ
ン
ト
の
王
令
廃
止
を
う
け
て
、
数
十
万
人
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
厳
し
い
監
視
の
眼
を
潜
り
抜
け
、
フ
ラ

ン
ス
を
離
れ
た
と
見
積
も
ら
れ
て
い
る
。
彼
ら
の
富
と
才
能
を
失
っ
た
こ
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
は
大
き
な
痛
手
で
あ
っ
た
こ
と
は
間

違
い
な
い
。

一
七
二
七
年
以
降
に
は
熱
狂
的
な
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
が
こ
こ
に
拘
禁
さ
れ
た
。
一
七
二
四
年
に
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ド
・
パ
リ
と
い
う

助
祭
の
葬
儀
が
サ
ン
・
メ
ダ
ー
ル
教
会
で
行
わ
れ
た
と
き
、
参
会
者
の
な
か
に
足
や
腕
の
麻
痺
が
治
る
も
の
が
現
れ
た
と
い
う
。
そ

の
前
触
れ
と
し
て
「
痙ケ

イ

攣レ
ン

」
が
起
き
た
が
、
そ
れ
が
神
の
力
の
証
拠
だ
と
信
じ
ら
れ
た
。
こ
の
ᷚ
は
瞬
く
間
に
拡
が
り
、
こ
の
教
会

墓
地
に
集
ま
っ
た
信
徒
ら
は
、
奇
蹟
を
望
ん
で
、
己
の
身
体
を
痛
め
つ
け
痙
攣
を
起
こ
す
べ
く
、「
集
団
的
な
狂
躁
」
に
没
頭
し
た
。

土
を
食
べ
た
り
、
角
棒
や
短
剣
で
身
体
を
衝
い
た
り
叩
い
た
り
、
揚
句
は
腹
の
中
に
鉄
棒
を
突
っ
込
む
も
の
ま
で
現
れ
た
。
つ
い
に

(ø8
)
史
家
カ
レ
は
あ
る
象
徴
的
事
例
を
紹
介
し
て
い
る
。
あ
る
兵
士
と
結
婚
し
て
い
た
女
性
は
、
何
度
も
盗
み
を
働
く
累
犯
者
だ
っ
た
。
彼

女
は
捕
ら
え
ら
れ
笞
打
ち
刑
を
受
け
た
だ
け
で
は
な
く
、
両
耳
を
切
ら
れ
、
百
合
の
花
の
烙
印
を
五
つ
も
捺
さ
れ
た
。
四
〇
歳
の
と
き
こ

の
プ
リ
ゾ
ン
に
拘
禁
さ
れ
、
死
刑
判
決
を
宣
告
さ
れ
た
が
、
王
命
に
よ
り
終
身
懲
役
刑
に
減
刑
さ
れ
、
さ
ら
に
一
七
〇
八
年
に
特
赦
で
釈

放
さ
れ
た
と
い
う
。[C

arrez,p.100]
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大
き
な
ど
よ
め
き
と
な
っ
て
夜
中
に
近
隣
ま
で
届
い
た
と
い
う
。
そ
れ
は
ま
る
で
追
い
詰
め
ら
れ
た
野
獣
の
叫
び
に
も
似
て
、
サ

ン
・
マ
ル
セ
ル
や
サ
ン
・
ヴ
ィ
ク
ト
ワ
ー
ル
の
住
民
を
怖
が
ら
せ
た
と
云
わ
れ
る
。[C

arrez,p.115]

こ
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
押
し
込
め

ら
れ
、
拷
問
と
も
云
え
る
仕
打
ち
を
受
け
て
い
る
娼
婦
た
ち
の
絶
望
の
叫
び
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
史
家
は
、
そ
れ
は
彼
女

ら
の
悔
恨
、
遺
恨
、
憎
し
み
な
ど
の
入
り
混
じ
っ
た
感
情
表
現
で
は
な
か
っ
た
か
、
彼
女
た
ち
に
と
っ
て
は
「
死
が
、
彼
女
ら
が
呪

っ
た
社
会
か
ら
の
解
放
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
」
と
語
る
。[B

oucher,p.49]

娼
婦
は
フ
ラ
ン
ス
国
内
か
ら
も
排
除
さ
れ
る
試
練
を
う
け
た
。
い
わ
ゆ
る
「
棄
民
」
政
策
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
後
述
す
る
。

「
プ
リ
ゾ
ンprison

」
こ
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
は
高
等
法
院
や
シ
ャ
ト
レ
裁
判
所
で
有
罪
判
決
を
宣
告
さ
れ
た
婦
女
子
が
拘
禁
さ
れ
た
。

彼
女
ら
が
犯
す
犯
罪
で
多
か
っ
た
の
は
窃
盗
だ
っ
た
。
市
場
な
ど
で
食
料
品
を
盗
ん
だ
と
こ
ろ
を
捕
ら
え
ら
れ
、
裁
判
で
有
罪
判
決

を
受
け
た
。
こ
の
時
代
、
稼
ぎ
の
な
い
女
親
が
、
飢
え
を
凌
ぐ
た
め
等
に
止
む
を
得
ず
犯
す
犯
罪
の
一
つ
が
窃
盗
で
、
現
代
の
感
覚

で
は
さ
ほ
ど
悪
質
な
犯
罪
と
も
思
え
な
い
の
だ
が
、
治
安
当
局
は
容
赦
な
か
っ
た
。
累
犯
の
場
合
は
、
肩
に
《
Ｍ
》
や
《
Ｖ
》
の
烙

印
、
ま
た
は
王
家
の
紋
章
の
百
合
の
花
の
烙
印
を
捺
し
た(ø8)。

ま
た
国
王
や
王
政
に
批
判
的
な
言
辞
を
吐
く
行
為
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
や
聖
職
者
を
批
判
す
る
行
為
、
家
門
の
名
誉
を
傷
つ
け
る

行
為
、
父
親
の
権
威
に
不
服
従
の
行
為
な
ど
も
厳
し
く
罰
せ
ら
れ
た
。
後
者
の
場
合
、
常
套
的
に
使
わ
れ
た
手
段
が
「
国
王
封
印
状

lettre
de

cachet

」
だ
っ
た
。
こ
れ
は
本
来
、
国
王
が
尊
大
で
不
服
従
の
臣
下
を
閉
じ
込
め
る
た
め
に
使
わ
れ
た
手
段
で
、
ま
さ
し
く

国
王
の
「
恣
意bon

plaisir

」
で
あ
っ
た
が
、
の
ち
に
父
親
が
妻
や
子
ど
も
に
対
し
、
家
庭
内
の
不
和
や
軋
轢
を
解
決
す
る
手
段
と

し
て
濫
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。[Sim

on,p.61]

こ
れ
は
「
悪
い
生
活
に
耽
っ
た
女
性
」
や
、
後
段
で
述
べ
る
「
規
律
を
守
ら

な
い
子
ど
も
」
な
ど
を
、
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
に
閉
じ
込
め
る
と
き
に
も
利
用
さ
れ
た
。

一
六
八
五
年
の
ナ
ン
ト
の
王
令
廃
止
後
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
逮
捕
さ
れ
、
女
性
信
徒
は
こ
の
プ
リ
ゾ
ン
に
拘
禁
さ
れ
た
。
チ

ャ
プ
レ
ン
に
よ
る
カ
ト
ト
リ
ッ
ク
へ
の
改
宗
が
勧
め
ら
れ
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
「
異
端
聖
絶abjuration

」
す
る
ま
で
こ
こ
に
閉

じ
込
め
ら
れ
た
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
「
国
家
的
理
由raison
d’Etat

」（
な
ん
と
い
う
大
言
壮
語
的
で
空
疎
な
観
念
か
）
に
従
わ
な

い
異
端
と
し
て
厳
し
く
断
罪
さ
れ
た
。
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
は
カ
ト
リ
ッ
ク
勢
力
に
よ
る
対
抗
的
宗
教
改
革
の
一
装
置
と
し
て
も

機
能
し
た
の
で
あ
る
。
ナ
ン
ト
の
王
令
廃
止
を
う
け
て
、
数
十
万
人
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
厳
し
い
監
視
の
眼
を
潜
り
抜
け
、
フ
ラ

ン
ス
を
離
れ
た
と
見
積
も
ら
れ
て
い
る
。
彼
ら
の
富
と
才
能
を
失
っ
た
こ
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
は
大
き
な
痛
手
で
あ
っ
た
こ
と
は
間

違
い
な
い
。

一
七
二
七
年
以
降
に
は
熱
狂
的
な
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
が
こ
こ
に
拘
禁
さ
れ
た
。
一
七
二
四
年
に
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ド
・
パ
リ
と
い
う

助
祭
の
葬
儀
が
サ
ン
・
メ
ダ
ー
ル
教
会
で
行
わ
れ
た
と
き
、
参
会
者
の
な
か
に
足
や
腕
の
麻
痺
が
治
る
も
の
が
現
れ
た
と
い
う
。
そ

の
前
触
れ
と
し
て
「
痙ケ

イ

攣レ
ン

」
が
起
き
た
が
、
そ
れ
が
神
の
力
の
証
拠
だ
と
信
じ
ら
れ
た
。
こ
の
ᷚ
は
瞬
く
間
に
拡
が
り
、
こ
の
教
会

墓
地
に
集
ま
っ
た
信
徒
ら
は
、
奇
蹟
を
望
ん
で
、
己
の
身
体
を
痛
め
つ
け
痙
攣
を
起
こ
す
べ
く
、「
集
団
的
な
狂
躁
」
に
没
頭
し
た
。

土
を
食
べ
た
り
、
角
棒
や
短
剣
で
身
体
を
衝
い
た
り
叩
い
た
り
、
揚
句
は
腹
の
中
に
鉄
棒
を
突
っ
込
む
も
の
ま
で
現
れ
た
。
つ
い
に

(ø8
)
史
家
カ
レ
は
あ
る
象
徴
的
事
例
を
紹
介
し
て
い
る
。
あ
る
兵
士
と
結
婚
し
て
い
た
女
性
は
、
何
度
も
盗
み
を
働
く
累
犯
者
だ
っ
た
。
彼

女
は
捕
ら
え
ら
れ
笞
打
ち
刑
を
受
け
た
だ
け
で
は
な
く
、
両
耳
を
切
ら
れ
、
百
合
の
花
の
烙
印
を
五
つ
も
捺
さ
れ
た
。
四
〇
歳
の
と
き
こ

の
プ
リ
ゾ
ン
に
拘
禁
さ
れ
、
死
刑
判
決
を
宣
告
さ
れ
た
が
、
王
命
に
よ
り
終
身
懲
役
刑
に
減
刑
さ
れ
、
さ
ら
に
一
七
〇
八
年
に
特
赦
で
釈

放
さ
れ
た
と
い
う
。[C

arrez,p.100]
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警
察
が
介
入
し
て
、
墓
地
参
詣
を
禁
止
し
、
こ
れ
ら
「
痙
攣
す
る
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
トconvulsionnaires

」
を
捕
捉
し
て
、
こ
の
ブ

ロ
ッ
ク
に
拘
禁
し
た
。［V

essier,p.87:

西
迫
大
祐
、p.205 (ø9
)］

同
じ
頃
、
山
賊
カ
ル
ト
ゥ
ー
シ
ュ
の
一
党
三
六
〇
人
が
警
察
に
捕
縛
さ
れ
、
首
領
カ
ル
ト
ゥ
ー
シ
ュ
は
一
七
二
一
年
に
グ
レ
ー
ヴ

広
場
で
公
開
処
刑
さ
れ
た
。
残
党
は
裁
判
で
有
罪
判
決
を
う
け
、
う
ち
一
味
の
女
盗
賊
三
〇
人
余
は
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
プ

リ
ゾ
ン
に
ぶ
ち
込
ま
れ
た
。
こ
の
中
に
は
、
カ
ル
ト
ゥ
ー
シ
ュ
の
最
初
の
愛
人
ミ
シ
ョ
ン
や
、
二
番
目
、
三
番
目
の
愛
人
も
い
た
と

云
う
が
、
奇
怪
な
こ
と
に
彼
女
ら
は
同
房
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
や
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
に
も
そ
の
権
威
を
認
め
ら
れ
、
謂
わ
ば
「
牢
名

主
」
的
な
存
在
だ
っ
た
と
い
う
。[V

essier,p.87]

こ
の
ブ
ロ
ッ
ク
の
建
築
構
造
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
一
部
は
地
下
牢
だ
っ
た
ら
し
い
。
小
さ
な
明
り
取
り
の
窓
か
ら
は
日
の
光

と
と
も
に
パ
ン
な
ど
が
差
し
入
れ
ら
れ
た
。
女
囚
は
足
に
鉄
の
玉
が
付
け
ら
れ
、
鎖
で
壁
に
固
定
さ
れ
て
い
た
の
で
、
自
由
な
動
き

が
制
限
さ
れ
た
。
刑
の
重
さ
に
も
よ
る
が
、
終
身
禁
固
刑
を
申
し
渡
さ
れ
た
者
も
多
く
、
王
の
結
婚
な
ど
特
別
の
恩
赦
が
な
け
れ
ば

こ
こ
を
出
ら
れ
な
か
っ
た
。

「
グ
ラ
ン
ド
・
フ
ォ
ル
ス
」La

G
rande

Force

こ
の
ブ
ロ
ッ
ク
は
特
別
で
、
貴
族
な
ど
貴
顕
階
級
の
女
性
な
ど
が
、
宮
廷
の
陰
謀
や

詐
欺
な
ど
の
事
件
に
関
与
し
て
逮
捕
の
あ
と
拘
禁
さ
れ
た
。
有
名
な
例
を
挙
げ
る
と
、
一
つ
は
ポ
ン
パ
ド
ゥ
ー
ル
夫
人
が
国
王
か
ら

贈
り
物
と
し
て
与
え
ら
れ
た
徴
税
請
負
人
の
役
職
を
五
万
リ
ー
ヴ
ル
で
売
っ
た
と
し
て
、
一
七
四
七
年
に
逮
捕
さ
れ
こ
の
ブ
ロ
ッ
ク

に
収
容
さ
れ
た
。[C

outeaux,p.115]

も
う
一
例
は
、「
首
飾
り
事
件
」
で
詐
欺
行
為
を
し
て
逮
捕
さ
れ
た
ラ
モ
ッ
ト
伯
爵
夫
人
で

あ
る
。
彼
女
は
マ
リ
ー
・
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
を
熱
愛
す
る
ロ
ア
ン
枢
機
ᷭ
に
、
王
妃
と
の
邂
逅
を
ア
レ
ン
ジ
し
た
と
も
ち
か
け
、
替

え
玉
を
使
っ
て
枢
機
ᷭ
か
ら
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
首
飾
り
を
ὃ
し
と
っ
た
の
で
あ
る
。
首
飾
り
は
直
ち
に
ロ
ン
ド
ン
に
運
ば
れ
て
売
却

さ
れ
た
が
、
最
初
の
払
い
込
み
で
悪
だ
く
み
は
露
見
し
、
一
七
八
六
年
六
月
、
伯
爵
夫
人
は
逮
捕
さ
れ
有
罪
判
決
を
受
け
て
、
肩
に

《
Ｖ
》
の
烙
印
を
捺
さ
れ
て
こ
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
監
禁
さ
れ
た
。
の
ち
、
巧
み
な
手
段
で
こ
こ
を
脱
獄
し
、
ロ
ン
ド
ン
に
逃
れ
た
が
、

官
憲
に
追
い
詰
め
ら
れ
、
窓
か
ら
投
身
自
殺
し
た
と
い
う
。
枢
機
ᷭ
も
逮
捕
さ
れ
、
バ
ス
テ
ィ
ー
ユ
の
牢
獄
に
閉
じ
込
め
ら
れ
、
後

に
故
郷
に
追
放
さ
れ
た
。
ラ
・
モ
ッ
ト
侯
爵
夫
人
も
ポ
ン
パ
ド
ゥ
ー
ル
夫
人
と
同
じ
く
特
別
待
遇
で
、
制
服
を
着
用
せ
ず
、
特
別
室

に
監
禁
さ
れ
て
い
た
。[V

essier,p.66:B
oucher,p.51:C

arrez,p.106;C
outeaux,p.115]

「
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
こ
れ
は
前
述
の
ビ
セ
ー
ト
ル
館
の
矯
正
棟
（
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）
と
全
く
同
じ
性
質
の
ブ
ロ
ッ
ク
だ
っ
た
。
す
な

わ
ち
、
自
由
奔
放
に
生
き
る
娘
や
、
不
服
従
や
不
品
行
の
娘
を
も
つ
親
が
、
扱
い
に
困
っ
て
例
の
「
国
王
封
印
状
」
を
得
て
、
我
が

子
を
こ
こ
に
送
り
込
む
と
い
う
構
図
で
あ
る
。
父
親
は
警
察
長
官
あ
て
に
請
願
書
を
提
出
す
る
。
そ
こ
に
は
当
の
娘
の
不
品
行
や
狂

気
な
ど
を
詳
し
く
記
し
、
時
に
は
友
人
や
医
師
な
ど
の
証
明
と
署
名
も
添
付
さ
れ
る
。
こ
れ
を
巡
邏
が
聞
き
取
り
調
査
し
、
確
認
し

た
報
告
書
を
長
官
に
提
出
し
、
さ
ら
に
国
務
ᷭ
の
承
認
を
経
て
封
印
状
が
作
成
さ
れ
、
下
付
さ
れ
る
。
こ
れ
を
も
っ
て
巡
邏
が
件
の

(ø9
)
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
は
ロ
ー
マ
教
皇
か
ら
は
異
端
と
断
罪
さ
れ
た
が
、
パ
リ
高
等
法
院
や
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の
理
事
の
な
か
に
抜

き
が
た
い
支
持
基
盤
を
築
い
て
お
り
、
王
権
に
と
っ
て
潜
在
的
な
脅
威
で
あ
っ
た
。
早
く
に
は
一
六
七
九
年
に
、
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
は
拠

点
だ
っ
た
ポ
ー
ル
・
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
修
道
院
か
ら
追
放
さ
れ
た
が
、
そ
の
支
持
基
盤
は
牢
固
と
し
て
い
た
。
一
七
四
九
年
に
は
サ
ル
ペ
ト
リ

エ
ー
ル
館
の
女
性
院
長
の
人
事
問
題
に
端
を
発
し
て
、
王
権
と
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
の
Ἕ
城
で
あ
る
髙
等
法
院
と
の
間
に
争
い
が
起
こ
り
、

ほ
ぼ
一
〇
年
も
続
く
の
で
あ
る
。（
後
述
）
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警
察
が
介
入
し
て
、
墓
地
参
詣
を
禁
止
し
、
こ
れ
ら
「
痙
攣
す
る
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
トconvulsionnaires

」
を
捕
捉
し
て
、
こ
の
ブ

ロ
ッ
ク
に
拘
禁
し
た
。［V

essier,p.87:

西
迫
大
祐
、p.205 (ø9
)］

同
じ
頃
、
山
賊
カ
ル
ト
ゥ
ー
シ
ュ
の
一
党
三
六
〇
人
が
警
察
に
捕
縛
さ
れ
、
首
領
カ
ル
ト
ゥ
ー
シ
ュ
は
一
七
二
一
年
に
グ
レ
ー
ヴ

広
場
で
公
開
処
刑
さ
れ
た
。
残
党
は
裁
判
で
有
罪
判
決
を
う
け
、
う
ち
一
味
の
女
盗
賊
三
〇
人
余
は
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
プ

リ
ゾ
ン
に
ぶ
ち
込
ま
れ
た
。
こ
の
中
に
は
、
カ
ル
ト
ゥ
ー
シ
ュ
の
最
初
の
愛
人
ミ
シ
ョ
ン
や
、
二
番
目
、
三
番
目
の
愛
人
も
い
た
と

云
う
が
、
奇
怪
な
こ
と
に
彼
女
ら
は
同
房
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
や
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
に
も
そ
の
権
威
を
認
め
ら
れ
、
謂
わ
ば
「
牢
名

主
」
的
な
存
在
だ
っ
た
と
い
う
。[V

essier,p.87]

こ
の
ブ
ロ
ッ
ク
の
建
築
構
造
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
一
部
は
地
下
牢
だ
っ
た
ら
し
い
。
小
さ
な
明
り
取
り
の
窓
か
ら
は
日
の
光

と
と
も
に
パ
ン
な
ど
が
差
し
入
れ
ら
れ
た
。
女
囚
は
足
に
鉄
の
玉
が
付
け
ら
れ
、
鎖
で
壁
に
固
定
さ
れ
て
い
た
の
で
、
自
由
な
動
き

が
制
限
さ
れ
た
。
刑
の
重
さ
に
も
よ
る
が
、
終
身
禁
固
刑
を
申
し
渡
さ
れ
た
者
も
多
く
、
王
の
結
婚
な
ど
特
別
の
恩
赦
が
な
け
れ
ば

こ
こ
を
出
ら
れ
な
か
っ
た
。

「
グ
ラ
ン
ド
・
フ
ォ
ル
ス
」La

G
rande

Force

こ
の
ブ
ロ
ッ
ク
は
特
別
で
、
貴
族
な
ど
貴
顕
階
級
の
女
性
な
ど
が
、
宮
廷
の
陰
謀
や

詐
欺
な
ど
の
事
件
に
関
与
し
て
逮
捕
の
あ
と
拘
禁
さ
れ
た
。
有
名
な
例
を
挙
げ
る
と
、
一
つ
は
ポ
ン
パ
ド
ゥ
ー
ル
夫
人
が
国
王
か
ら

贈
り
物
と
し
て
与
え
ら
れ
た
徴
税
請
負
人
の
役
職
を
五
万
リ
ー
ヴ
ル
で
売
っ
た
と
し
て
、
一
七
四
七
年
に
逮
捕
さ
れ
こ
の
ブ
ロ
ッ
ク

に
収
容
さ
れ
た
。[C

outeaux,p.115]

も
う
一
例
は
、「
首
飾
り
事
件
」
で
詐
欺
行
為
を
し
て
逮
捕
さ
れ
た
ラ
モ
ッ
ト
伯
爵
夫
人
で

あ
る
。
彼
女
は
マ
リ
ー
・
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
を
熱
愛
す
る
ロ
ア
ン
枢
機
ᷭ
に
、
王
妃
と
の
邂
逅
を
ア
レ
ン
ジ
し
た
と
も
ち
か
け
、
替

え
玉
を
使
っ
て
枢
機
ᷭ
か
ら
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
首
飾
り
を
ὃ
し
と
っ
た
の
で
あ
る
。
首
飾
り
は
直
ち
に
ロ
ン
ド
ン
に
運
ば
れ
て
売
却

さ
れ
た
が
、
最
初
の
払
い
込
み
で
悪
だ
く
み
は
露
見
し
、
一
七
八
六
年
六
月
、
伯
爵
夫
人
は
逮
捕
さ
れ
有
罪
判
決
を
受
け
て
、
肩
に

《
Ｖ
》
の
烙
印
を
捺
さ
れ
て
こ
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
監
禁
さ
れ
た
。
の
ち
、
巧
み
な
手
段
で
こ
こ
を
脱
獄
し
、
ロ
ン
ド
ン
に
逃
れ
た
が
、

官
憲
に
追
い
詰
め
ら
れ
、
窓
か
ら
投
身
自
殺
し
た
と
い
う
。
枢
機
ᷭ
も
逮
捕
さ
れ
、
バ
ス
テ
ィ
ー
ユ
の
牢
獄
に
閉
じ
込
め
ら
れ
、
後

に
故
郷
に
追
放
さ
れ
た
。
ラ
・
モ
ッ
ト
侯
爵
夫
人
も
ポ
ン
パ
ド
ゥ
ー
ル
夫
人
と
同
じ
く
特
別
待
遇
で
、
制
服
を
着
用
せ
ず
、
特
別
室

に
監
禁
さ
れ
て
い
た
。[V

essier,p.66:B
oucher,p.51:C

arrez,p.106;C
outeaux,p.115]

「
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
こ
れ
は
前
述
の
ビ
セ
ー
ト
ル
館
の
矯
正
棟
（
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）
と
全
く
同
じ
性
質
の
ブ
ロ
ッ
ク
だ
っ
た
。
す
な

わ
ち
、
自
由
奔
放
に
生
き
る
娘
や
、
不
服
従
や
不
品
行
の
娘
を
も
つ
親
が
、
扱
い
に
困
っ
て
例
の
「
国
王
封
印
状
」
を
得
て
、
我
が

子
を
こ
こ
に
送
り
込
む
と
い
う
構
図
で
あ
る
。
父
親
は
警
察
長
官
あ
て
に
請
願
書
を
提
出
す
る
。
そ
こ
に
は
当
の
娘
の
不
品
行
や
狂

気
な
ど
を
詳
し
く
記
し
、
時
に
は
友
人
や
医
師
な
ど
の
証
明
と
署
名
も
添
付
さ
れ
る
。
こ
れ
を
巡
邏
が
聞
き
取
り
調
査
し
、
確
認
し

た
報
告
書
を
長
官
に
提
出
し
、
さ
ら
に
国
務
ᷭ
の
承
認
を
経
て
封
印
状
が
作
成
さ
れ
、
下
付
さ
れ
る
。
こ
れ
を
も
っ
て
巡
邏
が
件
の

(ø9
)
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
は
ロ
ー
マ
教
皇
か
ら
は
異
端
と
断
罪
さ
れ
た
が
、
パ
リ
高
等
法
院
や
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の
理
事
の
な
か
に
抜

き
が
た
い
支
持
基
盤
を
築
い
て
お
り
、
王
権
に
と
っ
て
潜
在
的
な
脅
威
で
あ
っ
た
。
早
く
に
は
一
六
七
九
年
に
、
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
は
拠

点
だ
っ
た
ポ
ー
ル
・
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
修
道
院
か
ら
追
放
さ
れ
た
が
、
そ
の
支
持
基
盤
は
牢
固
と
し
て
い
た
。
一
七
四
九
年
に
は
サ
ル
ペ
ト
リ

エ
ー
ル
館
の
女
性
院
長
の
人
事
問
題
に
端
を
発
し
て
、
王
権
と
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
の
Ἕ
城
で
あ
る
髙
等
法
院
と
の
間
に
争
い
が
起
こ
り
、

ほ
ぼ
一
〇
年
も
続
く
の
で
あ
る
。（
後
述
）
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娘
を
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
連
行
・
監
禁
す
る
と
い
う
運
び
だ
っ
た
。

こ
の
女
性
た
ち
は
「
悪
い
生
活
の
女
」
た
ち
の
予
備
軍
と
も
云
え
る
が
、「
改
悛
の
余
地
が
あ
る
」
と
判
断
さ
れ
こ
こ
に
入
れ
ら

れ
、
矯
正
教
育
を
う
け
た
の
で
あ
る
。
彼
女
た
ち
は
聖
務
日
課
に
し
た
が
っ
て
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
エ
ル
の
教
育
を
う
け
、
敬
神
を
教
え

込
ま
れ
、
シ
ス
タ
ー
に
よ
る
労
働
の
指
導
を
う
け
た
。
だ
が
、
こ
の
ブ
ロ
ッ
ク
の
規
則
は
緩
く
、
中
庭
の
散
歩
も
許
さ
れ
、
労
働
も

左
程
厳
し
く
は
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
彼
女
ら
の
大
部
分
は
、
親
が
か
な
り
の
額
の
寄
宿
料
を
払
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
寄

宿
料
は
年
間
一
〇
〇
～
四
〇
〇
リ
ー
ヴ
ル
ま
で
四
段
階
あ
り
、
額
に
応
じ
て
居
住
条
件
や
食
事
内
容
が
異
な
っ
て
い
た
。
オ
ピ
タ

ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
側
に
と
っ
て
も
、
有
料
入
所
者
の
存
在
は
収
入
確
保
の
手
段
の
一
つ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
女
ら
は
平
均
で
半
年

か
ら
一
年
間
の
矯
正
教
育
の
あ
と
、
改
悛
し
た
と
判
断
さ
れ
る
と
親
が
引
き
取
り
に
来
て
退
所
し
た
と
い
う
。

懲
治
監
に
は
こ
の
他
、
少
数
だ
が
、
社
会
に
不
安
を
与
え
る
女
性
た
ち
も
監
禁
さ
れ
た
。
ど
こ
の
ブ
ロ
ッ
ク
と
は
特
定
で
き
な
い

が
、
女
占
い
師
、
魔
術
師
、
占
星
術
師
、
護
符
や
水
薬
を
用
い
て
病
気
を
治
す
偽
医
者
、
神
を
冒
瀆
し
た
者
な
ど
が
閉
じ
込
め
ら
れ

た
。こ

の
よ
う
に
懲
治
監
に
は
、
一
筋
縄
で
は
ゆ
か
な
い
、
社
会
の
謂
わ
ば
厄
介
者
が
入
れ
ら
れ
て
い
た
の
で
、
彼
ら
を
監
視
し
指
導

す
る
役
目
を
担
う
の
は
、
経
験
豊
か
で
有
能
な
シ
ス
タ
ー
だ
っ
た
。
そ
し
て
事
柄
の
性
質
上
、
高
等
法
院
や
警
察
幹
部
と
も
密
な
連

携
を
取
っ
た
の
で
あ
る
。

棄
民
政
策

懲
治
監
は
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
ブ
ロ
ッ
ク
を
別
に
す
れ
ば
、
正
真
正
銘
の
監
獄
だ
っ
た
が
、
さ
ら
に
統
治
権
力
は
、
こ
こ
の
監
禁

者
た
ち
を
フ
ラ
ン
ス
国
内
か
ら
一
掃
し
よ
う
と
試
み
た
。「
国
外
追
放déportation

」、
す
な
わ
ち
棄
民
で
あ
る
。
そ
の
先
駆
け
は
重

商
主
義
者
コ
ル
ベ
ー
ル
で
、
一
六
六
九
年
に
凡
そ
一
〇
〇
人
の
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
孤
児
少
女
を
、
八
二
年
に
は
同
じ
く
五
〇

人
を
、
植
民
地
カ
ナ
ダ
に
送
っ
た
。
し
か
し
現
地
に
つ
い
て
間
も
な
く
、
ほ
と
ん
ど
が
命
を
落
と
し
た
と
い
う
。
フ
ラ
ン
ス
は
、
一

七
世
紀
末
に
ア
メ
リ
カ
南
部
ル
イ
ジ
ア
ナ
と
西
イ
ン
ド
諸
島
の
幾
つ
か
を
獲
得
す
る
が
、
そ
れ
ら
植
民
地
入
植
者
の
配
偶
者
候
補
と

し
て
、
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の
若
い
女
性
を
送
り
込
ん
だ
。
一
七
一
九
年
に
は
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
女
性
院
長
パ
ン
カ
ル

ト
ラ
ン
は
、
そ
の
候
補
者
の
人
選
を
念
入
り
に
お
こ
な
っ
た
。
候
補
と
な
っ
た
の
は
、
一
七
歳
か
ら
二
〇
歳
位
ま
で
の
娘
で
、
扱
い

に
手
の
焼
け
る
者
、
ナ
イ
フ
な
ど
を
所
持
し
て
喧
嘩
ぱ
や
い
乱
暴
者
、
性
格
が
悪
く
策
謀
好
き
な
者
、
窃
盗
の
前
科
者
、
そ
し
て
娼

婦
な
ど
「
悪
し
き
生
活
を
す
る
者
」
─
但
し
梅
毒
に
罹
っ
た
者
は
注
意
深
く
除
外
さ
れ
た
と
云
う
─
で
あ
っ
た
。
こ
の
候
補
者
リ
ス

ト
を
警
察
長
官
や
高
等
法
院
主
席
検
事
ら
と
検
討
し
、
所
轄
の
海
軍
大
臣
の
承
認
を
経
て
人
選
が
決
ま
っ
た
。
要
す
る
に
サ
ル
ペ
ト

リ
エ
ー
ル
館
に
と
っ
て
は
「
厄
介
払
い
」
し
た
い
女
性
が
選
ば
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
未
婚
女
性
の
植
民
地
送
り
に
は
い
ろ
い
ろ
な
方
策
が
試
さ
れ
た
。
あ
る
時
は
、
パ
リ
河
岸
か
ら
一
隻
の
ボ
ー
ト
に
乗
せ
て

ル
・
ア
ー
ヴ
ル
港
ま
で
運
び
、
そ
こ
か
ら
ル
イ
ジ
ア
ナ
や
西
イ
ン
ド
諸
島
の
マ
ル
チ
ニ
ー
ク
、
サ
ン
・
ド
ミ
ン
グ
へ
船
で
送
っ
た
。

そ
し
て
す
で
に
入
植
し
て
い
た
男
性
に
娶
せ
る
た
め
に
集
団
お
見
合
い
を
さ
せ
、
気
に
入
っ
た
者
た
ち
は
結
婚
式
を
挙
げ
た
。
だ
が

多
く
は
悲
惨
な
結
果
に
終
わ
っ
た
。
つ
ま
り
結
婚
生
活
は
す
ぐ
に
破
綻
し
た
と
い
う
。[C

arrez,p.127]

こ
れ
と
は
違
っ
た
や
り
方
も
あ
っ
た
。
植
民
地
行
き
を
希
望
す
る
男
性
（
こ
の
中
に
は
囚
人
も
い
た
）
に
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル

館
の
未
婚
女
性
た
ち
を
娶
せ
て
か
ら
、
植
民
地
へ
送
り
込
む
方
式
で
あ
る
。
一
七
一
七
年
に
ジ
ョ
ン
・
ロ
ウ
が
西
イ
ン
ド
会
社
を
設

立
し
、
一
攫
千
金
の
夢
を
追
う
者
が
増
え
た
が
、
彼
ら
を
植
民
地
に
定
着
さ
せ
る
に
は
女
性
同
伴
が
好
い
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
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娘
を
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
連
行
・
監
禁
す
る
と
い
う
運
び
だ
っ
た
。

こ
の
女
性
た
ち
は
「
悪
い
生
活
の
女
」
た
ち
の
予
備
軍
と
も
云
え
る
が
、「
改
悛
の
余
地
が
あ
る
」
と
判
断
さ
れ
こ
こ
に
入
れ
ら

れ
、
矯
正
教
育
を
う
け
た
の
で
あ
る
。
彼
女
た
ち
は
聖
務
日
課
に
し
た
が
っ
て
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
エ
ル
の
教
育
を
う
け
、
敬
神
を
教
え

込
ま
れ
、
シ
ス
タ
ー
に
よ
る
労
働
の
指
導
を
う
け
た
。
だ
が
、
こ
の
ブ
ロ
ッ
ク
の
規
則
は
緩
く
、
中
庭
の
散
歩
も
許
さ
れ
、
労
働
も

左
程
厳
し
く
は
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
彼
女
ら
の
大
部
分
は
、
親
が
か
な
り
の
額
の
寄
宿
料
を
払
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
寄

宿
料
は
年
間
一
〇
〇
～
四
〇
〇
リ
ー
ヴ
ル
ま
で
四
段
階
あ
り
、
額
に
応
じ
て
居
住
条
件
や
食
事
内
容
が
異
な
っ
て
い
た
。
オ
ピ
タ

ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
側
に
と
っ
て
も
、
有
料
入
所
者
の
存
在
は
収
入
確
保
の
手
段
の
一
つ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
女
ら
は
平
均
で
半
年

か
ら
一
年
間
の
矯
正
教
育
の
あ
と
、
改
悛
し
た
と
判
断
さ
れ
る
と
親
が
引
き
取
り
に
来
て
退
所
し
た
と
い
う
。

懲
治
監
に
は
こ
の
他
、
少
数
だ
が
、
社
会
に
不
安
を
与
え
る
女
性
た
ち
も
監
禁
さ
れ
た
。
ど
こ
の
ブ
ロ
ッ
ク
と
は
特
定
で
き
な
い

が
、
女
占
い
師
、
魔
術
師
、
占
星
術
師
、
護
符
や
水
薬
を
用
い
て
病
気
を
治
す
偽
医
者
、
神
を
冒
瀆
し
た
者
な
ど
が
閉
じ
込
め
ら
れ

た
。こ

の
よ
う
に
懲
治
監
に
は
、
一
筋
縄
で
は
ゆ
か
な
い
、
社
会
の
謂
わ
ば
厄
介
者
が
入
れ
ら
れ
て
い
た
の
で
、
彼
ら
を
監
視
し
指
導

す
る
役
目
を
担
う
の
は
、
経
験
豊
か
で
有
能
な
シ
ス
タ
ー
だ
っ
た
。
そ
し
て
事
柄
の
性
質
上
、
高
等
法
院
や
警
察
幹
部
と
も
密
な
連

携
を
取
っ
た
の
で
あ
る
。

棄
民
政
策

懲
治
監
は
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
ブ
ロ
ッ
ク
を
別
に
す
れ
ば
、
正
真
正
銘
の
監
獄
だ
っ
た
が
、
さ
ら
に
統
治
権
力
は
、
こ
こ
の
監
禁

者
た
ち
を
フ
ラ
ン
ス
国
内
か
ら
一
掃
し
よ
う
と
試
み
た
。「
国
外
追
放déportation

」、
す
な
わ
ち
棄
民
で
あ
る
。
そ
の
先
駆
け
は
重

商
主
義
者
コ
ル
ベ
ー
ル
で
、
一
六
六
九
年
に
凡
そ
一
〇
〇
人
の
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
孤
児
少
女
を
、
八
二
年
に
は
同
じ
く
五
〇

人
を
、
植
民
地
カ
ナ
ダ
に
送
っ
た
。
し
か
し
現
地
に
つ
い
て
間
も
な
く
、
ほ
と
ん
ど
が
命
を
落
と
し
た
と
い
う
。
フ
ラ
ン
ス
は
、
一

七
世
紀
末
に
ア
メ
リ
カ
南
部
ル
イ
ジ
ア
ナ
と
西
イ
ン
ド
諸
島
の
幾
つ
か
を
獲
得
す
る
が
、
そ
れ
ら
植
民
地
入
植
者
の
配
偶
者
候
補
と

し
て
、
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の
若
い
女
性
を
送
り
込
ん
だ
。
一
七
一
九
年
に
は
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
女
性
院
長
パ
ン
カ
ル

ト
ラ
ン
は
、
そ
の
候
補
者
の
人
選
を
念
入
り
に
お
こ
な
っ
た
。
候
補
と
な
っ
た
の
は
、
一
七
歳
か
ら
二
〇
歳
位
ま
で
の
娘
で
、
扱
い

に
手
の
焼
け
る
者
、
ナ
イ
フ
な
ど
を
所
持
し
て
喧
嘩
ぱ
や
い
乱
暴
者
、
性
格
が
悪
く
策
謀
好
き
な
者
、
窃
盗
の
前
科
者
、
そ
し
て
娼

婦
な
ど
「
悪
し
き
生
活
を
す
る
者
」
─
但
し
梅
毒
に
罹
っ
た
者
は
注
意
深
く
除
外
さ
れ
た
と
云
う
─
で
あ
っ
た
。
こ
の
候
補
者
リ
ス

ト
を
警
察
長
官
や
高
等
法
院
主
席
検
事
ら
と
検
討
し
、
所
轄
の
海
軍
大
臣
の
承
認
を
経
て
人
選
が
決
ま
っ
た
。
要
す
る
に
サ
ル
ペ
ト

リ
エ
ー
ル
館
に
と
っ
て
は
「
厄
介
払
い
」
し
た
い
女
性
が
選
ば
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
未
婚
女
性
の
植
民
地
送
り
に
は
い
ろ
い
ろ
な
方
策
が
試
さ
れ
た
。
あ
る
時
は
、
パ
リ
河
岸
か
ら
一
隻
の
ボ
ー
ト
に
乗
せ
て

ル
・
ア
ー
ヴ
ル
港
ま
で
運
び
、
そ
こ
か
ら
ル
イ
ジ
ア
ナ
や
西
イ
ン
ド
諸
島
の
マ
ル
チ
ニ
ー
ク
、
サ
ン
・
ド
ミ
ン
グ
へ
船
で
送
っ
た
。

そ
し
て
す
で
に
入
植
し
て
い
た
男
性
に
娶
せ
る
た
め
に
集
団
お
見
合
い
を
さ
せ
、
気
に
入
っ
た
者
た
ち
は
結
婚
式
を
挙
げ
た
。
だ
が

多
く
は
悲
惨
な
結
果
に
終
わ
っ
た
。
つ
ま
り
結
婚
生
活
は
す
ぐ
に
破
綻
し
た
と
い
う
。[C

arrez,p.127]

こ
れ
と
は
違
っ
た
や
り
方
も
あ
っ
た
。
植
民
地
行
き
を
希
望
す
る
男
性
（
こ
の
中
に
は
囚
人
も
い
た
）
に
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル

館
の
未
婚
女
性
た
ち
を
娶
せ
て
か
ら
、
植
民
地
へ
送
り
込
む
方
式
で
あ
る
。
一
七
一
七
年
に
ジ
ョ
ン
・
ロ
ウ
が
西
イ
ン
ド
会
社
を
設

立
し
、
一
攫
千
金
の
夢
を
追
う
者
が
増
え
た
が
、
彼
ら
を
植
民
地
に
定
着
さ
せ
る
に
は
女
性
同
伴
が
好
い
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
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う
。
こ
れ
に
は
西
イ
ン
ド
会
社
の
社
員
が
介
在
し
て
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
未
婚
女
性
と
入
植
希
望
の
男
性
を
、
サ
ル
ペ
ト
リ

エ
ー
ル
館
の
教
会
で
集
団
結
婚
式
を
挙
げ
さ
せ
、
の
ち
に
馬
車
で
海
港
ま
で
運
び
、
そ
こ
か
ら
ル
イ
ジ
ア
ナ
へ
向
か
わ
せ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
間
ず
っ
と
西
イ
ン
ド
会
社
の
社
員
が
護
衛
と
し
て
付
き
添
い
、
女
性
た
ち
の
貞
節
を
守
っ
た
。
初
夜
は
現
地
に
着
い
て
か

ら
許
さ
れ
た
と
い
う
。[V

essier,p.81]

し
か
し
こ
う
し
た
棄
民
政
策
は
輿
論
の
強
い
批
判
を
浴
び
て
、
短
期
間
で
中
止
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
前
者
の
場
合
は
サ
ル
ペ

ト
リ
エ
ー
ル
館
の
女
性
の
人
選
に
難
が
あ
り
、
後
者
の
場
合
も
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
女
性
の
意
思
を
尊
重
す
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
懲
治
監
は
、
ゲ
レ
メ
ク
が
云
う
よ
う
に
、
近
代
が
誕
生
し
、
絶
対
王
政
が
確
立
す
る
過
程
で
、
当
時
の
社
会
規

範
か
ら
外
れ
る
人
々
を
周
縁
化
す
る
装
置
と
し
て
発
明
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。［
ゲ
レ
メ
ク
、p.3

］
し
か
し
、
民
衆
の
理
性
は
そ
の

残
虐
性
を
疑
い
、
否
定
し
、
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
を
真
の
オ
ピ
タ
ル
＝
病
院
と
福
祉
施
設
に
変
換
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

û
．
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
日
常

居
住
環
境

近
世
フ
ラ
ン
ス
の
病
院
が
ど
こ
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
も
豪
壮
な
外
観
と
は
裏
腹
に
、
内
部
の
衛
生

条
件
と
居
住
条
件
は
劣
悪
で
あ
っ
た
。
共
同
寝
室
は
大
部
屋
だ
が
、
そ
こ
に
は
詰
め
込
め
る
だ
け
の
人
数
が
詰
め
込
ま
れ
、
フ
ラ
ン

ス
知
識
人
が
軽
㚽
す
る
「
雑
居
状
態prom

iscuité

」
を
呈
し
て
い
た
。
一
つ
の
大
き
め
の
ベ
ッ
ド
に
病
人
は
二
人
、
犯
罪
者
は
三

人
、
娼
婦
は
六
人
、
子
ど
も
ら
は
そ
れ
以
上
寝
る
の
が
慣
例
で
あ
っ
た
。
精
神
病
者
や
極
悪
な
犯
罪
者
が
入
る
独
房
は
、
縦
二
メ
ー

ト
ル
、
横
一
メ
ー
ト
ル
八
一
セ
ン
チ
、
面
積
三
・
八
㎠
程
度
の
狭
さ
だ
っ
た
。[H

ow
ard,p.380]

個
人
の
生
活
空
間
が
恐
ろ
し
く
狭
い
上
に
、
大
部
屋
は
ど
こ
も
換
気
が
悪
く
、
人
い
き
れ
で
息
が
詰
ま
る
ほ
ど
だ
っ
た
。
加
え

て
、
乳
児
室
や
「
狂
女
」
の
低
い
小
舎
、
娼
婦
ら
の
入
る
懲
治
監
の
建
物
は
、
下
水
管
の
す
ぐ
そ
ば
に
あ
っ
た
か
ら
、
臭
気
に
晒
さ

れ
て
い
た
。
と
く
に
雨
の
日
は
室
内
に
臭
気
が
侵
入
し
た
。[B

oucher,p.53]

悪
臭
の
源
は
他
に
も
あ
っ
た
。
一
つ
は
解
剖
室
で
あ

り
、
も
う
一
つ
は
豚
小
屋
や
家
禽
の
飼
育
場
で
あ
っ
た
。
ま
た
こ
れ
ら
の
動
物
の
㕒
は
、
入
所
者
の
残
飯
だ
っ
た
が
、
こ
れ
を
入
れ

る
各
部
屋
の
木
桶
も
悪
臭
源
だ
っ
た
よ
う
だ
。
こ
れ
ら
の
残
飯
を
狙
う
ネ
ズ
ミ
が
室
内
を
㓢
徊
し
、
こ
と
に
冬
季
に
セ
ー
ヌ
河
が
増

水
す
る
と
、
河
と
同
じ
水
準
に
あ
る
精
神
病
者
の
独
房
に
は
避
難
し
た
ネ
ズ
ミ
が
侵
入
し
、
彼
女
ら
を
襲
う
こ
と
も
あ
っ
た
。

[C
arrez,p.178]

漸
く
革
命
期
に
な
る
と
、
入
所
者
の
一
部
か
ら
こ
の
館
の
不
衛
生
が
告
発
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー

ル
館
の
て
ん
か
ん
患
者
一
五
〇
人
が
、
一
七
九
一
年
五
月
三
一
日
付
け
で
、
連
名
で
パ
リ
市
当
局
へ
嘆
願
書
を
送
付
し
た
。
彼
女
ら

は
革
命
勃
発
後
、
一
時
的
に
あ
る
場
所
に
避
難
し
た
が
、
元
の
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
サ
ン
ト
・
ジ
ャ
ン
ヌ
室
に
は
決
し
て
戻
り
た

く
な
い
、
そ
こ
は
蚤
や
虱
が
う
よ
う
よ
い
て
噛
み
つ
か
れ
る
か
ら
嫌
だ
と
申
し
立
て
て
い
た
。[Tutey,p.80]

こ
う
し
た
居
住
環
境
で
は
、
疫
病
こ
と
に
皮
膚
病
が
流
行
る
の
は
ご
く
自
然
な
こ
と
だ
っ
た
。
前
述
し
た
白
癬
病
や
疥
癬
で
あ

る
。
革
命
前
夜
に
は
「
今
や
こ
の
病
気
に
罹
っ
て
い
な
い
女
性
は
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
は
い
な
い
程
だ
。
そ
の
治
療
は
効
果

を
あ
げ
て
い
な
い
。
中
途
半
端
に
治
っ
て
大
寝
室
に
戻
り
、
再
発
す
る
者
が
跡
を
絶
た
な
い
。」
と
の
報
告
が
当
局
に
寄
せ
ら
れ
た
。

[Tutey,p.79]

こ
の
皮
膚
病
の
治
療
は
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
医
務
室
が
で
き
る
一
七
八
〇
年
頃
ま
で
は
、
オ
テ
ル
・
デ
ュ
で
な
さ
れ
た

が
、
そ
の
治
療
法
は
、
疥
癬
に
は
硫
黄
軟
ߣ
を
、
白
癬
病
に
は
頭
皮
に
樹
脂
油
軟
ߣ
を
、
四
～
五
日
間
塗
る
と
い
う
簡
単
な
も
の
だ
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う
。
こ
れ
に
は
西
イ
ン
ド
会
社
の
社
員
が
介
在
し
て
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
未
婚
女
性
と
入
植
希
望
の
男
性
を
、
サ
ル
ペ
ト
リ

エ
ー
ル
館
の
教
会
で
集
団
結
婚
式
を
挙
げ
さ
せ
、
の
ち
に
馬
車
で
海
港
ま
で
運
び
、
そ
こ
か
ら
ル
イ
ジ
ア
ナ
へ
向
か
わ
せ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
間
ず
っ
と
西
イ
ン
ド
会
社
の
社
員
が
護
衛
と
し
て
付
き
添
い
、
女
性
た
ち
の
貞
節
を
守
っ
た
。
初
夜
は
現
地
に
着
い
て
か

ら
許
さ
れ
た
と
い
う
。[V

essier,p.81]

し
か
し
こ
う
し
た
棄
民
政
策
は
輿
論
の
強
い
批
判
を
浴
び
て
、
短
期
間
で
中
止
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
前
者
の
場
合
は
サ
ル
ペ

ト
リ
エ
ー
ル
館
の
女
性
の
人
選
に
難
が
あ
り
、
後
者
の
場
合
も
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
女
性
の
意
思
を
尊
重
す
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
懲
治
監
は
、
ゲ
レ
メ
ク
が
云
う
よ
う
に
、
近
代
が
誕
生
し
、
絶
対
王
政
が
確
立
す
る
過
程
で
、
当
時
の
社
会
規

範
か
ら
外
れ
る
人
々
を
周
縁
化
す
る
装
置
と
し
て
発
明
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。［
ゲ
レ
メ
ク
、p.3

］
し
か
し
、
民
衆
の
理
性
は
そ
の

残
虐
性
を
疑
い
、
否
定
し
、
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
を
真
の
オ
ピ
タ
ル
＝
病
院
と
福
祉
施
設
に
変
換
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

û
．
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
日
常

居
住
環
境

近
世
フ
ラ
ン
ス
の
病
院
が
ど
こ
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
も
豪
壮
な
外
観
と
は
裏
腹
に
、
内
部
の
衛
生

条
件
と
居
住
条
件
は
劣
悪
で
あ
っ
た
。
共
同
寝
室
は
大
部
屋
だ
が
、
そ
こ
に
は
詰
め
込
め
る
だ
け
の
人
数
が
詰
め
込
ま
れ
、
フ
ラ
ン

ス
知
識
人
が
軽
㚽
す
る
「
雑
居
状
態prom

iscuité

」
を
呈
し
て
い
た
。
一
つ
の
大
き
め
の
ベ
ッ
ド
に
病
人
は
二
人
、
犯
罪
者
は
三

人
、
娼
婦
は
六
人
、
子
ど
も
ら
は
そ
れ
以
上
寝
る
の
が
慣
例
で
あ
っ
た
。
精
神
病
者
や
極
悪
な
犯
罪
者
が
入
る
独
房
は
、
縦
二
メ
ー

ト
ル
、
横
一
メ
ー
ト
ル
八
一
セ
ン
チ
、
面
積
三
・
八
㎠
程
度
の
狭
さ
だ
っ
た
。[H

ow
ard,p.380]

個
人
の
生
活
空
間
が
恐
ろ
し
く
狭
い
上
に
、
大
部
屋
は
ど
こ
も
換
気
が
悪
く
、
人
い
き
れ
で
息
が
詰
ま
る
ほ
ど
だ
っ
た
。
加
え

て
、
乳
児
室
や
「
狂
女
」
の
低
い
小
舎
、
娼
婦
ら
の
入
る
懲
治
監
の
建
物
は
、
下
水
管
の
す
ぐ
そ
ば
に
あ
っ
た
か
ら
、
臭
気
に
晒
さ

れ
て
い
た
。
と
く
に
雨
の
日
は
室
内
に
臭
気
が
侵
入
し
た
。[B

oucher,p.53]

悪
臭
の
源
は
他
に
も
あ
っ
た
。
一
つ
は
解
剖
室
で
あ

り
、
も
う
一
つ
は
豚
小
屋
や
家
禽
の
飼
育
場
で
あ
っ
た
。
ま
た
こ
れ
ら
の
動
物
の
㕒
は
、
入
所
者
の
残
飯
だ
っ
た
が
、
こ
れ
を
入
れ

る
各
部
屋
の
木
桶
も
悪
臭
源
だ
っ
た
よ
う
だ
。
こ
れ
ら
の
残
飯
を
狙
う
ネ
ズ
ミ
が
室
内
を
㓢
徊
し
、
こ
と
に
冬
季
に
セ
ー
ヌ
河
が
増

水
す
る
と
、
河
と
同
じ
水
準
に
あ
る
精
神
病
者
の
独
房
に
は
避
難
し
た
ネ
ズ
ミ
が
侵
入
し
、
彼
女
ら
を
襲
う
こ
と
も
あ
っ
た
。

[C
arrez,p.178]

漸
く
革
命
期
に
な
る
と
、
入
所
者
の
一
部
か
ら
こ
の
館
の
不
衛
生
が
告
発
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー

ル
館
の
て
ん
か
ん
患
者
一
五
〇
人
が
、
一
七
九
一
年
五
月
三
一
日
付
け
で
、
連
名
で
パ
リ
市
当
局
へ
嘆
願
書
を
送
付
し
た
。
彼
女
ら

は
革
命
勃
発
後
、
一
時
的
に
あ
る
場
所
に
避
難
し
た
が
、
元
の
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
サ
ン
ト
・
ジ
ャ
ン
ヌ
室
に
は
決
し
て
戻
り
た

く
な
い
、
そ
こ
は
蚤
や
虱
が
う
よ
う
よ
い
て
噛
み
つ
か
れ
る
か
ら
嫌
だ
と
申
し
立
て
て
い
た
。[Tutey,p.80]

こ
う
し
た
居
住
環
境
で
は
、
疫
病
こ
と
に
皮
膚
病
が
流
行
る
の
は
ご
く
自
然
な
こ
と
だ
っ
た
。
前
述
し
た
白
癬
病
や
疥
癬
で
あ

る
。
革
命
前
夜
に
は
「
今
や
こ
の
病
気
に
罹
っ
て
い
な
い
女
性
は
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
は
い
な
い
程
だ
。
そ
の
治
療
は
効
果

を
あ
げ
て
い
な
い
。
中
途
半
端
に
治
っ
て
大
寝
室
に
戻
り
、
再
発
す
る
者
が
跡
を
絶
た
な
い
。」
と
の
報
告
が
当
局
に
寄
せ
ら
れ
た
。

[Tutey,p.79]

こ
の
皮
膚
病
の
治
療
は
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
医
務
室
が
で
き
る
一
七
八
〇
年
頃
ま
で
は
、
オ
テ
ル
・
デ
ュ
で
な
さ
れ
た

が
、
そ
の
治
療
法
は
、
疥
癬
に
は
硫
黄
軟
ߣ
を
、
白
癬
病
に
は
頭
皮
に
樹
脂
油
軟
ߣ
を
、
四
～
五
日
間
塗
る
と
い
う
簡
単
な
も
の
だ
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っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
程
ま
で
に
皮
膚
病
が
蔓
延
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
の
効
果
の
程
は
疑
わ
し
い(ù0)。
こ
の
皮
膚
病
の
感
染
原

因
は
、
不
潔
な
着
衣
と
不
潔
な
ベ
ッ
ド
で
の
同
衾
、
身
体
衛
生
の
欠
如
、
つ
ま
り
、
洗
髪
や
入
浴
の
不
履
行
に
あ
り
、
医
学
的
に
云

う
な
ら
、
皮
膚
病
こ
そ
は
「
コ
ン
タ
ギ
オ
ン
（
直
接
接
触
感
染
）」
の
代
表
的
疫
病
な
の
だ
が
、
驚
い
た
こ
と
に
、
パ
リ
大
学
医
学

部
の
医
師
た
ち
も
、
乞
食
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
や
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
事
務
長
ら
も
、
瘴
気
説
を
頑
な
な
ま
で
に
信
じ
て
い

た
。
曰
く
「（
皮
膚
病
が
流
行
る
の
は
）、
入
所
者
が
汚
染
さ
れ
た
空
気
を
吸
っ
て
い
る
か
ら
だ
。」
と
。[Tutey,p.79]

労
働
と
魂
の
浄
化

オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
に
貧
民
を
閉
じ
込
め
る
王
権
の
目
的
は
、
一
六
五
六
年
王
令
前
文
に
明
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
貧
民
の
無

為
と
放
縦
の
放
擲
と
魂
の
浄
化
で
あ
っ
た
か
ら
、
入
所
者
に
は
労
働
と
敬
神
が
課
さ
れ
た
。
こ
の
目
的
達
成
の
た
め
に
、
院
内
規
則

で
は
入
所
の
一
日
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
、
時
間
刻
み
で
つ
く
ら
れ
施
行
さ
れ
た(ùø)。
時
間
管
理
と
行
動
規
制
は
さ
な
が
ら
修
道
院
の
如

く
で
あ
り
、「
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
は
教
会
の
別
院
だ
っ
た
」
と
も
云
わ
れ
た
。

午
前
五
時
起
床
、
五
時
一
五
分
共
同
寝
室
で
の
祈
り
、
五
時
半
、
洗
顔
、
身
繕
い
、
ベ
ッ
ド
・
メ
イ
キ
ン
グ

六
時

若
者
は
教
理
問
答
の
学
習
、
成
人
は
チ
ャ
ペ
ル
で
ミ
サ

七
時

朝
食

幼
年
者
や
病
人
は
チ
ャ
ペ
ル
で
祈
り

八
時

作
業
開
始
、
シ
ス
タ
ー
に
よ
る
担
当
仕
事
場
の
巡
回
監
視

九
時

す
べ
て
の
共
同
寝
室
で
讃
歌
『
創
造
主
は
来
た
り
給
え
』
の
斉
唱
、
幼
年
者
に
は
神
お
よ
び
教
会
の
戒
律
を
説
く
。
館
全

体
で
は
静
粛
を
保
つ
。
監
督
シ
ス
タ
ー
は
作
業
を
中
断
さ
せ
ず
に
、
一
五
分
間
『
キ
リ
ス
ト
に
倣
い
て
』
を
読
み
聞
か
せ
る
。

十
時

讃
歌
『
讃
え
ん
、
海
の
星
』
の
唱
和
、『
聖
な
る
御
名
イ
エ
ス
』
の
連
禱

十
一
時

食
前
の
祈
り

昼
食

十
二
時
四
五
分

全
員
大
食
堂
か
共
同
寝
室
に
戻
り
昼
食

一
時
半
か
ら
六
時
ま
で

作
業
、
若
い
娘
は
七
時
ま
で
、
そ
の
間
完
全
沈
黙

反
抗
的
な
貧
民
を
見
つ
け
た
ら
担
当
シ
ス
タ
ー
は

院
長
の
許
可
を
得
て
、
三
、
四
時
間
閉
じ
込
め
、
他
の
者
へ
の
見
せ
し
め
と
す
る
。

三
時

成
人
女
子
の
共
同
寝
室
で
は
一
時
間
十
五
分
の
読
書
、
教
理
問
答

四
時
十
五
分

祈
禱
、『
聖
母
』
の
連
禱
、
そ
の
後
六
時
ま
で
は
共
同
寝
室
を
出
ず
に
、
作
業
を
中
断
せ
ず
に
自
由
歓
談

五
時
半

成
人
女
子
の
夕
食
、
そ
の
後
夕
べ
の
祈
り

六
時

共
同
作
業
所
で
働
く
者
の
夕
食
、
共
同
寝
室
で
は
夕
べ
の
祈
り
、
病
弱
者
は
就
寝

(ù0
)
前
章
で
見
た
よ
う
に
、
こ
の
皮
膚
病
は
ビ
セ
ー
ト
ル
館
で
も
、
あ
る
い
は
オ
テ
ル
・
デ
ュ
や
ピ
テ
ィ
エ
館
で
も
風
土
病
と
化
し
て
い

た
。
ピ
テ
ィ
エ
館
で
も
病
気
に
罹
っ
た
子
ど
も
ら
は
オ
テ
ル
・
デ
ュ
で
治
療
を
受
け
る
の
だ
が
、
当
時
の
理
事
た
ち
は
、
そ
こ
で
疥
癬
や

白
癬
病
に
罹
っ
て
く
る
の
だ
と
思
い
込
ん
で
い
た
。
院
内
感
染
に
は
思
い
及
ば
な
か
っ
た
ら
し
い
。

(ùø
)
時
刻
と
行
動
内
容
は
、
院
内
規
則
で
定
め
ら
れ
て
い
た
。
出
典
に
よ
り
多
少
違
い
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
次
の
文
献
を
参
考
に
し
た
。

［C
arrez,p.147:

フ
ー
コ
ー
、1975,p.570:Paultre,p.231:G

utton,1982,p.180

］
こ
れ
は
夏
時
間
、
つ
ま
り
復
活
祭
か
ら
万
聖
節
ま

で
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
あ
り
、
万
聖
節
か
ら
翌
春
の
復
活
祭
ま
で
の
冬
時
間
は
、
例
え
ば
起
床
が
六
時
な
ど
本
文
と
は
幾
分
異
な
る
。
ま

た
、
院
内
規
則
で
は
「
朝
食
」
と
は
明
記
さ
れ
ず
に
、
少
量
の
パ
ン
と
水
ま
た
は
ワ
イ
ン
が
配
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
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っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
程
ま
で
に
皮
膚
病
が
蔓
延
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
の
効
果
の
程
は
疑
わ
し
い(ù0)。
こ
の
皮
膚
病
の
感
染
原

因
は
、
不
潔
な
着
衣
と
不
潔
な
ベ
ッ
ド
で
の
同
衾
、
身
体
衛
生
の
欠
如
、
つ
ま
り
、
洗
髪
や
入
浴
の
不
履
行
に
あ
り
、
医
学
的
に
云

う
な
ら
、
皮
膚
病
こ
そ
は
「
コ
ン
タ
ギ
オ
ン
（
直
接
接
触
感
染
）」
の
代
表
的
疫
病
な
の
だ
が
、
驚
い
た
こ
と
に
、
パ
リ
大
学
医
学

部
の
医
師
た
ち
も
、
乞
食
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
や
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
事
務
長
ら
も
、
瘴
気
説
を
頑
な
な
ま
で
に
信
じ
て
い

た
。
曰
く
「（
皮
膚
病
が
流
行
る
の
は
）、
入
所
者
が
汚
染
さ
れ
た
空
気
を
吸
っ
て
い
る
か
ら
だ
。」
と
。[Tutey,p.79]

労
働
と
魂
の
浄
化

オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
に
貧
民
を
閉
じ
込
め
る
王
権
の
目
的
は
、
一
六
五
六
年
王
令
前
文
に
明
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
貧
民
の
無

為
と
放
縦
の
放
擲
と
魂
の
浄
化
で
あ
っ
た
か
ら
、
入
所
者
に
は
労
働
と
敬
神
が
課
さ
れ
た
。
こ
の
目
的
達
成
の
た
め
に
、
院
内
規
則

で
は
入
所
の
一
日
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
、
時
間
刻
み
で
つ
く
ら
れ
施
行
さ
れ
た(ùø)。
時
間
管
理
と
行
動
規
制
は
さ
な
が
ら
修
道
院
の
如

く
で
あ
り
、「
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
は
教
会
の
別
院
だ
っ
た
」
と
も
云
わ
れ
た
。

午
前
五
時
起
床
、
五
時
一
五
分
共
同
寝
室
で
の
祈
り
、
五
時
半
、
洗
顔
、
身
繕
い
、
ベ
ッ
ド
・
メ
イ
キ
ン
グ

六
時

若
者
は
教
理
問
答
の
学
習
、
成
人
は
チ
ャ
ペ
ル
で
ミ
サ

七
時

朝
食

幼
年
者
や
病
人
は
チ
ャ
ペ
ル
で
祈
り

八
時

作
業
開
始
、
シ
ス
タ
ー
に
よ
る
担
当
仕
事
場
の
巡
回
監
視

九
時

す
べ
て
の
共
同
寝
室
で
讃
歌
『
創
造
主
は
来
た
り
給
え
』
の
斉
唱
、
幼
年
者
に
は
神
お
よ
び
教
会
の
戒
律
を
説
く
。
館
全

体
で
は
静
粛
を
保
つ
。
監
督
シ
ス
タ
ー
は
作
業
を
中
断
さ
せ
ず
に
、
一
五
分
間
『
キ
リ
ス
ト
に
倣
い
て
』
を
読
み
聞
か
せ
る
。

十
時

讃
歌
『
讃
え
ん
、
海
の
星
』
の
唱
和
、『
聖
な
る
御
名
イ
エ
ス
』
の
連
禱

十
一
時

食
前
の
祈
り

昼
食

十
二
時
四
五
分

全
員
大
食
堂
か
共
同
寝
室
に
戻
り
昼
食

一
時
半
か
ら
六
時
ま
で

作
業
、
若
い
娘
は
七
時
ま
で
、
そ
の
間
完
全
沈
黙

反
抗
的
な
貧
民
を
見
つ
け
た
ら
担
当
シ
ス
タ
ー
は

院
長
の
許
可
を
得
て
、
三
、
四
時
間
閉
じ
込
め
、
他
の
者
へ
の
見
せ
し
め
と
す
る
。

三
時

成
人
女
子
の
共
同
寝
室
で
は
一
時
間
十
五
分
の
読
書
、
教
理
問
答

四
時
十
五
分

祈
禱
、『
聖
母
』
の
連
禱
、
そ
の
後
六
時
ま
で
は
共
同
寝
室
を
出
ず
に
、
作
業
を
中
断
せ
ず
に
自
由
歓
談

五
時
半

成
人
女
子
の
夕
食
、
そ
の
後
夕
べ
の
祈
り

六
時

共
同
作
業
所
で
働
く
者
の
夕
食
、
共
同
寝
室
で
は
夕
べ
の
祈
り
、
病
弱
者
は
就
寝

(ù0
)
前
章
で
見
た
よ
う
に
、
こ
の
皮
膚
病
は
ビ
セ
ー
ト
ル
館
で
も
、
あ
る
い
は
オ
テ
ル
・
デ
ュ
や
ピ
テ
ィ
エ
館
で
も
風
土
病
と
化
し
て
い

た
。
ピ
テ
ィ
エ
館
で
も
病
気
に
罹
っ
た
子
ど
も
ら
は
オ
テ
ル
・
デ
ュ
で
治
療
を
受
け
る
の
だ
が
、
当
時
の
理
事
た
ち
は
、
そ
こ
で
疥
癬
や

白
癬
病
に
罹
っ
て
く
る
の
だ
と
思
い
込
ん
で
い
た
。
院
内
感
染
に
は
思
い
及
ば
な
か
っ
た
ら
し
い
。

(ùø
)
時
刻
と
行
動
内
容
は
、
院
内
規
則
で
定
め
ら
れ
て
い
た
。
出
典
に
よ
り
多
少
違
い
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
次
の
文
献
を
参
考
に
し
た
。

［C
arrez,p.147:

フ
ー
コ
ー
、1975,p.570:Paultre,p.231:G

utton,1982,p.180

］
こ
れ
は
夏
時
間
、
つ
ま
り
復
活
祭
か
ら
万
聖
節
ま

で
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
あ
り
、
万
聖
節
か
ら
翌
春
の
復
活
祭
ま
で
の
冬
時
間
は
、
例
え
ば
起
床
が
六
時
な
ど
本
文
と
は
幾
分
異
な
る
。
ま

た
、
院
内
規
則
で
は
「
朝
食
」
と
は
明
記
さ
れ
ず
に
、
少
量
の
パ
ン
と
水
ま
た
は
ワ
イ
ン
が
配
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
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七
時

若
い
娘
た
ち
の
夕
食
、
そ
の
後
祈
り
と
自
由
時
間

八
時

就
寝
、
担
当
シ
ス
タ
ー
に
よ
る
巡
回
監
視

サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
入
所
者
は
一
部
の
精
神
病
者
や
病
弱
者
、
身
体
障
碍
者
を
除
い
て
、
懲
治
監
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
入
れ

ら
れ
た
女
性
ら
も
、
何
ら
か
の
労
働
に
従
事
し
た
。
歩
行
困
難
な
も
の
も
、
共
同
寝
室
内
で
軽
い
仕
事
を
与
え
ら
れ
た
。
通
常
は
、

院
内
に
あ
る
幾
つ
か
の
「
共
同
作
業
所ouvroir

」
で
午
前
四
時
間
、
午
後
も
断
続
的
に
四
～
五
時
間
、
若
い
女
性
は
そ
れ
以
上
働

い
た
。
重
商
主
義
者
コ
ル
ベ
ー
ル
は
、
早
く
も
一
六
六
六
年
に
こ
こ
の
司
祭
に
、「
貧
民
に
羊
毛
を
与
え
、
布
を
織
ら
せ
る
よ
う
に

せ
よ
、
毛
織
物
、
靴
下
の
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
ー
は
乞
食
を
働
か
せ
る
最
上
の
方
法
で
あ
る
。」
と
助
言
し
、
三
六
千
リ
ー
ヴ
ル
の

資
金
を
与
え
た
。[C

arrez,p.169]
こ
の
指
示
に
従
っ
て
メ
リ
ヤ
ス
、
靴
下
製
造
の
マ
ニ
ュ
な
ど
が
造
ら
れ
た
。
こ
の
た
め
に
イ
ギ

リ
ス
領
ジ
ャ
ー
ジ
ー
諸
島
か
ら
女
親
方
を
招
き
、
上
質
毛
織
物
の
製
造
法
を
教
授
し
て
貰
っ
た
と
い
う
。[Paultre,p.188]

さ
ら
に
一
六
八
〇
年
頃
に
は
理
事
会
は
、
町
の
メ
リ
ヤ
ス
、
ト
リ
コ
ッ
ト
製
造
の
ギ
ル
ド
親
方
と
契
約
を
交
わ
し
た
。
こ
の
親
方

が
設
備
と
材
料
を
提
供
し
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
は
仕
事
場
と
一
三
歳
以
下
の
少
女
労
働
力
を
提
供
し
、
で
き
た
製
品
は
、
男
物

靴
下
は
一
足
四
〇
ソ
ル
、
女
物
靴
下
は
三
〇
ソ
ル
で
親
方
が
引
き
取
る
、
と
い
う
内
容
だ
っ
た
。[C

arrez,p.169]

こ
の
マ
ニ
ュ
が

そ
の
後
ど
う
な
っ
た
か
は
史
料
も
記
述
も
少
な
く
、
判
然
と
し
な
い(ùù)。

そ
れ
で
も
一
八
世
紀
前
半
ま
で
は
院
内
労
働
は
若
い
入
所
者
を
軸
に
進
め
ら
れ
た
。
一
二
歳
か
ら
一
四
歳
ま
で
の
少
女
ら
は
学
校

で
の
読
み
方
学
習
と
宗
教
教
育
と
並
ん
で
、
毛
織
物
の
編
み
物
を
学
ん
だ
。
一
四
歳
に
な
る
と
、
サ
ン
ト
・
ク
レ
ー
ル
区
画
に
移

り
、
そ
こ
で
各
種
刺
繍
、
絨
毯
織
り
、
肌
着
縫
製
な
ど
を
教
え
ら
れ
、
そ
の
後
は
各
人
の
特
性
を
活
か
し
た
仕
事
に
就
く
。
体
格
の

良
い
も
の
は
洗
濯
や
ア
イ
ロ
ン
掛
け
な
ど
院
内
雑
務
に
回
さ
れ
た
。
二
五
歳
以
上
の
成
人
女
性
は
、
羊
毛
や
亜
麻
の
紡
績
・
織
布
・

縫
製
に
従
事
し
た
。
こ
う
し
て
製
造
さ
れ
た
衣
類
や
リ
ネ
ン
類
は
、
一
部
は
外
部
販
売
さ
れ
た
が
、
大
半
は
入
所
者
が
院
内
で
使
用

す
る
も
の
、
つ
ま
り
自
家
消
費
用
だ
っ
た
と
い
う
。
同
じ
伝
で
、
着
古
し
た
衣
類
の
修
繕
に
従
事
す
る
女
性
も
い
た
。
衣
類
は
当
時

は
貴
重
な
も
の
で
大
切
に
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
数
は
多
く
は
な
い
が
、
一
〇
歳
か
ら
一
六
歳
の
少
年
た
ち
は
、
昔
な
が
ら
の
大
き
な
紡
ぎ
車
で
羊
毛
を
紡
ぎ
、
そ
し
て
年
長

者
が
梳
毛
し
、
さ
ら
に
織
布
し
て
厚
手
の
毛
織
物
に
加
工
し
た
。

自
由
な
会
話
を
禁
じ
ら
れ
、
沈
黙
を
強
い
ら
れ
、
随
時
讃
美
歌
斉
唱
と
祈
り
を
求
め
ら
れ
る
労
働
が
、
楽
し
い
時
間
だ
っ
た
と
は

思
え
な
い
が
、
し
か
し
全
く
意
味
が
な
か
っ
た
と
は
云
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
と
く
に
年
端
も
ゆ
か
な
い
少
年
少
女
た
ち
に
は
、

規
律
正
し
い
生
活
や
躾
、
あ
る
い
は
手
職
を
身
に
つ
け
る
良
い
機
会
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い(ùú)。

(ùù
)
史
家
カ
レ
は
こ
の
官
民
コ
ラ
ボ
の
オ
ピ
タ
ル
・
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ー
ル
は
、
町
の
ギ
ル
ド
と
対
立
し
て
閉
鎖
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の

で
は
な
い
か
、
と
推
測
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
製
造
と
販
売
が
宣
誓
ギ
ル
ド
に
独
占
さ
れ
て
い
る
こ
の
時
代
に
、
こ
の
よ
う
な
低
賃
銀

を
利
用
し
た
オ
ピ
タ
ル
・
マ
ニ
ュ
の
製
品
は
、
町
の
同
業
者
に
深
刻
な
影
響
を
与
え
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。[C

arrez,p.170]

こ
の
推

測
は
決
し
て
的
外
れ
で
は
な
い
と
思
う
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
よ
り
先
、
一
六
六
三
年
に
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の
理
事
会
は
高
等
法

院
宛
て
の
書
簡
で
、
マ
ニ
ュ
建
造
は
パ
リ
の
職
人
に
害
を
及
ぼ
す
か
も
し
れ
な
い
、
引
い
て
は
新
た
な
貧
民
を
つ
く
り
だ
す
か
も
し
れ
な

い
、
と
懸
念
を
表
明
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。[Estienne,p.748]

こ
の
懸
念
が
杞
憂
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

(ùú
)
と
く
に
前
記
の
サ
ン
ト
・
ク
レ
ー
ル
区
画
で
は
革
命
ま
で
一
〇
歳
か
ら
二
五
歳
ま
で
の
娘
た
ち
が
、
下
着
製
造
や
刺
繍
、
レ
ー
ス
編

み
、
絨
毯
織
り
な
ど
の
手
仕
事
を
続
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。[D

ésgranges,1954,p.468,A
ppendice,Etatde

la
Salpêtrière

en
1789]
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七
時

若
い
娘
た
ち
の
夕
食
、
そ
の
後
祈
り
と
自
由
時
間

八
時

就
寝
、
担
当
シ
ス
タ
ー
に
よ
る
巡
回
監
視

サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
入
所
者
は
一
部
の
精
神
病
者
や
病
弱
者
、
身
体
障
碍
者
を
除
い
て
、
懲
治
監
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
入
れ

ら
れ
た
女
性
ら
も
、
何
ら
か
の
労
働
に
従
事
し
た
。
歩
行
困
難
な
も
の
も
、
共
同
寝
室
内
で
軽
い
仕
事
を
与
え
ら
れ
た
。
通
常
は
、

院
内
に
あ
る
幾
つ
か
の
「
共
同
作
業
所ouvroir

」
で
午
前
四
時
間
、
午
後
も
断
続
的
に
四
～
五
時
間
、
若
い
女
性
は
そ
れ
以
上
働

い
た
。
重
商
主
義
者
コ
ル
ベ
ー
ル
は
、
早
く
も
一
六
六
六
年
に
こ
こ
の
司
祭
に
、「
貧
民
に
羊
毛
を
与
え
、
布
を
織
ら
せ
る
よ
う
に

せ
よ
、
毛
織
物
、
靴
下
の
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
ー
は
乞
食
を
働
か
せ
る
最
上
の
方
法
で
あ
る
。」
と
助
言
し
、
三
六
千
リ
ー
ヴ
ル
の

資
金
を
与
え
た
。[C

arrez,p.169]

こ
の
指
示
に
従
っ
て
メ
リ
ヤ
ス
、
靴
下
製
造
の
マ
ニ
ュ
な
ど
が
造
ら
れ
た
。
こ
の
た
め
に
イ
ギ

リ
ス
領
ジ
ャ
ー
ジ
ー
諸
島
か
ら
女
親
方
を
招
き
、
上
質
毛
織
物
の
製
造
法
を
教
授
し
て
貰
っ
た
と
い
う
。[Paultre,p.188]

さ
ら
に
一
六
八
〇
年
頃
に
は
理
事
会
は
、
町
の
メ
リ
ヤ
ス
、
ト
リ
コ
ッ
ト
製
造
の
ギ
ル
ド
親
方
と
契
約
を
交
わ
し
た
。
こ
の
親
方

が
設
備
と
材
料
を
提
供
し
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
は
仕
事
場
と
一
三
歳
以
下
の
少
女
労
働
力
を
提
供
し
、
で
き
た
製
品
は
、
男
物

靴
下
は
一
足
四
〇
ソ
ル
、
女
物
靴
下
は
三
〇
ソ
ル
で
親
方
が
引
き
取
る
、
と
い
う
内
容
だ
っ
た
。[C

arrez,p.169]

こ
の
マ
ニ
ュ
が

そ
の
後
ど
う
な
っ
た
か
は
史
料
も
記
述
も
少
な
く
、
判
然
と
し
な
い(ùù)。

そ
れ
で
も
一
八
世
紀
前
半
ま
で
は
院
内
労
働
は
若
い
入
所
者
を
軸
に
進
め
ら
れ
た
。
一
二
歳
か
ら
一
四
歳
ま
で
の
少
女
ら
は
学
校

で
の
読
み
方
学
習
と
宗
教
教
育
と
並
ん
で
、
毛
織
物
の
編
み
物
を
学
ん
だ
。
一
四
歳
に
な
る
と
、
サ
ン
ト
・
ク
レ
ー
ル
区
画
に
移

り
、
そ
こ
で
各
種
刺
繍
、
絨
毯
織
り
、
肌
着
縫
製
な
ど
を
教
え
ら
れ
、
そ
の
後
は
各
人
の
特
性
を
活
か
し
た
仕
事
に
就
く
。
体
格
の

良
い
も
の
は
洗
濯
や
ア
イ
ロ
ン
掛
け
な
ど
院
内
雑
務
に
回
さ
れ
た
。
二
五
歳
以
上
の
成
人
女
性
は
、
羊
毛
や
亜
麻
の
紡
績
・
織
布
・

縫
製
に
従
事
し
た
。
こ
う
し
て
製
造
さ
れ
た
衣
類
や
リ
ネ
ン
類
は
、
一
部
は
外
部
販
売
さ
れ
た
が
、
大
半
は
入
所
者
が
院
内
で
使
用

す
る
も
の
、
つ
ま
り
自
家
消
費
用
だ
っ
た
と
い
う
。
同
じ
伝
で
、
着
古
し
た
衣
類
の
修
繕
に
従
事
す
る
女
性
も
い
た
。
衣
類
は
当
時

は
貴
重
な
も
の
で
大
切
に
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
数
は
多
く
は
な
い
が
、
一
〇
歳
か
ら
一
六
歳
の
少
年
た
ち
は
、
昔
な
が
ら
の
大
き
な
紡
ぎ
車
で
羊
毛
を
紡
ぎ
、
そ
し
て
年
長

者
が
梳
毛
し
、
さ
ら
に
織
布
し
て
厚
手
の
毛
織
物
に
加
工
し
た
。

自
由
な
会
話
を
禁
じ
ら
れ
、
沈
黙
を
強
い
ら
れ
、
随
時
讃
美
歌
斉
唱
と
祈
り
を
求
め
ら
れ
る
労
働
が
、
楽
し
い
時
間
だ
っ
た
と
は

思
え
な
い
が
、
し
か
し
全
く
意
味
が
な
か
っ
た
と
は
云
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
と
く
に
年
端
も
ゆ
か
な
い
少
年
少
女
た
ち
に
は
、

規
律
正
し
い
生
活
や
躾
、
あ
る
い
は
手
職
を
身
に
つ
け
る
良
い
機
会
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い(ùú)。

(ùù
)
史
家
カ
レ
は
こ
の
官
民
コ
ラ
ボ
の
オ
ピ
タ
ル
・
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ー
ル
は
、
町
の
ギ
ル
ド
と
対
立
し
て
閉
鎖
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の

で
は
な
い
か
、
と
推
測
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
製
造
と
販
売
が
宣
誓
ギ
ル
ド
に
独
占
さ
れ
て
い
る
こ
の
時
代
に
、
こ
の
よ
う
な
低
賃
銀

を
利
用
し
た
オ
ピ
タ
ル
・
マ
ニ
ュ
の
製
品
は
、
町
の
同
業
者
に
深
刻
な
影
響
を
与
え
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。[C

arrez,p.170]

こ
の
推

測
は
決
し
て
的
外
れ
で
は
な
い
と
思
う
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
よ
り
先
、
一
六
六
三
年
に
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の
理
事
会
は
高
等
法

院
宛
て
の
書
簡
で
、
マ
ニ
ュ
建
造
は
パ
リ
の
職
人
に
害
を
及
ぼ
す
か
も
し
れ
な
い
、
引
い
て
は
新
た
な
貧
民
を
つ
く
り
だ
す
か
も
し
れ
な

い
、
と
懸
念
を
表
明
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。[Estienne,p.748]
こ
の
懸
念
が
杞
憂
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

(ùú
)
と
く
に
前
記
の
サ
ン
ト
・
ク
レ
ー
ル
区
画
で
は
革
命
ま
で
一
〇
歳
か
ら
二
五
歳
ま
で
の
娘
た
ち
が
、
下
着
製
造
や
刺
繍
、
レ
ー
ス
編

み
、
絨
毯
織
り
な
ど
の
手
仕
事
を
続
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。[D

ésgranges,1954,p.468,A
ppendice,Etatde

la
Salpêtrière

en
1789]
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こ
れ
に
関
連
し
て
云
う
な
ら
、
子
ど
も
ら
の
教
育
も
館
内
で
な
さ
れ
て
い
た
。
サ
ン
・
ジ
ャ
ン
室
で
は
、
一
定
の
年
齢
に
達
し
た

捨
子
や
孤
児
に
教
師
が
初
等
教
育
を
施
し
、
さ
ら
に
聖
職
者
が
教
理
問
答
や
神
学
を
教
授
し
た
。
最
も
信
仰
心
の
篤
い
少
年
は
選
ば

れ
て
聖
歌
隊
に
入
り
、
時
に
は
ピ
テ
ィ
エ
館
に
派
遣
さ
れ
て
、
昔
の
「
泣
き
人
」
に
倣
い
葬
列
に
参
加
し
て
、
何
が
し
か
の
こ
こ
ろ

付
け
を
頂
い
た
と
い
う
。[B

oucher,p.42]

ま
た
少
女
の
な
か
で
美
貌
と
知
性
に
恵
ま
れ
た
子
ど
も
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
「
シ
ス

タ
ー
」
と
し
て
採
用
さ
れ
る
道
が
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
こ
で
の
教
育
程
度
は
余
り
に
も
低
く
、
さ
ら
に
女
性
へ
の
抜
き
が
た
い
偏
見

が
手
伝
っ
て
、
少
女
に
は
フ
ラ
ン
ス
語
の
読
み
方
だ
け
し
か
教
え
ず
、
書
き
方
を
教
え
な
か
っ
た
と
い
う
。

オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
は
「
教
会
の
別
院
」
だ
と
云
わ
れ
た
よ
う
に
、
そ
こ
は
静
謐
な
祈
り
の
空
間
で
あ
っ
た
。
寧
ろ
労
働
の

督
励
よ
り
も
、
神
へ
の
奉
仕
、「
信
仰
心
の
涵
養
」
の
方
が
重
視
さ
れ
た
と
云
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
は
主
任
司
祭

レ

ク

タ

ー

一
人
と
そ
の
配
下
の
聖
職
者
一
四
人
が
、
入
所
者
の
「
霊
的
救
済

ス
ピ
リ
チ
ュ
エ
ル

」
に
当
た
っ
た
。
一
日

は
、
起
床
か
ら
就
寝
ま
で
、
チ
ャ
ペ
ル
で
の
ミ
サ
、
作
業
中
の
讃
歌
の
斉
唱
、
唱
和
、
連
禱
な
ど
が
連
綿
と
断
続
的
に
続
き
、
日
曜

祭
日
は
、
一
日
中
ミ
サ
が
執
り
行
わ
れ
た
。
子
ど
も
の
教
育
も
レ
ク
タ
ー
が
選
任
し
た
教
師
が
、「
教
理
問
答
式
の
教
育

カ

テ

シ

ス

ム

」
で
、
教

会
の
戒
律
を
教
え
、
敬
神
と
信
仰
心
の
涵
養
に
努
め
た
。
ま
た
館
内
で
は
洗
礼
式
や
結
婚
式
な
ど
も
司
祭
の
主
導
で
お
こ
な
わ
れ
た

が
、
と
く
に
大
事
な
秘
蹟
は
、
病
者
へ
の
「
塗
油
（
終
油
）onction

」
で
あ
っ
た
。
週
当
番
に
当
た
っ
た
司
祭
は
、
夜
中
で
も
病
者

の
許
に
駆
け
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
あ
る
部
屋
に
待
機
す
る
態
勢
を
と
っ
て
い
た
。

特
記
す
べ
き
は
、
こ
の
よ
う
な
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
の
涵
養
に
努
め
た
の
は
、
ひ
と
り
聖
職
者
だ
け
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
で

あ
る
。
三
〇
数
名
を
数
え
る
「
士
官
シ
ス
タ
ー
」
と
、
ほ
ぼ
同
数
の
「
下
士
官
シ
ス
タ
ー
」
も
ま
た
、「
善
き
貧
民
」
だ
け
で
は
な

く
、
懲
治
監
の
女
性
た
ち
に
も
、
前
記
の
よ
う
に
讃
歌
を
教
え
、
宗
教
書
を
読
み
聞
か
せ
、
祈
り
を
唱
導
し
た
の
で
あ
る
。
後
述
す

る
の
だ
が
、
理
事
会
に
よ
る
シ
ス
タ
ー
の
選
考
は
、
候
補
者
の
諸
々
の
能
力
と
人
格
の
ほ
か
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
の
深
い
信
仰

心
が
験タ

メ

さ
れ
た
。
つ
ま
り
ま
る
で
「
修
道
女soeur

」
の
如
き
徳
性
と
品
位
が
求
め
ら
れ
た
訳
だ
が
、
と
は
い
え
彼
女
た
ち
は
俗
信

徒
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
「
シ
ス
タ
ー
」
と
名
乗
り
、
聖
職
者
と
同
じ
よ
う
な
ス
ピ
リ
チ
ュ
エ
ル
な
業
務
に
も
手
を
染
め
た
こ
と

は
、
教
会
の
正
式
な
聖
職
者
と
の
間
に
摩
擦
と
ᷤ
藤
を
生
む
遠
因
と
な
っ
た
。
し
か
も
事
態
を
複
雑
に
さ
せ
た
の
は
、
ロ
ー
マ
・
カ

ト
リ
ッ
ク
教
会
に
批
判
的
な
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
が
、
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
に
浸
透
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
聖
職
者
と
俗
信
徒

の
抜
き
差
し
な
ら
な
い
対
立
と
抗
争
は
、
一
七
四
九
年
に
女
性
院
長
の
選
任
を
き
っ
か
け
に
表
面
化
す
る
。（
後
述
）

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
こ
の
よ
う
な
徹
底
的
な
時
間
管
理
と
、
規
律
に
縛
ら
れ
た
修
道
院
の
如
き
生
活
が
、「
善
き
貧
民
」
の
魂
を

浄
化
し
、
信
仰
心
を
喚
起
し
た
か
ど
う
か
は
、
入
所
者
の
声
が
史
料
と
し
て
残
っ
て
い
な
い
の
で
何
と
も
云
え
な
い
。
耐
え
難
い
と

感
じ
た
貧
民
の
中
に
は
脱
走
を
企
て
る
者
も
い
た
。
だ
が
、
病
弱
者
や
高
齢
貧
民
は
そ
れ
も
叶
わ
ず
、
こ
こ
で
余
生
を
送
る
ほ
か
な

か
っ
た
。「
悪
い
生
活
に
馴
染
ん
だ
」
女
性
た
ち
を
更
生
で
き
た
か
ど
う
か
も
定
か
で
は
な
い
。
す
く
な
く
と
も
、
懲
治
監
に
閉
じ

込
め
ら
れ
た
女
性
た
ち
に
は
、
苛
酷
な
試
練
だ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

食
事単

調
で
反
復
的
な
修
道
院
の
如
き
暮
ら
し
の
な
か
で
、
食
事
は
入
所
者
の
愉
し
み
に
な
る
筈
だ
っ
た
が
、
現
実
は
そ
う
で
は
な
か

っ
た
。
食
事
に
も
身
分
社
会
ら
し
い
序
列
と
、
カ
ネ
の
あ
る
な
し
が
反
映
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
聖
職
者
、
シ
ス
タ
ー
ら
の
職
員
、

「
善
き
貧
民
」、
捕
捉
さ
れ
た
罪
人
、
有
料
入
所
者
で
は
、
食
事
の
場
所
も
内
容
も
異
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
ビ
セ
ー
ト
ル
館
で
も
述

べ
た
が
、「
肉
の
あ
る
曜
日
」
と
「
肉
の
な
い
曜
日
」
が
交
互
に
あ
っ
た
。
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こ
れ
に
関
連
し
て
云
う
な
ら
、
子
ど
も
ら
の
教
育
も
館
内
で
な
さ
れ
て
い
た
。
サ
ン
・
ジ
ャ
ン
室
で
は
、
一
定
の
年
齢
に
達
し
た

捨
子
や
孤
児
に
教
師
が
初
等
教
育
を
施
し
、
さ
ら
に
聖
職
者
が
教
理
問
答
や
神
学
を
教
授
し
た
。
最
も
信
仰
心
の
篤
い
少
年
は
選
ば

れ
て
聖
歌
隊
に
入
り
、
時
に
は
ピ
テ
ィ
エ
館
に
派
遣
さ
れ
て
、
昔
の
「
泣
き
人
」
に
倣
い
葬
列
に
参
加
し
て
、
何
が
し
か
の
こ
こ
ろ

付
け
を
頂
い
た
と
い
う
。[B

oucher,p.42]

ま
た
少
女
の
な
か
で
美
貌
と
知
性
に
恵
ま
れ
た
子
ど
も
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
「
シ
ス

タ
ー
」
と
し
て
採
用
さ
れ
る
道
が
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
こ
で
の
教
育
程
度
は
余
り
に
も
低
く
、
さ
ら
に
女
性
へ
の
抜
き
が
た
い
偏
見

が
手
伝
っ
て
、
少
女
に
は
フ
ラ
ン
ス
語
の
読
み
方
だ
け
し
か
教
え
ず
、
書
き
方
を
教
え
な
か
っ
た
と
い
う
。

オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
は
「
教
会
の
別
院
」
だ
と
云
わ
れ
た
よ
う
に
、
そ
こ
は
静
謐
な
祈
り
の
空
間
で
あ
っ
た
。
寧
ろ
労
働
の

督
励
よ
り
も
、
神
へ
の
奉
仕
、「
信
仰
心
の
涵
養
」
の
方
が
重
視
さ
れ
た
と
云
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
は
主
任
司
祭

レ

ク

タ

ー

一
人
と
そ
の
配
下
の
聖
職
者
一
四
人
が
、
入
所
者
の
「
霊
的
救
済

ス
ピ
リ
チ
ュ
エ
ル

」
に
当
た
っ
た
。
一
日

は
、
起
床
か
ら
就
寝
ま
で
、
チ
ャ
ペ
ル
で
の
ミ
サ
、
作
業
中
の
讃
歌
の
斉
唱
、
唱
和
、
連
禱
な
ど
が
連
綿
と
断
続
的
に
続
き
、
日
曜

祭
日
は
、
一
日
中
ミ
サ
が
執
り
行
わ
れ
た
。
子
ど
も
の
教
育
も
レ
ク
タ
ー
が
選
任
し
た
教
師
が
、「
教
理
問
答
式
の
教
育

カ

テ

シ

ス

ム

」
で
、
教

会
の
戒
律
を
教
え
、
敬
神
と
信
仰
心
の
涵
養
に
努
め
た
。
ま
た
館
内
で
は
洗
礼
式
や
結
婚
式
な
ど
も
司
祭
の
主
導
で
お
こ
な
わ
れ
た

が
、
と
く
に
大
事
な
秘
蹟
は
、
病
者
へ
の
「
塗
油
（
終
油
）onction

」
で
あ
っ
た
。
週
当
番
に
当
た
っ
た
司
祭
は
、
夜
中
で
も
病
者

の
許
に
駆
け
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
あ
る
部
屋
に
待
機
す
る
態
勢
を
と
っ
て
い
た
。

特
記
す
べ
き
は
、
こ
の
よ
う
な
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
の
涵
養
に
努
め
た
の
は
、
ひ
と
り
聖
職
者
だ
け
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
で

あ
る
。
三
〇
数
名
を
数
え
る
「
士
官
シ
ス
タ
ー
」
と
、
ほ
ぼ
同
数
の
「
下
士
官
シ
ス
タ
ー
」
も
ま
た
、「
善
き
貧
民
」
だ
け
で
は
な

く
、
懲
治
監
の
女
性
た
ち
に
も
、
前
記
の
よ
う
に
讃
歌
を
教
え
、
宗
教
書
を
読
み
聞
か
せ
、
祈
り
を
唱
導
し
た
の
で
あ
る
。
後
述
す

る
の
だ
が
、
理
事
会
に
よ
る
シ
ス
タ
ー
の
選
考
は
、
候
補
者
の
諸
々
の
能
力
と
人
格
の
ほ
か
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
の
深
い
信
仰

心
が
験タ

メ

さ
れ
た
。
つ
ま
り
ま
る
で
「
修
道
女soeur

」
の
如
き
徳
性
と
品
位
が
求
め
ら
れ
た
訳
だ
が
、
と
は
い
え
彼
女
た
ち
は
俗
信

徒
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
「
シ
ス
タ
ー
」
と
名
乗
り
、
聖
職
者
と
同
じ
よ
う
な
ス
ピ
リ
チ
ュ
エ
ル
な
業
務
に
も
手
を
染
め
た
こ
と

は
、
教
会
の
正
式
な
聖
職
者
と
の
間
に
摩
擦
と
ᷤ
藤
を
生
む
遠
因
と
な
っ
た
。
し
か
も
事
態
を
複
雑
に
さ
せ
た
の
は
、
ロ
ー
マ
・
カ

ト
リ
ッ
ク
教
会
に
批
判
的
な
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
が
、
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
に
浸
透
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
聖
職
者
と
俗
信
徒

の
抜
き
差
し
な
ら
な
い
対
立
と
抗
争
は
、
一
七
四
九
年
に
女
性
院
長
の
選
任
を
き
っ
か
け
に
表
面
化
す
る
。（
後
述
）

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
こ
の
よ
う
な
徹
底
的
な
時
間
管
理
と
、
規
律
に
縛
ら
れ
た
修
道
院
の
如
き
生
活
が
、「
善
き
貧
民
」
の
魂
を

浄
化
し
、
信
仰
心
を
喚
起
し
た
か
ど
う
か
は
、
入
所
者
の
声
が
史
料
と
し
て
残
っ
て
い
な
い
の
で
何
と
も
云
え
な
い
。
耐
え
難
い
と

感
じ
た
貧
民
の
中
に
は
脱
走
を
企
て
る
者
も
い
た
。
だ
が
、
病
弱
者
や
高
齢
貧
民
は
そ
れ
も
叶
わ
ず
、
こ
こ
で
余
生
を
送
る
ほ
か
な

か
っ
た
。「
悪
い
生
活
に
馴
染
ん
だ
」
女
性
た
ち
を
更
生
で
き
た
か
ど
う
か
も
定
か
で
は
な
い
。
す
く
な
く
と
も
、
懲
治
監
に
閉
じ

込
め
ら
れ
た
女
性
た
ち
に
は
、
苛
酷
な
試
練
だ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

食
事単

調
で
反
復
的
な
修
道
院
の
如
き
暮
ら
し
の
な
か
で
、
食
事
は
入
所
者
の
愉
し
み
に
な
る
筈
だ
っ
た
が
、
現
実
は
そ
う
で
は
な
か

っ
た
。
食
事
に
も
身
分
社
会
ら
し
い
序
列
と
、
カ
ネ
の
あ
る
な
し
が
反
映
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
聖
職
者
、
シ
ス
タ
ー
ら
の
職
員
、

「
善
き
貧
民
」、
捕
捉
さ
れ
た
罪
人
、
有
料
入
所
者
で
は
、
食
事
の
場
所
も
内
容
も
異
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
ビ
セ
ー
ト
ル
館
で
も
述

べ
た
が
、「
肉
の
あ
る
曜
日
」
と
「
肉
の
な
い
曜
日
」
が
交
互
に
あ
っ
た
。
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「
善
き
貧
民
」
の
「
肉
の
あ
る
曜
日
」、
日
曜
、
火
曜
、
木
曜
の
一
日
当
り
の
食
事
内
容
は
、
小
麦
パ
ン
五
カ
ル
ト
ロ
ン
（
五
六
二

グ
ラ
ム
）、
ブ
イ
ヨ
ン
五
〇
〇
㏄
、
肉
四
分
の
一
リ
ー
ヴ
ル
（
約
一
〇
〇
グ
ラ
ム
）
だ
っ
た
。「
肉
の
な
い
曜
日
」
は
、
パ
ン
と
ブ
イ

ヨ
ン
は
変
わ
ら
ず
、
肉
の
代
わ
り
に
バ
タ
ー
や
エ
ン
ド
ウ
豆
が
つ
い
て
い
た
。
少
年
少
女
は
、
パ
ン
や
ブ
イ
ヨ
ン
は
大
人
の
半
分
の

量
、
幼
児
に
は
粥
が
支
給
さ
れ
た
。

比
較
的
優
遇
さ
れ
た
の
は
、
妊
娠
中
の
女
性
と
出
産
し
て
授
乳
中
の
母
親
で
、「
肉
の
日
」
と
四
旬
節
に
は
パ
ン
、
ス
ー
プ
の
ほ

か
、
六
オ
ン
ス
（
一
八
〇
グ
ラ
ム
）
の
肉
が
、
そ
う
で
な
い
日
は
三
オ
ン
ス
の
バ
タ
ー
か
チ
ー
ズ
、
ま
た
は
エ
ン
ド
ウ
豆
か
ソ
ラ
豆

が
つ
い
て
い
た
。
同
じ
く
優
遇
さ
れ
た
の
は
六
〇
歳
以
上
の
高
齢
者
で
、
毎
食
半
ス
テ
ィ
エ
（
二
〇
〇
㏄
）
の
ワ
イ
ン
が
付
い
て
い

た
。こ

の
よ
う
に
普
通
の
入
所
者
の
食
事
は
極
め
て
単
調
な
メ
ニ
ュ
で
、
ま
た
食
材
に
十
分
に
火
が
通
っ
て
な
い
こ
と
も
多
く
、
食
べ

る
楽
し
み
を
感
じ
さ
せ
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
こ
の
た
め
、
小
金
を
も
っ
て
い
る
者
は
、
給
仕
人
に
幾
ら
か
渡
し
て
、
味
の
手
直
し
を

し
て
貰
っ
て
い
た(ùû)。
そ
う
し
た
散
財
を
で
き
な
い
者
は
、
黙
っ
て
出
さ
れ
た
も
の
を
食
べ
る
か
、
よ
ほ
ど
切
羽
詰
ま
れ
ば
、
中
庭
に

あ
る
玉
ね
ぎ
や
キ
ャ
ベ
ツ
な
ど
の
野
菜
ᷲ
を
拾
い
集
め
て
飢
え
を
凌
い
だ
と
い
う
。[B

oucher,p.59]

一
七
四
〇
年
頃
の
財
政
難
の
折
に
は
、
食
事
内
容
は
さ
ら
に
落
ち
た
。
小
麦
パ
ン
の
代
わ
り
に
ラ
イ
麦
や
大
麦
の
パ
ン
が
出
さ

れ
、
そ
の
量
も
減
ら
さ
れ
た
。
も
っ
と
ひ
ど
い
時
に
は
米
食
に
な
っ
た
。
コ
メ
は
家
畜
の
㕒
だ
っ
た
か
ら
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
人
に

は
嫌
わ
れ
、
不
平
不
満
が
噴
出
し
、
中
に
は
最
高
幹
部
会
宛
て
に
次
の
ご
と
き
抗
議
文
を
送
る
者
が
い
た
。「
貧
民
に
は
肉
の
代
わ

り
に
家
畜
の
㕒
用
の
雑
穀
と
サ
ラ
ダ
菜
な
ど
の
野
菜
ᷲ
が
出
さ
れ
て
い
る
。
理
事
会
は
言
い
訳
が
ま
し
く
、
豆
や
鰊
、
バ
タ
ー
や
チ

ー
ズ
は
身
体
に
入
れ
る
価
値
も
な
い
の
だ
と
、
う
そ
ぶ
い
て
い
る
。」[D

uval,p.67]

シ
ス
タ
ー
や
下
働
き
の
職
員
の
中
に
は
、
貧

民
の
食
事
を
へ
ず
っ
て
「
不
正
取
引trafic

」
を
す
る
者
も
い
て
、
入
所
者
の
憤
激
を
買
っ
た
。

ま
た
、
罪
を
犯
し
て
こ
こ
に
留
置
さ
れ
た
も
の
は
、
懲
罰
と
し
て
「
パ
ン
と
水
だ
け
」
し
か
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。

食
べ
る
場
所
も
厳
然
と
し
た
区
別
が
あ
っ
た
。
入
所
者
の
大
半
を
占
め
る
「
善
き
貧
民
」
と
子
ど
も
ら
は
大
食
堂
で
、
大
食
卓
に

並
ん
で
黙
っ
て
食
べ
た
。
そ
の
メ
ニ
ュ
は
質
量
と
も
に
貧
相
で
栄
養
も
カ
ロ
リ
ー
も
不
足
し
て
お
り
、
命
を
繋
ぐ
だ
け
の
も
の
だ
っ

た
。
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
が
貧
民
を
「
扶
養
す
るentretenir

」
と
は
、
食
事
に
関
し
て
は
「
餓
死
し
な
い
程
度
の
物
を
与
え

る
」
と
い
う
意
味
だ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
れ
が
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
創
設
を
進
言
し
た
ラ
モ
ワ
ニ
ョ
ン
ᷭ
の
云
う
「
Ẃ
獄
の
苦
し

み
」
を
与
え
る
意
味
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

他
方
、
聖
職
者
た
ち
は
、「
第
一
食
卓la

prem
ière

table

」
で
特
別
の
メ
ニ
ュ
を
供
さ
れ
て
い
た
。
パ
ン
は
五
カ
ル
ト
ロ
ン
、
肉

は
一
リ
ー
ヴ
ル
、
ワ
イ
ン
は
一
リ
ッ
ト
ル
が
基
本
で
、
木
曜
と
日
曜
に
は
前
菜
の
後
に
ア
ン
ト
レ
が
出
さ
れ
、
金
曜
と
土
曜
の
昼
食

に
は
野
菜
添
え
の
魚
料
理
か
卵
料
理
が
、
夕
食
に
は
サ
ラ
ダ
と
卵
の
皿
が
供
さ
れ
た
。
そ
し
て
午
後
か
晩
に
は
「
軽
食collation

」

と
し
て
、
サ
ラ
ダ
、
チ
ー
ズ
、
乾
し
ス
モ
モ
が
出
た
。
四
旬
節
の
期
間
は
肉
を
摂
る
こ
と
は
控
え
ら
れ
た
の
で
、
魚
主
体
の
ご
馳
走

だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
日
曜
と
木
曜
は
新
鮮
な
魚
と
レ
ン
ズ
豆
か
米
添
え
、
月
曜
と
金
曜
は
、
鰊
、
レ
ン
ズ
豆
、
ほ
う
れ
ん
草
添

え
、
火
曜
と
土
曜
は
鱈
と
米
、
木
曜
は
鮭
と
ソ
ラ
豆
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。[C

arrez,p.161]

四
旬
節
の
期
間
は
、
一
般
に
カ
ト

リ
ッ
ク
教
徒
は
節
制
と
断
食
を
す
る
建
前
だ
っ
た
が
、
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の
聖
職
者
た
ち
は
案
外
ご
馳
走
を
食
べ
て
い
た
の

(ùû
)
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
は
定
期
市
も
立
ち
、
小
金
を
も
っ
て
い
る
入
所
者
は
、
そ
こ
で
パ
ン
や
ワ
イ
ン
、
ブ
ラ
ン
デ
ー
、
果
物
、
ソ

ー
セ
ー
ジ
、
タ
バ
コ
な
ど
を
買
っ
た
と
い
う
。
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「
善
き
貧
民
」
の
「
肉
の
あ
る
曜
日
」、
日
曜
、
火
曜
、
木
曜
の
一
日
当
り
の
食
事
内
容
は
、
小
麦
パ
ン
五
カ
ル
ト
ロ
ン
（
五
六
二

グ
ラ
ム
）、
ブ
イ
ヨ
ン
五
〇
〇
㏄
、
肉
四
分
の
一
リ
ー
ヴ
ル
（
約
一
〇
〇
グ
ラ
ム
）
だ
っ
た
。「
肉
の
な
い
曜
日
」
は
、
パ
ン
と
ブ
イ

ヨ
ン
は
変
わ
ら
ず
、
肉
の
代
わ
り
に
バ
タ
ー
や
エ
ン
ド
ウ
豆
が
つ
い
て
い
た
。
少
年
少
女
は
、
パ
ン
や
ブ
イ
ヨ
ン
は
大
人
の
半
分
の

量
、
幼
児
に
は
粥
が
支
給
さ
れ
た
。

比
較
的
優
遇
さ
れ
た
の
は
、
妊
娠
中
の
女
性
と
出
産
し
て
授
乳
中
の
母
親
で
、「
肉
の
日
」
と
四
旬
節
に
は
パ
ン
、
ス
ー
プ
の
ほ

か
、
六
オ
ン
ス
（
一
八
〇
グ
ラ
ム
）
の
肉
が
、
そ
う
で
な
い
日
は
三
オ
ン
ス
の
バ
タ
ー
か
チ
ー
ズ
、
ま
た
は
エ
ン
ド
ウ
豆
か
ソ
ラ
豆

が
つ
い
て
い
た
。
同
じ
く
優
遇
さ
れ
た
の
は
六
〇
歳
以
上
の
高
齢
者
で
、
毎
食
半
ス
テ
ィ
エ
（
二
〇
〇
㏄
）
の
ワ
イ
ン
が
付
い
て
い

た
。こ

の
よ
う
に
普
通
の
入
所
者
の
食
事
は
極
め
て
単
調
な
メ
ニ
ュ
で
、
ま
た
食
材
に
十
分
に
火
が
通
っ
て
な
い
こ
と
も
多
く
、
食
べ

る
楽
し
み
を
感
じ
さ
せ
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
こ
の
た
め
、
小
金
を
も
っ
て
い
る
者
は
、
給
仕
人
に
幾
ら
か
渡
し
て
、
味
の
手
直
し
を

し
て
貰
っ
て
い
た(ùû)。
そ
う
し
た
散
財
を
で
き
な
い
者
は
、
黙
っ
て
出
さ
れ
た
も
の
を
食
べ
る
か
、
よ
ほ
ど
切
羽
詰
ま
れ
ば
、
中
庭
に

あ
る
玉
ね
ぎ
や
キ
ャ
ベ
ツ
な
ど
の
野
菜
ᷲ
を
拾
い
集
め
て
飢
え
を
凌
い
だ
と
い
う
。[B

oucher,p.59]

一
七
四
〇
年
頃
の
財
政
難
の
折
に
は
、
食
事
内
容
は
さ
ら
に
落
ち
た
。
小
麦
パ
ン
の
代
わ
り
に
ラ
イ
麦
や
大
麦
の
パ
ン
が
出
さ

れ
、
そ
の
量
も
減
ら
さ
れ
た
。
も
っ
と
ひ
ど
い
時
に
は
米
食
に
な
っ
た
。
コ
メ
は
家
畜
の
㕒
だ
っ
た
か
ら
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
人
に

は
嫌
わ
れ
、
不
平
不
満
が
噴
出
し
、
中
に
は
最
高
幹
部
会
宛
て
に
次
の
ご
と
き
抗
議
文
を
送
る
者
が
い
た
。「
貧
民
に
は
肉
の
代
わ

り
に
家
畜
の
㕒
用
の
雑
穀
と
サ
ラ
ダ
菜
な
ど
の
野
菜
ᷲ
が
出
さ
れ
て
い
る
。
理
事
会
は
言
い
訳
が
ま
し
く
、
豆
や
鰊
、
バ
タ
ー
や
チ

ー
ズ
は
身
体
に
入
れ
る
価
値
も
な
い
の
だ
と
、
う
そ
ぶ
い
て
い
る
。」[D

uval,p.67]

シ
ス
タ
ー
や
下
働
き
の
職
員
の
中
に
は
、
貧

民
の
食
事
を
へ
ず
っ
て
「
不
正
取
引trafic

」
を
す
る
者
も
い
て
、
入
所
者
の
憤
激
を
買
っ
た
。

ま
た
、
罪
を
犯
し
て
こ
こ
に
留
置
さ
れ
た
も
の
は
、
懲
罰
と
し
て
「
パ
ン
と
水
だ
け
」
し
か
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。

食
べ
る
場
所
も
厳
然
と
し
た
区
別
が
あ
っ
た
。
入
所
者
の
大
半
を
占
め
る
「
善
き
貧
民
」
と
子
ど
も
ら
は
大
食
堂
で
、
大
食
卓
に

並
ん
で
黙
っ
て
食
べ
た
。
そ
の
メ
ニ
ュ
は
質
量
と
も
に
貧
相
で
栄
養
も
カ
ロ
リ
ー
も
不
足
し
て
お
り
、
命
を
繋
ぐ
だ
け
の
も
の
だ
っ

た
。
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
が
貧
民
を
「
扶
養
す
るentretenir

」
と
は
、
食
事
に
関
し
て
は
「
餓
死
し
な
い
程
度
の
物
を
与
え

る
」
と
い
う
意
味
だ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
れ
が
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
創
設
を
進
言
し
た
ラ
モ
ワ
ニ
ョ
ン
ᷭ
の
云
う
「
Ẃ
獄
の
苦
し

み
」
を
与
え
る
意
味
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

他
方
、
聖
職
者
た
ち
は
、「
第
一
食
卓la
prem

ière
table

」
で
特
別
の
メ
ニ
ュ
を
供
さ
れ
て
い
た
。
パ
ン
は
五
カ
ル
ト
ロ
ン
、
肉

は
一
リ
ー
ヴ
ル
、
ワ
イ
ン
は
一
リ
ッ
ト
ル
が
基
本
で
、
木
曜
と
日
曜
に
は
前
菜
の
後
に
ア
ン
ト
レ
が
出
さ
れ
、
金
曜
と
土
曜
の
昼
食

に
は
野
菜
添
え
の
魚
料
理
か
卵
料
理
が
、
夕
食
に
は
サ
ラ
ダ
と
卵
の
皿
が
供
さ
れ
た
。
そ
し
て
午
後
か
晩
に
は
「
軽
食collation

」

と
し
て
、
サ
ラ
ダ
、
チ
ー
ズ
、
乾
し
ス
モ
モ
が
出
た
。
四
旬
節
の
期
間
は
肉
を
摂
る
こ
と
は
控
え
ら
れ
た
の
で
、
魚
主
体
の
ご
馳
走

だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
日
曜
と
木
曜
は
新
鮮
な
魚
と
レ
ン
ズ
豆
か
米
添
え
、
月
曜
と
金
曜
は
、
鰊
、
レ
ン
ズ
豆
、
ほ
う
れ
ん
草
添

え
、
火
曜
と
土
曜
は
鱈
と
米
、
木
曜
は
鮭
と
ソ
ラ
豆
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。[C

arrez,p.161]

四
旬
節
の
期
間
は
、
一
般
に
カ
ト

リ
ッ
ク
教
徒
は
節
制
と
断
食
を
す
る
建
前
だ
っ
た
が
、
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の
聖
職
者
た
ち
は
案
外
ご
馳
走
を
食
べ
て
い
た
の

(ùû
)
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
は
定
期
市
も
立
ち
、
小
金
を
も
っ
て
い
る
入
所
者
は
、
そ
こ
で
パ
ン
や
ワ
イ
ン
、
ブ
ラ
ン
デ
ー
、
果
物
、
ソ

ー
セ
ー
ジ
、
タ
バ
コ
な
ど
を
買
っ
た
と
い
う
。
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で
あ
る
。
あ
る
史
家
は
「
聖
職
者
の
俸
給
は
大
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
衣
食
住
に
関
し
て
は
上
等
だ
っ
た
。」
と
語
る
。[V

essier,

p.77]第
二
食
卓
で
は
、
会
計
係
、
巡
邏
と
衛
士
、
教
師
、
職
業
指
導
の
職
人
、
現
業
労
働
者
ら
が
、
パ
ン
五
カ
ル
ト
ロ
ン
、
肉
一
リ
ー

ヴ
ル
、
ワ
イ
ン
一
リ
ッ
ト
ル
の
メ
ニ
ュ
を
摂
っ
た
。
但
し
、
巡
邏
や
衛
士
が
ワ
イ
ン
や
食
事
を
隊
に
持
ち
帰
る
こ
と
、
ま
た
そ
こ
で

タ
バ
コ
を
喫
ん
だ
り
、
見
知
ら
ぬ
者
を
招
じ
入
れ
る
こ
と
は
固
く
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。

第
三
食
卓
で
は
、
シ
ス
タ
ー
が
、
五
カ
ル
ト
ロ
ン
の
パ
ン
、
肉
一
リ
ー
ヴ
ル
、
ワ
イ
ン
半
リ
ッ
ト
ル
な
ど
の
メ
ニ
ュ
を
、
庭
師
や

馬
丁
な
ど
現
業
部
門
の
労
働
者
は
パ
ン
の
量
が
増
え
、
逆
に
ワ
イ
ン
の
量
は
減
ら
さ
れ
た
。
さ
ら
に
共
同
寝
室
の
雑
務
係
の
女
性
ら

は
、
パ
ン
は
ラ
イ
麦
パ
ン
に
な
り
、
肉
の
量
も
半
リ
ー
ヴ
ル
、
ス
ー
プ
も
半
リ
ッ
ト
ル
に
減
ら
さ
れ
た
。

他
方
、
寄
宿
料
を
払
っ
た
入
所
者
は
、
格
段
に
恵
ま
れ
た
生
活
を
エ
ン
ジ
ョ
イ
で
き
た
。
こ
の
種
の
入
所
者
は
、
院
内
規
則
に
も

記
さ
れ
て
い
な
い
、
想
定
外
の
カ
テ
ゴ
リ
ィ
だ
っ
た
が
、
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
側
に
と
っ
て
は
現
金
収
入
を
も
た
ら
す
顧
客
だ

っ
た
の
で
、
大
事
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
裕
福
な
家
庭
が
、
不
品
行
な
娘
を
、
時
に
は
妻
を
、「
素
行
矯
正
」
の
た
め
に
こ
こ
に
預

け
る
こ
と
が
見
ら
れ
た
し
、
ま
た
裕
福
な
市
民
の
老
夫
婦
が
快
適
に
過
ご
せ
る
と
考
え
て
、
入
所
す
る
例
も
見
ら
れ
た
。
一
五
〇
リ

ー
ヴ
ル
の
個
別
ベ
ッ
ド
代
を
払
え
ば
、
独
り
で
ゆ
っ
く
り
眠
れ
た
し
、
さ
ら
に
六
〇
〇
リ
ー
ヴ
ル
を
支
払
え
ば
、
家
具
付
き
の
個
室

で
、
十
分
な
量
の
薪
で
ス
ト
ー
ヴ
を
焚
き
、
蝋
燭
を
た
っ
ぷ
り
点
し
て
夜
も
明
る
い
部
屋
で
過
ご
す
こ
と
が
で
き
た
。
料
金
は
一
〇

〇
リ
ー
ヴ
ル
か
ら
六
〇
〇
リ
ー
ヴ
ル
ま
で
、
段
階
的
に
設
定
さ
れ
て
い
た
。
寄
宿
料
を
払
っ
た
入
所
者
の
食
事
の
メ
ニ
ュ
は
聖
職
者

と
同
じ
だ
っ
た(ùü)。

こ
の
修
道
院
の
如
き
日
常
の
な
か
で
敢
え
て
愉
し
み
を
見
出
す
と
す
れ
ば
、
一
つ
は
家
族
と
の
面
会
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
大
祭

日
の
「
遠
足
」
だ
っ
た
。
家
族
と
の
面
会
は
午
後
二
時
に
短
時
間
許
さ
れ
て
い
た
。
久
し
振
り
の
再
会
で
あ
れ
こ
れ
と
四
方
山
話
に

耽
り
、
ま
た
何
が
し
か
の
小
遣
い
を
貰
え
た
者
は
、
館
内
の
売
店
で
食
料
、
酒
類
、
タ
バ
コ
な
ど
を
買
っ
て
楽
し
め
た
。

一
年
に
一
度
の
大
祭
日
に
は
、「
善
き
貧
民
」
の
中
で
歩
け
る
者
が
、
聖
職
者
や
シ
ス
タ
ー
ら
に
先
導
さ
れ
、
三
本
の
オ
ピ
タ

ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の
団
旗
を
掲
げ
て
、
シ
テ
島
の
ノ
ー
ト
ル
・
ダ
ム
寺
院
ま
で
ミ
サ
に
出
か
け
た
。
往
路
は
、
ジ
ャ
ル
ダ
ン
・
ド

ュ
・
ロ
ワ
通
り
な
ど
を
経
て
、
途
中
ピ
テ
ィ
エ
館
の
少
年
を
隊
列
に
加
え
て
、
モ
ベ
ー
ル
広
場
、
プ
テ
ィ
・
ポ
ン
を
経
て
ノ
ー
ト

ル
・
ダ
ム
寺
院
ま
で
、
復
路
は
サ
ン
・
ミ
ッ
シ
ェ
ル
の
噴
水
を
経
て
、
サ
ン
ト
・
ジ
ュ
ヌ
ヴ
ィ
エ
ー
ヴ
の
丘
を
通
っ
て
サ
ル
ペ
ト
リ

エ
ー
ル
館
ま
で
、
と
い
う
行
程
だ
っ
た
。
半
日
か
け
て
の
パ
リ
散
歩
は
、
閉
塞
さ
れ
た
空
間
で
単
調
な
生
活
を
し
て
い
る
入
所
者
の

息
抜
き
に
な
っ
た
に
違
い
な
い
。
あ
る
者
に
と
っ
て
は
「
見
納
め
の
パ
リ
風
景
」
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。[B

oucher,p.61]

ü
．
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
管
理
と
運
営

オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の
管
理
は
、
前
章
で
述
べ
た
如
く
、
高
等
法
院
主
席
検
事
、
同
第
一
議
長
、
パ
リ
大
司
教
、
会
計
法
院

議
長
、
租
税
法
院
議
長
、
パ
リ
商
人
頭
、
警
察
長
官
か
ら
成
る
「
最
高
幹
部
会
」
が
全
体
を
統
轄
し
、
そ
の
下
に
二
六
名
の
理
事

adm
inistrateurs

か
ら
成
る
「
総
務
会
」
を
置
く
と
い
う
体
制
だ
っ
た
。
理
事
の
中
か
ら
、
さ
ら
に
ピ
テ
ィ
エ
館
、
ビ
セ
ー
ト
ル
館
、

(ùü
)
寄
宿
料
を
払
う
入
所
者
数
は
も
ち
ろ
ん
時
期
に
よ
り
変
動
す
る
が
、
カ
レ
に
よ
れ
ば
、
一
七
六
一
年
か
ら
九
一
年
ま
で
の
期
間
に
は
、

入
所
者
の
六
～
七
％
が
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ィ
だ
っ
た
と
い
う
。
だ
が
こ
の
慣
行
が
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
本
来
の
目
的
に
合
致
し
て
い
な

い
の
で
は
と
、
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。[C

arrez,p.158]
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で
あ
る
。
あ
る
史
家
は
「
聖
職
者
の
俸
給
は
大
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
衣
食
住
に
関
し
て
は
上
等
だ
っ
た
。」
と
語
る
。[V

essier,

p.77]第
二
食
卓
で
は
、
会
計
係
、
巡
邏
と
衛
士
、
教
師
、
職
業
指
導
の
職
人
、
現
業
労
働
者
ら
が
、
パ
ン
五
カ
ル
ト
ロ
ン
、
肉
一
リ
ー

ヴ
ル
、
ワ
イ
ン
一
リ
ッ
ト
ル
の
メ
ニ
ュ
を
摂
っ
た
。
但
し
、
巡
邏
や
衛
士
が
ワ
イ
ン
や
食
事
を
隊
に
持
ち
帰
る
こ
と
、
ま
た
そ
こ
で

タ
バ
コ
を
喫
ん
だ
り
、
見
知
ら
ぬ
者
を
招
じ
入
れ
る
こ
と
は
固
く
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。

第
三
食
卓
で
は
、
シ
ス
タ
ー
が
、
五
カ
ル
ト
ロ
ン
の
パ
ン
、
肉
一
リ
ー
ヴ
ル
、
ワ
イ
ン
半
リ
ッ
ト
ル
な
ど
の
メ
ニ
ュ
を
、
庭
師
や

馬
丁
な
ど
現
業
部
門
の
労
働
者
は
パ
ン
の
量
が
増
え
、
逆
に
ワ
イ
ン
の
量
は
減
ら
さ
れ
た
。
さ
ら
に
共
同
寝
室
の
雑
務
係
の
女
性
ら

は
、
パ
ン
は
ラ
イ
麦
パ
ン
に
な
り
、
肉
の
量
も
半
リ
ー
ヴ
ル
、
ス
ー
プ
も
半
リ
ッ
ト
ル
に
減
ら
さ
れ
た
。

他
方
、
寄
宿
料
を
払
っ
た
入
所
者
は
、
格
段
に
恵
ま
れ
た
生
活
を
エ
ン
ジ
ョ
イ
で
き
た
。
こ
の
種
の
入
所
者
は
、
院
内
規
則
に
も

記
さ
れ
て
い
な
い
、
想
定
外
の
カ
テ
ゴ
リ
ィ
だ
っ
た
が
、
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
側
に
と
っ
て
は
現
金
収
入
を
も
た
ら
す
顧
客
だ

っ
た
の
で
、
大
事
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
裕
福
な
家
庭
が
、
不
品
行
な
娘
を
、
時
に
は
妻
を
、「
素
行
矯
正
」
の
た
め
に
こ
こ
に
預

け
る
こ
と
が
見
ら
れ
た
し
、
ま
た
裕
福
な
市
民
の
老
夫
婦
が
快
適
に
過
ご
せ
る
と
考
え
て
、
入
所
す
る
例
も
見
ら
れ
た
。
一
五
〇
リ

ー
ヴ
ル
の
個
別
ベ
ッ
ド
代
を
払
え
ば
、
独
り
で
ゆ
っ
く
り
眠
れ
た
し
、
さ
ら
に
六
〇
〇
リ
ー
ヴ
ル
を
支
払
え
ば
、
家
具
付
き
の
個
室

で
、
十
分
な
量
の
薪
で
ス
ト
ー
ヴ
を
焚
き
、
蝋
燭
を
た
っ
ぷ
り
点
し
て
夜
も
明
る
い
部
屋
で
過
ご
す
こ
と
が
で
き
た
。
料
金
は
一
〇

〇
リ
ー
ヴ
ル
か
ら
六
〇
〇
リ
ー
ヴ
ル
ま
で
、
段
階
的
に
設
定
さ
れ
て
い
た
。
寄
宿
料
を
払
っ
た
入
所
者
の
食
事
の
メ
ニ
ュ
は
聖
職
者

と
同
じ
だ
っ
た(ùü)。

こ
の
修
道
院
の
如
き
日
常
の
な
か
で
敢
え
て
愉
し
み
を
見
出
す
と
す
れ
ば
、
一
つ
は
家
族
と
の
面
会
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
大
祭

日
の
「
遠
足
」
だ
っ
た
。
家
族
と
の
面
会
は
午
後
二
時
に
短
時
間
許
さ
れ
て
い
た
。
久
し
振
り
の
再
会
で
あ
れ
こ
れ
と
四
方
山
話
に

耽
り
、
ま
た
何
が
し
か
の
小
遣
い
を
貰
え
た
者
は
、
館
内
の
売
店
で
食
料
、
酒
類
、
タ
バ
コ
な
ど
を
買
っ
て
楽
し
め
た
。

一
年
に
一
度
の
大
祭
日
に
は
、「
善
き
貧
民
」
の
中
で
歩
け
る
者
が
、
聖
職
者
や
シ
ス
タ
ー
ら
に
先
導
さ
れ
、
三
本
の
オ
ピ
タ

ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の
団
旗
を
掲
げ
て
、
シ
テ
島
の
ノ
ー
ト
ル
・
ダ
ム
寺
院
ま
で
ミ
サ
に
出
か
け
た
。
往
路
は
、
ジ
ャ
ル
ダ
ン
・
ド

ュ
・
ロ
ワ
通
り
な
ど
を
経
て
、
途
中
ピ
テ
ィ
エ
館
の
少
年
を
隊
列
に
加
え
て
、
モ
ベ
ー
ル
広
場
、
プ
テ
ィ
・
ポ
ン
を
経
て
ノ
ー
ト

ル
・
ダ
ム
寺
院
ま
で
、
復
路
は
サ
ン
・
ミ
ッ
シ
ェ
ル
の
噴
水
を
経
て
、
サ
ン
ト
・
ジ
ュ
ヌ
ヴ
ィ
エ
ー
ヴ
の
丘
を
通
っ
て
サ
ル
ペ
ト
リ

エ
ー
ル
館
ま
で
、
と
い
う
行
程
だ
っ
た
。
半
日
か
け
て
の
パ
リ
散
歩
は
、
閉
塞
さ
れ
た
空
間
で
単
調
な
生
活
を
し
て
い
る
入
所
者
の

息
抜
き
に
な
っ
た
に
違
い
な
い
。
あ
る
者
に
と
っ
て
は
「
見
納
め
の
パ
リ
風
景
」
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。[B

oucher,p.61]

ü
．
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
管
理
と
運
営

オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の
管
理
は
、
前
章
で
述
べ
た
如
く
、
高
等
法
院
主
席
検
事
、
同
第
一
議
長
、
パ
リ
大
司
教
、
会
計
法
院

議
長
、
租
税
法
院
議
長
、
パ
リ
商
人
頭
、
警
察
長
官
か
ら
成
る
「
最
高
幹
部
会
」
が
全
体
を
統
轄
し
、
そ
の
下
に
二
六
名
の
理
事

adm
inistrateurs

か
ら
成
る
「
総
務
会
」
を
置
く
と
い
う
体
制
だ
っ
た
。
理
事
の
中
か
ら
、
さ
ら
に
ピ
テ
ィ
エ
館
、
ビ
セ
ー
ト
ル
館
、

(ùü
)
寄
宿
料
を
払
う
入
所
者
数
は
も
ち
ろ
ん
時
期
に
よ
り
変
動
す
る
が
、
カ
レ
に
よ
れ
ば
、
一
七
六
一
年
か
ら
九
一
年
ま
で
の
期
間
に
は
、

入
所
者
の
六
～
七
％
が
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ィ
だ
っ
た
と
い
う
。
だ
が
こ
の
慣
行
が
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
本
来
の
目
的
に
合
致
し
て
い
な

い
の
で
は
と
、
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。[C

arrez,p.158]
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サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
を
担
当
す
る
「
コ
ミ
セ
ー
ル
」
が
選
任
さ
れ
た
。
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
担
当
理
事

コ
ミ
セ
ー
ル

は
当
初
は
七
名
だ
っ

た
。

理
事
職

理
事
職
は
、
パ
リ
の
上
層
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
で
社
会
的
信
用
の
あ
る
者
と
、
王
政
の
高
位
高
官
か
ら
選
ば
れ
て
い
た
が
、
よ
く
云

わ
れ
る
よ
う
に
、
す
べ
て
世
俗
信
徒
だ
っ
た
。
と
は
い
え
、
彼
ら
が
信
仰
心
が
薄
い
な
ど
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
初
期
の
理
事
ら

は
サ
ン
・
サ
ク
ル
マ
ン
信
心
会
に
属
す
る
者
が
、
理
事
会
の
凡
そ
半
数
を
占
め
て
い
た
し
、
一
八
世
紀
前
半
に
は
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト

が
優
勢
に
な
っ
て
ゆ
く
。
こ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
内
部
の
宗
派
間
対
立
は
、
謂
わ
ば
通
奏
低
音
の
ご
と
く
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
内
に

存
在
し
て
い
た
。

理
事
職
は
と
く
に
任
期
は
な
く
、
終
身
の
名
誉
職
で
無
報
酬
だ
っ
た
が
、
そ
の
代
わ
り
に
、
後
見
役
の
免
除
、
夜
警
や
歩
ḗ
義
務

な
ど
世
俗
的
義
務
を
免
除
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
前
章
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
各
館
の
担
当
理
事
は
、
そ
こ
で
施
設
会
議
を
開
い

て
、
各
館
の
抱
え
る
あ
ら
ゆ
る
問
題
に
つ
い
て
報
告
を
受
け
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
討
議
し
、
そ
の
結
果
を
上
部
の
総
務
会
に
報
告

し
、
諒
承
を
得
て
い
た
。

各
館
の
理
事
会
は
実
に
広
範
な
業
務
を
監
督
し
て
い
た
。
入
所
者
に
つ
い
て
云
う
な
ら
、「
善
き
貧
民
」
の
選
別
と
入
退
所
の
許

可
、
犯
罪
者
な
ど
の
処
遇
の
適
否
、
健
康
や
衛
生
の
管
理
な
ど
で
あ
る
。
建
物
の
補
修
や
新
た
な
施
設
の
建
設
計
画
策
定
な
ど
も
あ

っ
た
。
館
全
体
の
人
事
権
も
も
っ
て
お
り
、
シ
ス
タ
ー
な
ど
上
級
職
員
の
選
考
と
承
認
、
主
任
司
祭
な
ど
聖
職
者
の
承
認
な
ど
を
行

使
し
た
。

オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
は
国
王
か
ら
警
察
権

ポ

リ

ス

も
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で
、
理
事
会
は
そ
の
実
働
部
隊
で
あ
る
巡
邏
を
選
任
し
、

指
揮
し
た
。
巡
邏
は
武
器
を
携
行
し
て
、
街
中
で
物
乞
い
す
る
貧
民
を
捕
捉
連
行
す
る
業
務
を
担
っ
た
。
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に

は
四
〇
名
の
巡
邏
が
い
て
、
一
〇
名
か
ら
な
る
分
遣
隊
に
編
成
さ
れ
、
分
遣
隊
長
が
束
ね
て
い
た
。
彼
ら
は
白
い
制
服
に
ブ
ル
ー
の

ヴ
ェ
ス
ト
、
赤
い
靴
下
を
履
き
帽
子
を
被
っ
て
い
た
。
ヴ
ェ
ス
ト
の
襟
の
折
り
返
し
部
分
に
は
黄
色
の
ボ
タ
ン
が
輝
い
て
い
た
と
い

う
。[C

arrez,p.79]

巡
邏
が
物
乞
い
貧
民
を
無
理
や
り
に
捕
捉
・
連
行
し
よ
う
と
す
る
と
、
パ
リ
ジ
ャ
ン
は
そ
れ
を
阻
止
し
よ
う

と
実
力
行
使
に
で
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
生
じ
た
。
ま
た
管
内
で
は
衛
士
や
守
衛
が
交
代
で
、
若
い
貧
民
た
ち
の
食
事
や
ミ
サ
、
と
り

わ
け
作
業
監
視
に
当
た
っ
た
。

理
事
の
大
事
な
務
め
は
財
政
運
営
だ
っ
た
。
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
は
基
本
的
に
は
自
主
財
源
で
運
営
す
る
原
則
だ
っ
た
か

ら
、
そ
の
財
源
確
保
と
費
用
の
合
理
的
な
配
分
も
、
そ
の
裁
量
に
掛
か
っ
て
い
た
。
そ
の
財
務
会
計
に
つ
い
て
は
、
誠
に
残
念
な
こ

と
に
、
パ
リ
・
コ
ン
ミ
ュ
ー
ン
時
の
火
災
で
史
料
が
大
部
分
焼
失
し
て
し
ま
い
全
貌
が
掴
め
な
い
。
一
般
的
に
云
う
な
ら
、
オ
ピ
タ

ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
全
体
の
財
源
確
保
の
手
段
は
、
篤
信
家
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
や
高
位
高
官
、
貴
族
、
さ
ら
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
や
修
道

院
か
ら
の
寄
付
金
や
遺
贈
金
で
あ
っ
た
。
一
般
市
民
か
ら
の
寄
付
金
を
募
ろ
う
と
、
教
会
な
ど
に
賽
銭
箱
を
置
い
た
が
、
中
身
は
少

な
か
っ
た
。
と
云
う
の
も
、
王
令
は
市
民
の
乞
食
へ
の
「
手
ず
か
ら
の
施
し
」
を
固
く
禁
じ
て
い
た
か
ら
で
、
そ
の
禁
令
が
皮
肉
な

こ
と
に
こ
こ
に
影
響
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

王
権
は
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
創
設
後
し
ば
ら
く
の
間
は
補
助
金
を
下
賜
し
た
が
、
一
六
九
〇
年
以
降
は
こ
れ
を
停
止
し
た(ùý)。

総
じ
て
云
え
ば
、
パ
リ
の
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
は
慢
性
的
に
赤
字
だ
っ
た
。
こ
の
た
め
総
務
会
は
絶
え
ず
借
入
金
に
頼
ら
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
一
七
四
〇
年
秋
に
は
六
回
に
分
け
て
、
総
額
二
〇
五
万
リ
ー
ヴ
ル
を
公
証
人
か
ら
借
り
入
れ
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サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
を
担
当
す
る
「
コ
ミ
セ
ー
ル
」
が
選
任
さ
れ
た
。
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
担
当
理
事

コ
ミ
セ
ー
ル

は
当
初
は
七
名
だ
っ

た
。

理
事
職

理
事
職
は
、
パ
リ
の
上
層
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
で
社
会
的
信
用
の
あ
る
者
と
、
王
政
の
高
位
高
官
か
ら
選
ば
れ
て
い
た
が
、
よ
く
云

わ
れ
る
よ
う
に
、
す
べ
て
世
俗
信
徒
だ
っ
た
。
と
は
い
え
、
彼
ら
が
信
仰
心
が
薄
い
な
ど
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
初
期
の
理
事
ら

は
サ
ン
・
サ
ク
ル
マ
ン
信
心
会
に
属
す
る
者
が
、
理
事
会
の
凡
そ
半
数
を
占
め
て
い
た
し
、
一
八
世
紀
前
半
に
は
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト

が
優
勢
に
な
っ
て
ゆ
く
。
こ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
内
部
の
宗
派
間
対
立
は
、
謂
わ
ば
通
奏
低
音
の
ご
と
く
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
内
に

存
在
し
て
い
た
。

理
事
職
は
と
く
に
任
期
は
な
く
、
終
身
の
名
誉
職
で
無
報
酬
だ
っ
た
が
、
そ
の
代
わ
り
に
、
後
見
役
の
免
除
、
夜
警
や
歩
ḗ
義
務

な
ど
世
俗
的
義
務
を
免
除
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
前
章
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
各
館
の
担
当
理
事
は
、
そ
こ
で
施
設
会
議
を
開
い

て
、
各
館
の
抱
え
る
あ
ら
ゆ
る
問
題
に
つ
い
て
報
告
を
受
け
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
討
議
し
、
そ
の
結
果
を
上
部
の
総
務
会
に
報
告

し
、
諒
承
を
得
て
い
た
。

各
館
の
理
事
会
は
実
に
広
範
な
業
務
を
監
督
し
て
い
た
。
入
所
者
に
つ
い
て
云
う
な
ら
、「
善
き
貧
民
」
の
選
別
と
入
退
所
の
許

可
、
犯
罪
者
な
ど
の
処
遇
の
適
否
、
健
康
や
衛
生
の
管
理
な
ど
で
あ
る
。
建
物
の
補
修
や
新
た
な
施
設
の
建
設
計
画
策
定
な
ど
も
あ

っ
た
。
館
全
体
の
人
事
権
も
も
っ
て
お
り
、
シ
ス
タ
ー
な
ど
上
級
職
員
の
選
考
と
承
認
、
主
任
司
祭
な
ど
聖
職
者
の
承
認
な
ど
を
行

使
し
た
。

オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
は
国
王
か
ら
警
察
権

ポ

リ

ス

も
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で
、
理
事
会
は
そ
の
実
働
部
隊
で
あ
る
巡
邏
を
選
任
し
、

指
揮
し
た
。
巡
邏
は
武
器
を
携
行
し
て
、
街
中
で
物
乞
い
す
る
貧
民
を
捕
捉
連
行
す
る
業
務
を
担
っ
た
。
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に

は
四
〇
名
の
巡
邏
が
い
て
、
一
〇
名
か
ら
な
る
分
遣
隊
に
編
成
さ
れ
、
分
遣
隊
長
が
束
ね
て
い
た
。
彼
ら
は
白
い
制
服
に
ブ
ル
ー
の

ヴ
ェ
ス
ト
、
赤
い
靴
下
を
履
き
帽
子
を
被
っ
て
い
た
。
ヴ
ェ
ス
ト
の
襟
の
折
り
返
し
部
分
に
は
黄
色
の
ボ
タ
ン
が
輝
い
て
い
た
と
い

う
。[C

arrez,p.79]

巡
邏
が
物
乞
い
貧
民
を
無
理
や
り
に
捕
捉
・
連
行
し
よ
う
と
す
る
と
、
パ
リ
ジ
ャ
ン
は
そ
れ
を
阻
止
し
よ
う

と
実
力
行
使
に
で
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
生
じ
た
。
ま
た
管
内
で
は
衛
士
や
守
衛
が
交
代
で
、
若
い
貧
民
た
ち
の
食
事
や
ミ
サ
、
と
り

わ
け
作
業
監
視
に
当
た
っ
た
。

理
事
の
大
事
な
務
め
は
財
政
運
営
だ
っ
た
。
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
は
基
本
的
に
は
自
主
財
源
で
運
営
す
る
原
則
だ
っ
た
か

ら
、
そ
の
財
源
確
保
と
費
用
の
合
理
的
な
配
分
も
、
そ
の
裁
量
に
掛
か
っ
て
い
た
。
そ
の
財
務
会
計
に
つ
い
て
は
、
誠
に
残
念
な
こ

と
に
、
パ
リ
・
コ
ン
ミ
ュ
ー
ン
時
の
火
災
で
史
料
が
大
部
分
焼
失
し
て
し
ま
い
全
貌
が
掴
め
な
い
。
一
般
的
に
云
う
な
ら
、
オ
ピ
タ

ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
全
体
の
財
源
確
保
の
手
段
は
、
篤
信
家
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
や
高
位
高
官
、
貴
族
、
さ
ら
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
や
修
道

院
か
ら
の
寄
付
金
や
遺
贈
金
で
あ
っ
た
。
一
般
市
民
か
ら
の
寄
付
金
を
募
ろ
う
と
、
教
会
な
ど
に
賽
銭
箱
を
置
い
た
が
、
中
身
は
少

な
か
っ
た
。
と
云
う
の
も
、
王
令
は
市
民
の
乞
食
へ
の
「
手
ず
か
ら
の
施
し
」
を
固
く
禁
じ
て
い
た
か
ら
で
、
そ
の
禁
令
が
皮
肉
な

こ
と
に
こ
こ
に
影
響
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

王
権
は
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
創
設
後
し
ば
ら
く
の
間
は
補
助
金
を
下
賜
し
た
が
、
一
六
九
〇
年
以
降
は
こ
れ
を
停
止
し
た(ùý)。

総
じ
て
云
え
ば
、
パ
リ
の
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
は
慢
性
的
に
赤
字
だ
っ
た
。
こ
の
た
め
総
務
会
は
絶
え
ず
借
入
金
に
頼
ら
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
一
七
四
〇
年
秋
に
は
六
回
に
分
け
て
、
総
額
二
〇
五
万
リ
ー
ヴ
ル
を
公
証
人
か
ら
借
り
入
れ
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た
と
い
う
。[Etienne,p.754 (ù7
)]

パ
リ
の
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
は
全
体
と
し
て
予
算
編
成
し
て
い
た
の
で
、
各
館
が
個
別
に
収
入
確
保
す
る
余
地
は
小
さ
か
っ

た
の
だ
が
、
唯
一
確
か
な
手
段
は
有
料
入
所
者
の
受
入
れ
だ
っ
た
。
そ
れ
を
示
す
史
料
が
あ
る
の
で
紹
介
す
る
。
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー

ル
館
の
一
七
八
九
年
の
収
支
状
況
で
あ
る
。[C

arrez,pp,70-72]

こ
の
年
の
収
入
総
額
は
八
七
六
〇
〇
リ
ー
ヴ
ル
、
以
下
に
金
額

の
大
き
い
項
目
を
示
す
。（
単
位
は
リ
ー
ヴ
ル
）

寄
宿
料

二
〇
八
九
一

差
額
ベ
ッ
ド
代
金

一
七
九
四
〇

サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
作
業
所
で
製
造
さ
れ
た
衣
服
類
の
販
売

一
六
九
九
八

ワ
イ
ン
の
販
売

九
二
一
四

捨
子
養
育
院
へ
の
薬
剤
提
供
へ
の
見
返
り

六
三
三
七

こ
の
他
、
死
亡
し
た
入
所
者
の
ボ
ロ
着
販
売

三
三
一
六
、
小
店
舗
・
住
宅
賃
貸

二
七
九
〇
、
賽
銭
箱
へ
の
寄
付
一
九
二
な
ど
。

「
有
料
入
所
者
」
が
払
う
寄
宿
料
と
差
額
ベ
ッ
ド
代
金
が
、
総
収
入
の
実
に
四
四
％
を
占
め
て
い
る
。
そ
の
実
体
は
、
懲
治
監
の

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
入
れ
ら
れ
た
女
性
と
、
マ
ザ
ラ
ン
棟
に
入
居
し
て
い
る
老
夫
婦
で
あ
る
。
有
料
入
所
者
が
、
サ
ル
ペ

ト
リ
エ
ー
ル
館
に
と
っ
て
は
大
切
な
「
顧
客
」
だ
っ
た
こ
と
が
判
る
。

も
う
一
つ
は
、
意
外
な
こ
と
に
、
館
内
の
ア
ト
リ
エ
で
製
造
し
た
衣
類
の
販
売
収
入
で
あ
る
。
私
は
先
に
一
八
世
紀
半
ば
頃
、
館

内
ア
ト
リ
エ
で
製
造
さ
れ
た
リ
ネ
ン
類
や
布
地
は
自
家
消
費
用
と
記
し
た
が
、
右
の
事
実
は
こ
れ
に
修
正
を
迫
っ
て
い
る
。
サ
ン

ト
・
ク
レ
ー
ル
部
署
の
若
い
娘
た
ち
が
造
っ
た
「
刺
繍broderies

」
や
「
レ
ー
スdentelles

」
が
、
こ
れ
に
該
当
す
る
の
だ
ろ
う

か
。
革
命
勃
発
時
の
、
単
年
度
だ
け
の
事
実
か
ら
は
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
判
断
で
き
な
い
。

つ
い
で
に
、
支
出
に
つ
い
て
も
概
観
し
て
お
こ
う
。
こ
の
年
の
支
出
総
額
は
一
〇
九
八
一
三
リ
ー
ヴ
ル
、
原
表
に
は
実
に
細
々
と

し
た
費
目
が
羅
列
さ
れ
て
い
る
が
、
整
理
し
て
要
約
的
に
示
す
。（
単
位
は
リ
ー
ヴ
ル
）

人
件
費
（
俸
給
・
手
当
・
賃
銀
・
給
金
）
総
額

七
三
八
二
三

そ
の
内
訳
は
以
下
の
通
り

臨
時
任
用
の
シ
ス
タ
ー
、
雑
役
婦
へ
の
手
当
て

二
六
五
六
四

士
官
シ
ス
タ
ー
、
下
士
官
シ
ス
タ
ー
、
監
視
役
家
政
婦
な
ど
の
俸
給

一
七
八
三
六

ア
ト
リ
エ
の
親
方
、
職
人
、
使
用
人
の
給
金

一
一
〇
四
一

(ùý
)
国
王
か
ら
の
下
賜
金
は
一
六
六
二
年
が
最
も
多
額
で
一
九
万
リ
ー
ヴ
ル
、
以
下
数
年
お
き
に
三
万
リ
ー
ヴ
ル
か
ら
五
万
リ
ー
ヴ
ル
程
度

の
補
助
金
が
下
賜
さ
れ
た
と
い
う
。[Etienne,p.741]

エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
は
パ
リ
の
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の
財
務
状
況
を
概
観
し
て

い
る
が
、
本
人
も
云
う
よ
う
に
史
料
が
散
逸
し
て
お
り
情
報
は
断
片
的
だ
と
い
う
。
そ
れ
で
も
目
安
と
し
て
紹
介
す
れ
ば
、
一
七
五
〇
年

代
の
総
収
入
は
平
均
で
一
九
〇
万
リ
ー
ヴ
ル
、
総
支
出
は
二
〇
一
万
リ
ー
ヴ
ル
で
あ
る
。[Etienne,p.752]

つ
ま
り
一
〇
リ
ー
ヴ
ル
の

赤
字
で
あ
っ
た
。

(ù7
)
こ
の
年
、
前
述
し
た
が
、
財
政
難
の
た
め
に
入
所
者
の
食
事
は
質
量
と
も
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
。
パ
ン
の
量
は
五
カ
ル
ト
ロ
ン
か
ら
三

カ
ル
ト
ロ
ン
に
、
そ
の
埋
め
合
わ
せ
に
米
が
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
パ
ン
は
小
麦
パ
ン
か
ら
ラ
イ
麦
と
大
麦
の
パ
ン
に
な
っ
た
。

さ
ら
に
そ
の
後
、
ワ
イ
ン
は
供
さ
れ
な
く
な
っ
た
し
、
ビ
セ
ー
ト
ル
館
の
病
人
に
与
え
て
い
た
ワ
イ
ン
と
鶏
卵
は
メ
ニ
ュ
か
ら
消
え
た
。

[Etienne,p.751]
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た
と
い
う
。[Etienne,p.754 (ù7
)]

パ
リ
の
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
は
全
体
と
し
て
予
算
編
成
し
て
い
た
の
で
、
各
館
が
個
別
に
収
入
確
保
す
る
余
地
は
小
さ
か
っ

た
の
だ
が
、
唯
一
確
か
な
手
段
は
有
料
入
所
者
の
受
入
れ
だ
っ
た
。
そ
れ
を
示
す
史
料
が
あ
る
の
で
紹
介
す
る
。
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー

ル
館
の
一
七
八
九
年
の
収
支
状
況
で
あ
る
。[C

arrez,pp,70-72]

こ
の
年
の
収
入
総
額
は
八
七
六
〇
〇
リ
ー
ヴ
ル
、
以
下
に
金
額

の
大
き
い
項
目
を
示
す
。（
単
位
は
リ
ー
ヴ
ル
）

寄
宿
料

二
〇
八
九
一

差
額
ベ
ッ
ド
代
金

一
七
九
四
〇

サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
作
業
所
で
製
造
さ
れ
た
衣
服
類
の
販
売

一
六
九
九
八

ワ
イ
ン
の
販
売

九
二
一
四

捨
子
養
育
院
へ
の
薬
剤
提
供
へ
の
見
返
り

六
三
三
七

こ
の
他
、
死
亡
し
た
入
所
者
の
ボ
ロ
着
販
売

三
三
一
六
、
小
店
舗
・
住
宅
賃
貸

二
七
九
〇
、
賽
銭
箱
へ
の
寄
付
一
九
二
な
ど
。

「
有
料
入
所
者
」
が
払
う
寄
宿
料
と
差
額
ベ
ッ
ド
代
金
が
、
総
収
入
の
実
に
四
四
％
を
占
め
て
い
る
。
そ
の
実
体
は
、
懲
治
監
の

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
入
れ
ら
れ
た
女
性
と
、
マ
ザ
ラ
ン
棟
に
入
居
し
て
い
る
老
夫
婦
で
あ
る
。
有
料
入
所
者
が
、
サ
ル
ペ

ト
リ
エ
ー
ル
館
に
と
っ
て
は
大
切
な
「
顧
客
」
だ
っ
た
こ
と
が
判
る
。

も
う
一
つ
は
、
意
外
な
こ
と
に
、
館
内
の
ア
ト
リ
エ
で
製
造
し
た
衣
類
の
販
売
収
入
で
あ
る
。
私
は
先
に
一
八
世
紀
半
ば
頃
、
館

内
ア
ト
リ
エ
で
製
造
さ
れ
た
リ
ネ
ン
類
や
布
地
は
自
家
消
費
用
と
記
し
た
が
、
右
の
事
実
は
こ
れ
に
修
正
を
迫
っ
て
い
る
。
サ
ン

ト
・
ク
レ
ー
ル
部
署
の
若
い
娘
た
ち
が
造
っ
た
「
刺
繍broderies

」
や
「
レ
ー
スdentelles

」
が
、
こ
れ
に
該
当
す
る
の
だ
ろ
う

か
。
革
命
勃
発
時
の
、
単
年
度
だ
け
の
事
実
か
ら
は
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
判
断
で
き
な
い
。

つ
い
で
に
、
支
出
に
つ
い
て
も
概
観
し
て
お
こ
う
。
こ
の
年
の
支
出
総
額
は
一
〇
九
八
一
三
リ
ー
ヴ
ル
、
原
表
に
は
実
に
細
々
と

し
た
費
目
が
羅
列
さ
れ
て
い
る
が
、
整
理
し
て
要
約
的
に
示
す
。（
単
位
は
リ
ー
ヴ
ル
）

人
件
費
（
俸
給
・
手
当
・
賃
銀
・
給
金
）
総
額

七
三
八
二
三

そ
の
内
訳
は
以
下
の
通
り

臨
時
任
用
の
シ
ス
タ
ー
、
雑
役
婦
へ
の
手
当
て

二
六
五
六
四

士
官
シ
ス
タ
ー
、
下
士
官
シ
ス
タ
ー
、
監
視
役
家
政
婦
な
ど
の
俸
給

一
七
八
三
六

ア
ト
リ
エ
の
親
方
、
職
人
、
使
用
人
の
給
金

一
一
〇
四
一

(ùý
)
国
王
か
ら
の
下
賜
金
は
一
六
六
二
年
が
最
も
多
額
で
一
九
万
リ
ー
ヴ
ル
、
以
下
数
年
お
き
に
三
万
リ
ー
ヴ
ル
か
ら
五
万
リ
ー
ヴ
ル
程
度

の
補
助
金
が
下
賜
さ
れ
た
と
い
う
。[Etienne,p.741]

エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
は
パ
リ
の
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の
財
務
状
況
を
概
観
し
て

い
る
が
、
本
人
も
云
う
よ
う
に
史
料
が
散
逸
し
て
お
り
情
報
は
断
片
的
だ
と
い
う
。
そ
れ
で
も
目
安
と
し
て
紹
介
す
れ
ば
、
一
七
五
〇
年

代
の
総
収
入
は
平
均
で
一
九
〇
万
リ
ー
ヴ
ル
、
総
支
出
は
二
〇
一
万
リ
ー
ヴ
ル
で
あ
る
。[Etienne,p.752]

つ
ま
り
一
〇
リ
ー
ヴ
ル
の

赤
字
で
あ
っ
た
。

(ù7
)
こ
の
年
、
前
述
し
た
が
、
財
政
難
の
た
め
に
入
所
者
の
食
事
は
質
量
と
も
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
。
パ
ン
の
量
は
五
カ
ル
ト
ロ
ン
か
ら
三

カ
ル
ト
ロ
ン
に
、
そ
の
埋
め
合
わ
せ
に
米
が
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
パ
ン
は
小
麦
パ
ン
か
ら
ラ
イ
麦
と
大
麦
の
パ
ン
に
な
っ
た
。

さ
ら
に
そ
の
後
、
ワ
イ
ン
は
供
さ
れ
な
く
な
っ
た
し
、
ビ
セ
ー
ト
ル
館
の
病
人
に
与
え
て
い
た
ワ
イ
ン
と
鶏
卵
は
メ
ニ
ュ
か
ら
消
え
た
。

[Etienne,p.751]
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会
計
係
補
佐
な
ど
職
員
の
俸
給

七
七
〇
八

労
働
者
の
賃
銀

五
八
四
五

聖
職
者
の
俸
給

五
五
二
九

入
所
者
へ
の
手
間
賃

八
七
三

ア
ト
リ
エ
の
道
具
と
原
材
料

小
計

七
七
六
七

そ
の
内
訳
は
以
下
の
通
り

紡
糸

二
四
二
五

加
工
用
木
材
・
鉄

二
六
七
一

新
品
の
道
具
・
道
具
の
補
修

二
六
七
一

他
に
は
、
ポ
ン
プ
・
建
物
の
補
修

八
〇
〇
三

細
々
と
し
た
食
費

五
八
一
九
、
馬
の
購
入

二
八
八
〇

聖
職
者
の
洗
濯
代

七
〇
二

な
ど
。

支
出
総
額
の
実
に
三
分
の
二
が
、
俸
給
・
給
金
・
賃
銀
な
ど
の
人
件
費
で
あ
る
。
中
で
も
、
常
勤
や
臨
時
の
シ
ス
タ
ー
な
ど
上
級

職
員
の
俸
給
が
大
き
な
割
合
を
占
め
て
い
る
。
一
八
世
紀
を
通
し
て
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
は
、
パ
リ
の
な
か
で
は
最
大
の
雇
用
機

会
を
作
っ
て
い
た
と
云
え
そ
う
だ
。

と
こ
ろ
で
、
右
の
支
出
費
目
に
最
大
の
費
目
た
る
「
食
糧
購
入
費
」
が
な
い
の
は
、
食
糧
は
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
全
体
で
購

入
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
パ
リ
の
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の
入
所
者
が
主
要
三
館
だ
け
で
も
八
千
人
余
、
こ
れ
に
住
み
込
み
の

シ
ス
タ
ー
や
諸
々
の
職
員
、
労
働
者
、
雑
役
婦
を
加
え
れ
ば
優
に
一
万
人
を
超
え
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
に
、
毎
日
の
食
事
を
供
給
す

る
の
は
、
費
用
と
労
力
が
要
る
業
務
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
た
め
当
初
は
一
六
人
も
の
理
事
が
そ
の
調
達
に
関
わ
っ
て
い
た(ù8)。

実
際
に
食
糧
品
や
備
品
の
調
達
に
当
た
る
の
は
、
各
館
の
「
会
計
係économ

e,receveur

」
で
あ
っ
て
、
会
計
係
補
佐
や
職
員
を
使

っ
て
、
出
来
る
だ
け
安
価
に
購
入
す
る
た
め
に
直
接
生
産
者
か
ら
仕
入
れ
た
り
、
そ
れ
が
で
き
な
い
物
は
市
場
で
購
入
し
た
。
購
入

リ
ス
ト
に
は
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
食
糧
品
と
備
品
、
燃
料
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
端
を
紹
介
し
て
お
く
。

食
糧
で
は
小
麦
、
ラ
イ
麦
、
米
、
牛
肉
、
羊
肉
、
ワ
イ
ン
、
バ
タ
ー
、
チ
ー
ズ
、
鶏
卵
、
各
種
豆
類
、
鰊
・
鱈
・
鮭
な
ど
の
魚

類
、
乾
し
ス
モ
モ
、
果
実
、
オ
リ
ー
ヴ
油
、
胡
桃
油
、
香
辛
料
（
胡
椒
・
丁
子
・
ナ
ツ
メ
グ
・
シ
ナ
モ
ン
）
な
ど
。
日
用
品
と
し
て

は
、
蝋
燭
、
照
明
用
油
、
薬
剤
、
木
靴
、
木
の
椀
、
石
鹸
、
灰
、
薪
・
木
炭
、
干
し
草
、
藁
な
ど
。
ア
ト
リ
エ
の
原
材
料
と
し
て

は
、
各
種
繊
維
類
、
布
地
、
羊
毛
、
亜
麻
、
鞣
し
皮
革
、
銅
・
鉄
・
錫
な
ど
の
金
属
類
、
釘
、
瓦
な
ど
。[C

arrez,p.69]

購
入
し

た
食
糧
は
ピ
テ
ィ
エ
館
、
シ
ピ
オ
ン
館
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
な
ど
の
倉
庫
に
保
管
さ
れ
た
。

聖
職
者

理
事
た
ち
の
業
務
が
専
ら
「
物
的m

atériel

、
世
俗
的tem

porel

」
な
も
の
だ
と
す
る
と
、
対
照
を
な
す
「
精
神
的
糧カ

テnourriture

spirituelle

」
を
与
え
る
の
が
、
聖
職
者
の
務
め
で
あ
っ
た
。
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
は
一
四
名
の
施
設
付
き
司
祭prêtre,

chapelain

が
住
み
込
ん
で
い
た
。
彼
ら
は
聖
務
日
課
を
斉
唱
し
、
そ
れ
に
従
っ
て
行
動
し
た
。
朝
夕
の
決
ま
っ
た
時
刻
に
共
同
寝

室
で
の
祈
り
、
午
前
と
午
後
の
チ
ャ
ペ
ル
や
教
会
で
の
祈
り
、
日
曜
日
の
大
ミ
サ
や
説
教
、
告
解
の
聴
聞
、
子
ど
も
た
ち
へ
の
教
理

問
答
に
よ
る
初
等
教
育
、
洗
礼
や
結
婚
、
と
り
わ
け
病
者
へ
の
終
油
な
ど
の
秘
蹟
な
ど
で
あ
る
。
高
齢
の
病
者
が
多
か
っ
た
サ
ル
ペ

(ù8
)
因
み
に
革
命
前
夜
の
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
全
体
の
食
糧
消
費
量
は
、
小
麦
二
二
〇
〇
ミ
ュ
イ
（
四
一
一
四
㎘
）、
ワ
イ
ン
三
〇
〇

〇
ミ
ュ
イ
（
八
一
〇
㎘
）、
牛
一
五
〇
〇
頭
、
羊
六
〇
〇
頭
、
仔
牛
六
〇
〇
頭
で
あ
る
。

パリのオピタル・ジェネラル

─ûü(ûû)─

成城・経済研究 第 ùûù 号（ù0ùú 年 øø 月）

─ûû(ûü)─



会
計
係
補
佐
な
ど
職
員
の
俸
給

七
七
〇
八

労
働
者
の
賃
銀

五
八
四
五

聖
職
者
の
俸
給

五
五
二
九

入
所
者
へ
の
手
間
賃

八
七
三

ア
ト
リ
エ
の
道
具
と
原
材
料

小
計

七
七
六
七

そ
の
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は
以
下
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通
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紡
糸

二
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五
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鉄
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〇
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、
馬
の
購
入

二
八
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者
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濯
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七
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な
ど
。
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出
総
額
の
実
に
三
分
の
二
が
、
俸
給
・
給
金
・
賃
銀
な
ど
の
人
件
費
で
あ
る
。
中
で
も
、
常
勤
や
臨
時
の
シ
ス
タ
ー
な
ど
上
級

職
員
の
俸
給
が
大
き
な
割
合
を
占
め
て
い
る
。
一
八
世
紀
を
通
し
て
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
は
、
パ
リ
の
な
か
で
は
最
大
の
雇
用
機

会
を
作
っ
て
い
た
と
云
え
そ
う
だ
。

と
こ
ろ
で
、
右
の
支
出
費
目
に
最
大
の
費
目
た
る
「
食
糧
購
入
費
」
が
な
い
の
は
、
食
糧
は
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
全
体
で
購

入
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
パ
リ
の
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の
入
所
者
が
主
要
三
館
だ
け
で
も
八
千
人
余
、
こ
れ
に
住
み
込
み
の

シ
ス
タ
ー
や
諸
々
の
職
員
、
労
働
者
、
雑
役
婦
を
加
え
れ
ば
優
に
一
万
人
を
超
え
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
に
、
毎
日
の
食
事
を
供
給
す

る
の
は
、
費
用
と
労
力
が
要
る
業
務
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
た
め
当
初
は
一
六
人
も
の
理
事
が
そ
の
調
達
に
関
わ
っ
て
い
た(ù8)。

実
際
に
食
糧
品
や
備
品
の
調
達
に
当
た
る
の
は
、
各
館
の
「
会
計
係économ

e,receveur

」
で
あ
っ
て
、
会
計
係
補
佐
や
職
員
を
使

っ
て
、
出
来
る
だ
け
安
価
に
購
入
す
る
た
め
に
直
接
生
産
者
か
ら
仕
入
れ
た
り
、
そ
れ
が
で
き
な
い
物
は
市
場
で
購
入
し
た
。
購
入

リ
ス
ト
に
は
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
食
糧
品
と
備
品
、
燃
料
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
端
を
紹
介
し
て
お
く
。

食
糧
で
は
小
麦
、
ラ
イ
麦
、
米
、
牛
肉
、
羊
肉
、
ワ
イ
ン
、
バ
タ
ー
、
チ
ー
ズ
、
鶏
卵
、
各
種
豆
類
、
鰊
・
鱈
・
鮭
な
ど
の
魚

類
、
乾
し
ス
モ
モ
、
果
実
、
オ
リ
ー
ヴ
油
、
胡
桃
油
、
香
辛
料
（
胡
椒
・
丁
子
・
ナ
ツ
メ
グ
・
シ
ナ
モ
ン
）
な
ど
。
日
用
品
と
し
て

は
、
蝋
燭
、
照
明
用
油
、
薬
剤
、
木
靴
、
木
の
椀
、
石
鹸
、
灰
、
薪
・
木
炭
、
干
し
草
、
藁
な
ど
。
ア
ト
リ
エ
の
原
材
料
と
し
て

は
、
各
種
繊
維
類
、
布
地
、
羊
毛
、
亜
麻
、
鞣
し
皮
革
、
銅
・
鉄
・
錫
な
ど
の
金
属
類
、
釘
、
瓦
な
ど
。[C

arrez,p.69]

購
入
し

た
食
糧
は
ピ
テ
ィ
エ
館
、
シ
ピ
オ
ン
館
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
な
ど
の
倉
庫
に
保
管
さ
れ
た
。

聖
職
者

理
事
た
ち
の
業
務
が
専
ら
「
物
的m

atériel
、
世
俗
的tem

porel

」
な
も
の
だ
と
す
る
と
、
対
照
を
な
す
「
精
神
的
糧カ

テnourriture

spirituelle

」
を
与
え
る
の
が
、
聖
職
者
の
務
め
で
あ
っ
た
。
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
は
一
四
名
の
施
設
付
き
司
祭prêtre,

chapelain

が
住
み
込
ん
で
い
た
。
彼
ら
は
聖
務
日
課
を
斉
唱
し
、
そ
れ
に
従
っ
て
行
動
し
た
。
朝
夕
の
決
ま
っ
た
時
刻
に
共
同
寝

室
で
の
祈
り
、
午
前
と
午
後
の
チ
ャ
ペ
ル
や
教
会
で
の
祈
り
、
日
曜
日
の
大
ミ
サ
や
説
教
、
告
解
の
聴
聞
、
子
ど
も
た
ち
へ
の
教
理

問
答
に
よ
る
初
等
教
育
、
洗
礼
や
結
婚
、
と
り
わ
け
病
者
へ
の
終
油
な
ど
の
秘
蹟
な
ど
で
あ
る
。
高
齢
の
病
者
が
多
か
っ
た
サ
ル
ペ

(ù8
)
因
み
に
革
命
前
夜
の
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
全
体
の
食
糧
消
費
量
は
、
小
麦
二
二
〇
〇
ミ
ュ
イ
（
四
一
一
四
㎘
）、
ワ
イ
ン
三
〇
〇

〇
ミ
ュ
イ
（
八
一
〇
㎘
）、
牛
一
五
〇
〇
頭
、
羊
六
〇
〇
頭
、
仔
牛
六
〇
〇
頭
で
あ
る
。
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ト
リ
エ
ー
ル
館
で
は
、「
塗
油
」
の
秘
蹟
は
重
要
で
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
週
当
番
が
夜
中
で
も
貧
民
の
寝
床
に
駆
け
つ
け
ら
れ
る

よ
う
に
待
機
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
毎
晩
教
会
の
聖
具
室
に
詰
め
て
、
保
管
を
任
さ
れ
た
聖
杯
、
銀
器
、
装
飾
品
な
ど
の
盗
難
に
備

え
た
。
ま
た
、
内
部
の
信
仰
心
の
篤
い
少
年
を
選
抜
し
て
聖
歌
隊
を
組
織
し
、
歌
唱
を
指
導
し
た
だ
け
で
な
く
、
読
み
書
き
、
教
理

問
答
な
ど
も
教
え
込
ん
だ
。
そ
し
て
儀
式
や
葬
儀
に
参
列
さ
せ
た
。

司
祭
に
は
厳
格
な
掟
が
あ
っ
た
。
服
装
は
白
い
短
衣

シ
ュ
ル
プ
リ

を
着
用
し
、
常
に
貧
民
や
病
者
に
精
神
的
な
助
け
を
与
え
る
こ
と
を
最
優
先

し
、
研
究
や
布
教
な
ど
の
活
動
は
自
粛
す
べ
き
と
さ
れ
た
。
ま
た
常
に
節
度
を
も
っ
て
行
動
し
、
感
情
の
高
ぶ
り
を
抑
え
て
淡
々
と

語
る
べ
き
と
さ
れ
た
。
女
性
と
の
接
触
は
厳
し
く
制
限
さ
れ
、
自
室
で
シ
ス
タ
ー
と
単
独
で
会
う
こ
と
は
厳
禁
で
あ
っ
た
。

司
祭
は
入
所
者
の
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
に
当
た
っ
た
が
、
な
か
で
も
熱
心
に
取
り
組
ん
だ
の
は
、
先
の
懲
治
監
の
「
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」

ブ
ロ
ッ
ク
に
入
れ
ら
れ
た
若
き
女
性
た
ち
の
矯
正
と
更
生
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
親
や
家
族
が
願
い
出
て
、「
放
縦
、
不
品
行
、
不

服
従
」
と
さ
れ
た
娘
た
ち
や
、
作
業
中
に
シ
ス
タ
ー
や
監
視
役
家
政
婦
に
反
抗
的
な
態
度
を
と
っ
た
婦
女
が
、
収
容
さ
れ
て
い
た
。

彼
女
ら
が
こ
う
し
た
態
度
を
示
す
の
は
、
信
仰
心
が
欠
如
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
だ
が
、
同
時
に
「
改
悛
の
余
地
が
あ
る
」、

「
矯
正
可
能corrigible

」
と
判
断
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
司
祭
は
そ
の
「
回
心conversion

」
に
努
め
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
司
祭
を
統
轄
す
る
の
が
「
主
任
司
祭

レ
ク
ト
ゥ
ー
ル

recteur
」
で
、
一
七
二
三
年
ま
で
は
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
主
任
司
祭
が
、

ピ
テ
ィ
エ
館
と
ビ
セ
ー
ト
ル
館
に
在
籍
す
る
司
祭
を
も
監
督
し
て
い
た
が
、
こ
の
年
以
降
は
各
館
に
主
任
司
祭
が
配
属
さ
れ
た
。
主

任
司
祭
を
選
任
す
る
の
は
、
規
則
上
で
は
総
務
会
で
あ
り
、
こ
れ
を
パ
リ
大
司
教
が
追
認
す
る
手
続
き
に
な
っ
て
い
た
が
、
実
際
に

は
こ
れ
が
う
ま
く
機
能
し
な
か
っ
た
。
主
任
司
祭
は
パ
リ
大
司
教
の
配
下
に
あ
る
こ
と
を
公
言
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
俗
信
徒

た
ち
の
理
事
会
と
は
折
り
合
い
が
悪
か
っ
た
。
機
構
的
に
は
総
務
会
理
事
の
監
督
下
に
あ
る
の
に
、
精
神
的
に
は
パ
リ
大
司
教
の
権

威
の
下
に
あ
る
と
い
う
「
二
重
性
」
が
、
現
場
に
混
乱
と
軋
轢
を
も
た
ら
し
た
。
一
八
世
紀
半
ば
に
ク
リ
ス
ト
フ
・
ド
・
ボ
ー
モ
ン

が
パ
リ
大
司
教
に
着
任
す
る
と
、
こ
の
二
重
性
が
表
面
化
し
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
院
長
人
事
を
め
ぐ
っ
て
国
王
を
巻
き
込
む

激
し
い
争
い
と
な
る
の
で
あ
る
。（
後
述
）

女
性
院
長
と
シ
ス
タ
ー
た
ち

さ
て
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
を
実
務
面
で
統
轄
し
た
の
が
女
性
院
長
で
あ
っ
た
。
院
長
は
定
期
的
に
ピ
テ
ィ
エ
館
で
開
か
れ
る

総
務
会
に
出
席
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
た
。
議
決
権
は
な
か
っ
た
が
、
発
言
権
を
有
し
、
現
場
の
声
を
理
事
た
ち
に
伝
え
た
。

オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の
職
員
は
恰
も
軍
隊
の
如
く
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
的
に
編
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
ト
ッ
プ
が
「
院
長la

supérieure

」
で
あ
っ
た(ù9)。
そ
の
直
属
の
部
下
が
「
士
官
シ
ス
タ
ーsoeur

officière

」
で
あ
り
、
そ
れ
を
補
佐
す
る
の
が
「
下
士
官

シ
ス
タ
ーsous-officière

」
で
あ
る
。
そ
の
下
に
、「
監
視
役
家
政
婦gouvernante

」
と
そ
の
補
佐
、
さ
ら
に
そ
の
配
下
に
さ
ま
ざ

ま
な
雑
役
婦
や
労
働
者
が
お
か
れ
た
。

女
性
院
長
は
総
務
会
で
選
任
さ
れ
る
が
、
歴
代
の
院
長
の
経
歴
を
見
る
と
、
長
く
勤
務
し
た
士
官
シ
ス
タ
ー
の
中
か
ら
選
出
さ
れ

る
例
が
多
い
。
つ
ま
り
シ
ス
タ
ー
と
し
て
の
勤
務
が
さ
ま
ざ
ま
面
か
ら
評
価
さ
れ
る
。
入
所
者
へ
の
態
度
、
部
下
の
統
率
力
、
事
務

(ù9
)
《Supérieur

(e)

》
は
「
上
官
、
上
司
、
修
道
院
長
、
修
道
会
施
設
の
長
」
の
意
味
だ
が
、
本
稿
で
は
「
女
性
院
長
」
と
訳
出
し
た
。
ま

た
《gouvernante

》
は
「
寡
夫
・
聖
職
者
を
世
話
す
る
家
政
婦
」
の
意
味
だ
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
役
割
を
考
慮
し
て
「
監
視
役
家
政
婦
」

と
表
記
す
る
。
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ト
リ
エ
ー
ル
館
で
は
、「
塗
油
」
の
秘
蹟
は
重
要
で
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
週
当
番
が
夜
中
で
も
貧
民
の
寝
床
に
駆
け
つ
け
ら
れ
る

よ
う
に
待
機
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
毎
晩
教
会
の
聖
具
室
に
詰
め
て
、
保
管
を
任
さ
れ
た
聖
杯
、
銀
器
、
装
飾
品
な
ど
の
盗
難
に
備

え
た
。
ま
た
、
内
部
の
信
仰
心
の
篤
い
少
年
を
選
抜
し
て
聖
歌
隊
を
組
織
し
、
歌
唱
を
指
導
し
た
だ
け
で
な
く
、
読
み
書
き
、
教
理

問
答
な
ど
も
教
え
込
ん
だ
。
そ
し
て
儀
式
や
葬
儀
に
参
列
さ
せ
た
。

司
祭
に
は
厳
格
な
掟
が
あ
っ
た
。
服
装
は
白
い
短
衣

シ
ュ
ル
プ
リ

を
着
用
し
、
常
に
貧
民
や
病
者
に
精
神
的
な
助
け
を
与
え
る
こ
と
を
最
優
先

し
、
研
究
や
布
教
な
ど
の
活
動
は
自
粛
す
べ
き
と
さ
れ
た
。
ま
た
常
に
節
度
を
も
っ
て
行
動
し
、
感
情
の
高
ぶ
り
を
抑
え
て
淡
々
と

語
る
べ
き
と
さ
れ
た
。
女
性
と
の
接
触
は
厳
し
く
制
限
さ
れ
、
自
室
で
シ
ス
タ
ー
と
単
独
で
会
う
こ
と
は
厳
禁
で
あ
っ
た
。

司
祭
は
入
所
者
の
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
に
当
た
っ
た
が
、
な
か
で
も
熱
心
に
取
り
組
ん
だ
の
は
、
先
の
懲
治
監
の
「
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」

ブ
ロ
ッ
ク
に
入
れ
ら
れ
た
若
き
女
性
た
ち
の
矯
正
と
更
生
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
親
や
家
族
が
願
い
出
て
、「
放
縦
、
不
品
行
、
不

服
従
」
と
さ
れ
た
娘
た
ち
や
、
作
業
中
に
シ
ス
タ
ー
や
監
視
役
家
政
婦
に
反
抗
的
な
態
度
を
と
っ
た
婦
女
が
、
収
容
さ
れ
て
い
た
。

彼
女
ら
が
こ
う
し
た
態
度
を
示
す
の
は
、
信
仰
心
が
欠
如
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
だ
が
、
同
時
に
「
改
悛
の
余
地
が
あ
る
」、

「
矯
正
可
能corrigible

」
と
判
断
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
司
祭
は
そ
の
「
回
心conversion

」
に
努
め
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
司
祭
を
統
轄
す
る
の
が
「
主
任
司
祭

レ
ク
ト
ゥ
ー
ル

recteur

」
で
、
一
七
二
三
年
ま
で
は
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
主
任
司
祭
が
、

ピ
テ
ィ
エ
館
と
ビ
セ
ー
ト
ル
館
に
在
籍
す
る
司
祭
を
も
監
督
し
て
い
た
が
、
こ
の
年
以
降
は
各
館
に
主
任
司
祭
が
配
属
さ
れ
た
。
主

任
司
祭
を
選
任
す
る
の
は
、
規
則
上
で
は
総
務
会
で
あ
り
、
こ
れ
を
パ
リ
大
司
教
が
追
認
す
る
手
続
き
に
な
っ
て
い
た
が
、
実
際
に

は
こ
れ
が
う
ま
く
機
能
し
な
か
っ
た
。
主
任
司
祭
は
パ
リ
大
司
教
の
配
下
に
あ
る
こ
と
を
公
言
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
俗
信
徒

た
ち
の
理
事
会
と
は
折
り
合
い
が
悪
か
っ
た
。
機
構
的
に
は
総
務
会
理
事
の
監
督
下
に
あ
る
の
に
、
精
神
的
に
は
パ
リ
大
司
教
の
権

威
の
下
に
あ
る
と
い
う
「
二
重
性
」
が
、
現
場
に
混
乱
と
軋
轢
を
も
た
ら
し
た
。
一
八
世
紀
半
ば
に
ク
リ
ス
ト
フ
・
ド
・
ボ
ー
モ
ン

が
パ
リ
大
司
教
に
着
任
す
る
と
、
こ
の
二
重
性
が
表
面
化
し
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
院
長
人
事
を
め
ぐ
っ
て
国
王
を
巻
き
込
む

激
し
い
争
い
と
な
る
の
で
あ
る
。（
後
述
）

女
性
院
長
と
シ
ス
タ
ー
た
ち

さ
て
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
を
実
務
面
で
統
轄
し
た
の
が
女
性
院
長
で
あ
っ
た
。
院
長
は
定
期
的
に
ピ
テ
ィ
エ
館
で
開
か
れ
る

総
務
会
に
出
席
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
た
。
議
決
権
は
な
か
っ
た
が
、
発
言
権
を
有
し
、
現
場
の
声
を
理
事
た
ち
に
伝
え
た
。

オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の
職
員
は
恰
も
軍
隊
の
如
く
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
的
に
編
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
ト
ッ
プ
が
「
院
長la

supérieure

」
で
あ
っ
た(ù9)。
そ
の
直
属
の
部
下
が
「
士
官
シ
ス
タ
ーsoeur

officière

」
で
あ
り
、
そ
れ
を
補
佐
す
る
の
が
「
下
士
官

シ
ス
タ
ーsous-officière

」
で
あ
る
。
そ
の
下
に
、「
監
視
役
家
政
婦gouvernante

」
と
そ
の
補
佐
、
さ
ら
に
そ
の
配
下
に
さ
ま
ざ

ま
な
雑
役
婦
や
労
働
者
が
お
か
れ
た
。

女
性
院
長
は
総
務
会
で
選
任
さ
れ
る
が
、
歴
代
の
院
長
の
経
歴
を
見
る
と
、
長
く
勤
務
し
た
士
官
シ
ス
タ
ー
の
中
か
ら
選
出
さ
れ

る
例
が
多
い
。
つ
ま
り
シ
ス
タ
ー
と
し
て
の
勤
務
が
さ
ま
ざ
ま
面
か
ら
評
価
さ
れ
る
。
入
所
者
へ
の
態
度
、
部
下
の
統
率
力
、
事
務

(ù9
)
《Supérieur

(e)

》
は
「
上
官
、
上
司
、
修
道
院
長
、
修
道
会
施
設
の
長
」
の
意
味
だ
が
、
本
稿
で
は
「
女
性
院
長
」
と
訳
出
し
た
。
ま

た
《gouvernante

》
は
「
寡
夫
・
聖
職
者
を
世
話
す
る
家
政
婦
」
の
意
味
だ
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
役
割
を
考
慮
し
て
「
監
視
役
家
政
婦
」

と
表
記
す
る
。
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処
理
能
力
、
と
り
わ
け
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
心
と
シ
ス
タ
ー
ら
し
い
徳
性
な
ど
が
重
視
さ
れ
る
の
だ
が
、
後
述
と
の
関
連
で
云
え
ば
、

ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
の
信
仰
心
と
い
う
特
殊
な
条
件
が
隠
さ
れ
て
い
た
。
と
い
う
の
は
、
総
務
会
の
理
事
た
ち
の
多
く
が
ジ
ャ
ン
セ
ニ

ス
ト
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
基
準
を
満
た
し
た
者
が
選
考
さ
れ
、
総
務
会
で
承
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
生
え
抜

き
で
叩
き
上
げ
の
人
物
が
選
ば
れ
る
の
が
慣
例
だ
っ
た
。

一
七
二
三
年
ま
で
は
、
先
の
主
任
司
祭
と
同
じ
く
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
院
長
が
他
の
二
館
の
院
長
を
兼
任
し
て
い
た
が
、

こ
の
年
以
降
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
館
に
女
性
院
長
が
置
か
れ
た
。
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
院
長
は
、
創
設
か
ら
閉
鎖
ま
で
の
凡
そ
一

四
〇
年
の
歴
史
に
お
い
て
も
、
ᷮ
か
に
八
人
を
数
え
る
だ
け
で
あ
る
。
な
か
で
も
在
任
期
間
の
長
い
の
は
次
の
三
名
で
あ
っ
た
。
パ

ン
カ
ト
ラ
ン
嬢
（
在
任
一
六
八
七
～
一
七
二
三
）、
バ
ー
イ
嬢
（
同
一
七
二
三
～
一
七
四
一
）、
マ
ダ
ム
・
モ
ワ
ザ
ン
（
同
一
七
四
九

～
一
七
七
六
）
の
三
人
で
あ
る
。

院
長
は
職
員
の
採
用
、
昇
進
、
配
置
換
え
な
ど
人
事
権
を
有
し
て
い
た
が
、
入
所
者
の
選
考
に
つ
い
て
も
一
定
の
権
限
を
も
っ
て

い
た
。
例
え
ば
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
子
ど
も
や
娘
、
あ
る
い
は
病
弱
な
高
齢
者
な
ど
を
入
所
さ
せ
た
い
親
や
親
族
と
面
談

し
、
そ
の
適
否
を
判
断
し
、
こ
れ
を
総
務
会
に
報
告
す
る
な
ど
で
あ
る
。（
但
し
、
決
定
権
は
院
長
に
は
な
く
総
務
会
が
も
っ
て
い

た
。）

ま
た
入
所
者
の
館
内
で
の
挙
動
に
も
注
意
を
払
い
、
職
員
間
の
も
め
事
や
不
祥
事
に
つ
い
て
も
把
握
し
、
総
務
会
に
報
告

し
対
処
を
仰
い
だ
。
懲
治
監
に
は
娼
婦
や
犯
罪
者
が
収
容
さ
れ
て
い
た
の
で
、
治
安
機
関
た
る
高
等
法
院
や
パ
リ
警
視
庁
と
は
密
接

な
連
絡
を
と
っ
て
い
た
。
三
六
年
間
も
院
長
職
を
務
め
た
パ
ン
カ
ト
ラ
ン
嬢
は
、
高
等
法
院
主
席
検
事
の
ギ
ヨ
ー
ム
・
フ
ラ
ン
ソ

ワ
・
ジ
ョ
リ
ィ
・
ド
・
フ
リ
ュ
リ
ィ
や
、
警
察
長
官
ダ
ル
ジ
ャ
ン
ソ
ン
、
大
司
教
と
も
親
し
く
交
わ
っ
た
と
云
わ
れ
て
い
る
。

[C
arrez,p.60]

後
段
の
マ
ダ
ム
・
モ
ワ
ザ
ン
も
同
様
で
あ
っ
た
。

院
長
は
直
属
の
部
下
で
あ
る
士
官
シ
ス
タ
ー
を
手
足
の
如
く
自
由
に
使
っ
た
し
、
細
か
い
注
意
を
与
え
て
指
導
監
督
し
た
。
毎

日
、
士
官
シ
ス
タ
ー
を
院
長
室
に
集
め
て
、
そ
の
日
の
出
来
事
を
報
告
さ
せ
、
的
確
な
指
示
を
与
え
た
。
シ
ス
タ
ー
の
服
装
の
乱
れ

に
は
殊
に
う
る
さ
く
、
ま
た
外
部
と
の
接
触
を
厳
し
く
監
視
し
た
。
ど
ん
な
人
物
で
あ
れ
、
い
か
な
る
理
由
で
あ
れ
、
彼
女
ら
が
自

室
に
他
人
を
招
じ
入
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
し
、
外
部
と
の
通
信
手
段
で
あ
る
手
紙
は
、
中
身
は
読
ま
れ
な
か
っ
た
が
、
通

信
相
手
は
す
べ
て
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
た
。

院
長
の
俸
給
は
一
八
世
紀
初
め
に
は
年
間
六
〇
〇
リ
ー
ヴ
ル
で
、
主
任
司
祭
の
そ
れ
よ
り
も
高
く
、
普
通
の
司
祭
よ
り
も
遥
か
に

高
額
で
あ
っ
た
。
こ
の
他
に
現
物
供
与
が
裕
に
あ
り
、「
慈
善
的
精
神
」
に
照
ら
し
て
も
、
想
像
も
つ
か
な
い
程
の
豪
奢
な
生
活
ぶ

り
だ
っ
た
と
い
う
。
住
ま
い
は
立
派
な
家
具
や
調
度
品
を
ἧ
え
、
広
々
と
し
た
庭
園
や
家
禽
場
を
も
つ
家
屋
で
、
外
部
か
ら
友
人
や

高
位
高
官
を
招
い
て
食
事
会
や
茶
話
会
を
催
し
た
。
外
出
に
は
幌
付
き
の
馬
車
で
、
馭
者
、
従
僕
、
小
間
使
い
な
ど
を
従
え
て
出
か

け
た
。
そ
し
て
、
パ
ン
カ
ト
ラ
ン
嬢
や
マ
ダ
ム
・
モ
ワ
ザ
ン
は
、
政
府
高
官
や
上
層
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
と
親
密
な
交
友
を
し
て
い

た
。「
日
頃
見
て
い
る
ミ
ゼ
ラ
ブ
ル
な
世
界
と
は
別
の
世
界
を
生
き
て
い
た
」
と
評
さ
れ
た
。[C

arrez,p.63]

院
長
の
直
属
の
部
下
が
士
官
シ
ス
タ
ー
で
、
一
八
世
紀
に
は
二
六
名
な
い
し
三
四
名
を
数
え
た(ú0)。
士
官
シ
ス
タ
ー
に
な
る
条
件

は
、
三
〇
歳
以
下
の
成
人
女
性
で
子
ど
も
の
い
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
独
身
か
、
寡
婦
で
あ
る
こ
と
だ
っ
た
が
、
多
く
は
院
内
の
才
能

豊
か
な
少
女
た
ち
、
前
述
し
た
「
宝
石
」
と
呼
ば
れ
る
少
女
た
ち
か
ら
選
抜
さ
れ
た(úø)。

(ú0
)
恐
ら
く
入
所
者
の
増
加
に
伴
い
、
一
八
世
紀
の
ど
こ
か
の
時
点
で
、
二
六
名
か
ら
三
四
名
に
増
員
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。[Etienne,p.

103:V
essier,p.121]
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処
理
能
力
、
と
り
わ
け
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
心
と
シ
ス
タ
ー
ら
し
い
徳
性
な
ど
が
重
視
さ
れ
る
の
だ
が
、
後
述
と
の
関
連
で
云
え
ば
、

ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
の
信
仰
心
と
い
う
特
殊
な
条
件
が
隠
さ
れ
て
い
た
。
と
い
う
の
は
、
総
務
会
の
理
事
た
ち
の
多
く
が
ジ
ャ
ン
セ
ニ

ス
ト
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
基
準
を
満
た
し
た
者
が
選
考
さ
れ
、
総
務
会
で
承
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
生
え
抜

き
で
叩
き
上
げ
の
人
物
が
選
ば
れ
る
の
が
慣
例
だ
っ
た
。

一
七
二
三
年
ま
で
は
、
先
の
主
任
司
祭
と
同
じ
く
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
院
長
が
他
の
二
館
の
院
長
を
兼
任
し
て
い
た
が
、

こ
の
年
以
降
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
館
に
女
性
院
長
が
置
か
れ
た
。
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
院
長
は
、
創
設
か
ら
閉
鎖
ま
で
の
凡
そ
一

四
〇
年
の
歴
史
に
お
い
て
も
、
ᷮ
か
に
八
人
を
数
え
る
だ
け
で
あ
る
。
な
か
で
も
在
任
期
間
の
長
い
の
は
次
の
三
名
で
あ
っ
た
。
パ

ン
カ
ト
ラ
ン
嬢
（
在
任
一
六
八
七
～
一
七
二
三
）、
バ
ー
イ
嬢
（
同
一
七
二
三
～
一
七
四
一
）、
マ
ダ
ム
・
モ
ワ
ザ
ン
（
同
一
七
四
九

～
一
七
七
六
）
の
三
人
で
あ
る
。

院
長
は
職
員
の
採
用
、
昇
進
、
配
置
換
え
な
ど
人
事
権
を
有
し
て
い
た
が
、
入
所
者
の
選
考
に
つ
い
て
も
一
定
の
権
限
を
も
っ
て

い
た
。
例
え
ば
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
子
ど
も
や
娘
、
あ
る
い
は
病
弱
な
高
齢
者
な
ど
を
入
所
さ
せ
た
い
親
や
親
族
と
面
談

し
、
そ
の
適
否
を
判
断
し
、
こ
れ
を
総
務
会
に
報
告
す
る
な
ど
で
あ
る
。（
但
し
、
決
定
権
は
院
長
に
は
な
く
総
務
会
が
も
っ
て
い

た
。）

ま
た
入
所
者
の
館
内
で
の
挙
動
に
も
注
意
を
払
い
、
職
員
間
の
も
め
事
や
不
祥
事
に
つ
い
て
も
把
握
し
、
総
務
会
に
報
告

し
対
処
を
仰
い
だ
。
懲
治
監
に
は
娼
婦
や
犯
罪
者
が
収
容
さ
れ
て
い
た
の
で
、
治
安
機
関
た
る
高
等
法
院
や
パ
リ
警
視
庁
と
は
密
接

な
連
絡
を
と
っ
て
い
た
。
三
六
年
間
も
院
長
職
を
務
め
た
パ
ン
カ
ト
ラ
ン
嬢
は
、
高
等
法
院
主
席
検
事
の
ギ
ヨ
ー
ム
・
フ
ラ
ン
ソ

ワ
・
ジ
ョ
リ
ィ
・
ド
・
フ
リ
ュ
リ
ィ
や
、
警
察
長
官
ダ
ル
ジ
ャ
ン
ソ
ン
、
大
司
教
と
も
親
し
く
交
わ
っ
た
と
云
わ
れ
て
い
る
。

[C
arrez,p.60]

後
段
の
マ
ダ
ム
・
モ
ワ
ザ
ン
も
同
様
で
あ
っ
た
。

院
長
は
直
属
の
部
下
で
あ
る
士
官
シ
ス
タ
ー
を
手
足
の
如
く
自
由
に
使
っ
た
し
、
細
か
い
注
意
を
与
え
て
指
導
監
督
し
た
。
毎

日
、
士
官
シ
ス
タ
ー
を
院
長
室
に
集
め
て
、
そ
の
日
の
出
来
事
を
報
告
さ
せ
、
的
確
な
指
示
を
与
え
た
。
シ
ス
タ
ー
の
服
装
の
乱
れ

に
は
殊
に
う
る
さ
く
、
ま
た
外
部
と
の
接
触
を
厳
し
く
監
視
し
た
。
ど
ん
な
人
物
で
あ
れ
、
い
か
な
る
理
由
で
あ
れ
、
彼
女
ら
が
自

室
に
他
人
を
招
じ
入
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
し
、
外
部
と
の
通
信
手
段
で
あ
る
手
紙
は
、
中
身
は
読
ま
れ
な
か
っ
た
が
、
通

信
相
手
は
す
べ
て
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
た
。

院
長
の
俸
給
は
一
八
世
紀
初
め
に
は
年
間
六
〇
〇
リ
ー
ヴ
ル
で
、
主
任
司
祭
の
そ
れ
よ
り
も
高
く
、
普
通
の
司
祭
よ
り
も
遥
か
に

高
額
で
あ
っ
た
。
こ
の
他
に
現
物
供
与
が
裕
に
あ
り
、「
慈
善
的
精
神
」
に
照
ら
し
て
も
、
想
像
も
つ
か
な
い
程
の
豪
奢
な
生
活
ぶ

り
だ
っ
た
と
い
う
。
住
ま
い
は
立
派
な
家
具
や
調
度
品
を
ἧ
え
、
広
々
と
し
た
庭
園
や
家
禽
場
を
も
つ
家
屋
で
、
外
部
か
ら
友
人
や

高
位
高
官
を
招
い
て
食
事
会
や
茶
話
会
を
催
し
た
。
外
出
に
は
幌
付
き
の
馬
車
で
、
馭
者
、
従
僕
、
小
間
使
い
な
ど
を
従
え
て
出
か

け
た
。
そ
し
て
、
パ
ン
カ
ト
ラ
ン
嬢
や
マ
ダ
ム
・
モ
ワ
ザ
ン
は
、
政
府
高
官
や
上
層
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
と
親
密
な
交
友
を
し
て
い

た
。「
日
頃
見
て
い
る
ミ
ゼ
ラ
ブ
ル
な
世
界
と
は
別
の
世
界
を
生
き
て
い
た
」
と
評
さ
れ
た
。[C

arrez,p.63]

院
長
の
直
属
の
部
下
が
士
官
シ
ス
タ
ー
で
、
一
八
世
紀
に
は
二
六
名
な
い
し
三
四
名
を
数
え
た(ú0)。
士
官
シ
ス
タ
ー
に
な
る
条
件

は
、
三
〇
歳
以
下
の
成
人
女
性
で
子
ど
も
の
い
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
独
身
か
、
寡
婦
で
あ
る
こ
と
だ
っ
た
が
、
多
く
は
院
内
の
才
能

豊
か
な
少
女
た
ち
、
前
述
し
た
「
宝
石
」
と
呼
ば
れ
る
少
女
た
ち
か
ら
選
抜
さ
れ
た(úø)。

(ú0
)
恐
ら
く
入
所
者
の
増
加
に
伴
い
、
一
八
世
紀
の
ど
こ
か
の
時
点
で
、
二
六
名
か
ら
三
四
名
に
増
員
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。[Etienne,p.

103:V
essier,p.121]

パリのオピタル・ジェネラル

─ûø(û8)─

成城・経済研究 第 ùûù 号（ù0ùú 年 øø 月）

─û0(û9)─



士
官
シ
ス
タ
ー
ま
で
登
り
つ
め
る
に
は
長
い
道
程
と
幾
つ
か
の
狭
き
門
が
待
っ
て
い
た
。
ま
ず
、
手
初
め
に
三
か
月
の
試
用
期
間

が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
少
女
た
ち
の
勤
務
ぶ
り
と
献
身
の
度
合
い
が
評
価
さ
れ
る
。
こ
れ
に
合
格
し
た
者
が
、「
監
視
役
家
政
婦
」
や

「
下
士
官
シ
ス
タ
ー
助
手
」
と
し
て
任
用
さ
れ
、
二
年
程
度
働
く
。
そ
の
過
程
を
終
え
た
者
の
中
か
ら
優
秀
な
者
が
絞
り
込
ま
れ
て
、

「
下
士
官
シ
ス
タ
ー
」
に
登
用
さ
れ
る
。
こ
れ
が
第
二
関
門
で
あ
る
。
こ
の
者
た
ち
は
正
規
の
職
員
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
下
士
官
シ

ス
タ
ー
と
し
て
平
均
六
年
間
の
修
業
を
終
え
る
と
、
最
後
の
関
門
が
待
っ
て
い
る
。
こ
の
期
間
に
諸
々
の
能
力
、
勤
務
態
度
、
人
と

の
関
係
、
献
身
・
謙
虚
・
純
真
・
忍
耐
・
柔
和
な
ど
の
徳
性
な
ど
が
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
、
精
選
さ
れ
た
者
が
「
士
官
シ
ス
タ
ー
」
に
推

薦
さ
れ
、
理
事
会
の
承
認
を
得
て
士
官
シ
ス
タ
ー
の
栄
誉
を
勝
ち
取
る
の
で
あ
る
。
シ
ス
タ
ー
の
全
選
考
過
程
を
統
轄
し
、
事
実
上

の
決
定
権
を
も
っ
て
い
た
の
が
女
性
院
長
だ
っ
た
。

シ
ス
タ
ー
は
、
そ
の
生
活
す
べ
て
を
入
所
者
の
た
め
に
尽
く
す
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
た
。
各
シ
ス
タ
ー
は
己
の
受
け
持
ち
の
共

同
寝
室
や
区
画
を
も
ち
、
入
所
者
の
「
物
的
か
つ
精
神
的
な
救
済
」
に
専
念
し
た
。
毎
日
の
食
事
の
世
話
を
し
、
共
同
作
業
所
へ
導

き
、
そ
の
仕
事
を
監
視
し
、
チ
ャ
ペ
ル
や
教
会
の
ミ
サ
へ
案
内
し
て
祈
り
を
勧
め
、
さ
ら
に
病
者
や
子
ど
も
た
ち
へ
毎
日
一
時
間
、

「
モ
ー
ゼ
の
十
戒
」
を
ラ
テ
ン
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
で
読
み
聞
か
せ
、
さ
ら
に
奇
蹟
の
事
例
を
語
り
、
聖
体
拝
領
の
必
要
を
説
い
た
。

こ
の
他
、
院
長
の
指
示
を
う
け
て
各
種
記
録
を
作
成
し
た
。
雇
用
者
の
記
録
、
日
用
品
や
衣
類
・
下
着
な
ど
の
消
費
記
録
、
作
業

所
で
使
用
す
る
各
種
繊
維
・
布
地
な
ど
の
購
入
と
刺
繍
や
服
な
ど
製
品
の
販
売
記
録
で
あ
る
。
つ
ま
り
士
官
シ
ス
タ
ー
に
は
か
な
り

高
度
な
「
読
み
書
き
計
算
」
の
能
力
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

士
官
シ
ス
タ
ー
は
傍
目
で
見
て
も
優
美
な
服
装
を
し
て
い
た
。
厚
手
毛
織
物
の
黒
い
ス
カ
ー
ト
を
は
き
、
首
に
は
黒
い
ネ
ッ
カ
チ

ー
フ
を
巻
き
、
マ
ン
ト
を
羽
織
り
、
黒
の
縁
な
し
帽
を
被
る
と
い
う
い
で
立
ち
で
、
修
道
女
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
女
ら
は
本
名

で
は
な
く
、「
シ
ス
タ
ーsoeur

○
○
」
と
名
乗
っ
て
い
た
が
、
決
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
の
「
修
道
女soeur

」
で
は
な
く
、
世
俗
信
徒

で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
士
官
シ
ス
タ
ー
は
外
見
か
ら
も
、
本
物
の
修
道
女
に
見
え
た
だ
け
で
な
く
、
入
所
者
に
対
し
て
敬
神
と
信
仰

心
の
覚
醒
を
促
す
、
修
道
女
の
仕
事
も
し
て
い
た
。
俗
信
徒
で
あ
り
な
が
ら
、
修
道
女
ら
し
い
恰
好
を
し
て
、
聖
職
者
ら
し
い
仕
事

を
し
た
こ
と
が
、
本
当
の
聖
職
者
に
は
「
領
域
侵
犯
」
と
映
じ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
に
宗
派
間
の
対
立
も
絡
ん
で
、
両
者
の

間
に
反
目
や
軋
轢
が
生
ま
れ
る
下
地
が
あ
っ
た
。

士
官
シ
ス
タ
ー
は
少
数
精
鋭
の
実
働
部
隊
だ
っ
た
か
ら
好
待
遇
だ
っ
た
。
確
か
に
俸
給
は
高
く
は
な
い
。
初
任
者
で
年
六
〇
リ
ー

ヴ
ル
、
堅
信
の
秘
蹟
を
受
け
た
ヴ
ェ
テ
ラ
ン
で
も
一
〇
〇
リ
ー
ヴ
ル
と
低
額
だ
っ
た
。
だ
が
聖
職
者
に
準
ず
る
食
事
メ
ニ
ュ
を
摂

り
、
何
よ
り
居
住
条
件
が
恵
ま
れ
て
い
た
。
床
に
は
絨
毯
が
敷
か
れ
、
ベ
ッ
ド
一
式
、
テ
ー
ブ
ル
、
六
脚
の
椅
子
、
燭
台
と
ラ
ン
タ

ン
、
ス
ト
ー
ヴ
、
文
箱
な
ど
家
具
の
付
い
た
個
室
が
与
え
ら
れ
、
独
り
で
ゆ
っ
く
り
寛
げ
た
の
で
あ
る
。
狭
く
不
衛
生
な
空
間
で
、

折
り
重
な
る
よ
う
に
同
衾
し
て
い
る
大
部
分
の
入
所
者
と
は
、
天
と
地
ほ
ど
の
違
い
だ
っ
た
。

さ
ら
に
働
け
な
く
な
っ
た
老
後
に
は
、
敷
地
内
に
設
け
ら
れ
た
「
安
息
所reposante

」
で
余
生
を
送
る
こ
と
も
許
さ
れ
て
い
た
。

そ
こ
で
白
い
パ
ン
、
た
っ
ぷ
り
の
ワ
イ
ン
な
ど
特
別
メ
ニ
ュ
の
食
事
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
た
。
彼
女
ら
の
多
く
が
元
は
捨
子
や
孤

児
で
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
で
養
育
さ
れ
、
シ
ス
タ
ー
と
し
て
生
涯
を
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
尽
く
し
て
き
た
こ
と
へ
の
報
酬

(úø
)
一
七
六
〇
年
時
に
二
九
名
を
数
え
た
シ
ス
タ
ー
の
う
ち
実
に
二
一
名
（
七
二
％
）
が
、
内
部
の
「
宝
石
」
か
ら
選
抜
さ
れ
た
者
だ
っ

た
。
他
に
没
落
貴
族
の
娘
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
の
娘
、
本
物
の
修
道
女
か
ら
の
転
進
者
が
い
た
。
年
齢
構
成
で
は
、
六
〇
歳
以
上
が
一
二
名
、

五
〇
歳
代
四
名
、
四
〇
歳
代
一
一
名
、
四
〇
歳
以
下
は
二
名
で
あ
り
、
概
し
て
年
齢
構
成
は
高
か
っ
た
。[D

egranges,1954,p.43]

士

官
シ
ス
タ
ー
に
登
り
つ
め
る
に
は
、
長
期
の
勤
務
経
験
を
要
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。
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士
官
シ
ス
タ
ー
ま
で
登
り
つ
め
る
に
は
長
い
道
程
と
幾
つ
か
の
狭
き
門
が
待
っ
て
い
た
。
ま
ず
、
手
初
め
に
三
か
月
の
試
用
期
間

が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
少
女
た
ち
の
勤
務
ぶ
り
と
献
身
の
度
合
い
が
評
価
さ
れ
る
。
こ
れ
に
合
格
し
た
者
が
、「
監
視
役
家
政
婦
」
や

「
下
士
官
シ
ス
タ
ー
助
手
」
と
し
て
任
用
さ
れ
、
二
年
程
度
働
く
。
そ
の
過
程
を
終
え
た
者
の
中
か
ら
優
秀
な
者
が
絞
り
込
ま
れ
て
、

「
下
士
官
シ
ス
タ
ー
」
に
登
用
さ
れ
る
。
こ
れ
が
第
二
関
門
で
あ
る
。
こ
の
者
た
ち
は
正
規
の
職
員
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
下
士
官
シ

ス
タ
ー
と
し
て
平
均
六
年
間
の
修
業
を
終
え
る
と
、
最
後
の
関
門
が
待
っ
て
い
る
。
こ
の
期
間
に
諸
々
の
能
力
、
勤
務
態
度
、
人
と

の
関
係
、
献
身
・
謙
虚
・
純
真
・
忍
耐
・
柔
和
な
ど
の
徳
性
な
ど
が
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
、
精
選
さ
れ
た
者
が
「
士
官
シ
ス
タ
ー
」
に
推

薦
さ
れ
、
理
事
会
の
承
認
を
得
て
士
官
シ
ス
タ
ー
の
栄
誉
を
勝
ち
取
る
の
で
あ
る
。
シ
ス
タ
ー
の
全
選
考
過
程
を
統
轄
し
、
事
実
上

の
決
定
権
を
も
っ
て
い
た
の
が
女
性
院
長
だ
っ
た
。

シ
ス
タ
ー
は
、
そ
の
生
活
す
べ
て
を
入
所
者
の
た
め
に
尽
く
す
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
た
。
各
シ
ス
タ
ー
は
己
の
受
け
持
ち
の
共

同
寝
室
や
区
画
を
も
ち
、
入
所
者
の
「
物
的
か
つ
精
神
的
な
救
済
」
に
専
念
し
た
。
毎
日
の
食
事
の
世
話
を
し
、
共
同
作
業
所
へ
導

き
、
そ
の
仕
事
を
監
視
し
、
チ
ャ
ペ
ル
や
教
会
の
ミ
サ
へ
案
内
し
て
祈
り
を
勧
め
、
さ
ら
に
病
者
や
子
ど
も
た
ち
へ
毎
日
一
時
間
、

「
モ
ー
ゼ
の
十
戒
」
を
ラ
テ
ン
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
で
読
み
聞
か
せ
、
さ
ら
に
奇
蹟
の
事
例
を
語
り
、
聖
体
拝
領
の
必
要
を
説
い
た
。

こ
の
他
、
院
長
の
指
示
を
う
け
て
各
種
記
録
を
作
成
し
た
。
雇
用
者
の
記
録
、
日
用
品
や
衣
類
・
下
着
な
ど
の
消
費
記
録
、
作
業

所
で
使
用
す
る
各
種
繊
維
・
布
地
な
ど
の
購
入
と
刺
繍
や
服
な
ど
製
品
の
販
売
記
録
で
あ
る
。
つ
ま
り
士
官
シ
ス
タ
ー
に
は
か
な
り

高
度
な
「
読
み
書
き
計
算
」
の
能
力
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

士
官
シ
ス
タ
ー
は
傍
目
で
見
て
も
優
美
な
服
装
を
し
て
い
た
。
厚
手
毛
織
物
の
黒
い
ス
カ
ー
ト
を
は
き
、
首
に
は
黒
い
ネ
ッ
カ
チ

ー
フ
を
巻
き
、
マ
ン
ト
を
羽
織
り
、
黒
の
縁
な
し
帽
を
被
る
と
い
う
い
で
立
ち
で
、
修
道
女
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
女
ら
は
本
名

で
は
な
く
、「
シ
ス
タ
ーsoeur

○
○
」
と
名
乗
っ
て
い
た
が
、
決
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
の
「
修
道
女soeur

」
で
は
な
く
、
世
俗
信
徒

で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
士
官
シ
ス
タ
ー
は
外
見
か
ら
も
、
本
物
の
修
道
女
に
見
え
た
だ
け
で
な
く
、
入
所
者
に
対
し
て
敬
神
と
信
仰

心
の
覚
醒
を
促
す
、
修
道
女
の
仕
事
も
し
て
い
た
。
俗
信
徒
で
あ
り
な
が
ら
、
修
道
女
ら
し
い
恰
好
を
し
て
、
聖
職
者
ら
し
い
仕
事

を
し
た
こ
と
が
、
本
当
の
聖
職
者
に
は
「
領
域
侵
犯
」
と
映
じ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
に
宗
派
間
の
対
立
も
絡
ん
で
、
両
者
の

間
に
反
目
や
軋
轢
が
生
ま
れ
る
下
地
が
あ
っ
た
。

士
官
シ
ス
タ
ー
は
少
数
精
鋭
の
実
働
部
隊
だ
っ
た
か
ら
好
待
遇
だ
っ
た
。
確
か
に
俸
給
は
高
く
は
な
い
。
初
任
者
で
年
六
〇
リ
ー

ヴ
ル
、
堅
信
の
秘
蹟
を
受
け
た
ヴ
ェ
テ
ラ
ン
で
も
一
〇
〇
リ
ー
ヴ
ル
と
低
額
だ
っ
た
。
だ
が
聖
職
者
に
準
ず
る
食
事
メ
ニ
ュ
を
摂

り
、
何
よ
り
居
住
条
件
が
恵
ま
れ
て
い
た
。
床
に
は
絨
毯
が
敷
か
れ
、
ベ
ッ
ド
一
式
、
テ
ー
ブ
ル
、
六
脚
の
椅
子
、
燭
台
と
ラ
ン
タ

ン
、
ス
ト
ー
ヴ
、
文
箱
な
ど
家
具
の
付
い
た
個
室
が
与
え
ら
れ
、
独
り
で
ゆ
っ
く
り
寛
げ
た
の
で
あ
る
。
狭
く
不
衛
生
な
空
間
で
、

折
り
重
な
る
よ
う
に
同
衾
し
て
い
る
大
部
分
の
入
所
者
と
は
、
天
と
地
ほ
ど
の
違
い
だ
っ
た
。

さ
ら
に
働
け
な
く
な
っ
た
老
後
に
は
、
敷
地
内
に
設
け
ら
れ
た
「
安
息
所reposante

」
で
余
生
を
送
る
こ
と
も
許
さ
れ
て
い
た
。

そ
こ
で
白
い
パ
ン
、
た
っ
ぷ
り
の
ワ
イ
ン
な
ど
特
別
メ
ニ
ュ
の
食
事
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
た
。
彼
女
ら
の
多
く
が
元
は
捨
子
や
孤

児
で
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
で
養
育
さ
れ
、
シ
ス
タ
ー
と
し
て
生
涯
を
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
尽
く
し
て
き
た
こ
と
へ
の
報
酬

(úø
)
一
七
六
〇
年
時
に
二
九
名
を
数
え
た
シ
ス
タ
ー
の
う
ち
実
に
二
一
名
（
七
二
％
）
が
、
内
部
の
「
宝
石
」
か
ら
選
抜
さ
れ
た
者
だ
っ

た
。
他
に
没
落
貴
族
の
娘
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
の
娘
、
本
物
の
修
道
女
か
ら
の
転
進
者
が
い
た
。
年
齢
構
成
で
は
、
六
〇
歳
以
上
が
一
二
名
、

五
〇
歳
代
四
名
、
四
〇
歳
代
一
一
名
、
四
〇
歳
以
下
は
二
名
で
あ
り
、
概
し
て
年
齢
構
成
は
高
か
っ
た
。[D

egranges,1954,p.43]

士

官
シ
ス
タ
ー
に
登
り
つ
め
る
に
は
、
長
期
の
勤
務
経
験
を
要
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。
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だ
っ
た
と
云
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
彼
女
ら
の
多
く
は
家
族
も
な
く
、
十
分
な
金
銭
的
な
蓄
え
も
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

但
し
、
こ
こ
で
働
い
て
い
る
間
は
、
外
部
と
の
接
触
は
厳
し
く
制
限
さ
れ
て
い
た
。
親
族
と
の
面
会
は
院
長
の
特
別
許
可
を
得

て
、
個
室
で
も
で
き
た
が
、
外
部
の
者
と
は
面
会
所
で
三
〇
分
以
内
と
決
め
ら
れ
て
い
た
し
、
外
出
は
月
一
回
の
買
い
物
だ
け
で
、

院
長
か
ら
外
出
許
可
を
貰
い
、
付
き
添
い
が
付
き
、
夕
食
ま
で
に
は
絶
対
に
戻
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
外
部
と
の
通
信
は
、
前
記

し
た
よ
う
に
手
紙
は
す
べ
て
院
長
の
許
に
渡
さ
れ
、
中
身
は
読
ま
れ
な
か
っ
た
が
、
通
信
相
手
は
す
べ
て
把
握
さ
れ
、
記
録
さ
れ

た
。[C

arrez,p.67]

士
官
シ
ス
タ
ー
を
補
佐
す
る
の
が
「
下
士
官
シ
ス
タ
ーsoeur

sous-officière

」
で
、
一
七
四
一
年
に
は
三
四
人
を
数
え
た
。
ま

た
、
そ
の
配
下
の
「
監
視
役
家
政
婦
」
は
七
二
名
い
た
。
下
士
官
シ
ス
タ
ー
は
、
紐
付
き
の
帽
子
（
ベ
ギ
ン
会
修
道
女
ら
が
着
用
し

た
帽
子béguin

）
を
被
り
、「
監
視
役
家
政
婦
」
は
真
っ
白
な
帽
子
を
被
り
、
そ
の
助
手
は
全
身
灰
色
の
制
服
を
着
て
い
た
。
こ
う

し
て
外
見
か
ら
そ
の
地
位
と
職
掌
が
判
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
た
。

サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
は
一
七
四
一
年
に
、
一
〇
五
五
名
の
住
み
込
み
の
職
員
ス
タ
ッ
フ
が
働
い
て
い
た
。
士
官
シ
ス
タ
ー
と

下
士
官
シ
ス
タ
ー
以
外
の
職
員
に
つ
い
て
、
そ
の
業
務
な
ど
を
要
約
的
に
紹
介
し
よ
う
。

⑴

七
二
名
の
監
視
役
家
政
婦
は
、
主
に
共
同
寝
室
で
働
く
次
の
職
員
を
監
督
し
た
。

「
善
き
貧
民
」
の
介
護
や
洗
濯
・
掃
除
を
担
う
少
女

二
九
〇
人(úù)

作
業
指
導
員

一
五
人
、

保
健
婦

七
人

入
所
者
や
囚
人
が
外
出
す
る
際
の
付
添
人

八
人
、

子
ど
も
の
世
話
を
す
る
小
母
さ
ん

二
一
人

な
ど
。

⑵

被
服
の
製
造
・
修
繕
に
関
わ
る
職
員

毛
織
物
・
ラ
シ
ャ
織
の
製
造

四
五
人

既
製
服
の
製
造

四
五
名
の
女
性
と
一
〇
名
の
徒
弟
、

ボ
ビ
ン
工

四
〇
人
、

衣
服
の
修
繕
婦

三
一
人

上
質
下
着
の
洗
濯
婦

三
〇
人
、

下
洗
い
の
洗
濯
婦

三
九
人

⑶

全
般
的
な
現
業
に
従
事
す
る
職
員
と
労
働
者

門
番
・
守
衛

三
八
人
、

夜
警

四
六
人
、

倉
庫
番

一
三
人
、

調
理
人

女
性
一
五
人
、

教
区
で
の
募
金
集
め

一
六
人
、

庭
師
・
庭
園
管
理
人

二
〇
人
、

以
下
数
名
の
現
業
労
働
者
・
・
・
香
部
屋
・
聖
堂
の
番
人
、
伯
舎
の
馬
丁
や
秣
掛
、
石
工
な
ど
の
監
督
、
タ
バ
コ
売
り
、
馭
者
、

船
の
見
張
り
番
、
薪
な
ど
燃
料
倉
庫
の
見
張
り
番
、
鋸
の
縦
引
き
大
工
、
消
防
士
、
担
架
担
ぎ
人
、
穴
掘
り
人
、
水
運
び
人
な

ど
。

右
に
記
し
た
よ
う
に
、
入
所
者
の
介
護
に
全
体
の
三
分
の
一
の
ス
タ
ッ
フ
が
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
と
、
次
の
衣
服
関
係
の
ス
タ

ッ
フ
と
併
せ
て
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
下
位
職
員
の
半
分
以
上
が
、
女
性
労
働
者
だ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
⑶
の
現
業
労
働
者
は

仕
事
の
性
質
上
、
大
部
分
が
男
性
で
あ
ろ
う
。
シ
ス
タ
ー
同
様
、
彼
ら
の
俸
給
は
か
な
り
少
額
だ
っ
た
が
、
住
み
込
み
で
ベ
ッ
ド
と

食
事
が
保
証
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
通
年
働
け
る
と
い
う
利
点
は
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
社
会
で
は
得
難
い
こ
と
だ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
。
そ
の
意
味
で
も
、
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
は
パ
リ
の
民
衆
に
雇
用
機
会
を
与
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

(úù
)
と
く
に
セ
ー
ヌ
河
で
洗
濯
す
る
と
き
に
は
、
監
視
役
家
政
婦
が
洗
濯
婦
に
付
き
添
い
監
視
し
た
。
下
着
や
石
鹸
、
ソ
ー
ダ
な
ど
の
盗
み

に
目
を
光
ら
せ
、
帰
り
に
酒
や
タ
バ
コ
を
持
ち
込
ま
な
い
か
な
ど
荷
物
検
査
を
し
た
。[C

outeau,p.123]
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だ
っ
た
と
云
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
彼
女
ら
の
多
く
は
家
族
も
な
く
、
十
分
な
金
銭
的
な
蓄
え
も
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

但
し
、
こ
こ
で
働
い
て
い
る
間
は
、
外
部
と
の
接
触
は
厳
し
く
制
限
さ
れ
て
い
た
。
親
族
と
の
面
会
は
院
長
の
特
別
許
可
を
得

て
、
個
室
で
も
で
き
た
が
、
外
部
の
者
と
は
面
会
所
で
三
〇
分
以
内
と
決
め
ら
れ
て
い
た
し
、
外
出
は
月
一
回
の
買
い
物
だ
け
で
、

院
長
か
ら
外
出
許
可
を
貰
い
、
付
き
添
い
が
付
き
、
夕
食
ま
で
に
は
絶
対
に
戻
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
外
部
と
の
通
信
は
、
前
記

し
た
よ
う
に
手
紙
は
す
べ
て
院
長
の
許
に
渡
さ
れ
、
中
身
は
読
ま
れ
な
か
っ
た
が
、
通
信
相
手
は
す
べ
て
把
握
さ
れ
、
記
録
さ
れ

た
。[C

arrez,p.67]

士
官
シ
ス
タ
ー
を
補
佐
す
る
の
が
「
下
士
官
シ
ス
タ
ーsoeur

sous-officière

」
で
、
一
七
四
一
年
に
は
三
四
人
を
数
え
た
。
ま

た
、
そ
の
配
下
の
「
監
視
役
家
政
婦
」
は
七
二
名
い
た
。
下
士
官
シ
ス
タ
ー
は
、
紐
付
き
の
帽
子
（
ベ
ギ
ン
会
修
道
女
ら
が
着
用
し

た
帽
子béguin

）
を
被
り
、「
監
視
役
家
政
婦
」
は
真
っ
白
な
帽
子
を
被
り
、
そ
の
助
手
は
全
身
灰
色
の
制
服
を
着
て
い
た
。
こ
う

し
て
外
見
か
ら
そ
の
地
位
と
職
掌
が
判
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
た
。

サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
は
一
七
四
一
年
に
、
一
〇
五
五
名
の
住
み
込
み
の
職
員
ス
タ
ッ
フ
が
働
い
て
い
た
。
士
官
シ
ス
タ
ー
と

下
士
官
シ
ス
タ
ー
以
外
の
職
員
に
つ
い
て
、
そ
の
業
務
な
ど
を
要
約
的
に
紹
介
し
よ
う
。

⑴

七
二
名
の
監
視
役
家
政
婦
は
、
主
に
共
同
寝
室
で
働
く
次
の
職
員
を
監
督
し
た
。

「
善
き
貧
民
」
の
介
護
や
洗
濯
・
掃
除
を
担
う
少
女

二
九
〇
人(úù)

作
業
指
導
員

一
五
人
、

保
健
婦

七
人

入
所
者
や
囚
人
が
外
出
す
る
際
の
付
添
人

八
人
、

子
ど
も
の
世
話
を
す
る
小
母
さ
ん

二
一
人

な
ど
。

⑵

被
服
の
製
造
・
修
繕
に
関
わ
る
職
員

毛
織
物
・
ラ
シ
ャ
織
の
製
造

四
五
人

既
製
服
の
製
造

四
五
名
の
女
性
と
一
〇
名
の
徒
弟
、

ボ
ビ
ン
工

四
〇
人
、

衣
服
の
修
繕
婦

三
一
人

上
質
下
着
の
洗
濯
婦

三
〇
人
、

下
洗
い
の
洗
濯
婦

三
九
人

⑶

全
般
的
な
現
業
に
従
事
す
る
職
員
と
労
働
者

門
番
・
守
衛

三
八
人
、

夜
警

四
六
人
、

倉
庫
番

一
三
人
、

調
理
人

女
性
一
五
人
、

教
区
で
の
募
金
集
め

一
六
人
、

庭
師
・
庭
園
管
理
人

二
〇
人
、

以
下
数
名
の
現
業
労
働
者
・
・
・
香
部
屋
・
聖
堂
の
番
人
、
伯
舎
の
馬
丁
や
秣
掛
、
石
工
な
ど
の
監
督
、
タ
バ
コ
売
り
、
馭
者
、

船
の
見
張
り
番
、
薪
な
ど
燃
料
倉
庫
の
見
張
り
番
、
鋸
の
縦
引
き
大
工
、
消
防
士
、
担
架
担
ぎ
人
、
穴
掘
り
人
、
水
運
び
人
な

ど
。

右
に
記
し
た
よ
う
に
、
入
所
者
の
介
護
に
全
体
の
三
分
の
一
の
ス
タ
ッ
フ
が
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
と
、
次
の
衣
服
関
係
の
ス
タ

ッ
フ
と
併
せ
て
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
下
位
職
員
の
半
分
以
上
が
、
女
性
労
働
者
だ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
⑶
の
現
業
労
働
者
は

仕
事
の
性
質
上
、
大
部
分
が
男
性
で
あ
ろ
う
。
シ
ス
タ
ー
同
様
、
彼
ら
の
俸
給
は
か
な
り
少
額
だ
っ
た
が
、
住
み
込
み
で
ベ
ッ
ド
と

食
事
が
保
証
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
通
年
働
け
る
と
い
う
利
点
は
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
社
会
で
は
得
難
い
こ
と
だ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
。
そ
の
意
味
で
も
、
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
は
パ
リ
の
民
衆
に
雇
用
機
会
を
与
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

(úù
)
と
く
に
セ
ー
ヌ
河
で
洗
濯
す
る
と
き
に
は
、
監
視
役
家
政
婦
が
洗
濯
婦
に
付
き
添
い
監
視
し
た
。
下
着
や
石
鹸
、
ソ
ー
ダ
な
ど
の
盗
み

に
目
を
光
ら
せ
、
帰
り
に
酒
や
タ
バ
コ
を
持
ち
込
ま
な
い
か
な
ど
荷
物
検
査
を
し
た
。[C

outeau,p.123]
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管
理
体
制
が
整
っ
て
い
た
と
は
い
え
、
こ
れ
程
の
大
所
帯
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
「
職
権
濫
用les

abus

」
が
横
行
す
る
の
は
、
避
け

ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
シ
ス
タ
ー
の
な
か
に
は
、
自
分
に
は
た
っ
ぷ
り
の
食
事
を
用
意
さ
せ
、
そ
こ
か
ら
余
分
な
も
の
を
転
売
す

る
と
か
、
入
所
者
か
ら
一
食
分
の
食
事
を
取
り
上
げ
て
他
所
に
売
っ
て
し
ま
う
者
が
い
た
。
下
位
職
員
の
な
か
に
は
、
ブ
ラ
ン
デ
ー

や
タ
バ
コ
を
持
ち
込
ん
で
入
所
者
に
売
り
つ
け
て
い
る
と
か
、
雑
役
婦
や
部
屋
係
が
、
部
屋
の
掃
除
や
ベ
ッ
ド
・
メ
イ
キ
ン
グ
を
し

て
や
る
の
だ
か
ら
と
云
っ
て
、
一
か
月
当
り
、
六
～
一
〇
ソ
ル
の
小
銭
を
せ
び
っ
て
い
る
、
な
ど
の
告
発
も
あ
っ
た
。
最
も
多
い
苦

情
は
、
部
屋
係
な
ど
が
入
所
者
の
食
事
を
へ
ず
っ
て
、
他
所
に
売
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。[C

arrez,p.195
:Tutey,p.86]

し
か
し
、
ハ
ン
セ
ン
病
施
設
で
横
行
し
た
よ
う
な
、
管
理
者
が
寄
付
金
を
横
領
・
着
服
す
る
事
例
は
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
で

は
、
殆
ど
聞
か
れ
な
か
っ
た
の
は
、
幸
い
な
こ
と
だ
っ
た
。

ý
．
院
長
人
事
を
め
ぐ
る
抗
争

オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の
創
設
目
的
は
、
貧
民
の
「
物
的
・
世
俗
的tem

porel

」
救
済
と
、「
精
神
的spirituel

」
救
済
に
あ

り
、
そ
の
任
務
を
前
者
は
俗
信
徒
の
理
事
た
ち
と
シ
ス
タ
ー
ら
の
ス
タ
ッ
フ
が
、
後
者
は
主
に
聖
職
者
ら
が
担
う
こ
と
に
な
っ
て
い

た
。
と
は
い
え
、
そ
の
役
割
分
担
は
曖
昧
で
、
現
実
に
は
数
の
上
で
優
る
俗
信
徒
の
シ
ス
タ
ー
が
、「
精
神
的
救
済
」
の
領
域
に
踏

み
込
ん
で
い
た
。
実
は
こ
れ
は
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の
創
設
に
尽
力
し
た
サ
ン
・
サ
ク
ル
マ
ン
信
心
会
の
発
想
に
基
づ
い
て
い

た
。
創
設
時
の
総
務
会
理
事
二
六
名
の
内
、
実
に
一
一
名
が
サ
ン
・
サ
ク
ル
マ
ン
信
心
会
の
メ
ン
バ
ー
だ
っ
た
こ
と
は
前
述
し
た

が
、
彼
ら
は
、
聖
職
者
が
主
導
す
る
の
で
は
な
く
、
俗
信
徒
が
主
体
の
「
共
同
体
」
を
、
そ
こ
に
構
築
す
る
意
図
だ
っ
た
。
そ
れ
は

明
ら
か
に
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
よ
る
「
こ
こ
ろ
の
支
配
」
と
国
王
に
よ
る
「
身
体
性
の
支
配
」
に
対
抗
す
る
性
質
を
帯

び
て
い
た
。

サ
ン
・
サ
ク
ル
マ
ン
信
心
会
の
こ
う
し
た
野
望
に
警
戒
の
眼
差
し
を
向
け
、
そ
の
組
織
の
秘
密
性
と
鞏
固
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
危

険
を
察
知
し
た
者
の
な
か
に
、
ル
ー
ア
ン
の
大
司
教
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ア
ル
レ
が
い
た
。
か
れ
は
「
疑
わ
し
く
、
恐
る
べ
き
組
織
力
」

を
も
つ
こ
の
信
心
会
を
マ
ザ
ラ
ン
に
告
発
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
受
け
た
マ
ザ
ラ
ン
は
ル
イ
一
四
世
に
諮
り
、
信
心
会
を
「
陰
謀

家
集
団
」
と
断
じ
、
一
六
六
〇
年
に
そ
の
解
散
を
命
じ
た
。
さ
ら
に
、
国
王
は
一
六
七
三
年
に
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の
最
高
幹

部
会
に
、
先
の
告
発
を
し
た
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ア
ル
レ
─
今
や
か
れ
は
パ
リ
大
司
教
に
転
じ
て
い
た
─
を
加
え
て
、
同
様
の
動
き
を
ݗ

制
し
た
の
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
解
散
し
た
サ
ン
・
サ
ク
ル
マ
ン
信
心
会
の
空
伱
を
埋
め
る
か
の
よ
う
に
、
今
や
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
が
高
等
法
院
や

オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
に
支
持
者
を
見
出
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
と
い
う
の
は
、
ル
ー
ヴ
ァ
ン
の
カ
レ
ッ
ジ

の
校
長
Ｃ
．
Ｏ
．
ヤ
ン
セ
ン
が
、
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
著
作
を
深
く
研
究
し
て
唱
え
た
教
義
だ
っ
た
。
か
れ
は
研
究
成
果
を

『
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
』
と
し
て
ま
と
め
て
い
た
。
著
作
は
か
れ
の
没
後
二
年
後
一
六
四
〇
年
に
刊
行
さ
れ
た
の
だ
が
、
ヤ
ン
セ
ン

は
、
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
恩
寵
論
を
も
と
に
、
人
間
の
原
罪
と
神
の
恩
寵
に
よ
る
予
定
的
調
和
を
説
い
て
い
た
。
私
は
宗
教
学

者
で
は
な
い
の
で
教
義
の
内
容
は
コ
メ
ン
ト
で
き
な
い
が
、
一
般
に
は
極
め
て
禁
欲
的
な
教
え
で
、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ム
に
近
い
と
云

わ
れ
る(úú)。

こ
の
教
義
は
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
ヤ
ン
セ
ン
の
友
人
だ
っ
た
サ
ン
・
シ
ラ
ン
師
や
、
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
ア
ル
ノ
─
な
ど
の
指
導
者
に

(úú
)
教
義
の
内
容
は
次
を
参
照
さ
れ
た
い
。［
リ
ヴ
ィ
ン
グ
ス
ト
ン
、p.840
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管
理
体
制
が
整
っ
て
い
た
と
は
い
え
、
こ
れ
程
の
大
所
帯
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
「
職
権
濫
用les

abus

」
が
横
行
す
る
の
は
、
避
け

ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
シ
ス
タ
ー
の
な
か
に
は
、
自
分
に
は
た
っ
ぷ
り
の
食
事
を
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せ
、
そ
こ
か
ら
余
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も
の
を
転
売
す

る
と
か
、
入
所
者
か
ら
一
食
分
の
食
事
を
取
り
上
げ
て
他
所
に
売
っ
て
し
ま
う
者
が
い
た
。
下
位
職
員
の
な
か
に
は
、
ブ
ラ
ン
デ
ー

や
タ
バ
コ
を
持
ち
込
ん
で
入
所
者
に
売
り
つ
け
て
い
る
と
か
、
雑
役
婦
や
部
屋
係
が
、
部
屋
の
掃
除
や
ベ
ッ
ド
・
メ
イ
キ
ン
グ
を
し

て
や
る
の
だ
か
ら
と
云
っ
て
、
一
か
月
当
り
、
六
～
一
〇
ソ
ル
の
小
銭
を
せ
び
っ
て
い
る
、
な
ど
の
告
発
も
あ
っ
た
。
最
も
多
い
苦

情
は
、
部
屋
係
な
ど
が
入
所
者
の
食
事
を
へ
ず
っ
て
、
他
所
に
売
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。[C

arrez,p.195
:Tutey,p.86]

し
か
し
、
ハ
ン
セ
ン
病
施
設
で
横
行
し
た
よ
う
な
、
管
理
者
が
寄
付
金
を
横
領
・
着
服
す
る
事
例
は
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
で

は
、
殆
ど
聞
か
れ
な
か
っ
た
の
は
、
幸
い
な
こ
と
だ
っ
た
。
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」
救
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に
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り
、
そ
の
任
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を
前
者
は
俗
信
徒
の
理
事
た
ち
と
シ
ス
タ
ー
ら
の
ス
タ
ッ
フ
が
、
後
者
は
主
に
聖
職
者
ら
が
担
う
こ
と
に
な
っ
て
い

た
。
と
は
い
え
、
そ
の
役
割
分
担
は
曖
昧
で
、
現
実
に
は
数
の
上
で
優
る
俗
信
徒
の
シ
ス
タ
ー
が
、「
精
神
的
救
済
」
の
領
域
に
踏

み
込
ん
で
い
た
。
実
は
こ
れ
は
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の
創
設
に
尽
力
し
た
サ
ン
・
サ
ク
ル
マ
ン
信
心
会
の
発
想
に
基
づ
い
て
い

た
。
創
設
時
の
総
務
会
理
事
二
六
名
の
内
、
実
に
一
一
名
が
サ
ン
・
サ
ク
ル
マ
ン
信
心
会
の
メ
ン
バ
ー
だ
っ
た
こ
と
は
前
述
し
た

が
、
彼
ら
は
、
聖
職
者
が
主
導
す
る
の
で
は
な
く
、
俗
信
徒
が
主
体
の
「
共
同
体
」
を
、
そ
こ
に
構
築
す
る
意
図
だ
っ
た
。
そ
れ
は

明
ら
か
に
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
よ
る
「
こ
こ
ろ
の
支
配
」
と
国
王
に
よ
る
「
身
体
性
の
支
配
」
に
対
抗
す
る
性
質
を
帯

び
て
い
た
。
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ン
・
サ
ク
ル
マ
ン
信
心
会
の
こ
う
し
た
野
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に
警
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の
眼
差
し
を
向
け
、
そ
の
組
織
の
秘
密
性
と
鞏
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な
ネ
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ト
ワ
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ク
に
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し
た
者
の
な
か
に
、
ル
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ア
ン
の
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司
教
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ア
ル
レ
が
い
た
。
か
れ
は
「
疑
わ
し
く
、
恐
る
べ
き
組
織
力
」

を
も
つ
こ
の
信
心
会
を
マ
ザ
ラ
ン
に
告
発
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
受
け
た
マ
ザ
ラ
ン
は
ル
イ
一
四
世
に
諮
り
、
信
心
会
を
「
陰
謀

家
集
団
」
と
断
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、
一
六
六
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に
そ
の
解
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を
命
じ
た
。
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ら
に
、
国
王
は
一
六
七
三
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に
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の
最
高
幹

部
会
に
、
先
の
告
発
を
し
た
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ア
ル
レ
─
今
や
か
れ
は
パ
リ
大
司
教
に
転
じ
て
い
た
─
を
加
え
て
、
同
様
の
動
き
を
ݗ

制
し
た
の
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
解
散
し
た
サ
ン
・
サ
ク
ル
マ
ン
信
心
会
の
空
伱
を
埋
め
る
か
の
よ
う
に
、
今
や
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
が
高
等
法
院
や

オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
に
支
持
者
を
見
出
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
と
い
う
の
は
、
ル
ー
ヴ
ァ
ン
の
カ
レ
ッ
ジ

の
校
長
Ｃ
．
Ｏ
．
ヤ
ン
セ
ン
が
、
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
著
作
を
深
く
研
究
し
て
唱
え
た
教
義
だ
っ
た
。
か
れ
は
研
究
成
果
を

『
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
』
と
し
て
ま
と
め
て
い
た
。
著
作
は
か
れ
の
没
後
二
年
後
一
六
四
〇
年
に
刊
行
さ
れ
た
の
だ
が
、
ヤ
ン
セ
ン

は
、
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
恩
寵
論
を
も
と
に
、
人
間
の
原
罪
と
神
の
恩
寵
に
よ
る
予
定
的
調
和
を
説
い
て
い
た
。
私
は
宗
教
学

者
で
は
な
い
の
で
教
義
の
内
容
は
コ
メ
ン
ト
で
き
な
い
が
、
一
般
に
は
極
め
て
禁
欲
的
な
教
え
で
、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ム
に
近
い
と
云

わ
れ
る(úú)。

こ
の
教
義
は
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
ヤ
ン
セ
ン
の
友
人
だ
っ
た
サ
ン
・
シ
ラ
ン
師
や
、
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
ア
ル
ノ
─
な
ど
の
指
導
者
に
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)
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の
内
容
は
次
を
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よ
り
、
法
服
貴
族
や
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
に
支
持
基
盤
を
広
げ
て
い
っ
た
。
正
統
カ
ト
リ
ッ
ク
と
ジ
ェ
ズ
イ
ッ
ト
は
こ
れ
に
異
端
の
臭

い
を
嗅
ぎ
つ
け
、
激
し
く
非
難
し
排
除
に
の
り
だ
し
た
。
早
く
も
一
六
三
八
年
に
は
シ
ラ
ン
師
が
バ
ス
テ
ィ
ー
ユ
に
幽
閉
さ
れ
、
一

六
五
三
年
に
は
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
一
〇
世
が
、
ヤ
ン
セ
ン
の
著
書
に
あ
る
「
五
つ
の
命
題
」
を
異
端
と
し
て
糾
弾
し
た
。

し
か
し
、
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
は
一
向
に
衰
え
る
ど
こ
ろ
か
、
一
六
九
三
年
に
は
Ｐ
．
ケ
ネ
ル
が
『
道
徳
的
考
察
』
を
発
表
し
、
聖

書
の
徹
底
的
な
学
び
の
価
値
を
主
張
し
て
信
心
を
広
め
た
。
そ
こ
で
正
統
カ
ト
リ
ッ
ク
は
一
七
〇
八
年
に
教
皇
ク
レ
メ
ン
ス
一
一
世

が
小
勅
書
を
、
さ
ら
に
一
七
一
三
年
に
は
大
勅
書
『
ウ
ニ
ゲ
ニ
ト
ゥ
ス
』
を
発
し
て
、
ケ
ネ
ル
の
主
張
を
断
罪
し
、
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス

ム
を
異
端
と
し
て
弾
劾
し
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
は
放
逐
さ
れ
ず
、
パ
リ
高
等
法
院
や
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ

ル
の
理
事
の
な
か
に
支
持
基
盤
を
構
築
し
た
だ
け
で
な
く
、
庶
民
の
な
か
に
も
浸
透
し
た(úû)。

聖
職
者
た
ち
が
覚
え
て
い
た
シ
ス
タ
ー
に
よ
る
「
権
利
の
侵
食
」
感
と
、
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
的
恩
寵
論
を
入
所
者
に
説
教
す
る
こ

と
へ
の
敵
意
、
こ
の
潜
在
的
な
不
満
と
憎
悪
は
、
一
七
四
六
年
に
ク
リ
ス
ト
フ
・
ド
・
ボ
ー
モ
ン
が
パ
リ
大
司
教
に
着
任
し
、
オ
ピ

タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の
最
高
幹
部
メ
ン
バ
ー
に
加
わ
る
と
一
挙
に
火
を
噴
い
た
。
一
七
四
九
年
五
月
に
院
長
ジ
ュ
リ
ィ
嬢
が
辞
任
に

追
い
込
ま
れ
、
彼
女
を
慕
う
シ
ス
タ
ー
ら
一
五
名
も
辞
意
を
表
明
す
る
事
件
が
起
き
た(úü)。
こ
の
辞
任
劇
は
、
ジ
ュ
リ
ィ
嬢
の
後
佂
を

狙
う
シ
ス
タ
ー
・
サ
ン
・
ミ
シ
ェ
ル
が
、
大
司
教
の
教
唆
ἤ
動
で
動
い
た
と
も
云
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
大
司
教
ボ
ー
モ
ン
は
、
国
王

か
ら
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
「
秩
序
」
を
取
り
戻
す
よ
う
に
と
の
強
い
要
請
を
受
け
て
い
た
。
そ
れ
は
極
論
す
れ
ば
、
館
内
か
ら

ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
勢
力
を
一
掃
す
る
こ
と
だ
っ
た(úý)。

院
長
ジ
ュ
リ
ィ
の
後
任
選
び
が
一
七
四
九
年
五
月
以
降
に
始
ま
っ
た
。
そ
の
候
補
と
な
る
シ
ス
タ
ー
は
数
人
に
昇
っ
た
が
、
最
有

力
候
補
は
シ
ス
タ
ー
・
サ
ン
・
ミ
シ
ェ
ル
で
あ
り
、
多
く
の
理
事
も
彼
女
を
推
薦
し
た
。
彼
女
は
本
名
を
マ
ル
グ
リ
ッ
ト
・
ジ
ェ
ル

ヴ
ェM

arguerite
G
ervais

と
い
い
、
オ
テ
ル
・
デ
ュ
で
四
年
間
の
修
練
の
後
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
入
り
、
パ
ン
カ
ト
ラ
ン

院
長
の
許
で
い
ろ
ん
な
部
署
を
経
験
し
て
、
士
官
シ
ス
タ
ー
に
登
り
つ
め
た
苦
労
人
で
あ
っ
た
。
と
く
に
直
近
三
年
間
の
、
懲
治
監

で
主
任
シ
ス
タ
ー
と
し
て
の
勤
務
が
高
く
評
価
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
前
述
の
「
痙
攣
派
の
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
」
な
ど
が
入
れ
ら
れ
て

い
た
が
、
こ
の
難
し
い
部
署
の
入
所
者
を
、
Ἢ
乱
を
起
こ
さ
ず
に
統
治
し
た
の
で
、
理
事
た
ち
の
信
頼
を
得
た
し
、
警
察
長
官
や
高

等
法
院
検
事
ら
の
覚
え
も
好
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
彼
女
の
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
へ
の
献
身
は
、
親
か
ら
遺
贈
さ
れ
た
四
千
リ
ー
ヴ
ル
を
、
教
会
の
内
装
費
用
の
た
め
に
理

事
会
に
寄
付
し
た
こ
と
に
も
窺
え
る
。
彼
女
の
俸
給
は
年
間
二
〇
〇
リ
ー
ヴ
ル
で
し
か
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
ま
さ
に
大
英

(úû
)
懲
治
監
の
プ
リ
ゾ
ン
に
入
れ
ら
れ
た
「
痙
攣
派
」
も
、
逝
去
し
た
パ
リ
ス
助
祭
を
敬
う
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
だ
っ
た
。
俗
信
徒
は
ラ
テ
ン

語
で
書
か
れ
た
教
皇
勅
書la

B
ulle

は
も
ち
ろ
ん
読
め
な
い
し
理
解
で
き
ず
、
忌
み
嫌
う
も
の
が
大
半
だ
っ
た
、
と
も
云
わ
れ
る
。

[D
ésgranges,1954,p.53]

(úü
)
一
七
四
九
年
の
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
院
長
人
事
を
め
ぐ
る
事
件
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文
献
を
利
用
し
た
。[C

arrez,pp.182-

192]
[Estienne,pp.519-537]

[B
oucher,pp.103-108]

[V
essier,pp.91-97]

[D
esgranges,1954]

だ
が
、
最
も
詳
し
い
デ
グ
ラ
ン
ジ

ュ
の
文
献
で
も
大
司
教
邸
と
警
視
庁
の
火
事
に
よ
る
資
料
焼
失
な
ど
の
理
由
で
、
肝
心
の
部
分
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

(úý
)
正
統
カ
ト
リ
ッ
ク
の
司
祭
や
修
道
士
は
、
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
を
「
ム
ス
リ
ム
よ
り
も
悪
辣
で
、
仔
羊
の
皮
を
か
ぶ
っ
た
狼
の
如
き
も
の

だ
」
と
も
評
し
た
。
ま
た
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
が
聖
体
拝
領
や
、「
ロ
ザ
リ
オ
の
祈
りrécitation

du
chapelet

」（
数
珠
を
繰
り
な
が
ら
唱
え

る
ロ
ザ
リ
オ
の
祈
り
）
を
無
視
し
た
り
、
聖
マ
リ
ア
信
仰
を
否
定
す
る
こ
と
に
憤
り
を
覚
え
て
、
そ
の
復
活
を
望
ん
で
い
た
と
い
う
。

[D
esgranges,1954,p.44,140]

[Estienne,p.525]
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よ
り
、
法
服
貴
族
や
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
に
支
持
基
盤
を
広
げ
て
い
っ
た
。
正
統
カ
ト
リ
ッ
ク
と
ジ
ェ
ズ
イ
ッ
ト
は
こ
れ
に
異
端
の
臭

い
を
嗅
ぎ
つ
け
、
激
し
く
非
難
し
排
除
に
の
り
だ
し
た
。
早
く
も
一
六
三
八
年
に
は
シ
ラ
ン
師
が
バ
ス
テ
ィ
ー
ユ
に
幽
閉
さ
れ
、
一

六
五
三
年
に
は
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
一
〇
世
が
、
ヤ
ン
セ
ン
の
著
書
に
あ
る
「
五
つ
の
命
題
」
を
異
端
と
し
て
糾
弾
し
た
。

し
か
し
、
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
は
一
向
に
衰
え
る
ど
こ
ろ
か
、
一
六
九
三
年
に
は
Ｐ
．
ケ
ネ
ル
が
『
道
徳
的
考
察
』
を
発
表
し
、
聖

書
の
徹
底
的
な
学
び
の
価
値
を
主
張
し
て
信
心
を
広
め
た
。
そ
こ
で
正
統
カ
ト
リ
ッ
ク
は
一
七
〇
八
年
に
教
皇
ク
レ
メ
ン
ス
一
一
世

が
小
勅
書
を
、
さ
ら
に
一
七
一
三
年
に
は
大
勅
書
『
ウ
ニ
ゲ
ニ
ト
ゥ
ス
』
を
発
し
て
、
ケ
ネ
ル
の
主
張
を
断
罪
し
、
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス

ム
を
異
端
と
し
て
弾
劾
し
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
は
放
逐
さ
れ
ず
、
パ
リ
高
等
法
院
や
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ

ル
の
理
事
の
な
か
に
支
持
基
盤
を
構
築
し
た
だ
け
で
な
く
、
庶
民
の
な
か
に
も
浸
透
し
た(úû)。

聖
職
者
た
ち
が
覚
え
て
い
た
シ
ス
タ
ー
に
よ
る
「
権
利
の
侵
食
」
感
と
、
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
的
恩
寵
論
を
入
所
者
に
説
教
す
る
こ

と
へ
の
敵
意
、
こ
の
潜
在
的
な
不
満
と
憎
悪
は
、
一
七
四
六
年
に
ク
リ
ス
ト
フ
・
ド
・
ボ
ー
モ
ン
が
パ
リ
大
司
教
に
着
任
し
、
オ
ピ

タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の
最
高
幹
部
メ
ン
バ
ー
に
加
わ
る
と
一
挙
に
火
を
噴
い
た
。
一
七
四
九
年
五
月
に
院
長
ジ
ュ
リ
ィ
嬢
が
辞
任
に

追
い
込
ま
れ
、
彼
女
を
慕
う
シ
ス
タ
ー
ら
一
五
名
も
辞
意
を
表
明
す
る
事
件
が
起
き
た(úü)。
こ
の
辞
任
劇
は
、
ジ
ュ
リ
ィ
嬢
の
後
佂
を

狙
う
シ
ス
タ
ー
・
サ
ン
・
ミ
シ
ェ
ル
が
、
大
司
教
の
教
唆
ἤ
動
で
動
い
た
と
も
云
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
大
司
教
ボ
ー
モ
ン
は
、
国
王

か
ら
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
「
秩
序
」
を
取
り
戻
す
よ
う
に
と
の
強
い
要
請
を
受
け
て
い
た
。
そ
れ
は
極
論
す
れ
ば
、
館
内
か
ら

ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
勢
力
を
一
掃
す
る
こ
と
だ
っ
た(úý)。

院
長
ジ
ュ
リ
ィ
の
後
任
選
び
が
一
七
四
九
年
五
月
以
降
に
始
ま
っ
た
。
そ
の
候
補
と
な
る
シ
ス
タ
ー
は
数
人
に
昇
っ
た
が
、
最
有

力
候
補
は
シ
ス
タ
ー
・
サ
ン
・
ミ
シ
ェ
ル
で
あ
り
、
多
く
の
理
事
も
彼
女
を
推
薦
し
た
。
彼
女
は
本
名
を
マ
ル
グ
リ
ッ
ト
・
ジ
ェ
ル

ヴ
ェM

arguerite
G
ervais

と
い
い
、
オ
テ
ル
・
デ
ュ
で
四
年
間
の
修
練
の
後
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
入
り
、
パ
ン
カ
ト
ラ
ン

院
長
の
許
で
い
ろ
ん
な
部
署
を
経
験
し
て
、
士
官
シ
ス
タ
ー
に
登
り
つ
め
た
苦
労
人
で
あ
っ
た
。
と
く
に
直
近
三
年
間
の
、
懲
治
監

で
主
任
シ
ス
タ
ー
と
し
て
の
勤
務
が
高
く
評
価
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
前
述
の
「
痙
攣
派
の
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
」
な
ど
が
入
れ
ら
れ
て

い
た
が
、
こ
の
難
し
い
部
署
の
入
所
者
を
、
Ἢ
乱
を
起
こ
さ
ず
に
統
治
し
た
の
で
、
理
事
た
ち
の
信
頼
を
得
た
し
、
警
察
長
官
や
高

等
法
院
検
事
ら
の
覚
え
も
好
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
彼
女
の
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
へ
の
献
身
は
、
親
か
ら
遺
贈
さ
れ
た
四
千
リ
ー
ヴ
ル
を
、
教
会
の
内
装
費
用
の
た
め
に
理

事
会
に
寄
付
し
た
こ
と
に
も
窺
え
る
。
彼
女
の
俸
給
は
年
間
二
〇
〇
リ
ー
ヴ
ル
で
し
か
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
ま
さ
に
大
英

(úû
)
懲
治
監
の
プ
リ
ゾ
ン
に
入
れ
ら
れ
た
「
痙
攣
派
」
も
、
逝
去
し
た
パ
リ
ス
助
祭
を
敬
う
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
だ
っ
た
。
俗
信
徒
は
ラ
テ
ン

語
で
書
か
れ
た
教
皇
勅
書la

B
ulle

は
も
ち
ろ
ん
読
め
な
い
し
理
解
で
き
ず
、
忌
み
嫌
う
も
の
が
大
半
だ
っ
た
、
と
も
云
わ
れ
る
。

[D
ésgranges,1954,p.53]

(úü
)
一
七
四
九
年
の
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
院
長
人
事
を
め
ぐ
る
事
件
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文
献
を
利
用
し
た
。[C

arrez,pp.182-

192]
[Estienne,pp.519-537]

[B
oucher,pp.103-108]

[V
essier,pp.91-97]

[D
esgranges,1954]

だ
が
、
最
も
詳
し
い
デ
グ
ラ
ン
ジ

ュ
の
文
献
で
も
大
司
教
邸
と
警
視
庁
の
火
事
に
よ
る
資
料
焼
失
な
ど
の
理
由
で
、
肝
心
の
部
分
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

(úý
)
正
統
カ
ト
リ
ッ
ク
の
司
祭
や
修
道
士
は
、
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
を
「
ム
ス
リ
ム
よ
り
も
悪
辣
で
、
仔
羊
の
皮
を
か
ぶ
っ
た
狼
の
如
き
も
の

だ
」
と
も
評
し
た
。
ま
た
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
が
聖
体
拝
領
や
、「
ロ
ザ
リ
オ
の
祈
りrécitation

du
chapelet

」（
数
珠
を
繰
り
な
が
ら
唱
え

る
ロ
ザ
リ
オ
の
祈
り
）
を
無
視
し
た
り
、
聖
マ
リ
ア
信
仰
を
否
定
す
る
こ
と
に
憤
り
を
覚
え
て
、
そ
の
復
活
を
望
ん
で
い
た
と
い
う
。

[D
esgranges,1954,p.44,140]

[Estienne,p.525]
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断
だ
っ
た
。
加
え
て
、
理
事
会
に
は
、
彼
女
が
院
長
に
な
れ
ば
、
暫
く
途
絶
え
た
寄
付
も
集
ま
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
打
算
も
働
い
て

い
た
。

問
題
は
彼
女
が
熱
烈
な
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
だ
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、
彼
女
が
こ
の
二
〇
年
間
、
復
活
祭
の
折
に
、
聖
体

拝
領
、
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
の
身
体
と
血
で
あ
る
パ
ン
と
ワ
イ
ン
の
聖
ἢ
を
回
避
し
て
い
た
こ
と
に
象
徴
的
に
現
れ
て
い
た
。
聖
体

拝
領
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
最
低
限
の
義
務
だ
と
主
張
す
る
正
統
カ
ト
リ
ッ
ク
や
ジ
ェ
ズ
イ
ッ
ト
は
、
彼
女
を
激
し
く
攻
撃
し
て
い

た
。一

七
四
九
年
七
月
一
二
日
、
大
司
教
邸
で
総
務
会
と
最
高
幹
部
会
の
合
同
会
議
が
開
か
れ
、
議
長
の
大
司
教
が
次
の
如
く
口
火
を

切
っ
た
。「
女
性
院
長
は
こ
れ
ま
で
、
生
え
抜
き
の
シ
ス
タ
ー
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
外
部
の
者
も
登
用
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
今

日
、
私
は
外
部
の
女
性
、
マ
ダ
ム
・
モ
ワ
ザ
ン
を
院
長
候
補
に
推
薦
す
る
。
彼
女
は
優
れ
た
才
能
と
篤
い
信
仰
心
を
も
ち
、
貧
し
き

者
に
は
ᷓ
れ
ん
ば
か
り
の
慈
悲
心
を
示
す
反
面
、
不
服
従
の
者
に
は
断
行
た
る
態
度
を
と
る
、
そ
う
い
っ
た
女
性
で
あ
る
。」
と
述

べ
た
。
多
く
の
理
事
に
と
っ
て
は
ま
さ
し
く
寝
耳
に
水
の
提
案
で
あ
っ
た
が
、
実
は
モ
ワ
ザ
ン
は
そ
れ
よ
り
少
し
前
、
数
珠
を
携
え

て
幾
人
か
の
理
事
メ
ン
バ
ー
の
家
宅
を
訪
問
し
て
、
院
長
候
補
に
な
る
こ
と
を
打
診
し
て
い
た
と
い
う
。[D

esgranges,1954,p.

151]ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
の
理
事
ら
は
も
ち
ろ
ん
こ
れ
に
異
議
を
唱
え
た
。
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
事
情
も
知
ら
ず
、
シ
ス
タ
ー
の
経

験
も
な
い
女
性
に
要
職
が
務
ま
る
筈
は
な
い
、
長
い
シ
ス
タ
ー
経
験
を
も
つ
シ
ス
タ
ー
・
サ
ン
・
ミ
シ
ェ
ル
嬢
以
外
に
選
択
肢
は
な

い
、
と
主
張
し
た
。
そ
こ
で
投
票
が
行
わ
れ
た
が
、
結
果
は
シ
ス
タ
ー
・
サ
ン
・
ミ
シ
ェ
ル
を
支
持
す
る
者
計
一
二
名
、
モ
ワ
ザ
ン

を
推
す
者
一
〇
名
だ
っ
た
。
問
題
は
そ
の
中
味
で
、
議
長
の
大
司
教
を
含
む
、
最
高
幹
部
全
員
が
モ
ワ
ザ
ン
を
支
持
し
た
の
で
あ

る
。
大
司
教
は
、
多
数
決
の
結
果
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
高
幹
部
の
意
見
の
方
が
平
理
事
よ
り
も
重
い
と
主
張
し
て
、
院
長
に
マ
ダ

ム
・
モ
ワ
ザ
ン
を
登
用
す
る
と
決
定
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
時
の
最
高
幹
部
会
の
メ
ン
バ
ー
は
、
大
司
教
の
他
、
租
税
法
院
第
一
議
長
ラ
モ
ワ
ニ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ン
メ
ニ
ル
、
会
計
法
院
第

一
議
長
ニ
コ
ラ
イ
、
警
察
長
官
ベ
リ
エ
、
パ
リ
商
人
頭
ド
・
ベ
ル
ナ
ジ
ュ
、
そ
し
て
高
等
法
院
第
一
議
長
モ
プ
ー
、
同
主
席
検
事
ジ

ョ
リ
・
ド
・
フ
リ
ュ
リ
ィ
だ
っ
た
。
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
の
Ἕ
城
で
あ
る
パ
リ
高
等
法
院
の
重
鎮
、
モ
プ
ー
と
ジ
ョ
リ
・
ド
・
フ
リ
ュ

リ
ィ
は
か
な
り
迷
っ
た
挙
句
、
他
の
最
高
幹
部
会
の
メ
ン
バ
ー
と
足
並
み
を
ἧ
え
た
と
い
う
。
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
の
恨
み
を
買
っ
て

も
、
大
司
教
の
提
案
に
賛
成
し
た
の
は
、
そ
れ
が
国
王
の
強
い
意
向
で
あ
る
こ
と
を
感
知
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

他
方
、
総
務
会
理
事
ら
は
、
一
票
の
重
み
に
差
異
は
な
い
、
多
数
決
を
尊
重
せ
よ
と
迫
っ
た
が
、
無
視
さ
れ
た
。
そ
こ
で
こ
の
決

定
を
覆
す
べ
く
、
理
事
職
の
辞
任
を
表
明
す
る
傍
ら
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
シ
ス
タ
ー
ら
に
ス
ト
ラ
イ
キ
蹶
起
を
促
し
た
の

で
、
館
は
混
乱
に
陥
っ
た
。
シ
ス
タ
ー
・
サ
ン
・
ミ
シ
ェ
ル
を
推
す
者
は
も
ち
ろ
ん
、
大
方
は
よ
そ
者
の
院
長
就
任
に
難
色
を
示
し

た
。
だ
が
、
司
祭
な
ど
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
を
快
く
思
っ
て
い
な
い
者
は
こ
れ
を
歓
迎
し
た
。

大
司
教
と
そ
れ
を
後
援
す
る
国
王
側
は
、
一
切
譲
歩
す
る
姿
勢
を
見
せ
な
か
っ
た
。
一
七
四
九
年
九
月
に
は
国
務
会
議
を
開
い

て
、
マ
ダ
ム
・
モ
ワ
ザ
ン
の
就
任
を
認
め
、
新
理
事
三
人
を
選
任
し
た
。
さ
ら
に
一
七
五
一
年
三
月
二
四
日
に
は
王
宣
を
発
し
て
、

オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の
全
権
を
大
司
教
に
委
任
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
こ
こ
ろ
の
救
済

ス
ピ
リ
チ
ュ
エ
ル

」
と
「
物
的
救
済

タ
ン
ポ
レ
ル

」、
さ
ら
に
理
事
の
選

任
も
大
司
教
に
委
ね
た
の
で
あ
る
。
理
事
は
従
来
の
二
二
人
が
半
分
以
下
の
一
二
人
に
減
ら
さ
れ
、
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
理
事
の
一
掃

が
図
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
辞
任
し
た
理
事
ら
は
い
っ
そ
う
態
度
を
硬
化
さ
せ
、
高
等
法
院
の
介
入
を
仰
ぐ
こ
と
に
し
た
。
高
等
法
院

は
王
令
の
登
録
権
を
保
持
し
て
お
り
、
国
王
と
対
等
に
渡
り
あ
え
る
唯
一
の
機
関
だ
っ
た
し
、
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
の
Ἕ
城
だ
っ
た
か
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断
だ
っ
た
。
加
え
て
、
理
事
会
に
は
、
彼
女
が
院
長
に
な
れ
ば
、
暫
く
途
絶
え
た
寄
付
も
集
ま
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
打
算
も
働
い
て

い
た
。

問
題
は
彼
女
が
熱
烈
な
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
だ
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、
彼
女
が
こ
の
二
〇
年
間
、
復
活
祭
の
折
に
、
聖
体

拝
領
、
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
の
身
体
と
血
で
あ
る
パ
ン
と
ワ
イ
ン
の
聖
ἢ
を
回
避
し
て
い
た
こ
と
に
象
徴
的
に
現
れ
て
い
た
。
聖
体

拝
領
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
最
低
限
の
義
務
だ
と
主
張
す
る
正
統
カ
ト
リ
ッ
ク
や
ジ
ェ
ズ
イ
ッ
ト
は
、
彼
女
を
激
し
く
攻
撃
し
て
い

た
。一

七
四
九
年
七
月
一
二
日
、
大
司
教
邸
で
総
務
会
と
最
高
幹
部
会
の
合
同
会
議
が
開
か
れ
、
議
長
の
大
司
教
が
次
の
如
く
口
火
を

切
っ
た
。「
女
性
院
長
は
こ
れ
ま
で
、
生
え
抜
き
の
シ
ス
タ
ー
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
外
部
の
者
も
登
用
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
今

日
、
私
は
外
部
の
女
性
、
マ
ダ
ム
・
モ
ワ
ザ
ン
を
院
長
候
補
に
推
薦
す
る
。
彼
女
は
優
れ
た
才
能
と
篤
い
信
仰
心
を
も
ち
、
貧
し
き

者
に
は
ᷓ
れ
ん
ば
か
り
の
慈
悲
心
を
示
す
反
面
、
不
服
従
の
者
に
は
断
行
た
る
態
度
を
と
る
、
そ
う
い
っ
た
女
性
で
あ
る
。」
と
述

べ
た
。
多
く
の
理
事
に
と
っ
て
は
ま
さ
し
く
寝
耳
に
水
の
提
案
で
あ
っ
た
が
、
実
は
モ
ワ
ザ
ン
は
そ
れ
よ
り
少
し
前
、
数
珠
を
携
え

て
幾
人
か
の
理
事
メ
ン
バ
ー
の
家
宅
を
訪
問
し
て
、
院
長
候
補
に
な
る
こ
と
を
打
診
し
て
い
た
と
い
う
。[D

esgranges,1954,p.

151]ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
の
理
事
ら
は
も
ち
ろ
ん
こ
れ
に
異
議
を
唱
え
た
。
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
事
情
も
知
ら
ず
、
シ
ス
タ
ー
の
経

験
も
な
い
女
性
に
要
職
が
務
ま
る
筈
は
な
い
、
長
い
シ
ス
タ
ー
経
験
を
も
つ
シ
ス
タ
ー
・
サ
ン
・
ミ
シ
ェ
ル
嬢
以
外
に
選
択
肢
は
な

い
、
と
主
張
し
た
。
そ
こ
で
投
票
が
行
わ
れ
た
が
、
結
果
は
シ
ス
タ
ー
・
サ
ン
・
ミ
シ
ェ
ル
を
支
持
す
る
者
計
一
二
名
、
モ
ワ
ザ
ン

を
推
す
者
一
〇
名
だ
っ
た
。
問
題
は
そ
の
中
味
で
、
議
長
の
大
司
教
を
含
む
、
最
高
幹
部
全
員
が
モ
ワ
ザ
ン
を
支
持
し
た
の
で
あ

る
。
大
司
教
は
、
多
数
決
の
結
果
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
高
幹
部
の
意
見
の
方
が
平
理
事
よ
り
も
重
い
と
主
張
し
て
、
院
長
に
マ
ダ

ム
・
モ
ワ
ザ
ン
を
登
用
す
る
と
決
定
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
時
の
最
高
幹
部
会
の
メ
ン
バ
ー
は
、
大
司
教
の
他
、
租
税
法
院
第
一
議
長
ラ
モ
ワ
ニ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ン
メ
ニ
ル
、
会
計
法
院
第

一
議
長
ニ
コ
ラ
イ
、
警
察
長
官
ベ
リ
エ
、
パ
リ
商
人
頭
ド
・
ベ
ル
ナ
ジ
ュ
、
そ
し
て
高
等
法
院
第
一
議
長
モ
プ
ー
、
同
主
席
検
事
ジ

ョ
リ
・
ド
・
フ
リ
ュ
リ
ィ
だ
っ
た
。
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
の
Ἕ
城
で
あ
る
パ
リ
高
等
法
院
の
重
鎮
、
モ
プ
ー
と
ジ
ョ
リ
・
ド
・
フ
リ
ュ

リ
ィ
は
か
な
り
迷
っ
た
挙
句
、
他
の
最
高
幹
部
会
の
メ
ン
バ
ー
と
足
並
み
を
ἧ
え
た
と
い
う
。
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
の
恨
み
を
買
っ
て

も
、
大
司
教
の
提
案
に
賛
成
し
た
の
は
、
そ
れ
が
国
王
の
強
い
意
向
で
あ
る
こ
と
を
感
知
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

他
方
、
総
務
会
理
事
ら
は
、
一
票
の
重
み
に
差
異
は
な
い
、
多
数
決
を
尊
重
せ
よ
と
迫
っ
た
が
、
無
視
さ
れ
た
。
そ
こ
で
こ
の
決

定
を
覆
す
べ
く
、
理
事
職
の
辞
任
を
表
明
す
る
傍
ら
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
シ
ス
タ
ー
ら
に
ス
ト
ラ
イ
キ
蹶
起
を
促
し
た
の

で
、
館
は
混
乱
に
陥
っ
た
。
シ
ス
タ
ー
・
サ
ン
・
ミ
シ
ェ
ル
を
推
す
者
は
も
ち
ろ
ん
、
大
方
は
よ
そ
者
の
院
長
就
任
に
難
色
を
示
し

た
。
だ
が
、
司
祭
な
ど
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
を
快
く
思
っ
て
い
な
い
者
は
こ
れ
を
歓
迎
し
た
。

大
司
教
と
そ
れ
を
後
援
す
る
国
王
側
は
、
一
切
譲
歩
す
る
姿
勢
を
見
せ
な
か
っ
た
。
一
七
四
九
年
九
月
に
は
国
務
会
議
を
開
い

て
、
マ
ダ
ム
・
モ
ワ
ザ
ン
の
就
任
を
認
め
、
新
理
事
三
人
を
選
任
し
た
。
さ
ら
に
一
七
五
一
年
三
月
二
四
日
に
は
王
宣
を
発
し
て
、

オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の
全
権
を
大
司
教
に
委
任
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
こ
こ
ろ
の
救
済

ス
ピ
リ
チ
ュ
エ
ル

」
と
「
物
的
救
済

タ
ン
ポ
レ
ル

」、
さ
ら
に
理
事
の
選

任
も
大
司
教
に
委
ね
た
の
で
あ
る
。
理
事
は
従
来
の
二
二
人
が
半
分
以
下
の
一
二
人
に
減
ら
さ
れ
、
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
理
事
の
一
掃

が
図
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
辞
任
し
た
理
事
ら
は
い
っ
そ
う
態
度
を
硬
化
さ
せ
、
高
等
法
院
の
介
入
を
仰
ぐ
こ
と
に
し
た
。
高
等
法
院

は
王
令
の
登
録
権
を
保
持
し
て
お
り
、
国
王
と
対
等
に
渡
り
あ
え
る
唯
一
の
機
関
だ
っ
た
し
、
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
の
Ἕ
城
だ
っ
た
か
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ら
で
あ
る
。

高
等
法
院
は
、
一
七
五
一
年
七
月
に
全
体
会
議
を
開
催
し
て
、
一
二
時
間
に
亘
る
議
論
の
末
に
、
王
宣
を
条
件
つ
き
で
登
録
す
る

こ
と
を
決
議
し
た
。
す
な
わ
ち
、
一
七
四
九
年
七
月
一
二
日
の
マ
ダ
ム
・
モ
ワ
ザ
ン
の
任
命
は
無
効
と
し
、
院
長
の
人
選
は
従
来
通

り
の
や
り
方
で
、
投
票
は
多
数
決
に
依
る
こ
と
、
を
条
件
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
右
の
国
務
会
議
と
王
宣
を
否
定
す

る
も
の
だ
っ
た
か
ら
、
両
者
の
対
立
は
決
定
的
に
な
っ
た
。
か
く
て
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
院
長
人
事
に
発
端
し
た
争
い
は
、
今

や
「
国
王
対
高
等
法
院
」
と
い
う
構
図
を
と
り
第
二
幕
に
入
っ
た
。
こ
の
間
の
両
者
の
細
か
な
動
き
は
本
稿
の
趣
旨
か
ら
離
れ
る
の

で
、
以
下
要
点
の
み
を
述
べ
た
い
。

ま
ず
高
等
法
院
の
第
一
議
長
と
主
席
検
事
が
国
王
の
保
養
地
を
訪
ね
た
が
、
冷
た
く
あ
し
ら
わ
れ
、
王
宣
を
直
ち
に
登
録
す
る
よ

う
に
厳
命
さ
れ
た
。
次
い
で
同
年
八
月
高
等
法
院
の
評
定
官
総
勢
三
六
名
が
国
王
に
謁
見
し
、
代
表
し
て
モ
プ
ー
が
右
の
見
解
を
述

べ
た
が
、
国
王
は
、
こ
れ
は
屁
理
屈
だ
と
一
蹴
し
次
の
如
く
述
べ
た
。

「
服
従
は
我
が
臣
民
の
第
一
の
義
務
で
あ
り
、
我
が
高
等
法
院
は
こ
の
基
本
原
則
を
率
先
垂
範
す
べ
き
だ
。
朕
が
高
等
法
院
に
王

令
へ
の
諌
言
を
許
し
て
い
る
と
し
て
も
、
修
正
を
口
実
に
そ
れ
を
無
効
に
し
た
り
、
改
竄
す
る
権
限
を
与
え
て
は
い
な
い
。
朕
に
寄

せ
ら
れ
た
不
同
意
の
意
見
を
聴
く
つ
も
り
は
な
い
。〈
中
略
〉

先
の
三
月
二
四
日
の
王
宣
が
、
留
保
も
条
件
も
な
し
に
登
録
さ
れ

る
よ
う
望
む
。」
と
。[D

esgranges,1954,p.332]

そ
れ
で
も
高
等
法
院
は
ひ
る
ま
ず
、
八
月
二
〇
日
に
会
議
を
開
き
、
国
王
へ
の
「
諌
奏rem

ontrances

」
を
作
成
し
提
出
し
た
。

曰
く
、「
高
等
法
院
は
こ
れ
ま
で
国
王
に
忠
誠
と
恭
順
を
示
し
て
き
た
。
真
の
忠
誠
と
恭
順
は
、
公
衆
の
秩
序
や
王
国
の
法
律
、
道

徳
律
、
そ
し
て
主
権souveraineté

の
諸
権
利
に
害
を
与
え
か
ね
な
い
も
の
に
、
同
意
す
る
こ
と
で
は
な
い
」
と
述
べ
、
先
の
決
定
を

下
し
た
大
司
教
の
違
反
行
為
を
批
判
し
、
そ
の
撤
回
を
国
王
に
要
望
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
中
で
注
目
す
べ
き
は
《souveraineté

》

な
る
言
葉
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
最
高
権
力
、
主
権
」
の
意
味
だ
が
、
右
の
諌
奏
で
は
「
君
主
に
存
す
る
」
と
は
明
言
さ
れ
て
お
ら

ず
、
寧
ろ
人
民
主
権
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
現
代
の
カ
ト
リ
ッ
ク
系
歴
史
学
者
ソ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
、
こ
の
高
等
法
院
と

王
権
の
角
逐
を
「
愚
か
し
い
対
立
」
と
切
っ
て
捨
て
る
が
［
ソ
ヴ
ィ
ニ
ー
、p.309

］、
思
想
史
的
に
見
る
と
絶
対
君
主
の
「
主
権
」

へ
の
異
議
申
し
立
て
、
人
民
主
権
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
や
に
見
え
る
。

本
題
に
戻
る
と
、
一
七
五
二
年
に
事
態
は
い
っ
そ
う
悪
化
し
た
。
国
王
は
先
の
教
皇
勅
書
『
ウ
ニ
ゲ
ニ
ト
ゥ
ス
』
を
批
判
す
る
書

物
や
パ
ン
フ
を
禁
書
と
し
、
市
民
が
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
を
口
に
す
る
こ
と
す
ら
禁
じ
た
。
か
た
や
大
司
教
は
、
終
油
の
秘
蹟
を
受
け

る
に
は
、「
告
解
聴
取
済
み
証billetde

confession

」
が
不
可
欠
だ
と
主
張
し
て
い
た
。
現
に
、
パ
リ
の
教
区
司
祭
が
教
皇
勅
書
を

受
け
容
れ
な
い
者
に
、
終
油
の
秘
蹟
を
拒
否
す
る
事
件
が
お
き
た
。
そ
し
て
こ
れ
が
ボ
ー
モ
ン
大
司
教
の
指
示
だ
と
判
明
す
る
と
、

高
等
法
院
は
大
司
教
と
当
の
司
祭
を
激
し
く
非
難
し
、
輿
論
も
強
権
的
な
王
権
と
パ
リ
大
司
教
に
、
次
第
に
批
判
的
に
な
っ
て
い
っ

た
。
ま
た
、
全
国
一
二
の
高
等
法
院
も
パ
リ
高
等
法
院
に
同
調
す
る
動
き
を
示
し
た
。
そ
れ
で
も
国
王
の
態
度
は
変
わ
ら
ず
、
国
務

会
議
を
開
い
て
高
等
法
院
の
裁
決
を
破
棄
し
た
の
で
、
翌
一
七
五
三
年
に
は
高
等
法
院
は
再
び
「
大
諌
奏
」
を
発
し
て
、
国
王
の
態

度
を
批
判
し
た
。
す
る
と
国
王
は
逆
に
高
等
法
院
を
ポ
ン
ト
ワ
ー
ズ
に
追
放
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
数
年
間
、
事
態
は
膠
着
状
態
に
陥
っ
た
が
、
こ
の
間
、
二
十
分
の
一
税
を
め
ぐ
っ
て
ボ
ー
モ
ン
大
司
教
は
国
王
の
不
興
を

買
い
、
コ
ン
フ
ラ
ン
に
隠
棲
を
命
じ
ら
れ
た
。
と
は
い
え
、
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の
最
高
幹
部
職
を
辞
め
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
と
こ
ろ
が
事
態
を
急
変
さ
せ
る
事
件
が
お
き
た
。

一
七
五
七
年
一
月
、
ロ
ベ
ー
ル
・
Ｆ
・
ダ
ミ
ア
ン
な
る
中
年
男
が
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
宮
殿
で
馬
車
に
乗
ろ
う
と
す
る
ル
イ
一
五
世
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ら
で
あ
る
。

高
等
法
院
は
、
一
七
五
一
年
七
月
に
全
体
会
議
を
開
催
し
て
、
一
二
時
間
に
亘
る
議
論
の
末
に
、
王
宣
を
条
件
つ
き
で
登
録
す
る

こ
と
を
決
議
し
た
。
す
な
わ
ち
、
一
七
四
九
年
七
月
一
二
日
の
マ
ダ
ム
・
モ
ワ
ザ
ン
の
任
命
は
無
効
と
し
、
院
長
の
人
選
は
従
来
通

り
の
や
り
方
で
、
投
票
は
多
数
決
に
依
る
こ
と
、
を
条
件
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
右
の
国
務
会
議
と
王
宣
を
否
定
す

る
も
の
だ
っ
た
か
ら
、
両
者
の
対
立
は
決
定
的
に
な
っ
た
。
か
く
て
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
院
長
人
事
に
発
端
し
た
争
い
は
、
今

や
「
国
王
対
高
等
法
院
」
と
い
う
構
図
を
と
り
第
二
幕
に
入
っ
た
。
こ
の
間
の
両
者
の
細
か
な
動
き
は
本
稿
の
趣
旨
か
ら
離
れ
る
の

で
、
以
下
要
点
の
み
を
述
べ
た
い
。

ま
ず
高
等
法
院
の
第
一
議
長
と
主
席
検
事
が
国
王
の
保
養
地
を
訪
ね
た
が
、
冷
た
く
あ
し
ら
わ
れ
、
王
宣
を
直
ち
に
登
録
す
る
よ

う
に
厳
命
さ
れ
た
。
次
い
で
同
年
八
月
高
等
法
院
の
評
定
官
総
勢
三
六
名
が
国
王
に
謁
見
し
、
代
表
し
て
モ
プ
ー
が
右
の
見
解
を
述

べ
た
が
、
国
王
は
、
こ
れ
は
屁
理
屈
だ
と
一
蹴
し
次
の
如
く
述
べ
た
。

「
服
従
は
我
が
臣
民
の
第
一
の
義
務
で
あ
り
、
我
が
高
等
法
院
は
こ
の
基
本
原
則
を
率
先
垂
範
す
べ
き
だ
。
朕
が
高
等
法
院
に
王

令
へ
の
諌
言
を
許
し
て
い
る
と
し
て
も
、
修
正
を
口
実
に
そ
れ
を
無
効
に
し
た
り
、
改
竄
す
る
権
限
を
与
え
て
は
い
な
い
。
朕
に
寄

せ
ら
れ
た
不
同
意
の
意
見
を
聴
く
つ
も
り
は
な
い
。〈
中
略
〉

先
の
三
月
二
四
日
の
王
宣
が
、
留
保
も
条
件
も
な
し
に
登
録
さ
れ

る
よ
う
望
む
。」
と
。[D

esgranges,1954,p.332]

そ
れ
で
も
高
等
法
院
は
ひ
る
ま
ず
、
八
月
二
〇
日
に
会
議
を
開
き
、
国
王
へ
の
「
諌
奏rem

ontrances

」
を
作
成
し
提
出
し
た
。

曰
く
、「
高
等
法
院
は
こ
れ
ま
で
国
王
に
忠
誠
と
恭
順
を
示
し
て
き
た
。
真
の
忠
誠
と
恭
順
は
、
公
衆
の
秩
序
や
王
国
の
法
律
、
道

徳
律
、
そ
し
て
主
権souveraineté

の
諸
権
利
に
害
を
与
え
か
ね
な
い
も
の
に
、
同
意
す
る
こ
と
で
は
な
い
」
と
述
べ
、
先
の
決
定
を

下
し
た
大
司
教
の
違
反
行
為
を
批
判
し
、
そ
の
撤
回
を
国
王
に
要
望
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
中
で
注
目
す
べ
き
は
《souveraineté

》

な
る
言
葉
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
最
高
権
力
、
主
権
」
の
意
味
だ
が
、
右
の
諌
奏
で
は
「
君
主
に
存
す
る
」
と
は
明
言
さ
れ
て
お
ら

ず
、
寧
ろ
人
民
主
権
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
現
代
の
カ
ト
リ
ッ
ク
系
歴
史
学
者
ソ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
、
こ
の
高
等
法
院
と

王
権
の
角
逐
を
「
愚
か
し
い
対
立
」
と
切
っ
て
捨
て
る
が
［
ソ
ヴ
ィ
ニ
ー
、p.309

］、
思
想
史
的
に
見
る
と
絶
対
君
主
の
「
主
権
」

へ
の
異
議
申
し
立
て
、
人
民
主
権
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
や
に
見
え
る
。

本
題
に
戻
る
と
、
一
七
五
二
年
に
事
態
は
い
っ
そ
う
悪
化
し
た
。
国
王
は
先
の
教
皇
勅
書
『
ウ
ニ
ゲ
ニ
ト
ゥ
ス
』
を
批
判
す
る
書

物
や
パ
ン
フ
を
禁
書
と
し
、
市
民
が
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
を
口
に
す
る
こ
と
す
ら
禁
じ
た
。
か
た
や
大
司
教
は
、
終
油
の
秘
蹟
を
受
け

る
に
は
、「
告
解
聴
取
済
み
証billetde
confession

」
が
不
可
欠
だ
と
主
張
し
て
い
た
。
現
に
、
パ
リ
の
教
区
司
祭
が
教
皇
勅
書
を

受
け
容
れ
な
い
者
に
、
終
油
の
秘
蹟
を
拒
否
す
る
事
件
が
お
き
た
。
そ
し
て
こ
れ
が
ボ
ー
モ
ン
大
司
教
の
指
示
だ
と
判
明
す
る
と
、

高
等
法
院
は
大
司
教
と
当
の
司
祭
を
激
し
く
非
難
し
、
輿
論
も
強
権
的
な
王
権
と
パ
リ
大
司
教
に
、
次
第
に
批
判
的
に
な
っ
て
い
っ

た
。
ま
た
、
全
国
一
二
の
高
等
法
院
も
パ
リ
高
等
法
院
に
同
調
す
る
動
き
を
示
し
た
。
そ
れ
で
も
国
王
の
態
度
は
変
わ
ら
ず
、
国
務

会
議
を
開
い
て
高
等
法
院
の
裁
決
を
破
棄
し
た
の
で
、
翌
一
七
五
三
年
に
は
高
等
法
院
は
再
び
「
大
諌
奏
」
を
発
し
て
、
国
王
の
態

度
を
批
判
し
た
。
す
る
と
国
王
は
逆
に
高
等
法
院
を
ポ
ン
ト
ワ
ー
ズ
に
追
放
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
数
年
間
、
事
態
は
膠
着
状
態
に
陥
っ
た
が
、
こ
の
間
、
二
十
分
の
一
税
を
め
ぐ
っ
て
ボ
ー
モ
ン
大
司
教
は
国
王
の
不
興
を

買
い
、
コ
ン
フ
ラ
ン
に
隠
棲
を
命
じ
ら
れ
た
。
と
は
い
え
、
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の
最
高
幹
部
職
を
辞
め
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
と
こ
ろ
が
事
態
を
急
変
さ
せ
る
事
件
が
お
き
た
。

一
七
五
七
年
一
月
、
ロ
ベ
ー
ル
・
Ｆ
・
ダ
ミ
ア
ン
な
る
中
年
男
が
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
宮
殿
で
馬
車
に
乗
ろ
う
と
す
る
ル
イ
一
五
世
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を
ナ
イ
フ
で
襲
撃
し
た
の
で
あ
る
。
王
の
脇
腹
へ
の
ナ
イ
フ
の
一
撃
は
致
命
傷
に
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
一
六
一
〇
年
の
ア
ン
リ
四

世
の
弑シ

イ

逆ギ
ャ
グ

事
件
以
来
の
大
事
件
に
、
世
間
は
驚
き
そ
の
動
機
を
い
ろ
い
ろ
と
Ḩ
索
し
た
。
捕
捉
さ
れ
た
犯
人
は
、
最
初
は
宮
内
裁

判
所
で
尋
問
さ
れ
た
が
、
高
等
法
院
は
裁
判
管
轄
権
を
㒔
に
、
こ
の
男
の
裁
判
を
そ
こ
か
ら
高
等
法
院
大
審
問
部
に
移
す
こ
と
に
成

功
し
た
。
ダ
ミ
ア
ン
が
何
人
か
の
高
等
法
院
評
定
官
宅
で
召
使
な
ど
下
働
き
を
し
て
お
り
、
そ
の
際
、
評
定
官
ら
が
国
王
や
大
司
教

を
非
難
す
る
の
を
耳
に
し
て
い
た
、
と
予
審
で
供
述
し
て
い
た
か
ら
、
高
等
法
院
は
、
件
の
評
定
官
の
発
言
が
犯
行
を
唆
し
た
、
と

見
ら
れ
る
の
を
恐
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
大
審
問
部
の
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
検
事
ら
は
、
逆
に
ジ
ェ
ズ
イ
ッ
ト
の
犯
行

と
思
わ
せ
る
言
質
を
、
か
れ
か
ら
引
き
出
そ
う
と
努
め
た
。
し
か
し
、
裁
判
で
も
犯
行
動
機
は
明
ら
か
に
な
ら
ず
、
同
年
三
月
大
審

問
部
は
ダ
ミ
ア
ン
に
、「
生
き
な
が
ら
四
つ
裂
き
に
す
る
刑
」
と
い
う
極
刑
判
決
を
く
だ
し
、
処
刑
し
た
の
で
あ
る
。
高
等
法
院
は
、

こ
の
半
ば
狂
信
的
な
男
を
犠
牲
に
し
て
責
任
逃
れ
を
図
っ
た
と
云
わ
れ
た(ú7)。[D

esgrangesp,p.401]

［
二
宮
宏
之
、1996,p.268

］

こ
の
大
事
件
は
、
国
王
と
高
等
法
院
の
不
毛
な
対
立
に
終
止
符
を
打
た
せ
る
転
機
と
な
っ
た
。
翌
一
七
五
八
年
三
月
一
五
日
の
王

令
は
、
先
の
国
務
会
議
の
裁
決
を
廃
止
し
、
一
七
四
九
年
以
前
の
状
態
に
復
す
る
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
司
祭
の
任
命
・
解
任
の
権

利
を
大
司
教
か
ら
理
事
会
へ
戻
し
、
辞
任
し
た
理
事
に
は
そ
の
復
帰
を
許
し
た
の
で
あ
る
。
但
し
、
マ
ダ
ム
・
モ
ワ
ザ
ン
は
引
き
続

き
院
長
の
地
位
に
留
ま
る
こ
と
を
認
め
る
と
し
た
。
こ
れ
は
「
覆
水
盆
に
返
ら
ず
」
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
が
、
マ
ダ
ム
・
モ
ワ
ザ

ン
の
院
長
職
と
し
て
の
行
政
能
力
や
人
望
を
国
王
が
高
く
評
価
し
て
い
た
証
で
も
あ
っ
た
。

我
が
羊
の
群
れ
に
戻
ろ
う
。
一
七
四
九
年
の
総
務
会
と
最
高
幹
部
会
の
合
同
会
議
で
、
院
長
に
選
任
さ
れ
た
マ
ダ
ム
・
モ
ワ
ザ
ン

は
ど
ん
な
女
性
だ
っ
た
の
か
。
彼
女
の
名
前
を
冠
し
た
作
品
の
著
者
デ
グ
ラ
ン
ジ
ュ
で
す
ら
、
そ
の
経
歴
に
は
不
明
な
所
が
多
す
ぎ

る
と
云
う
。
と
い
う
の
は
、
一
八
三
〇
年
の
大
司
教
邸
の
火
災
と
、
一
八
七
一
年
パ
リ
・
コ
ン
ミ
ュ
ン
時
の
放
火
で
、
警
視
庁
と
市

庁
舎
に
保
存
さ
れ
て
い
た
史
料
が
焼
失
し
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
彼
女
自
身
も
自
伝
や
書
物
を
執
筆
刊
行
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
。そ

う
い
っ
た
訳
で
、
彼
女
の
生
年
月
日
で
す
ら
正
確
に
特
定
で
き
な
い
が
、
恐
ら
く
一
八
世
紀
初
め
に
、
パ
リ
の
ワ
イ
ン
商
人
の

娘
と
し
て
生
ま
れ
た
。
若
く
し
て
才
色
兼
備
だ
っ
た
せ
い
か
、
二
十
歳
前
に
最
初
の
結
婚
を
し
た
が
、
夫
が
早
世
し
た
ら
し
い
。
つ

い
で
パ
リ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
、
モ
ワ
ザ
ン
氏
と
二
度
目
の
結
婚
、
と
こ
ろ
が
、
オ
ー
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
に
所
有
す
る
炭
鉱
に
出
か
け
た
折
、

夫
は
馬
車
が
転
覆
し
て
事
故
死
、
か
く
て
若
く
し
て
寡
婦
と
な
っ
た
。
マ
ダ
ム
・
モ
ワ
ザ
ン
は
美
貌
と
才
能
に
恵
ま
れ
た
う
え
に
、

性
格
も
好
か
っ
た
か
ら
、
好
意
を
寄
せ
る
紳
士
が
数
多
い
た
と
い
う
。
だ
が
大
病
を
患
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
過
去
の
生
活
と
の
訣
別

を
決
意
し
、
サ
ン
・
フ
ラ
ン
ソ
ワ
第
三
会
（
修
道
会
の
指
導
下
に
あ
る
世
俗
の
信
徒
団
体
）
に
入
会
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
に
専

心
す
る
。
と
は
い
え
、
彼
女
は
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
・
士
官
シ
ス
タ
ー
の
よ
う
に
、
鉄
の
如
く
強
靭
で
厳
格

な
信
心
家
で
は
な
か
っ
た
。
人
当
た
り
が
好
く
、「
宗
教
上
の
罪ツ

ミ

人ビ
トpécheresse

に
対
し
て
も
慈
悲
心
を
も
っ
て
接
し
た
」
と
い
う
。

[D
esgranges,p.180]

肝
腎
の
大
司
教
ボ
ー
モ
ン
と
の
接
点
は
不
明
で
、
ど
う
い
っ
た
経
緯
で
院
長
候
補
と
な
っ
た
の
か
も
分
か
ら
な
い
が
、
一
七
四
〇

年
代
に
は
、
篤
い
信
仰
心
と
品
位
の
良
さ
、
加
え
て
み
眼
麗
し
い
容
貌
に
よ
っ
て
、
彼
女
は
上
流
階
級
に
は
夙
に
知
ら
れ
た
存
在
だ

っ
た
し
、
こ
と
に
王
妃
レ
ク
ザ
ン
ス
カ
の
知
己
を
得
て
王
族
と
も
親
交
を
結
ん
だ
と
い
う
。

(ú7
)
一
七
五
七
年
五
月
に
公
表
さ
れ
た
裁
判
報
告
書
は
、
犯
行
に
は
高
等
法
院
に
モ
ラ
ル
上
の
責
任
が
あ
る
、
と
述
べ
た
と
い
う
。

[D
esgranges,p.401]
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を
ナ
イ
フ
で
襲
撃
し
た
の
で
あ
る
。
王
の
脇
腹
へ
の
ナ
イ
フ
の
一
撃
は
致
命
傷
に
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
一
六
一
〇
年
の
ア
ン
リ
四

世
の
弑シ

イ

逆ギ
ャ
グ

事
件
以
来
の
大
事
件
に
、
世
間
は
驚
き
そ
の
動
機
を
い
ろ
い
ろ
と
Ḩ
索
し
た
。
捕
捉
さ
れ
た
犯
人
は
、
最
初
は
宮
内
裁

判
所
で
尋
問
さ
れ
た
が
、
高
等
法
院
は
裁
判
管
轄
権
を
㒔
に
、
こ
の
男
の
裁
判
を
そ
こ
か
ら
高
等
法
院
大
審
問
部
に
移
す
こ
と
に
成

功
し
た
。
ダ
ミ
ア
ン
が
何
人
か
の
高
等
法
院
評
定
官
宅
で
召
使
な
ど
下
働
き
を
し
て
お
り
、
そ
の
際
、
評
定
官
ら
が
国
王
や
大
司
教

を
非
難
す
る
の
を
耳
に
し
て
い
た
、
と
予
審
で
供
述
し
て
い
た
か
ら
、
高
等
法
院
は
、
件
の
評
定
官
の
発
言
が
犯
行
を
唆
し
た
、
と

見
ら
れ
る
の
を
恐
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
大
審
問
部
の
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
検
事
ら
は
、
逆
に
ジ
ェ
ズ
イ
ッ
ト
の
犯
行

と
思
わ
せ
る
言
質
を
、
か
れ
か
ら
引
き
出
そ
う
と
努
め
た
。
し
か
し
、
裁
判
で
も
犯
行
動
機
は
明
ら
か
に
な
ら
ず
、
同
年
三
月
大
審

問
部
は
ダ
ミ
ア
ン
に
、「
生
き
な
が
ら
四
つ
裂
き
に
す
る
刑
」
と
い
う
極
刑
判
決
を
く
だ
し
、
処
刑
し
た
の
で
あ
る
。
高
等
法
院
は
、

こ
の
半
ば
狂
信
的
な
男
を
犠
牲
に
し
て
責
任
逃
れ
を
図
っ
た
と
云
わ
れ
た(ú7)。[D

esgrangesp,p.401]

［
二
宮
宏
之
、1996,p.268

］

こ
の
大
事
件
は
、
国
王
と
高
等
法
院
の
不
毛
な
対
立
に
終
止
符
を
打
た
せ
る
転
機
と
な
っ
た
。
翌
一
七
五
八
年
三
月
一
五
日
の
王

令
は
、
先
の
国
務
会
議
の
裁
決
を
廃
止
し
、
一
七
四
九
年
以
前
の
状
態
に
復
す
る
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
司
祭
の
任
命
・
解
任
の
権

利
を
大
司
教
か
ら
理
事
会
へ
戻
し
、
辞
任
し
た
理
事
に
は
そ
の
復
帰
を
許
し
た
の
で
あ
る
。
但
し
、
マ
ダ
ム
・
モ
ワ
ザ
ン
は
引
き
続

き
院
長
の
地
位
に
留
ま
る
こ
と
を
認
め
る
と
し
た
。
こ
れ
は
「
覆
水
盆
に
返
ら
ず
」
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
が
、
マ
ダ
ム
・
モ
ワ
ザ

ン
の
院
長
職
と
し
て
の
行
政
能
力
や
人
望
を
国
王
が
高
く
評
価
し
て
い
た
証
で
も
あ
っ
た
。

我
が
羊
の
群
れ
に
戻
ろ
う
。
一
七
四
九
年
の
総
務
会
と
最
高
幹
部
会
の
合
同
会
議
で
、
院
長
に
選
任
さ
れ
た
マ
ダ
ム
・
モ
ワ
ザ
ン

は
ど
ん
な
女
性
だ
っ
た
の
か
。
彼
女
の
名
前
を
冠
し
た
作
品
の
著
者
デ
グ
ラ
ン
ジ
ュ
で
す
ら
、
そ
の
経
歴
に
は
不
明
な
所
が
多
す
ぎ

る
と
云
う
。
と
い
う
の
は
、
一
八
三
〇
年
の
大
司
教
邸
の
火
災
と
、
一
八
七
一
年
パ
リ
・
コ
ン
ミ
ュ
ン
時
の
放
火
で
、
警
視
庁
と
市

庁
舎
に
保
存
さ
れ
て
い
た
史
料
が
焼
失
し
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
彼
女
自
身
も
自
伝
や
書
物
を
執
筆
刊
行
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
。そ

う
い
っ
た
訳
で
、
彼
女
の
生
年
月
日
で
す
ら
正
確
に
特
定
で
き
な
い
が
、
恐
ら
く
一
八
世
紀
初
め
に
、
パ
リ
の
ワ
イ
ン
商
人
の

娘
と
し
て
生
ま
れ
た
。
若
く
し
て
才
色
兼
備
だ
っ
た
せ
い
か
、
二
十
歳
前
に
最
初
の
結
婚
を
し
た
が
、
夫
が
早
世
し
た
ら
し
い
。
つ

い
で
パ
リ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
、
モ
ワ
ザ
ン
氏
と
二
度
目
の
結
婚
、
と
こ
ろ
が
、
オ
ー
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
に
所
有
す
る
炭
鉱
に
出
か
け
た
折
、

夫
は
馬
車
が
転
覆
し
て
事
故
死
、
か
く
て
若
く
し
て
寡
婦
と
な
っ
た
。
マ
ダ
ム
・
モ
ワ
ザ
ン
は
美
貌
と
才
能
に
恵
ま
れ
た
う
え
に
、

性
格
も
好
か
っ
た
か
ら
、
好
意
を
寄
せ
る
紳
士
が
数
多
い
た
と
い
う
。
だ
が
大
病
を
患
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
過
去
の
生
活
と
の
訣
別

を
決
意
し
、
サ
ン
・
フ
ラ
ン
ソ
ワ
第
三
会
（
修
道
会
の
指
導
下
に
あ
る
世
俗
の
信
徒
団
体
）
に
入
会
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
に
専

心
す
る
。
と
は
い
え
、
彼
女
は
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
・
士
官
シ
ス
タ
ー
の
よ
う
に
、
鉄
の
如
く
強
靭
で
厳
格

な
信
心
家
で
は
な
か
っ
た
。
人
当
た
り
が
好
く
、「
宗
教
上
の
罪ツ

ミ

人ビ
トpécheresse

に
対
し
て
も
慈
悲
心
を
も
っ
て
接
し
た
」
と
い
う
。

[D
esgranges,p.180]

肝
腎
の
大
司
教
ボ
ー
モ
ン
と
の
接
点
は
不
明
で
、
ど
う
い
っ
た
経
緯
で
院
長
候
補
と
な
っ
た
の
か
も
分
か
ら
な
い
が
、
一
七
四
〇

年
代
に
は
、
篤
い
信
仰
心
と
品
位
の
良
さ
、
加
え
て
み
眼
麗
し
い
容
貌
に
よ
っ
て
、
彼
女
は
上
流
階
級
に
は
夙
に
知
ら
れ
た
存
在
だ

っ
た
し
、
こ
と
に
王
妃
レ
ク
ザ
ン
ス
カ
の
知
己
を
得
て
王
族
と
も
親
交
を
結
ん
だ
と
い
う
。

(ú7
)
一
七
五
七
年
五
月
に
公
表
さ
れ
た
裁
判
報
告
書
は
、
犯
行
に
は
高
等
法
院
に
モ
ラ
ル
上
の
責
任
が
あ
る
、
と
述
べ
た
と
い
う
。

[D
esgranges,p.401]
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一
七
四
九
年
に
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
院
長
に
就
任
し
て
暫
く
は
、
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
の
集
中
砲
火
を
浴
び
た
。
そ
の
パ
ン
フ
や

新
聞
雑
誌
類
は
、
彼
女
の
経
歴
を
調
べ
、
館
内
で
の
言
動
を
取
り
上
げ
、「
自
由
奔
放
な

ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス

生
活
」
を
し
て
い
る
と
大
仰
に
論
難
し
た
。

だ
が
そ
う
し
た
㒷
謗
中
傷
は
ほ
と
ん
ど
が
的
外
れ
だ
っ
た
よ
う
だ
し
、
彼
女
と
直
に
接
し
た
高
位
高
官
ら
は
、
彼
女
の
魅
力
の
虜
と

な
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
に
面
白
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
の
で
紹
介
し
よ
う
。

一
七
五
一
年
五
月
の
王
令
発
布
の
後
、
高
等
法
院
の
評
定
官
二
名
ト
メ
と
モ
ン
ト
ロ
ン
が
、
二
度
に
渡
り
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館

の
査
察
に
入
っ
た
。
二
人
は
院
長
室
に
招
じ
入
れ
ら
れ
、
財
政
事
情
の
説
明
を
聴
き
、
そ
の
後
館
内
の
幾
つ
か
の
部
署
を
回
っ
て
、

入
所
者
の
様
子
を
直
に
見
た
。
後
日
同
じ
評
定
官
が
二
度
目
の
視
察
を
行
い
、
今
度
は
司
祭
や
シ
ス
タ
ー
か
ら
事
情
を
聴
取
し
た
。

司
祭
た
ち
が
職
務
に
忠
実
で
は
な
く
、
そ
の
言
動
に
慎
み
を
欠
く
、
Ἢ
乱
を
起
こ
す
よ
う
な
要
素
が
あ
る
、
と
の
印
象
を
う
け
た
。

ま
た
シ
ス
タ
ー
の
中
に
は
、
貧
民
に
慈
悲
心
を
十
分
に
示
さ
ず
、
逆
に
彼
ら
に
尊
敬
と
従
順
を
強
要
す
る
、
服
装
も
乱
れ
て
い
る
、

外
部
の
客
人
を
頻
繁
に
迎
え
入
れ
て
い
る
、
頻
繫
に
外
出
す
る
者
が
い
る
、
等
の
声
を
聴
取
し
た
。

肝
腎
の
院
長
に
つ
い
て
、
二
人
は
、
そ
の
物
腰
の
柔
ら
か
さ
と
心
遣
い
、
理
路
整
然
と
し
た
物
言
い
、
人
柄
の
良
さ
に
す
っ
か
り

魅
了
さ
れ
て
、
ᷚ
に
聞
い
て
い
た
人
物
像
と
ま
る
っ
き
り
違
う
こ
と
に
驚
い
た(ú8)。
そ
し
て
こ
れ
を
報
告
書
に
ま
と
め
会
議
で
報
告
し

た
。
そ
の
内
容
は
、
司
祭
や
シ
ス
タ
ー
の
様
子
は
右
に
記
し
た
通
り
で
あ
り
、
財
政
事
情
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
寄
付
金
額
は
減
っ

て
い
る
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
新
執
行
部
の
責
任
で
は
な
い
と
し
、
マ
ダ
ム
・
モ
ワ
ザ
ン
の
仕
事
ぶ
り
は
素
晴
ら
し
い
と
絶
賛
し

た
。
議
長
や
多
く
の
評
定
官
ら
は
我
が
耳
を
疑
い
、
議
長
は
こ
の
件
は
表
沙
汰
に
し
な
い
よ
う
に
と
釘
を
刺
す
程
だ
っ
た
。

[D
esgranges,p.289]

こ
れ
以
降
、
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
は
、
マ
ダ
ム
・
モ
ワ
ザ
ン
へ
の
個
人
攻
撃
を
止
め
て
、
攻
撃
の
矛
先
を
大
司

教
ボ
ー
モ
ン
に
移
し
て
い
っ
た
。

マ
ダ
ム
・
モ
ワ
ザ
ン
は
、
高
等
法
院
と
国
王
と
の
対
立
に
は
関
与
せ
ず
、「
火
中
の
栗
を
拾
う
」
愚
は
避
け
つ
つ
、
サ
ル
ペ
ト
リ

エ
ー
ル
館
の
運
営
に
専
念
し
た
。
敵
対
す
る
聖
職
者
や
シ
ス
タ
ー
も
排
除
す
る
こ
と
を
控
え
、
和
解
を
心
掛
け
た
。
彼
女
の
庇
護
者

で
あ
る
大
司
教
と
も
一
定
の
距
離
を
保
ち
、
中
立
的
で
公
正
な
運
営
を
心
掛
け
た
。
つ
ま
り
、
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
に
も
、
正
統
カ
ト

リ
ッ
ク
派
に
も
与
せ
ず
、
ま
た
両
者
の
衝
突
を
巧
み
に
回
避
し
よ
う
と
図
っ
た
。
懸
案
の
「
病
者
へ
の
塗
油
」
や
終
油
の
秘
蹟
は
き

ち
ん
と
実
施
さ
せ
た
。
こ
の
よ
う
な
彼
女
の
融
和
策
は
次
第
に
実
を
結
び
、
支
持
者
の
輪
は
広
が
り
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
平

和
が
戻
っ
た
。

彼
女
は
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
修
道
院
的
で
陰
鬱
な
雰
囲
気
を
壊
し
、
リ
ベ
ラ
ル
な
オ
ピ
タ
ル
を
造
ろ
う
と
し
た
。
シ
ス
タ
ー

は
、
付
き
添
い
な
し
で
自
由
な
外
出
を
楽
し
め
る
よ
う
に
な
り
、
決
め
ら
れ
た
食
卓
で
の
集
団
的
食
事
か
ら
も
解
放
さ
れ
た
。
彼
女

は
、「
善
き
貧
民
」
に
は
気
取
ら
ず
に
、
驕オ

ゴ

ら
ず
に
、
謙
虚
に
接
し
た
の
で
、
敬
愛
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
な
か
で
も
、
懲
治
監

に
入
れ
ら
れ
た
不
幸
な
女
性
た
ち
の
処
遇
改
善
に
努
め
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。
ラ
・
フ
ォ
ル
ス
の
女
囚
た
ち
は
、
少
し
で
も
反

抗
的
な
態
度
を
と
れ
ば
、
常
習
的
に
笞
で
叩
か
れ
る
等
の
体
罰
を
受
け
た
が
、
彼
女
は
こ
の
悪
習
を
廃
止
し
、
そ
の
代
わ
り
に
黄
色

の
「
コ
ル
ネ
ッ
ト
（
修
道
女
の
被
る
角
頭
巾
）」
を
被
せ
て
、
皆
の
前
に
跪
く
罰
に
変
え
た
と
い
う
。
さ
ら
に
、
プ
リ
ゾ
ン
に
ぶ
ち

込
ま
れ
鉄
鎖
で
繋
が
れ
た
女
囚
か
ら
、
そ
の
鉄
鎖
を
取
り
外
し
た
。[C

arrez,p.62]

そ
し
て
、
最
も
重
い
刑
罰
と
畏
怖
さ
れ
た

「
暗
闇
の
罰
室m

alaises,cachots

」
も
廃
止
し
た
。
ま
た
ラ
・
フ
ォ
ル
ス
に
入
っ
て
い
る
妊
婦
は
、
こ
れ
ま
で
は
オ
テ
ル
・
デ
ュ
に

(ú8
)
デ
グ
ラ
ン
ジ
ュ
は
面
白
い
表
現
を
し
て
い
る
。《prendre

des
vessies

pourdes
lanternes

》「（
豚
肉
屋
が
看
板
に
掲
げ
る
）
豚
の
膀
胱

を
軒
灯
に
間
違
え
る
」、
つ
ま
り
「
ひ
ど
い
勘
違
い
を
す
る
」。
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一
七
四
九
年
に
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
院
長
に
就
任
し
て
暫
く
は
、
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
の
集
中
砲
火
を
浴
び
た
。
そ
の
パ
ン
フ
や

新
聞
雑
誌
類
は
、
彼
女
の
経
歴
を
調
べ
、
館
内
で
の
言
動
を
取
り
上
げ
、「
自
由
奔
放
な

ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス

生
活
」
を
し
て
い
る
と
大
仰
に
論
難
し
た
。

だ
が
そ
う
し
た
㒷
謗
中
傷
は
ほ
と
ん
ど
が
的
外
れ
だ
っ
た
よ
う
だ
し
、
彼
女
と
直
に
接
し
た
高
位
高
官
ら
は
、
彼
女
の
魅
力
の
虜
と

な
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
に
面
白
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
の
で
紹
介
し
よ
う
。

一
七
五
一
年
五
月
の
王
令
発
布
の
後
、
高
等
法
院
の
評
定
官
二
名
ト
メ
と
モ
ン
ト
ロ
ン
が
、
二
度
に
渡
り
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館

の
査
察
に
入
っ
た
。
二
人
は
院
長
室
に
招
じ
入
れ
ら
れ
、
財
政
事
情
の
説
明
を
聴
き
、
そ
の
後
館
内
の
幾
つ
か
の
部
署
を
回
っ
て
、

入
所
者
の
様
子
を
直
に
見
た
。
後
日
同
じ
評
定
官
が
二
度
目
の
視
察
を
行
い
、
今
度
は
司
祭
や
シ
ス
タ
ー
か
ら
事
情
を
聴
取
し
た
。

司
祭
た
ち
が
職
務
に
忠
実
で
は
な
く
、
そ
の
言
動
に
慎
み
を
欠
く
、
Ἢ
乱
を
起
こ
す
よ
う
な
要
素
が
あ
る
、
と
の
印
象
を
う
け
た
。

ま
た
シ
ス
タ
ー
の
中
に
は
、
貧
民
に
慈
悲
心
を
十
分
に
示
さ
ず
、
逆
に
彼
ら
に
尊
敬
と
従
順
を
強
要
す
る
、
服
装
も
乱
れ
て
い
る
、

外
部
の
客
人
を
頻
繁
に
迎
え
入
れ
て
い
る
、
頻
繫
に
外
出
す
る
者
が
い
る
、
等
の
声
を
聴
取
し
た
。

肝
腎
の
院
長
に
つ
い
て
、
二
人
は
、
そ
の
物
腰
の
柔
ら
か
さ
と
心
遣
い
、
理
路
整
然
と
し
た
物
言
い
、
人
柄
の
良
さ
に
す
っ
か
り

魅
了
さ
れ
て
、
ᷚ
に
聞
い
て
い
た
人
物
像
と
ま
る
っ
き
り
違
う
こ
と
に
驚
い
た(ú8)。
そ
し
て
こ
れ
を
報
告
書
に
ま
と
め
会
議
で
報
告
し

た
。
そ
の
内
容
は
、
司
祭
や
シ
ス
タ
ー
の
様
子
は
右
に
記
し
た
通
り
で
あ
り
、
財
政
事
情
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
寄
付
金
額
は
減
っ

て
い
る
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
新
執
行
部
の
責
任
で
は
な
い
と
し
、
マ
ダ
ム
・
モ
ワ
ザ
ン
の
仕
事
ぶ
り
は
素
晴
ら
し
い
と
絶
賛
し

た
。
議
長
や
多
く
の
評
定
官
ら
は
我
が
耳
を
疑
い
、
議
長
は
こ
の
件
は
表
沙
汰
に
し
な
い
よ
う
に
と
釘
を
刺
す
程
だ
っ
た
。

[D
esgranges,p.289]

こ
れ
以
降
、
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
は
、
マ
ダ
ム
・
モ
ワ
ザ
ン
へ
の
個
人
攻
撃
を
止
め
て
、
攻
撃
の
矛
先
を
大
司

教
ボ
ー
モ
ン
に
移
し
て
い
っ
た
。

マ
ダ
ム
・
モ
ワ
ザ
ン
は
、
高
等
法
院
と
国
王
と
の
対
立
に
は
関
与
せ
ず
、「
火
中
の
栗
を
拾
う
」
愚
は
避
け
つ
つ
、
サ
ル
ペ
ト
リ

エ
ー
ル
館
の
運
営
に
専
念
し
た
。
敵
対
す
る
聖
職
者
や
シ
ス
タ
ー
も
排
除
す
る
こ
と
を
控
え
、
和
解
を
心
掛
け
た
。
彼
女
の
庇
護
者

で
あ
る
大
司
教
と
も
一
定
の
距
離
を
保
ち
、
中
立
的
で
公
正
な
運
営
を
心
掛
け
た
。
つ
ま
り
、
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
に
も
、
正
統
カ
ト

リ
ッ
ク
派
に
も
与
せ
ず
、
ま
た
両
者
の
衝
突
を
巧
み
に
回
避
し
よ
う
と
図
っ
た
。
懸
案
の
「
病
者
へ
の
塗
油
」
や
終
油
の
秘
蹟
は
き

ち
ん
と
実
施
さ
せ
た
。
こ
の
よ
う
な
彼
女
の
融
和
策
は
次
第
に
実
を
結
び
、
支
持
者
の
輪
は
広
が
り
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
に
平

和
が
戻
っ
た
。

彼
女
は
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
の
修
道
院
的
で
陰
鬱
な
雰
囲
気
を
壊
し
、
リ
ベ
ラ
ル
な
オ
ピ
タ
ル
を
造
ろ
う
と
し
た
。
シ
ス
タ
ー

は
、
付
き
添
い
な
し
で
自
由
な
外
出
を
楽
し
め
る
よ
う
に
な
り
、
決
め
ら
れ
た
食
卓
で
の
集
団
的
食
事
か
ら
も
解
放
さ
れ
た
。
彼
女

は
、「
善
き
貧
民
」
に
は
気
取
ら
ず
に
、
驕オ

ゴ

ら
ず
に
、
謙
虚
に
接
し
た
の
で
、
敬
愛
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
な
か
で
も
、
懲
治
監

に
入
れ
ら
れ
た
不
幸
な
女
性
た
ち
の
処
遇
改
善
に
努
め
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。
ラ
・
フ
ォ
ル
ス
の
女
囚
た
ち
は
、
少
し
で
も
反

抗
的
な
態
度
を
と
れ
ば
、
常
習
的
に
笞
で
叩
か
れ
る
等
の
体
罰
を
受
け
た
が
、
彼
女
は
こ
の
悪
習
を
廃
止
し
、
そ
の
代
わ
り
に
黄
色

の
「
コ
ル
ネ
ッ
ト
（
修
道
女
の
被
る
角
頭
巾
）」
を
被
せ
て
、
皆
の
前
に
跪
く
罰
に
変
え
た
と
い
う
。
さ
ら
に
、
プ
リ
ゾ
ン
に
ぶ
ち

込
ま
れ
鉄
鎖
で
繋
が
れ
た
女
囚
か
ら
、
そ
の
鉄
鎖
を
取
り
外
し
た
。[C

arrez,p.62]

そ
し
て
、
最
も
重
い
刑
罰
と
畏
怖
さ
れ
た

「
暗
闇
の
罰
室m

alaises,cachots

」
も
廃
止
し
た
。
ま
た
ラ
・
フ
ォ
ル
ス
に
入
っ
て
い
る
妊
婦
は
、
こ
れ
ま
で
は
オ
テ
ル
・
デ
ュ
に

(ú8
)
デ
グ
ラ
ン
ジ
ュ
は
面
白
い
表
現
を
し
て
い
る
。《prendre

des
vessies

pourdes
lanternes

》「（
豚
肉
屋
が
看
板
に
掲
げ
る
）
豚
の
膀
胱

を
軒
灯
に
間
違
え
る
」、
つ
ま
り
「
ひ
ど
い
勘
違
い
を
す
る
」。
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送
致
さ
れ
、
そ
こ
で
出
産
す
る
建
前
だ
っ
た
が
、
彼
女
は
館
内
に
分
ṯ
室
を
設
け
、
静
か
な
環
境
で
出
産
さ
せ
た
。

マ
ダ
ム
・
モ
ワ
ザ
ン
自
身
も
音
楽
を
楽
し
み
、
ト
ラ
ン
プ
遊
び
、
ダ
ン
ス
に
興
じ
、
し
ば
し
ば
外
部
の
友
人
や
高
位
高
官
を
招
い

て
夕
食
を
共
に
し
た
。
ま
た
オ
ペ
ラ
や
観
劇
を
好
み
、
幌
付
き
の
馬
車
で
従
僕
や
小
間
使
い
な
ど
を
従
え
て
外
出
し
た
。
こ
う
し
た

リ
ベ
ラ
ル
な
改
革
と
彼
女
の
自
由
な
生
活
は
、
昔
な
が
ら
の
禁
欲
的
で
、
厳
格
な
修
道
院
的
生
活
を
良
し
と
す
る
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト

に
は
腹
立
た
し
か
っ
た
の
で
、
悪
意
の
あ
る
ゴ
シ
ッ
プ
が
流
さ
れ
た(ú9)。

こ
の
リ
ベ
ラ
ル
路
線
を
踏
襲
さ
せ
る
べ
く
、
彼
女
は
か
の
「
宝
石
」
と
呼
ば
れ
る
少
女
た
ち
の
教
育
に
も
力
を
注
い
だ
。
こ
と
に

彼
女
の
姪
、
本
名
マ
リ
・
エ
リ
ザ
ベ
ト
・
ロ
バ
ン
（
館
内
で
は
シ
ス
タ
ー
・
ヴ
ィ
ク
ト
ワ
ー
ル
）
を
、
若
く
し
て
最
も
難
し
い
部
署

の
懲
治
監
主
任
シ
ス
タ
ー
に
抜
ṅ
し
て
鍛
え
た
。

と
こ
ろ
が
マ
ダ
ム
・
モ
ワ
ザ
ン
の
治
世
に
突
然
幕
が
下
り
た
。
一
七
七
六
年
九
月
彼
女
は
卒
中
で
斃
れ
、
手
当
て
の
甲
斐
も
な
く

亡
く
な
っ
た
。
す
べ
て
の
理
事
と
最
高
幹
部
会
の
メ
ン
バ
ー
、
高
位
高
官
ら
に
混
じ
っ
て
、
シ
ス
タ
ー
に
引
率
さ
れ
た
「
善
き
貧

民
」
ら
も
参
列
し
て
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
で
盛
大
な
葬
儀
が
執
り
行
わ
れ
た
。
サ
ン
・
ジ
ョ
ゼ
フ
区
画
の
少
年
聖
歌
隊
と
、
サ

ン
ト
・
ク
レ
ー
ル
区
画
の
少
女
聖
歌
隊
が
讃
美
歌
を
歌
っ
て
マ
ダ
ム
・
モ
ワ
ザ
ン
の
死
を
悼
ん
だ
。
彼
女
の
後
任
院
長
に
は
、
大
し

た
異
論
も
な
く
シ
ス
タ
ー
・
ヴ
ィ
ク
ト
ワ
ー
ル
が
選
ば
れ
た
。
懲
治
監
の
主
任
シ
ス
タ
ー
を
一
四
年
間
務
め
た
実
績
と
、
マ
ダ
ム
・

モ
ワ
ザ
ン
の
姪
で
あ
る
事
実
も
考
慮
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
マ
ダ
ム
・
モ
ワ
ザ
ン
の
リ
ベ
ラ
ル
な
路
線
は
革
命
と
オ
ピ
タ

ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の
廃
止
ま
で
続
く
の
で
あ
る
。

結
び
に
か
え
て

院
長
人
事
を
め
ぐ
る
こ
の
事
件
を
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
事
件
の
本
質
は
宗
教
対
立
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
王
権
と

高
等
法
院
の
政
治
的
対
立
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
両
者
は
複
雑
に
絡
ま
っ
て
お
り
、
一
刀
両
断
に
断
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

絶
対
王
政
の
確
立
を
目
指
す
ル
イ
一
四
世
は
、
臣
民
の
聖
な
る
世
界
と
世
俗
的
世
界
の
二
つ
を
支
配
し
よ
う
と
図
っ
た
。
そ
の
目

論
見
は
、
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
で
は
、「
こ
こ
ろ
の
救
済

ス
ピ
リ
チ
ュ
エ
ル

」
と
「
物
的
救
済

タ
ン
ポ
レ
ル

」
と
し
て
具
現
化
さ
れ
、
そ
の
任
務
を
、
前
者
は

聖
職
者
に
、
後
者
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
に
委
ね
よ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
パ
リ
の
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
創
設
に
尽
力
し
た
サ
ン
・
サ

ク
ル
マ
ン
信
心
会
の
俗
信
徒
た
ち
は
、
聖
職
者
の
領
分
に
も
侵
食
せ
ん
と
し
た
。
こ
れ
を
察
知
し
た
ル
イ
十
四
世
は
直
ち
に
同
信
心

会
に
解
散
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。
同
じ
伝
で
、
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
の
影
響
力
が
、
高
等
法
院
評
定
官
や
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の

俗
信
徒
理
事
に
広
く
及
ぶ
と
、
ル
イ
十
五
世
は
、
そ
の
影
響
力
伸
長
を
恐
れ
て
そ
の
抑
制
に
の
り
だ
す
の
で
あ
る
。
十
八
世
紀
半
ば

に
は
、
パ
リ
大
司
教
に
ボ
ー
モ
ン
を
起
用
し
、
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
最
高
幹
部
会
の
指
揮
を
と
ら
せ
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館

の
新
院
長
に
マ
ダ
ム
・
モ
ワ
ザ
ン
を
選
任
さ
せ
て
、
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
排
除
を
策
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
王
権
は
た
と
い
同

(ú9
)
『聖
職
者
新
聞N

ouvelles
Ecclésiastiques

』
は
、
マ
ダ
ム
・
モ
ワ
ザ
ン
は
贅
沢
な
暮
ら
し
を
し
て
い
る
、
規
則
で
は
早
朝
四
時
な
い

し
五
時
起
床
な
の
に
、
八
時
に
起
床
し
て
い
る
、
シ
ス
タ
ー
も
好
き
放
題
に
し
て
い
る
、
院
内
規
則
が
守
ら
れ
ず
、
崩
壊
状
態
に
な
っ
て

い
る
、
な
ど
と
報
じ
た
。[D

esgranges,p.415]
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送
致
さ
れ
、
そ
こ
で
出
産
す
る
建
前
だ
っ
た
が
、
彼
女
は
館
内
に
分
ṯ
室
を
設
け
、
静
か
な
環
境
で
出
産
さ
せ
た
。

マ
ダ
ム
・
モ
ワ
ザ
ン
自
身
も
音
楽
を
楽
し
み
、
ト
ラ
ン
プ
遊
び
、
ダ
ン
ス
に
興
じ
、
し
ば
し
ば
外
部
の
友
人
や
高
位
高
官
を
招
い

て
夕
食
を
共
に
し
た
。
ま
た
オ
ペ
ラ
や
観
劇
を
好
み
、
幌
付
き
の
馬
車
で
従
僕
や
小
間
使
い
な
ど
を
従
え
て
外
出
し
た
。
こ
う
し
た

リ
ベ
ラ
ル
な
改
革
と
彼
女
の
自
由
な
生
活
は
、
昔
な
が
ら
の
禁
欲
的
で
、
厳
格
な
修
道
院
的
生
活
を
良
し
と
す
る
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト

に
は
腹
立
た
し
か
っ
た
の
で
、
悪
意
の
あ
る
ゴ
シ
ッ
プ
が
流
さ
れ
た(ú9)。

こ
の
リ
ベ
ラ
ル
路
線
を
踏
襲
さ
せ
る
べ
く
、
彼
女
は
か
の
「
宝
石
」
と
呼
ば
れ
る
少
女
た
ち
の
教
育
に
も
力
を
注
い
だ
。
こ
と
に

彼
女
の
姪
、
本
名
マ
リ
・
エ
リ
ザ
ベ
ト
・
ロ
バ
ン
（
館
内
で
は
シ
ス
タ
ー
・
ヴ
ィ
ク
ト
ワ
ー
ル
）
を
、
若
く
し
て
最
も
難
し
い
部
署

の
懲
治
監
主
任
シ
ス
タ
ー
に
抜
ṅ
し
て
鍛
え
た
。

と
こ
ろ
が
マ
ダ
ム
・
モ
ワ
ザ
ン
の
治
世
に
突
然
幕
が
下
り
た
。
一
七
七
六
年
九
月
彼
女
は
卒
中
で
斃
れ
、
手
当
て
の
甲
斐
も
な
く

亡
く
な
っ
た
。
す
べ
て
の
理
事
と
最
高
幹
部
会
の
メ
ン
バ
ー
、
高
位
高
官
ら
に
混
じ
っ
て
、
シ
ス
タ
ー
に
引
率
さ
れ
た
「
善
き
貧

民
」
ら
も
参
列
し
て
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館
で
盛
大
な
葬
儀
が
執
り
行
わ
れ
た
。
サ
ン
・
ジ
ョ
ゼ
フ
区
画
の
少
年
聖
歌
隊
と
、
サ

ン
ト
・
ク
レ
ー
ル
区
画
の
少
女
聖
歌
隊
が
讃
美
歌
を
歌
っ
て
マ
ダ
ム
・
モ
ワ
ザ
ン
の
死
を
悼
ん
だ
。
彼
女
の
後
任
院
長
に
は
、
大
し

た
異
論
も
な
く
シ
ス
タ
ー
・
ヴ
ィ
ク
ト
ワ
ー
ル
が
選
ば
れ
た
。
懲
治
監
の
主
任
シ
ス
タ
ー
を
一
四
年
間
務
め
た
実
績
と
、
マ
ダ
ム
・

モ
ワ
ザ
ン
の
姪
で
あ
る
事
実
も
考
慮
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
マ
ダ
ム
・
モ
ワ
ザ
ン
の
リ
ベ
ラ
ル
な
路
線
は
革
命
と
オ
ピ
タ

ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の
廃
止
ま
で
続
く
の
で
あ
る
。

結
び
に
か
え
て

院
長
人
事
を
め
ぐ
る
こ
の
事
件
を
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
事
件
の
本
質
は
宗
教
対
立
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
王
権
と

高
等
法
院
の
政
治
的
対
立
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
両
者
は
複
雑
に
絡
ま
っ
て
お
り
、
一
刀
両
断
に
断
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

絶
対
王
政
の
確
立
を
目
指
す
ル
イ
一
四
世
は
、
臣
民
の
聖
な
る
世
界
と
世
俗
的
世
界
の
二
つ
を
支
配
し
よ
う
と
図
っ
た
。
そ
の
目

論
見
は
、
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
で
は
、「
こ
こ
ろ
の
救
済

ス
ピ
リ
チ
ュ
エ
ル

」
と
「
物
的
救
済

タ
ン
ポ
レ
ル

」
と
し
て
具
現
化
さ
れ
、
そ
の
任
務
を
、
前
者
は

聖
職
者
に
、
後
者
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
に
委
ね
よ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
パ
リ
の
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
創
設
に
尽
力
し
た
サ
ン
・
サ

ク
ル
マ
ン
信
心
会
の
俗
信
徒
た
ち
は
、
聖
職
者
の
領
分
に
も
侵
食
せ
ん
と
し
た
。
こ
れ
を
察
知
し
た
ル
イ
十
四
世
は
直
ち
に
同
信
心

会
に
解
散
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。
同
じ
伝
で
、
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
の
影
響
力
が
、
高
等
法
院
評
定
官
や
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の

俗
信
徒
理
事
に
広
く
及
ぶ
と
、
ル
イ
十
五
世
は
、
そ
の
影
響
力
伸
長
を
恐
れ
て
そ
の
抑
制
に
の
り
だ
す
の
で
あ
る
。
十
八
世
紀
半
ば

に
は
、
パ
リ
大
司
教
に
ボ
ー
モ
ン
を
起
用
し
、
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
最
高
幹
部
会
の
指
揮
を
と
ら
せ
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
館

の
新
院
長
に
マ
ダ
ム
・
モ
ワ
ザ
ン
を
選
任
さ
せ
て
、
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
排
除
を
策
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
王
権
は
た
と
い
同

(ú9
)
『聖
職
者
新
聞N

ouvelles
Ecclésiastiques

』
は
、
マ
ダ
ム
・
モ
ワ
ザ
ン
は
贅
沢
な
暮
ら
し
を
し
て
い
る
、
規
則
で
は
早
朝
四
時
な
い

し
五
時
起
床
な
の
に
、
八
時
に
起
床
し
て
い
る
、
シ
ス
タ
ー
も
好
き
放
題
に
し
て
い
る
、
院
内
規
則
が
守
ら
れ
ず
、
崩
壊
状
態
に
な
っ
て

い
る
、
な
ど
と
報
じ
た
。[D

esgranges,p.415]
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じ
カ
ト
リ
ッ
ク
宗
派
で
あ
れ
、
王
権
に
と
っ
て
危
険
で
対
抗
的
な
力
を
具
え
た
と
判
断
す
れ
ば
、
こ
れ
を
容
赦
な
く
排
除
し
た
の
で

あ
る(û0)。

さ
て
、
マ
ダ
ム
・
モ
ワ
ザ
ン
の
起
用
は
、
ま
さ
し
く
「
瓢
箪
か
ら
駒
」
の
如
き
結
果
を
も
た
ら
し
、
我
々
に
貧
民
の
処
遇
、
と
り

わ
け
「
こ
こ
ろ
の
救
済

ス
ピ
リ
チ
ュ
エ
ル

」
に
つ
い
て
、
根
源
的
な
問
い
か
け
を
発
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
彼
女
は
、
右
に
記
し
た
よ
う
に
、

「
善
き
貧
民
」
に
上
か
ら
目
線
で
は
な
く
、
謙
虚
に
、
親
し
く
接
し
た
し
、
何
よ
り
も
懲
治
監
入
所
者
へ
の
体
罰
や
拷
問
を
廃
止
し
、

鉄
鎖
を
外
さ
せ
た
。
つ
ま
り
、
社
会
的
弱
者
や
社
会
か
ら
排
除
さ
れ
て
き
た
人
々
に
も
、
人
間
的
に
処
遇
し
よ
う
と
努
め
た
。
そ
れ

ま
で
の
、
修
道
院
的
で
暗
く
陰
鬱
で
、
禁
欲
的
な
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
を
、
よ
り
人
間
的
な
空
間
に
変
え
よ
う
と
し
た
。
そ
れ

ゆ
え
、
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
か
ら
の
批
判
は
止
む
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
入
所
者
か
ら
は
感
謝
さ
れ
人
望
を
集
め
た
。
こ
の
こ
と
は
、

半
ば
強
制
的
な
信
仰
と
労
働
や
身
体
へ
の
懲
罰
刑
で
は
、
人
を
変
え
る
こ
と
は
難
し
い
こ
と
を
、
我
々
に
想
い
至
ら
せ
る
。
そ
う
で

は
な
く
、
こ
こ
ろ
か
ら
の
愛
情
、
人
間
的
な
優
し
さ
が
、
社
会
の
底
辺
で
傷
め
つ
け
ら
れ
た
人
々
を
変
え
る
力
に
な
る
こ
と
を
想
い

至
ら
せ
る
。

さ
ら
に
問
題
を
敷
衍
す
れ
ば
、
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
な
ど
社
会
施
設
や
社
会
事
業
の
「
非
宗
教
性laïcité

ラ
イ
シ
テ

」
に
至
る
。
貧
民

と
病
者
の
救
済
に
限
っ
て
ラ
イ
シ
テ
の
歴
史
を
み
れ
ば
、
近
世
に
お
い
て
は
都
市
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
が
、
キ
リ
ス
ト
教
教
会
の
手
か

ら
そ
の
運
営
を
譲
り
受
け
た
。
第
一
章
で
述
べ
た
、
リ
ヨ
ン
の
総
施
し
会
や
パ
リ
の
大
貧
民
局
が
そ
の
好
例
で
あ
る
が
、
一
六
世
紀

初
め
に
ル
イ
一
二
世
が
パ
リ
の
オ
テ
ル
・
デ
ュ
を
統
轄
す
る
例
も
こ
こ
に
入
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
世
俗
団
体
に
よ
る
貧
民

や
病
者
の
救
済
で
あ
り
、
世
俗
化
の
嚆
矢
と
云
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
が
、
運
営
の
エ
ト
ス
は
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
っ
て
、
真
の
意
味
で

の
ラ
イ
シ
テ
で
は
な
い
。

本
稿
の
テ
ー
マ
た
る
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
は
、
ラ
イ
シ
テ
の
第
二
段
階
と
考
え
ら
れ
る
が
、
基
本
構
造
は
前
者
と
変
わ
ら
な

い
。
運
営
の
主
体
は
俗
信
徒
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
だ
が
、
基
本
理
念
は
キ
リ
ス
ト
教
（
カ
ト
リ
ッ
ク
）
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
マ

ダ
ム
・
モ
ワ
ザ
ン
の
登
場
に
よ
り
、
こ
の
基
調
に
変
化
の
兆
し
を
感
知
で
き
る
。
彼
女
の
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム
は
、
ラ
イ
シ
テ
の
重
要
性

を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
極
論
す
れ
ば
、
貧
民
や
病
者
の
介
護
、
犯
罪
者
の
更
生
に
宗
教
は
必
須
か
ど
う
か
、
と
い
う
問

題
で
あ
る
。「
信
教
の
自
由
」
が
な
い
と
き
に
、
半
ば
強
制
的
に
信
仰
を
押
し
付
け
る
こ
と
に
、
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
救
済

に
な
る
の
か
、
寧
ろ
逆
効
果
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
で
あ
る
。

こ
の
課
題
は
、
革
命
に
お
け
る
信
教
の
自
由
の
確
立
を
経
て
、
フ
ラ
ン
ス
第
三
共
和
政
に
な
っ
て
、
政
教
分
離
、
公
教
育
に
お
け

る
非
宗
教
性
の
確
立
と
し
て
実
現
す
る
の
だ
が(ûø)、
マ
ダ
ム
・
モ
ワ
ザ
ン
の
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム
に
そ
の
兆
し
を
見
出
せ
る
よ
う
に
思
う
。

(û0
)
一
七
六
四
年
に
ル
イ
一
五
世
は
、
フ
ラ
ン
ス
全
土
に
お
け
る
ジ
ェ
ズ
イ
ッ
ト
（
イ
エ
ズ
ス
会
徒
）
の
活
動
を
禁
止
す
る
王
令
を
出
す
の

だ
が
、
こ
れ
も
同
じ
文
脈
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(ûø
)
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ラ
イ
シ
テ
確
立
の
長
い
苦
闘
の
歴
史
は
差
し
当
た
り
、
次
の
文
献
を
参
照
せ
よ
。［
ボ
ペ
ロ
、2009

］
ラ
イ
シ
テ

の
重
要
性
は
、
近
年
の
日
本
に
お
け
る
旧
統
一
教
会
と
保
守
政
治
と
の
癒
着
や
、
イ
ラ
ン
に
お
け
る
ヘ
ジ
ャ
ブ
着
用
に
発
端
す
る
民
衆
の

抵
抗
、
つ
ま
り
政
治
と
宗
教
の
一
体
化
な
ど
へ
の
抵
抗
に
明
ら
か
で
あ
る
。
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じ
カ
ト
リ
ッ
ク
宗
派
で
あ
れ
、
王
権
に
と
っ
て
危
険
で
対
抗
的
な
力
を
具
え
た
と
判
断
す
れ
ば
、
こ
れ
を
容
赦
な
く
排
除
し
た
の
で

あ
る(û0)。

さ
て
、
マ
ダ
ム
・
モ
ワ
ザ
ン
の
起
用
は
、
ま
さ
し
く
「
瓢
箪
か
ら
駒
」
の
如
き
結
果
を
も
た
ら
し
、
我
々
に
貧
民
の
処
遇
、
と
り

わ
け
「
こ
こ
ろ
の
救
済

ス
ピ
リ
チ
ュ
エ
ル

」
に
つ
い
て
、
根
源
的
な
問
い
か
け
を
発
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
彼
女
は
、
右
に
記
し
た
よ
う
に
、

「
善
き
貧
民
」
に
上
か
ら
目
線
で
は
な
く
、
謙
虚
に
、
親
し
く
接
し
た
し
、
何
よ
り
も
懲
治
監
入
所
者
へ
の
体
罰
や
拷
問
を
廃
止
し
、

鉄
鎖
を
外
さ
せ
た
。
つ
ま
り
、
社
会
的
弱
者
や
社
会
か
ら
排
除
さ
れ
て
き
た
人
々
に
も
、
人
間
的
に
処
遇
し
よ
う
と
努
め
た
。
そ
れ

ま
で
の
、
修
道
院
的
で
暗
く
陰
鬱
で
、
禁
欲
的
な
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
を
、
よ
り
人
間
的
な
空
間
に
変
え
よ
う
と
し
た
。
そ
れ

ゆ
え
、
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
か
ら
の
批
判
は
止
む
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
入
所
者
か
ら
は
感
謝
さ
れ
人
望
を
集
め
た
。
こ
の
こ
と
は
、

半
ば
強
制
的
な
信
仰
と
労
働
や
身
体
へ
の
懲
罰
刑
で
は
、
人
を
変
え
る
こ
と
は
難
し
い
こ
と
を
、
我
々
に
想
い
至
ら
せ
る
。
そ
う
で

は
な
く
、
こ
こ
ろ
か
ら
の
愛
情
、
人
間
的
な
優
し
さ
が
、
社
会
の
底
辺
で
傷
め
つ
け
ら
れ
た
人
々
を
変
え
る
力
に
な
る
こ
と
を
想
い

至
ら
せ
る
。

さ
ら
に
問
題
を
敷
衍
す
れ
ば
、
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
な
ど
社
会
施
設
や
社
会
事
業
の
「
非
宗
教
性laïcité

ラ
イ
シ
テ

」
に
至
る
。
貧
民

と
病
者
の
救
済
に
限
っ
て
ラ
イ
シ
テ
の
歴
史
を
み
れ
ば
、
近
世
に
お
い
て
は
都
市
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
が
、
キ
リ
ス
ト
教
教
会
の
手
か

ら
そ
の
運
営
を
譲
り
受
け
た
。
第
一
章
で
述
べ
た
、
リ
ヨ
ン
の
総
施
し
会
や
パ
リ
の
大
貧
民
局
が
そ
の
好
例
で
あ
る
が
、
一
六
世
紀

初
め
に
ル
イ
一
二
世
が
パ
リ
の
オ
テ
ル
・
デ
ュ
を
統
轄
す
る
例
も
こ
こ
に
入
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
世
俗
団
体
に
よ
る
貧
民

や
病
者
の
救
済
で
あ
り
、
世
俗
化
の
嚆
矢
と
云
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
が
、
運
営
の
エ
ト
ス
は
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
っ
て
、
真
の
意
味
で

の
ラ
イ
シ
テ
で
は
な
い
。

本
稿
の
テ
ー
マ
た
る
オ
ピ
タ
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
は
、
ラ
イ
シ
テ
の
第
二
段
階
と
考
え
ら
れ
る
が
、
基
本
構
造
は
前
者
と
変
わ
ら
な

い
。
運
営
の
主
体
は
俗
信
徒
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
だ
が
、
基
本
理
念
は
キ
リ
ス
ト
教
（
カ
ト
リ
ッ
ク
）
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
マ

ダ
ム
・
モ
ワ
ザ
ン
の
登
場
に
よ
り
、
こ
の
基
調
に
変
化
の
兆
し
を
感
知
で
き
る
。
彼
女
の
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム
は
、
ラ
イ
シ
テ
の
重
要
性

を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
極
論
す
れ
ば
、
貧
民
や
病
者
の
介
護
、
犯
罪
者
の
更
生
に
宗
教
は
必
須
か
ど
う
か
、
と
い
う
問

題
で
あ
る
。「
信
教
の
自
由
」
が
な
い
と
き
に
、
半
ば
強
制
的
に
信
仰
を
押
し
付
け
る
こ
と
に
、
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
救
済

に
な
る
の
か
、
寧
ろ
逆
効
果
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
で
あ
る
。

こ
の
課
題
は
、
革
命
に
お
け
る
信
教
の
自
由
の
確
立
を
経
て
、
フ
ラ
ン
ス
第
三
共
和
政
に
な
っ
て
、
政
教
分
離
、
公
教
育
に
お
け

る
非
宗
教
性
の
確
立
と
し
て
実
現
す
る
の
だ
が(ûø)、
マ
ダ
ム
・
モ
ワ
ザ
ン
の
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム
に
そ
の
兆
し
を
見
出
せ
る
よ
う
に
思
う
。

(û0
)
一
七
六
四
年
に
ル
イ
一
五
世
は
、
フ
ラ
ン
ス
全
土
に
お
け
る
ジ
ェ
ズ
イ
ッ
ト
（
イ
エ
ズ
ス
会
徒
）
の
活
動
を
禁
止
す
る
王
令
を
出
す
の

だ
が
、
こ
れ
も
同
じ
文
脈
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(ûø
)
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ラ
イ
シ
テ
確
立
の
長
い
苦
闘
の
歴
史
は
差
し
当
た
り
、
次
の
文
献
を
参
照
せ
よ
。［
ボ
ペ
ロ
、2009

］
ラ
イ
シ
テ

の
重
要
性
は
、
近
年
の
日
本
に
お
け
る
旧
統
一
教
会
と
保
守
政
治
と
の
癒
着
や
、
イ
ラ
ン
に
お
け
る
ヘ
ジ
ャ
ブ
着
用
に
発
端
す
る
民
衆
の

抵
抗
、
つ
ま
り
政
治
と
宗
教
の
一
体
化
な
ど
へ
の
抵
抗
に
明
ら
か
で
あ
る
。
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茂
監
訳
『
フ
ラ
ン
ス
史
』
講
談
社

二
〇
一
九

ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
著
／
丸
山
熊
雄
訳
『
ル
イ
十
四
世
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世
紀
』
全
四
冊

岩
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文
庫

二
〇
〇
一
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ベ
ー
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・
メ
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ヴ
ィ
エ
著
／
前
川
貞
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郎
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『
ル
イ
十
四
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』
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一
九
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二
宮
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之
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』
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史
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』
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／
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社
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問
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』
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ニ
シ
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出
版

二
〇
一
二

柴
田
三
千
雄
ほ
か
編
『
世
界
歴
史
大
系

フ
ラ
ン
ス
史
ù
』
所
収
の
第
一
章
（
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部
春
彦
）、
第
四
章
（
阿
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雄
二
郎
）、
第
五
章
（
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田
伸
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第
六
章
（
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宮
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柴
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雄
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〇
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／
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／
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ラ
ン
ス
の
家
族
─
ア
ン
シ
ア
ン
・
レ
ジ
ー
ム
下
の
親
族
・
家
・
性
─
』
勁
草
書
房

一
九
九
三

西
迫
大
祐
『
感
染
症
と
法
の
社
会
史
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／
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